


P凶aAU5dh沌函

べ、ッドは休日をとりません

思L、やりに育まれた高品質

安全で.機能性にす寸れた医療矧・在宅ケアベ、ッドの

トッフソーカーとして40余年。

I':ijl支な技術:JJ 1;1.、多〈の医療・介護縄設から

!山、{古紙をf斗ています。

パラマウントベ.ツド株式会社
札幌支庖 干060札幌市中央区南 2条西 13-318 -11 
仙台支庖 干984仙台市若林区卸町 2-3 -3 
4質浜主広 干 194東京都町田市鶴間 1715- 1 
名古屋支庖 干454名古屋市中川区玉船町 3-1 -2 
大阪支庖 干550大阪市西区土佐堀 2-3 -33 

広島支庖 干733広島市西区償川町 3-8 -5 
高松支庖 〒761高松市焼東町 223 番 l
福岡支庖 干812福岡市博多区博多駅東 3-↓4-20 
中央分室 干104東京都中貴巨明石町 8-1!聖路加ηーデノ2陪

n OIト27ト 1181附
官 022-239-521 1制
官 0427-95-88∞拘
置t052-661-3111崎哲
含 06-443-8791間

宮 082-293-13川間
宮 0878引 -8800判
官 092-461-113IKt'
n 03-3541-3377附

資料ご希望の方はご請求ください。郵送いたします。
みなさまに満足していただけるよう各地の事業所にショールームを設けてあります



H衣蔚館会の井波屈を担当すo
物)β衣妨l!Jl共済会

|事業の内容 |

(1) 主な保険 (2) 病院図書の発行と販売

医師賠償責任保険 (3) 人間ドック手帳の販売

病院火災賠償責任保険 (4) 薬価情報の発行と薬品販売

保育所総合保険 (5) 他社発行図書の斡旋販売

看護学校学生傷害保険 (6) 職員教育 ・研修用 ビデオテープ

就業中傷害保険 の斡旋販売

所得補償保険 (7) 防災用器具の斡旋販売

現金総合保険 (8) 病院防災診断サービス(無料)

医師退職金積立制度 (9) 共済会ニュースの発行

ボイラ保険 (1日 セミナーの開催

/ 、

優良図書の販売

(1) 病院職員ハンドブック
社団法人 日本病院会発行 B5平IJ 74頁

定価 390円(送料実質)

(2) 病院職員読本
泌合j務-)111 監修 B 5 f.lJ 171頁

定佃1.500阿(〒260)

(3) 病院管理ノート (改訂第 5版)
井上昌彦箸 B5判 139頁
定制 2.400円(送料実質)

(4) 病院管理マニュアル

れ問法人 日本病院会発行 B5宇IJ 43頁

定価 800円(送料実m
(5) 勤務医師マニュアル

社団法人 日本病院会発行 B6半IJ 58真

定価 500円(送料実質)

(6) 病院給食管理基準

社団法人 日本病院会発行 B5半Ij 45頁

定価 1.000円(送料実質)

(7) 医療事務制度編

*1 団法人 日本病院会通信教育部

講師杉本久喜子 A5判 304頁

定側 3.000円(送料実質)

(8) 診療録管理室運用
監修岩崎祭 日本医科大学医療管埋学主任教綬

木村明新潟市民病院院長 A5 ~町IJ 114頁

定価 2.500円(送料実質)

(9) 分類法一総論と実習一
監修岩崎祭 日本医科大学医療管埋学主任教侵

木村明新潟市民病院院長 A5事Ij 137頁

定価 2.500円(送料実質)

(1日 診療録管理学通論
監修岩崎祭臼本医科大学医療管Illi学主任教授

木村明新潟市民病院院長 A5 t.lJ 153貞

定{IHi 2.500円(送料笑'i'1)

(11) 解剖学
監修岩崎祭 日本医科大学医療管理学主任教綬

木村明新潟市民病院院長 B5判 185頁

定制li 2.500問(送料実質)

(11) 医学用語
監修岩崎祭 日本医科大学医療管涯学主任教授

木村明新潟市民病院院長 B5 ~判11 53頁
定側i1.500円(送料実質)

肯定価には消費税が含まれております。

女お申込みは JJ名，部数，施設名，住所，ご担"i者名を苔

いて当会あて FAX.ハガキにてお申込みくださ L、。

株式会社 日本病院共済会
干 102 東京都千代田区一番町 13-2

TEL (03) 3264 -9888 
FAX (03) 3222 -0016 



9 7年 7月スター卜

日本病院会の新しい保険制度です

労災 上 乗 せ共済制度
~大切な従業員の補償として~

制度のあらまし

万一の労働災害時に政府労災保険の上乗せ補償として補償金をお支払いする共済制度です。

政府労災保険を補完し、貴院の福利厚生制度の一環として大切な従業員の皆様のために

わずかな掛金で大きな補償が得られる制度です。

加入 スケジュー ル

.募集期間

。加入締切

.制度開 始

年間掛金は…

。スタンダードタイプ(I型)

。ワイドタイプ (II型)

•.. ・E溜諸国

-針刺し事故等による感染疾病も
対象になります

・業務上災害・通勤途上災害が対
象になります

EJJ:I'謂過言張費r-.i
-団体契約につき団体割引 10 % 
が適用されております

E~HI;諒墨客沼I案書盟主調r4il毒事量

9 7年5月"'6月

9 7年6月25日

9 7年7月 1日

従業員 1名につき 5， 3 8 0円

従業員 1名につき 6， 7 8 0円

.お問い合わせ先.

日本病院共済会

干 10 2 

東京都千代田区一番町 13 -2 

電話 03-3264-9888

〔担当〕中村



日本病院会雑誌 病院学 1997年5月号
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限
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忽
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を
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写
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い
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た
り
、
飯
事
直
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曾
に
園
内
れ
て
、

-m院
の
圃
目
頭
を
煩

う
こ
と
ガ
あ
っ
て
は
怠
ら
怠
い
・

位
回
出
悟
入
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病
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会
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“地域医療の核として高度先進医療に対応できる病院"、“親しみが持てて利用しやすい病院"、“心安らぐ

療饗環境の保持"、“将来の医学の発展に対応し得る拡張性のある病院"をコンセプ卜として、豊橋市民病院

(743床)と桜ケ丘分院 (171床)を統合して、 920床の新豊橋市民病院が新築され、平成 8年 5月4日に移転

した。

新病院は市域の西部に位置し、敷地96，237mヘ 延床面積54，420m'で、駐車場は1，470台を収容する。施設

の特徴としては、リニアモーター小型搬送システム、全館オーダリングシステムを採用している。

診療科l主主として疾患別、臓器別に分けて28科とし、また、高度先進医療に対応すべ〈 、診療機器はCT

3台(うち 2台はヘリカル)MR I 2台(いずれも1.5T)、連続血管撮影装置 3台等いずれも高性能のもの

を設置している。また、県下の 8救命数急センターの 1っとして、救急科を独立させ、 24時間体制をとって

いる。NICU、健診センタ一、不妊症治療等もそれぞれ地域の中心として活動している。また、市医師会

の主導により、院内に病診連携室が設けられ積極的に活動している。

裏
蘭
か
ら
望
む

高
府
病
練
手
前
に
低
用
病
練
、

右
手
に
ヘ
リ
ポ
ー
ト



玄
関
ホ

l
ル

玄
関
を
入
り
布
手
に
受
付
、
左
手
に
薬
局
待
合
い
を
配
し
、

正
而
'
拠
の
ア
ト
リ
ウ
ム
に
述
な
る
。
広
い
ス
ペ
ー
ス
に
壁

刷
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
、
サ
イ
ン
等
が
機
能
的
に
配
置
さ

れ
優
れ
た
ア
メ
ニ
テ
ィ
が
追
究
さ
れ
て
い
る
。

ア
ト
リ
ウ
ム

3
附
吹
抜
け
で
、
嵐
山
似
は
開
山
皮
感
知
装
置
に
よ
り
ブ
ラ
イ
ン
ド
が
内
動

開
閉
と
な

っ
て
い
る
。
展
望
台
エ
レ
ベ
ー
タ
、
安
全
性
も
巧
慮
し
た
エ

ス
カ
レ
ー
タ
を
配
し
、
フ
ロ
ア
に
は
自
動
演
奏
付
の
ピ
ア
ノ
が
あ
り
、

定
期
的
に
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
を
行

っ
て
い
る
。

しu外米q，Jイトいホール

外来ブロック受付に Ifliし、ここから各科

11-1符介いに入る。k'.ll:はn，然保光のため

吹抜けになっている。

(11:)アト リウムに.lliなる“ホスピタルスト

リート"

病院の中央を走るIPII¥6 mのメインストリ

ートであり、木製を1，与謝とし、 IftJ4妾照明

て。アメニティに内GJ.&、されている。



手
術
室

充
分
に
広
い
ス
ペ
ー
ス
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
制
御
に
よ
る
照
明
、

3
台
の
テ
レ
ビ
監
視
装
置
が
備
え
ら
れ
て
い
る
。

全
室
、
エ
ア
フ
ィ
ル
タ
ー
に
よ
る
空
気
浄
化
が
さ
れ
て
い
る
。

(上)救命救急、センター処告主主

小手術、緊急手術に対応が可能で‘ある。

天井走行のX線撮影装置があり、処置

中の娠影が可能でレある。

(上)述絞血管搬彩室

3室のうちの l室、充分に広いスペースが

あり、最新鋭の機器が設置されている。

集
中
治
療
病
棟

(
ぬ
床
)

各
ベ

ッ
ド
に
は
充
分
な
モ
ニ
タ
ー
、
駿
索
、

動
力
用
エ
ア

l
等
が
装
備
さ
れ
て
い
る
。

吸
号
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病
室
の
廊
下
は
充
分
に
広
く
て
明
る
く
、

治
療
環
岐
を
際
し
出
し
て
い
る
。

ナ

l
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
オ
ー
プ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー

刑
式
で
、
病
出
仰
の
ほ
ぼ
中
央
に
配
目
さ
れ
て
い
る
。

快
適
な

床
室基

本
的
に
は
4
床
室
で
あ
る
が
、
ベ
ッ
ド
間
は
充
分
に
広
〈
、

二
重
カ
ー
テ
ン
で
仕
切
ら
れ
て
い
る
。

各
ベ

ッ
ド
に
冷
蔵
庫
、
テ
レ
ビ
、
ロ

ッ
カ
ー
が
付
属
し
、
名

部
屋
に
手
洗
い
が
設
叩
一
心
さ
れ
て
い
る
。

デイルーム

病rJ¥iれフロアに lカ所ずつ

デイルームを配してある。

病院内ても、日当り、風景

共に最ー向の場所であり、家

族の而会、忠者さんのだん

らんなどに使用される。

歩行可能な忠者さんの食事

は、リ フ トによ って厨房か

らここに配膳される。

写真提供 :

豊橋市民病院



政局不安とベルー人質事件

村田寿太郎本

私は日本の政治，政局の不安定さとベルーの人質事件とを考えるとき，

まんざら無関係ではないように感じられてなりません。

現在の政局不安を考えるとき，永田町は全く大臣病患者の烏合の衆であ

り，憂うべき状況にあると考えられます。ベルーの事件にしても，日本政

府は全く予想もしていなかった事件ではないでしょうか。だが現実には，

未だ解決のめどさえ立っていないのです。

ひるがえって，日本の政局はいかがでしょう。彼らベルー移民の日系人

にとっては，その母国の安泰を願わないものはいないと思います。

果たして母国である日本の政情はいかがでしょう。それに答えられる現

状でしょうか。

綱領も決まらない政党の数々，どの政党についたら大臣への道が近い

か，そればかりを考えている大臣病患者の集団であるといっても過言では

ないでしょう。綱領も決まらない新党，たとえ新々党であっても何ができ

るというのでしょう。全く旗振りばかり多い現在の政党を考えるとき，嘆

かわしいといってもよいのではないでしょうか。政治の不安定なときに

は，必ずといってよいほど世情の不安も発生するものと私は考えていま

す。

今日の新聞では，当地選出の代議士である高村氏が，ベノレー特使として

派遣されると報じています。何とか人命が失われることなく，無事救出さ

れることを祈っています。

圏内では，オウムに始まり，銀行・金融の不祥事.0-157.厚生省の汚職

問題，エイズの問題等，また対外的には，対米，北鮮，また韓国，香港，

東南アジアその他，諸々の問題が押し寄せています。

政府もまことに忙しいことです。ご苦労様と申し上げたいのですが，政

局を何とか安定してもらって諸政策を実行にまで移してもらいたいと熱願

している次第です。

巻頭言らしからぬ言葉となりましたが， 言私見を述べさせていただき

ましfこ。

*むらた じゅたろう 鮒日本病院会常任理事村田博愛病院院長

日本病院会雑誌 1997年5月 11(743) 



保険医揮実務図書改訂版のご案内

側社会保険研究所 ぶlrrTU72JchUレ|

準点数早見表(9年 4月版) A 5判本体価格3，398円 ( 糊1])
3月中旬頃出版予定

・全品目を50音順に配列 L、薬効も付し、注射薬には点数を付した見やすく引きやすい実用早見表の決定版。

再掲・別掲色豊富で、さまざまな角度から検索できるように配慮。薬効別分類表も細心の注意をはらって

編集 Lている。点数早見表は、診察・投薬・注射・検査・ X線・入院料などを整理Lてまとめ、正確さと

実用性を誇る。

解釈 (ω9年判4月鵬版船) A 5判M 本体畑価格郁口叩，20∞0胴円 (棚棚税糊削酬即別IJ
5月末頃出版予定

厚生省保険局医療課・厚生省老人保健福祉局老人保健課編

.診療報酬占数哀の項目ごとに疑義解釈を整理して記載し、発翰番号を併記した。

関係告示、通知等を見やすく整理して収録Lているため、点数主上疑義が生じても明解にその根拠を知る

ことができる。審査機関の業務用としても用いられており 保険診療・請求を行う上で必携となる本。

く〉レセプト事務輩抽.盤価リスト(9年同版) B 5判本体価格6，500円(税別)
のための 事再現IJ-!iOIii! n刷 4月末出版予定

医薬情報研究所編

・薬価基準収載医薬品の薬価、効能・効果、開法 用量、保険の取扱いを見やすく収載した事典。商品名を

検索するニとにより、必要な情報をチヱソクできる。処方時の薬剤情報提供に要件を備える。

o薬効・薬価/長期投与検索システム(9年4月版i22234官。。円(糊1])

医薬情報研究所制作

Win3.1/Win95対!必 CD-ROM

圃 1枚のCD-ROMに、薬効・薬価リストと長期投与医薬品便覧を収録。薬価基準に収録された医薬品の薬

価、規制区分、効能・効果、 111法'ilI量を調べやすく Lた。スピーディーな検索が特長。

特定保険医憲材料及びその踊入価格

。材料価格基準早見表(9年同版)日:思P出龍Z?格山0胴円(繍棚税糊別q

.保険請求(f償貰還)f価而格の定められている特定i保呆険医療材料に該当する商品を、材料価格基準上の分類ごと

に50吾順に配列し、薬事法草認番号、メーカ一、販売元、価格 般名・略称・分類・製品番号を収載。

商品名、ヰミ認番号のどちらからでも検索できるよう索引を付した。

o保険医療材料算定の解釈(9年 4月版)日日出禁?川O円(税別)

厚生省保険局医療際監修

-特定保険医料材料について、材料画格基準|ーの分類ごとに整理し、保険算定の可否と算定上の留意事項及

ぴ購入価格を一覧にしてまとめ、関連する土な手技料とその算定上の情意点を付した。必要に!Ji.'.;じ該当材

料・治療内容などについても解説。

。長期控与医薬品便覧(9年間版)AJFJ詩的，3胴(税軍1])

・ 1同30日分または90円分投与できる医薬品と疾患名の組合せがわかる便覧。医薬品名、疾患名のどちらか

らも検索できる。 14日分または30日分投与できる外周藁と疾患も併載。

。検査点数早見表(9年 4月版)AJF白夜報知，ω0円(税別)

圃検査全項目に保険点数とその根拠をj.Jした実用早見表。解釈総覧っき。

0看護・食事・寝具設備等の実際(9年 4月版)AfP品寝格2，500円(税別)

厚生省保険局医療課・厚生省老人保健福祉局老人保健課編

.看護サ ピスと食事提供のあり方、最認の取扱いを具体的に詳しく解;見。関係告示も収載。

社会保険旬報 222221JJ思?LFでtZT21TZJ??)



〈会潤築家後議員警緊張量〉噌 4建喝毒越冬

基調講演

病院経営と薬局長

ふきト静静紗

ご紹介いただいた武田でございます。何か話せ

というご連絡がございまして， iテーマはお任せ」

ということでございました。お任せとなりますと

非常に困るわけですが，院内の者と話しまして，

「病院経営と薬局長」についてお話ししましょう

かと，その時は非常に簡単に考えました。「これは

いいな，楽であるな」と思って，そのテーマで提

出させていただきました。

ところが後で考えてみまして，大変このテーマ

を選んだことについて後悔Lておるわけでござい

ます。日常もう当たり前のことしか問題が起こっ

ておりませんし，何か目新しいことを考えてみま

したが，本当に思いつかないままに今日がやって

まいり，誠に申し訳なく思っております。

したがいまして， レジュメにありますようなこ

としか喋ることがございませんので，先生方の前

で，大きい顔をしてお話しするというわけではご

ざいませんが，ただいま， 43年卒業という若く見

ていただきまして大変光栄に思っているわけで

す。実は今年から年金をもらうようになりまし

て，年の功と役目柄ということでお許しをいただ

きたいと思います。

もう一つ考えていく中で難しいと思いましたの

は，ご出席の方々が，国公立という公的な経営基

盤，そしてまた私的医療法人，そういう様々な病

院の形態のある方々の中の薬剤師・薬局長がお見

えでありますので，十把一絡げにお話しするとい

うことも本当に失礼かとは思いますが，私自身が

先ほど申しましたように，民間畑をずっと歩いて

きておりますので，国公立の先生方は，日新しい

とお考えいただくかもわからないということを

ちょっと期待しております。

武田総合病院会長武田隆男

率波書注FH潟…r幾重患者室

さらにいわせていただきますと，国公立の病院

でも，もう院長をはじめ，皆，経営感覚を問われ

るようになっておりますので，敢えて同じ立場で

話すという大義名分を作らせていただきたいと思

います。いずれにせよ，ちょっと後悔をしている

ということを心の，頭の横に置いていただいてお

話を聞いていただくようにお願いいたします。

病院を運営するにあたりまして問題となります

のは，医療は非営利であると法律で決められてい

ることにあると思います。法律上というよりも，

倫理上の問題からこの点が論議されるところでも

ありますけれども，いずれにせよ，非営利とは，

利益または利潤を生んではいけないのかというこ

とが問題になってくるのではないかと思います。

病院は，言うまでもなく医療行為を行う場であ

りますし，医療は患者さんの病気の治療を願って

行うものであります。ヒポクラテスの時代からい

われておりますように‘専ら患者さんに利するた

め，あるいは患者さんのために医療は行われてい

るわけであります。しかしながら， しっかりした

病院でなければ良い医療，立派な医療を行うこと

ができないことは異論のないところであります。

Lっかりした病院とはどのような病院をいうので

あろうかということでございますが， これは，将

来に病院機能評価という仕組みが定着してまいる

と恩いますので，その評価の高い病院を指すこと

になると思います。そのためには，経済的基盤が

しっかりしτいえ長ければならないということでご

ざいます。経営基盤を安定させてこそ， しっかり

Lた病院だということができるわけであります。

このようなしっかりした病院を存続させるため

には，再生産が可能な経済的裏付けとその余力が

日本病院会雑誌 1991年目月 13(745) 



持たれていなければなりません。つまり，非営利

の下に，それだけの利益が要求されるわけであり

ます。一般の企業体でありますと，経済性・効率

性を高めて利潤を追求することが最終目的であり

ます。しかしながら，先ほど申しましたように，

病院には，経済性の追求だげでは済まされない特

殊な事情があるわけであります。

先ほどから申しておりますように，病院は一義

的に人命を預かるという尊い使命が加えられてい

るわけであります。そして，その中で利益も追求

していなければならないという大きな課題を抱え

ているわけであります。できるだけの高水準の医

療と患者サービスを提供しながら，経済牲を保と

うという一種のパラドックス的な考え方が求めら

れるところであります。高水準の医療と患者サー

ビスを最優先することが当然のことであり， これ

が医療の使命であります。そして病院を企業体と

して再生産のために必要な利益も生んでいかなけ

ればならない。これなくしては経営状態が悪化し

て，新規の機械の購入というものはおろか，事業

の拡大は不可能であります。

それに伴って職員の士気が弱まり，待遇が悪化

して最悪の場合は，経営破錠を招くということに

なりかねません。利益を無視して医療だけ，ある

いは患者サービスだけを追求するような姿勢では

病院の存続はあり得ないわけであります。

しかし一方，利益の追求に比重をかけすぎます

と，医療内容の低下や患者サービスがおろそかに

なるばかりでなく，時にはそれが誘因となって，

院内感染ゃあるいは医療過誤を引き起こし，ひい

ては医療訴訟問題にまで発展することが予想され

るのであります。

このように，病院経営は，両者のバランスをう

まく保ちながら，企業体としての経済性を保って

いく経営感覚が求められるこの昨今であります。

以前は，診療報酬に守られて病院は医療に専念

にすることができました。それでも，病院を運営

していくには十分な利益が確保できておりまし

た。しかし，昨今の医療費抑制策が始まりますと，

やはり病院にも無駄を省いた効率的な運営が求め

られ，病院経営学が必要となってきたのでありま

す。

病院経営は，経営者だけでやっていけるのかと

いいますとそれは全く不可能なことでありまし

て，経営に対する職員の理解と協力，そして当然

のことながら医療人と Lて患者さんに対する思い

やりの「こころ」が必要であります。

病院は，他の企業体には見られない多くの専門

職に支えられているところであります。しかも，

それぞれの専門職が機能を生かし，生命に直結し

た仕事に従事しており，この異なる専門職が互い

に有機的な連携を保ちながら患者さんと関わり，

その上で医療サービスの最終目的であります高水

準の医療と患者サ ピスに向け日々努力している

わけであります。

しかしながら専門職は，それぞれ独立した仕事

をしております。そして互いに連携しながら，職

域をオーパーラップした仕事をされているもの

の，時にはどうしてもうまく噛み合わないところ

が出てまいります。こういった不都合なところに

調整役として， しばしば薬局長が必要な場面が出

てまいります。

皆さんご存じのように，私がいうまでもなく薬

剤師の仕事は調剤業務を基本として，製薬業務，

薬品管理業務，医療晶情報管理業務，入院患者さ

んに対する服薬指導を含めた病棟業務，試験検査

業務などがあります。さらに，高カロリー輸液と

か抗ガン剤の混合調製，薬物液中濃度の測定と投

薬設計への参画，そして院内感染防止対策で消毒

剤の適正使用に関わる指導などもあります。その

上に，薬品の有効期限管理，使用期限管理，温度

管理，防湿管理，遮光管理など様々な管理があり

ます。薬剤師はこういった専門職として多岐にわ

たる業務と管理の他に，近年，経済的側面から病

院経営に関わってくることが求められるようにな

りました。

つまり，先に述べました医薬品が医薬品として

持つ有効性，安全性，そして有用性の評価と適正

使用という「専門職としての管理」の他に，医薬

品の購入から在庫管理そして使用まで，またさら

に，使用後は保険請求による査定減対策に及ぶ

「経営管理Jが求められてきております。

ここで，管理を円滑に進めるためには，先ほど

お話ししま Lたように，他部門との調整と指導的

な役割が必要になってまいります。この役割，つ

まり調整役は薬局長が適任であり，積極的に関
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わっていただきたいと思っております。

院内では，薬剤師は薬を介して医師をはじめ他

の専門職のよき助言者になれる立場にあるといえ

ます。医薬品の適正使用の観点から，最新の医薬

品情報を継続的に提供しながら助言していただけ

れば，医師は日常診療の中で非常に助かると思い

ます。また， コメディカノレ部門においては，使用

される医薬品を介して密接にアドバイスを行うこ

とが求められております。

看護部門に対しては，病棟保管薬品の取扱いか

ら服薬指導，院内感染防止対策や消毒薬の適切な

使用方法の指導に至るまで幅広い活動が期待され

ております。経営者に対しましては，医療に関わ

る問題だけでなくて，経済性の問題についても

突っ込んだ議論がなされ，良き助言者であって欲

しいと願っております。

経済性の問題は，経理部門や医事部門との連携

が不可欠となってまいります。病院の経常費の 3

分の Lつまり 30%が医薬品購入費に当てられて

いるわけであります。残りが人件費，給食，医療

材料費などの材料費，そして光熱水費などの経費

となりますけれども，これらを節減するには限度

があり，結局一番節減対象として重要になるのは

医薬品購入費であります。薬局長は実に経常費の

3分の 1を任されているわけでありますので，い

かに効率的に医薬品購入費を運用するかというこ

とで，結果として病院経営に大きく影響を及ぼす

ことになります。

最近，薬価差益が悪のようにいわれております

けれども，薬価差益が 20%であれば先に述べた

ように，医薬品購入費は医薬収入の 30%を占め

ているわけでありますから. 30% x 20%という

ことで，実に6%の利益を確保しているわけであ

ります。薬価差益が 15%となりますと. 4.5%の

利益になります。これは薬局長の価格交渉力が問

われることになるわけであります。

このように病院経営という観点、から見ても，薬

局長は非常に責任の重い立場にあることを自覚L

て，大局的な立場で判断されることが肝要である

と思っております。たとえば医薬品の採用に関し

ましでも，薬事委員会で医薬品情報を基に，新規

採用薬品の検討がなされていると思いますが，や

はり薬局長が率先して委員会を十分機能させるこ

とがまず必要ではないかと思います。その上で病

院として，真に必要な医薬品の採用が論議されな

ければなりませんけれども， この時，専門的な立

場からの助言とか調整が求められます。

採用が決まりますと，経理部門とか医薬品購入

担当者に実務がバトンタッチされて，剤型とか品

質，安定供給，価格を検討し，メ カ とか購入

先が決まりますが，この時にも良き相談者となっ

ていただかなければなりません。

最近の診療報酬の改定では，薬価差は減少して

きておりますけれども，代わって薬剤師としての

技術評価が行われるようになりつつあります。病

棟における服薬指導とか IVHの無菌製剤に対す

る保険点数の評価などでありますが，この傾向は

今後ともさらに続いていくことと思います。

薬剤師としての力の発揮の場が増え，病院経営

の参加の場が増えてくるわけでありますから，積

極的に今から準備を始めて，時代の流れに取り残

されないようにしていただきたい，それが薬局長

としての大きな仕事ではないかと思っておりま

す。

また PL法の施行後，薬剤の回収がしばしばあ

りますけれども，時に診療に大きく影響する薬剤

メーカーから一方的に回収通知が来ることがあり

ます。メーカーの無責任ということも困ったもの

でありますが，診療に支障を来すわけにはまいり

ません。この時，いかに素早く同効の薬剤を確保

するかも薬局長の評価となります。素早い情報収

集と素早い対応ができる薬局長を白指していただ

きたいと思います。

近い将来，薬剤費の患者負担率の増加が予想さ

れますけれども，これは病院経営だけでなく，患

者さんの自己負担のことも考えれば，薬品の採用

に関してもメ カー選定は，従来の先発メー力一

商品指向からシェネリック商品について，薬品の

品質と安定供給が保証されるならば検討の余地が

残されているものと思っております。また，院外

処方主主発行という選択肢もあります。保険請求に

おける査定減対策は，医事職員との情報交換を基

に診療会議などを通して，医薬品の適正使用に関

し医師に提言していただきたいと願っておりま

す。このような 1つひとつの小さな事の積み重ね

が病院経営の大きな基盤となるものと信じており
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ます。 サービスについても薬剤師としての専門職の立場

薬局長は薬剤師のまとめ役であると同時に，各 から，積極的に必要な意見や助言が欲しいのであ

種の管理責任者でもあり，併せて多部門の調整役 ります。

としては最高の立場にあるといえます。薬剤師の 会議の席ではもちろん，必要とあらば進んで理

職能と併せて，院内の調整役，助言者として薬局 事長室とか院長室を訪ね意見を述べていただきた

長がその能力を十分に生かした院内活動をしてい いと思います。そのためにも，平素から他の幹部

ただければ結構だと思っております。これは病院 とのコミュニケーションを密にしながら，意見を

経営という観点からすれば，数字ではなかなか表 聞き，ご自分の考えをまとめておくことが大切で

せない部分でありますけれども，極めて重要な部 あろうと思います。

分・役割であります。院内の業務が円滑に進行す 病院経営とは，単に経済性の面だけを議論する

るということは，病院運営上非常に重要なことで のではなく，病院全体を高所大所の視点、から見る

あるばかりでなく，病院全体を高所大所の視点、か こと，そして実践することであります。そして心

らで見ること，患者さんにとって安心して医療 を込めた患者サービスを忘れてはならないと思い

サービスが受けられるということに尽きるわけで ます。

あります。 薬局長としての相応しい感性と実行力を期待し

さらにいわせていただけるならば，薬局長は病 てお話は終わりとさせていただきます。ご清聴あ

院の中では幹部の一員であります。他の幹部と共 りがとうございま Lた。

に病院経営に関することはいうに及ばず，医療

日本病院会図書・好評発売中一一ーーーーーーーーーーー一一ーーーーーーーーー_..-

(改訂新版)病院職員ハンドブ‘ック

(B 5判 74頁) 頒価 1冊 390円(送料実費)
(税込)

それぞれ状態の違う患者さんのお相手をする病院サービス。勤務の

基本的な心得をわかりやすく記述した本書は格好の手引書です。

お申込みは日本病院共済会 干 102 東京都千代田区一番町 13-2

FAX 03-3222-0016 
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(会盤遺産著書需要望室務究会〉 婿建母毒愛媛ミ

シンポジウム

患者への情報(医薬品情報)提供について

ミミト静静

座長

公立山城病院薬剤科長

的日本病院会薬事管理研究会

シンポジス卜

京都博愛会病院薬剤科長

市立池田病院主任薬剤師

東京都多摩老人医療センター

柳津 進

委員

谷古字 秀

佐藤ひろ子

名徳倫明

薬剤l科長

:!JZ1l28年llJ号.l京都粛

法の 25条-2が，決まって，多分私も含めて先生

方の中ではこれからどうしていったらいいのかと

いうことを懸念されたり，あるいは周りを見なが

ら対応を考えているのが現状ではないかと思って

います。そういう状況の中で私たちも今日こうい

うようなテーマで，先生方と一緒にこの問題を考

え，なおかっ良い方策やヒントが得られればと

思っておりますので，ぜひフロアからの活発なご

岡野紘基 意見をいただきたいというふうに思っておりま

谷古宇 ただいま紹介いただきました，女子

医大の第二病院におります谷古宇です。今日は隣

の柳津先生と一緒に座長をやらせていただきます

が， シンポジウムでありますので，フロアからの

活発なご意見なり，ご質問なりをいただければ，

ありがたいと思っています。ご協力をよろしくお

願いいたしたいと思います。

柳津 ご紹介いただきました地元京都からと

いうことで，座長を務めさせていただきます柳津

でございます。どうぞよろしくお願いしたいと思

います。

谷古宇今，司会の片山先生からお話があっ

たように，私たちを取り巻く状況というのは，か

なり今変化しております。今日は，患者さんへの

医薬品の情報提供でありますが，確か去年から今

年にかけましては. PL法の実施に当たって，

我々病院薬剤師は一体どうしたらいいのかという

ようなことも議論しており，まだそれが解決され

ていない状況があるわけです。

そこに加えてさらに平成8年の 4月から薬剤師

す。

それでは早速始めさせていただきたいと思いま

す。

今回.I患者への情報提供」というシンポジウム

を聞かせていただくわけでありますが. 3人の先

生方にそれぞれ基調講演という形でお話をいただ

いて，その後. 3人の先生方のディスカッション

をお聞きいただき，その後， フロアからのいろん

なご質問をいただきたいと思っております。ま

た，昨日，皆様に質問票をお渡ししてあると思い

ますが，約 10人の方から質問書をいただいてお

りますので，その中の質問も一緒に考えていきた

いとd思っております。

それでは，最初の演者をご紹介いたします。京

都博愛会病院薬剤科長でいらっしゃいます佐藤ひ

ろ子先生です。恒例によりまして先生のご略歴を

ご紹介させていただきます。先生は昭和 47年に，

名古屋市立大学の薬学部をご卒業になりまして，

その後，滋賀県の病院薬局に勤務いたしまして，

昭和 50年から，現在の京都博愛会病院の薬剤科

に勤務されているというふうに伺っております。

先生は病院の勤務の他に，京都市立病院協会の薬
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事小委員会の副委員長もなさっていると伺ってお

ります。先生，ひとつよろしくお瀬いいたします。

佐藤ひろ子

ご紹介いただきました博愛会病院の佐藤と申し

ます。私は患者への情報提供の中で，平成8年4

月に新設されました薬剤情報提供加算に係わる京

都博愛会病院の現状を述べさせていただきたいと

思います。地理的条件とか民間病院の業務の状

況，医薬分業にはまだまだ遠い現実の医療の実態

の一部から，皆様が患者さんへの医薬品情報提供

のあり方を模索していただければ幸いだと思って

おります。

(参考)平成9年4月から薬剤情報提供料として新設

病院の概要

京都博愛会病院の施設の状況ですが，一般病床

180，結核病床50，精神科病床が216，全部で 446床

ですが，入院の患者数としては， 1日375人平均

です。それから，外来の患者数としては， 1日150
人程度です。診療科としては，内科，外科，整形

外科云々がありますが，産科・婦人科とか小児科

がございませんので総合病院ではございません。

薬剤師数としては，常勤5人，非常勤の薬剤師と

して常勤加算で1.1人程度になっております。

こちらが，博愛会病院の玄関のあたり(スライ

ド略)。奥の方に見えておりますのが精神科の病

棟です。こちらの方は精神科の方の管理棟とそち

らの方の病床の方ですが，これからの季節は，非

常に紅葉が絶品になってまいります。これは，洛

北の方の深泥池の辺にありまして，深泥池という

のは，天然記念物に指定されておりまして，全国

の皆さん，ご存じかどうかわかりませんが，ホロ

ムイソウ盗難事件とかございました非常にゆかし

き池という形で，風光明娼な所でございます。

薬剤情報提供加算開始

さて，話は平成8年の 4月に逆上りますが，患

者さんへの薬剤情報提供加算5点が保険で認めら

れ， 4月を眼前にした院内薬事委員会で，医師あ

るいは医局に，実施に対する意見を薬剤科から求

めてみました。低点数のためもあり，医局あるい

は個人の医師としても具体的に考慮に入れている

様子はその段階ではなく，ましてや精神科では，

患者の特性・薬剤lの特性を鑑みると問題があると

のことでありました。

しかし，薬剤師として最近の患者の薬剤への意

識，各組織での“おくすり手帳"の構想，薬剤師

法の改正，阪神大震災の教訓など渦巻く中で“患

者の知ることの権利"の必要性を業務の中で感じ

ていました。点数化されたのを機会に取り組むこ

とを積極的にJ思慮する中，今の薬剤科で可能なや

り方を提示して欲しいとの申し出があったので

す。薬局内で，入院処方入力コンビュータを利用

しての均一な薬剤情報提供が，現段階では「お金

をかけないJ，I日常業務に支障をきたさないJ，そ
ういう意味でベストな方法として討議了解の上，

薬剤マスターの入力を変更しつつ， 4月から一般

外来を対象に，いわゆる 5点業務というのを開始

しました。

薬剤情報提供加算の実際

資料 1が，その時に作ったマニュアルなんです

が，担当医がカルテ，処方婆にゴム印「薬剤情報

提供」というのを押しまして，薬剤科では提出さ

れた処方主主に基づいて，コンピュ タで処方入力

します。それが4枚複写になっておりまして， 2 

枚目を患者さんにお渡しする，それから 4枚目は

薬局の方でどんな情報を提供したかというのを控

えとして保管する。残った 1枚目， 3枚目，これ

は副産物みたいにはなるんですが，これを医事課

に回して，次回処方として使用できるように各患

者さんのカルテに挟み込んでもらうという方式に

いたしました。次回，患者さんが診察に来られた

ときには，担当医はその処方に doとか変更を記

入するという様式です。

資料 2がその処方筆なんですが，いわゆる，よ

く各病院で使っていらっ Lゃる前回処方の打ち上

げ，その部分で，それをただ外来用にも応用した

という形なんですが，右の方にちょっと小さな字

で，薬剤科用，会計用，薬袋用控え用というふう

にあるのは要するに 4枚複写になっているという

ことで，そういう順番に綴じであるということな

んです。ですから，その薬剤名，例えばシグマ

トに狭心症とか酸化マグネシウムの後に緩下剤，

そういう一言説明，今のところこの説明がいいと
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資料1

葉忠ム'眉i震広三J器Ltl!!ー第広町一一一『斗品町品ぷ二2..L
京都博霊会病院 薬剤科

1 9 9 6. 4 

外来患者に 藁剤情報提供 をする場合

1 .担当医が

カルテ，処方筆に

ゴム印 墓皇賞盆塁盈を押す

1 薬剤科で提出された処方筆に基ずき

処方入力(藁剤名の横に効能などの説明入り)

4枚祖写

会 2枚目(藁袋用)をお藁と共に患者に謹す

*. 4枚目は(控え)聾剤科で官官

* 残った 1. 3枚目を医事課に回し、視固処方として

使用できるようカルテに挽み込んでもらう

'"聞患者器事 ↓ 

担当医は担方記入 < d o. 車更を右側余自に指示 》

か悪いとかではなくて，いろんなパターンの中で

これしかできなかったということなんですけれど

も，その一言説明というのを入れてあるという形

のものを患者さんにお渡ししております。

こうして薬局のカウンターでは，患者さんにお

渡しする用紙をお出しして，お薬と一緒に必要に

応じ説明しながら手渡しております。続けて来ら

れている患者さんで，月が変わってもう一度情報

を提供するということがありまして，そういう時

には，お薬が変わっていなかったら特別説明する

ことなくお薬の中に一緒にお入れして， もうお渡

ししてしまう場合もございます。

資料 3.これは『薬剤情報提供の内容について』

各診察室の方に置いているリストの一部なんです

けれども，薬剤マスターのスペースというのは，

これとは別のものなんですけど，全角で 13文字

しか入らなくて，今の制約のある現ソフトでは，

「薬剤i名+一言薬剤表現Jの対応しかできなかっ

たものですから，患者さんにとって一番適切な情

報であるかどうかという問題点は残しています

が，薬剤科が原案を作って，医師の補足・修正で

もって，採用薬剤のうち，注射は除いていますか

ら700-800品目ですか，それで一通りのものを

完成いたしまして，診察室にも，もしストロカイ

ンというものを出されからただ単に“胃"という，

訳のわからない表現なんですけど，そういうよう

な情報が患者さんに伝わりますよというのをドク

ターに理解してもらうということです。

これ以外の， これでは因る，とか， もっとこう

いうふうに変えて欲しい，とかいうときは， ドク

タ が処方重量にその旨を筆記して，薬局では，そ

れに従ってまた別のものを手書きなりしてお渡し

するという形になっております。

それで，一言表現が不可能な薬剤，漢方薬なん

かのように，どのような症状に使っていらっしゃ

るのか特定できないものについては，その都度医
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資料2

処方竃 {司臨調科用) (会齢周)

1 D " o u 0 7 i i前回処方自 96年l'月5日日付
/(麓醤周) {控用;

区 分 外来 円科 1層 日数 寸ー寸←ア
カサ

機
医師

患者名

年月 日女 年令
薬剤師

生年月E性別 才
会計

薬品名 周法 分 量日 数 備考

よ/":; -;' ~ I、量"， 5mg 抗も'.tI'- • d 。 変 要

A化，マL1il昼 E菌室箇 "白
'" グ ネ シ ウ ム 緩抗下刻" . -主S 2 

単独
ニリスノ1 ン錠 t'.::5mg : 不

孟主主企盆 "日企
小児用パ 7 ，リン z血 栓予 防J" 1胴合怯 "白
セルベ::;.7 ;l; C 粒p 冒胃の藁聾
アルサルミン餌 90:': の 3SZ  C 

宜 3盤会盤 "日企
1.-:'-~ ~札ミシ能。 25mg 睡眠誘導 • 升 1 E姐 "日企
ビオスミン :聾畠剤 3 E 

企 3量金量 1 ，日
:;:Jl;9.，，7;<1I.ic問時 1~cno 度講膚~湿荒 布
ウレ:;-)レ j{，% れ

uO g  乞
2リ

fnrtiの指品川-zf-i》

プリントアウト プ不リシトア要ウト lI 定 期

L 必要

京都博愛会病院 京都市北区よ賀茂ケン山 I TEL 075-781-1131 

師に問い合わせて，その処方の入力画面の備考欄

というのがありますので，そこにその患者の情報

として入力しておき，不特定の薬剤師が入力に当

たっても，その患者さんは何に使っていらっしゃ

るかというのはわかるようにはしてあります。こ

の場合は手書きで，用紙に情報の内容を書き足し

たりいたします。

それから，こうして見ていただいたら「何だ」

というふうな感じをお持ちの方もあると思います

が，どのような症例にも適用できるように非常に

竣昧な表現にはしてあります。ああ， こんな薬な

のかなというようなことさえわかっていただけれ

ば，今の段階ではいいのではないかと思っており

ます。

ただ，このやり方では，薬剤を特定する記号・

色とかも入力しておりませんので，というか，ソ

フトの関係上できませんので，ワンドーズノぐッ

ケ ジ投薬の場合は，薬剤個々の作用がわからな

いという欠点は抱えております。

こちらが， トーショさんの入力画面ですが(ス

ライド略)，トーショさんのシステムの中で，全自

動錠剤分包機と散薬分包機とも連動している，入

院に利用しているシステムですけれども，これを

外来も聞に入れて使っております。よってワン

ドーズパッケージの調剤は，薬剤l情報と同時にお

薬ができあがってしまうので時間的には何の問題

もございませんが，他の投薬方法の場合は，調剤

してから情報提供の指示に従って入力に回しま

す。右の方の色とりどりの篭の中に，処方賓とそ

の調剤のお薬が入っておりまして，情報提供の指

示があったものでワンド ズでないものも入力に

持ってきて，そこで情報提供を打ち上げて，プリ

ントアウ卜したものを鑑査台に持っていくという

形になっております。

その後6月から，精神科の方でも同様に取り組

むことを決定いたしまして，マイナートランキラ

イザ については感情調整剤，メジャートランキ

ライザーについては安定剤という暖昧な表現をと

ることを精神科医局での取決めとしてスタートし

ております。
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資料3 薬剤情報提供

商 品 名 説 明

白色コントミン散 10% 安定剤

コントミン糖衣錠25昭 安定剤

コンパントリン錠 100mg 駆虫剤

サアミオン錠5mg 脳代謝改善

サ カネッテン 痔

サイクロセリンカプセル明治250mg 抗結核

ザイロリック錠 100mg 品尿酸血症

ザジァン lmg 抗アレルギー

ザジテンドライシロップ0.1% 抗アレルギ

サノレ yクス 0.5mg 肥満

サプロミン 20mg 脳代謝改善

サフゾピリン錠500昭 大腸

酸化マグネシウム 緩下剤

ザンタック 75昭 胃の薬

ジアスターゼ 消化剤

シグマ ト錠5mg 狭心症

ジゴシン錠0.25mg 強心剤

次硝酸ビスマス 下痢止め

ジセタミン錠25昭 ビタミン B，

シテイ しゃっくり

シナール ビタミン C

ジヒデルゴッ卜 lmg 片頭痛

ジフルカンカプセル 50mg 抗真菌剤

シプロキサン錠 200昭 抗菌

ジメリン錠 250mg 血糖降下

ジメリン錠 500mg 血糖降下

重散 胃の薬

ジヲサマイシン錠200mg 抗生物質

シンメトレル細粒 10% 脳ノマ代ー謝キ改ン善ソン，

シンメトレル錠 50mg ノ脳ぐ代謝キ改ン善ソン，

シンレスタール錠250mg 品脂血症

ストミラ ゼ頼粒 消化剤

ス卜ロカイン錠5昭 胃

スパカール蕗 40昭 胆のう

スパフ蛙 100mg 抗菌

スルピリン 解熱鎮痛

スルモンチール錠 10mg 抗うつ

スローケ-600昭 カリウム剤

スローフィー 鉄1ilJ

ゼオチン錠 100mg 去疲

セスデン 30昭 鎮痛

セデス G 解熱鎮痛

セネガシロップ 去疾

セパゾン錠 lmg 感情調整剤

1996.4 京都博愛会病院

ちなみに，平成8年の 8月は.829件の請求.10 

月では. 951件の請求というような加算実績に

なっております。現時点では，患者さんからは非

常に好評です。自分の服用する薬剤の名称，作用

を『知る権利』を要求することなく与えられるこ

とは，やはり信頼感につながるサービスでもあ

り，精神科患者の中には従来から薬剤名を固執し

て知りたがる方もあり，オープンにすることの方

が安，()J惑を与える風潮を感じております。

薬剤情報提供のあり方

資料4はご存じのように，厚生省の保険調剤薬

局向けの情報提供マニュアノレの内容なんです。こ

のようなのがいいですよというか， このように提

供してくださいというふうに受け止めるんですけ

れども，詳しく副作用，相互作用というものを患

資料4 薬剤情報提供様式例 2(処方せんを複写した

用紙を利用した記載例) ~IJ紙 1-2

年月日

憎

."江たが:~a周するお誕 u!: 0内文字は手笹色〉

l 議の名祢色・形藁4区体の記号Il:みJI;1回量効能ー効果なと

l レニベース鍵桜桃色縦錠 IISD712 1 日1副朝食後 1錠
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ユリノーム l白~協'"色徳院 10.082) 1 U 1回制食後 1錠
痛風の鵡℃す}

IヘルベッサーRIOO 白色初・抄 TA303) 11:l2図剣、夕食後 l錠
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者さんにお知らせすることというのも必要かなと

いうふうには思いますが，なかなか現状では難し

いものがあります。

資料5もその続きで，厚生省のマニュアルの一

部ですが，服用方法には，例えばこんなふうに書

いてください. I尿酸の尿酸値を上げる薬では多

量の水で飲むとか，潰療を起こしやすい薬剤は多

めの水でJ.口頭では私たちも結構指示したり，あ

るいは入院の患者さんの服薬指導のときにはわり

とこういうところまでこまめにやっております

資料5 薬剤情報提供加算に係る記載事例

服用方法

特に指示を必要とするものを記載する。

〔例)

・尿中の尿酸値を上げる薬剤→多めの水で服用する

等，尿量を増やすため水分を多めに摂るようにし

て下さい。

・食道漬療を起こしやすい薬剤→多めの水で服用L

て下さい。

-中断症候群を呈する薬剤→体調が良くても勝手に

お薬の服用を止めてはいけません。

・亜硝酸製剤等白急激に血圧を下げる薬剤l→座るな

ど楽な姿勢で服用又は使用して下さい。

-乳汁中に移行する薬剤(母親〕→(薬剤の性質，

乳児と母親の生活上の問題を考慮し，適切な指示

を行う)

副作用

服薬を中止し，診療を受けるべき症状については

告知しておく。

〔例〕

・出血傾向をきたす薬剤l→タール状の黒色便

-無頼粒球症を誘発する恐れがある薬剤j→発熱を伴

う喉の痛み，異常な疲労感

・抗不整脈薬など→脈が異常に速くなる，脈が乱れ

る

-抗コリン剤→尿が出なくなる

.抗アレルギー薬→血尿

相互作用

大衆薬，健康食品，食品で併用に特に注意すべき

ものは知らせておく。

〔例)

・ノルフロキサシンなど一部の抗菌剤

→胃薬を服用するときには必ずご相談下さい。

→お水の替りに牛乳で服用しないで下さい。

が，なかなか外来の非常に集中する中では 1人ず

つにこのような注意を与えるということが現状で

できるのかどうかな。それをプリントアウトして

いって全部お渡しするには，私どもの今のソフト

では難しくて，あるいは手書きをするとか， ワー

プロ作成をするとか，そういう形はできるんです

が，それにはやはり情報提供の件数にもよります

が，時間的には非常に問題が残ります。

資料6もその続きなんです。それで相互作用の

件とか，あるいは副作用でこんな光線過敏症を起

こす薬剤というのについてとか，起立性低血圧を

誘起するような薬剤とか，いろいろ例を挙げて書

いてありますが，普通，光線過敏症を起こすよう

な薬剤の場合は，その薬剤のところに，メーカー

が作っているような注意書とか「日に当たらない

でください」とかという小さなパンフレットをこ

ちらも一緒に出すとか，あるいは糖尿病のお薬の

場合とかは，もちろんそういう低血糖の場合の注

意書，そういうようなのは従来から，特別この 4

月からどうのこうのということではなくて入れて

おりますし，どこの施設でもやっておられること

だとは思うんですが，そういうようなものを l枚

のこういう用車廷にまとめて出してあげるとか，そ

ういう必要性というのは，患者さんにとってはあ

るのではないかなとは思っております。

実は，資料7は，他の病院のものなんですけれ

ども，何かもしこれを見られて「うちのではない

か」と恩われたらごめんなさい。無断で勝手に参

考にさせてもらっているみたいなところがあるん

ですが，私どもの院内のドクターが.私のところ

にこれを資料としてそっと持ってきてくださいま

したので， こういう情報が一番“これは何の薬で

す， こういう作用があります"と非常にほどよい

説明がおり込まれているのではなL、かなというふ

うに思い拝借いたしました。こういうぐらいのソ

フトは作りたいなという感じもありましたけれど

も，今はちょっと，いわゆる金銭的なもので出費

をするわけにもいかないという部分もありまし

て，現状のソブトの中でできる部分でやっており

ます。

言い訳ではないんですが，熟年者の中には説明

文の読解というのが非常におっくうな方もいらっ

しゃいますので，一言説明というものの利点， こ
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資料6 薬剤情報提供加算に係る記載事例(つづき) 資料7

-ヱノキサシンなど一部の抗菌剤→かぜ薬を薬局で

購入する際には，必ず本剤を服用中であることを

お申し出下さい。

-ワルファリン→納豆の摂取やクロレラの服用はし

ないで下さい。

・ニソルジピンなど白 Ca括抗剤→グレープフル

yジュ スをお薬といっしょに飲まないで下さ

し、。

-睡眠導入剤→お酒を飲んだときには，服用しない

で下さい。

日常生活上の注意

特に指示を必要とするものを記載する。

〔例〕

-抗ヒスタミン薬など眠気を催す薬剤l→眠気を催す

ことがありますので，眠気が出ないことを確認し

てから，車の運転や危険な作業には十分注意して

当たって下さい。

・光線過敏症を起こす恐れのある薬剤→強い直射日

光に長くあたらないように注意して下さい。

・起立性低血圧を惹起するような薬剤→立上がるな

ど姿勢を変えるときには，動作をゆっくりして下

さし、。

-抗凝血剤→けがなどしないように十分注意して下

さい。

-免疫抑制剤→手指等を清潔にLて感染症に十分注

意Lて下さい。

・抗コリン剤など口渇をきたす薬剤一歩口渇がひどい

ときには，歯を守るためチューインガムを利用し

てみて下さい。

保管上の注意

特に指示を必要とするものを記載する。

〔例〕

・インスリン製剤→凍らせないように注意して，冷

蔵庫 (2-8¥:)に保存して下さい。

・ニトログリセリン舌下剤→渡された容器で， しっ

かり栓をして涼Lいところ (20¥:以下)に保存

し，家族にもその保管場所を伝えておいて下さ

し、。

-遮光の必要な薬剤(ー包化した場合)→光のあた

らない暗川ころに保存して下さい。一一」

ういう薬なんだなということだけわかっていただ

くというのも一段階としては非常にいいことでは

ないか，そういう方がまた逆に利点があるのでは

ないかとも考えております。

医師が医薬情報を提供するのが一番ストレート

薬引換券番号 44 
日付・ 96.08.26

様

診療科・ 2診
本日お渡Lしたお薬は以下のようなお薬です。

この説明書にご質問がある方は医師または薬剤師

にお尋ねください。

内服 抗生物質です。細菌を殺す作

ベングロープ250mg 用があります。医師の判断で

白い楕円錠 他の目的で使用されることも

(Y-PG250) あります。

カマグジュウシツ 便秘症に緩い下剤として用い

粉薬 ます。また，制酸剤として用

いたり，ある種目尿路結石の

予防に用いられることもあり

ます。

ワゴスチグミン散 筋肉の収縮を強める働きがあ

粉薬 るので，腸や勝脱の収縮力が

弱った人の治療に使用されま

す。

アルサルミン細粒 胃・十二指腸潰療，急性・慢

粉薬 性胃炎などの治療に用いられ

ます。

外用 副腎皮質ホルモン白塗り薬で

リンテ2ロン VGク す。過剰な炎症やアレルギー

リーム を押さえる作用があります。

でいいと考えもしますけれども，診療の現状の中

では困難でしょう。また疑義照会で薬剤変更も

度々ありますので，調剤した薬剤情報を間違いな

く提供できる薬剤師が適任であろうと思っており

ます。

今後への考察

資料8に今後の課題という形で今ちょっと考え

られることを例記しました。まず，薬剤師法改正

による薬剤情報提供の義務化との関連。どのよう

な情報提供が義務を果たせるのかということには

なるんですが，厚生省の思惑というより，本来は，

個々の患者さんの要求度との兼ね合いが一番大切

なのではないかとは思います。次，医薬分業との

兼ね合い。これは，医薬分業がさらに実現してい

けば，外来患者さんへの情報提供の内容は，診察
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資料8

-今後の課題

薬剤師法改正による薬剤情報提供の義務化との関

連

医薬分業とのかねあい

おくすり手帳などの普及とのつながり

手間，経費と保険点数白パランス

医と調剤薬局との閣の問題になりますが，今の病

院内の連絡・連携ほどスムーズにいかないのでは

ないかなという形になります。そうすると，患者

さんの方には，この薬はこんなのにも使えます，

こんなのにも使います，こんなのにも使いますと

非常に幅広い情報は届くかも知れませんが，自分

が一体その中で，こんなんじゃない，あんなん

じゃないというようなところが，すごく保険調剤

薬局の方ではつかみにくいところがあるので，患

者さんに一番的確な情報がわかりやすく伝わるか

というところにちょっと疑問を感じます。

資料9

それから，おくすり手帳などとの普及とのつな

がり。情報を l冊にまとめるというのは非常に大

切なことではないかと思います。そういう意識を

各施設が持つこと，それからおくすり手帳を出さ

れたところがおくすり手帳を活用するというだけ

でなくて，その患者さんは，それをどこに持って

いけばいいのかで，次のもしどこかの施設に診察

に行くときにはそれを持って，その手帳にまた次

の情報も挟み込むとか書き込むとかそういうふう

にしないと，紙やペーパーや子帳ばかり何冊も集

まってしまう。それでは患者さんも非常に困るの

ではないかと。保険調剤薬局に行けば，そこに 1

冊にまとまるのではないかという構想なんですけ

ど，今の現状でそんなものが明日からすぐに実現

するわけではないというもので，病院の中におい

ては，できるだけ l冊の中にまとめるための努力

というのでしょうか，そういうようなものが各組

織を通じても必要なのではないか。患者さんに

とっては，その手帳を終生手帳として大事にされ

96 ;<;李;: 5 YヨfX 【投薬管理記録・薬歴管理表】

患者名..-・⑧

く締相暗"，戸場抽;0>

華町胸恥明、明暗恥世阿，，~，討. 、 井 草 刈t品自MミI'l-XIl)Jl刷、

制品品川氏暗{"l.Hふ融乱臨時r~ .~幅和義砕石制榊吋d
4惜叫(...SJ::，'l，，，，ミヒいる主主t; 1~\ λ$'i"京益弘ヒ豚ゆ-!'III.U¥主ぜuが O'"本山$

， l恥辻、'"同事lr;
⑧ 
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ていく方向にあって欲しいなと思います。

次が，手間，経費と保険点数のパランスという

ことなんですが，私はそういう細かい計算は本当

はあまりしたくはないんですが，例えばうちのよ

うな情報提供の手間が1分としても，人件費が 30
円ぐらいかなと。今の複写用紙は 10円かかりま

す。 50円をもらうために，それだけかけて何も儲

からないみたいなそういう算段になってしまいま

すが，病院経営の中でやはりいろんな意味で採算

がとれるということも，よりよい情報提供に必要

不可欠の要素であると思っております。

資料9は外来とはちょっと余分の話なんです

が，入院患者さんなどが転院する場合に，私ども

の薬局が作成発行している薬申H青報で，患者さん

はこれは直接見開きはいたしませんが，施設問の

医師薬剤師のやり取りに使用しております，いわ

ゆる薬歴簿みたいなものもコピーですが，情報の

オープンという意味で，外来患者さんへの薬剤情

報提供の用紙とこういうようなものが同一化して

いければいいなとは思っております。ただ，病名

とかも入れておりますし，病名明記の部分に，ま

だ知らされていない病名があるとかということも

ありますので，問題も残ります。

こちら(スライド略)が私どものスタ "7です

けれども，薬剤師各々の知恵も出し合って，私た

ちが接している患者さんにより満足してもらえる

実感を生かしながら，お薬情報を義務でなくても

治療に生かせる道に向かつて，私たち，明日から

も取り組みたい意向でございます。以上です。ご

静聴ありがとうございました。

参考

平成9年4月改定により新設された「薬剤情報提供料

7点Jr老人薬剤情報提供料 12点」についてそれぞれの

病院，薬剤師のなかで検討，困惑があることと思われ

る。『前略・副作用，相互作用に関する主な情報を文書

で提供した場合に云々…』をどこまでやると 7点なの

か，あるいは患者に与える不安はど白程度になるか. 7 

，~. 12点を算定することはしなくとも薬剤師法の義務

はどう果たしていくべきかー

‘投薬されたすべての薬剤に前述の提供をすること'

といわれているが処方Lた医師の判断で必要のないも

白は情報から省いてもいいとのことで，当院では患者に

できるだけ不安を与えない表現を心がけて副作用，栢互

作用のポイントを別紙で作成し，こ白シンポジヴムで紹

介した薬剤情報提供用紙にプラスして 5点業務から白

移行として実施している。

谷古宇佐藤先生，ありがとうございました。

佐藤先生の方からは，特に精神科外来の患者さん

を中心にお話をいただきました。新しい業務を行

う場合お金がかからなくて，なおかっ日常業務に

支障をきたさないようにやってくれと我々も病院

の上層部の人にいわれるんですが，既存の設備を

使って情報提供の業務を行ったその経験と様々な

工夫をされたお話でありました。さらに，そう

いった経験を踏まえて今後の課題を含めた問題提

起もさせていただきました。先生どうもありがと

うございま Lた。

それでは. 2人目の演者をご紹介いたします。

名徳倫明先生です。先生は，市立池田病院の主任

薬剤師としてご勤務であります。先生のご略歴を

ご紹介させていただきます。先生は昭和 58年に，

大阪薬科大学をこ自卒業になりまして，その後，大

阪大学の付属病院の薬剤部の研修生として入局さ

れまして，その後，現在の市立池田病院の薬剤部

に勤務されております。先生，ひとつよろしくお

願いいたします。

名徳倫明

ご紹介ありがとうございました。市立池田病院

の名徳と申します。

近年，医療の進歩に加え，医薬品，とりわけ副

作用・相互作用に関する報道が加熱しています。

また，医薬品に関する出版物も数多く出回り，患

者の医薬品に対する関心が高まっています。反

面，偏ょった情報による医療不信が生じることも

懸念され，患者の/ンコンブライアンスの割合が

高いという実態も多くの調査により明らかにされ

ています。また，今年の薬剤師法の改正により第

25条 2項に情報の提供に関する項目が追加され

ました。したがって，患者が自己の疾患を正しく

認識し，薬物治療の意義を理解 L.定められた服

薬を遵守するよう助言する情報提供が非常に重要

となっています。
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1 医薬品情報提供の必要性

医薬品情報提供の必要性には次のような背景が

考えられます。

1 新薬の開発が盛んになり， 作用の強い医薬

品や使用方法の複雑な医薬品が多数開発さ

れ，正確かっ安全な服用の必要性が求められ

るようになったこと。

2 医療技術の高度化により， 多岐にわたる専

門医が必要となり，それに伴い患者が複数の

施設あるいは複数の診療科にかかるケ スが

増え，処方の重複が危倶されるようになった

こと。

3 患者が薬を指示されたとおり服用しない割

合が高いという実態が明らかにされているこ

と。

4 医療に対する社会的関心が高まり， 特に医

薬品に関する情報提供を求める患者のニーズ

が強くなってきたこと。

5 インフォームドコンセントの理念に基づ

く，患者の知る権利が重要視されてきたこと

や，患者自身の権利意識も強くなり，治療に

対する自己決定権の考え方も広がってきたこ

と。

2 外来患者に対する情報提供の場

次に，外来患者に対する情報提供の場では，図

1に示す事項が考えられます。

一般に，外来患者に対する情報提供の場には，

長 所 短 所

口真由による -患者との信頼関係 -患者心理への

万法 -患者の疑問・思い違 影響

いが却陸にわかる

-一人ひとりの患者に

応じた情報提供

文書による ・多種の情報を一度に l ・画一的な文書

万法 i 提供することが可能 での疾患や医

-わかりやすく解説 薬品に対する

-細かい使用方法や注 患者自理解度

意事項等を要領よく 白差

伝えることが可能

図1 外来患者に対する情報提供の場

相談室や相談コーナーなどでの口頭による方法と

パンフレット類などの文書による方法とがありま

す。

口頭による方法では個人の患者に対する薬への

疑義に対応します。この方法は，患者に直接接す

るので信頼関係を築く上で有用な方法であり，患

者の疑問や思い違いが即座にわかるという利点が

あります。また，患者の理解が得られない場合は

納得がいくまで説明でき， 人ひとりの患者に応

じた情報提供が可能です。反面，薬剤師の表情や

言葉使いが微妙に患者心理に影響を与えることが

あります。また，時間的な問題が考えられます。

文書による方法では，多種の情報を短時間で一

度に提供することが可能です。また，口頭では伝

えにくい内容についても，図などを使うことによ

りわかりやすく解説でき，細かい使用方法や注意

事項などもまとめて要領よく伝えることが可能と

なります。また，後日再確認することもできるな

どの利点もあります。しかし，画一的な内容の文

書では，疾患や薬物に対する患者の理解度に差が

あるため，文書を作る上で考慮しなくてはなりま

せん。

これらの情報提供の場を考慮して，当院では

「おくすり相談コーナー」を，さらにパンフレット

コーナーを設置することにより，患者への薬に対

する情報を提供しています。

3. お薬相談窓口

当院は. 1 B平均外来患者数約1.100人，病床

数 279床，診療科 12科の総合病院です。外来患者

処方筆枚数は 1日平均約650枚，薬剤師 15人，う

ち常勤職員 12人，非常勤職員 3人が薬局業務に

携わっています。処方筆を受付けてから交付まで

の待ち時間は平均約40分です。

当院では服薬に対する不安や疑問を持つ患者の

質問や相談に応じる専用窓口として，平成2年 5

月から「お薬相談コ ナ 」を開設しました(写

真 1)。本来，オープンカウンタ一方式で簡単な相

談スペースを作るべきですが，古い病院の構造

上，このような窓口での対応となりました。

コ ナ一利用者の内訳は，図2に示しますよう

に，女性が61%とやや多く，年齢別では 50代以

上の中高年者が全体の 7割以上を占めていまし

26(758) 8本楕院会雑誌 1991年5月



た。女性の場合，小児の付添いや老齢者の介護と 高年者では，慢性疾患による受診が多く，長期間

して薬を受け取ったり管理する場合があり，利用 の服用や投与薬剤の数や種類も増えるため，薬へ

が多少多くなったものと考えられます。また，中 の関心が高いものと考えられます。

写真1 当院での「お薬相談コーナー」

匿亙亘亙]

50-6 

10 20 30 制 50 (%) 

図2 Iお薬相談コーナーJ利用者年齢別分布

20 40 60 80 100 (%) 

図3 Iお薬相談コーナー」における一人当りの相談時間

図3は「お薬相談コーナー」における 1人当り

の相談時聞を示したものです。相談時間では， 3 

分未満が過半数を占めていますが， 5分以上の場

合も 12%あり，従来の交付窓口では対応しきれ

なかった相談に対しでも患者の納得のいくまでの

対応が可能となります。

図4は相談コーナー設置前後の質問内容を分類

したものです。開設前後に比較すると副作用・相

互作用の占める割合が増え，専用窓口の開設によ

り時間的制限の解消だけでなく，従来聞き難かっ

た質問に対しでも気軽に聞けるようになったもの

と考えます。

「お薬相談コ ナーJ開設半年後に，外来患者

612人に対して， 服薬状況についての調査を行い

ました(図 5，6)0 Iのんでいる薬が何か知りた

いですか ?Jの問に対して「詳しく知りたい」

36.6%， Iおよそでいいから知りたいJ40.1%と，

のんでいる議が何か知りたいですか?

藁のニとでわかbない時'"どう Lますか?

図5 服薬状況アンケート結果(1)

察は正し〈のんでいますか?

藁をlEL(服用でdきないのはなぜですか?

図4 Iお薬相談コナー」開設前と開設後の質問内容 図B 服薬状況アンケート結果(2)
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薬に関して知りたいという意識が高いことが伺え

ます。また「薬のことでわからない時はとうしま

すかワ」の聞に対して「医師にたずねるJ52.4% 

に対Lて薬剤師と答えた方が 18.0%となってい

ます。

次に.I薬は正しくのんでいますか?Jの聞に対

して.Iすべてのんでいる」と回答した人が58.9%

で，無回答を除く 30%近くが正しく服用してい

ませんでした。その理由として，次のアンケ ト

結果にもありますように. Iのみ忘れるJ48.5% 

「手元に薬がなかったJ8.3%という回答の他に，

「副作用が怖いJ8.8%. I食事をしなかったJ
6.9%. I治ったと判断したJ6.4%などがあげられ

ます。

このような理由によるノンコンプライアンスに

対Lては，パンフレットなどでの替蒙活動によ

り，服薬の必要性を訴えることで改善されるので

はないかと考えました。

[特集] 薬 の 相 互 作 用

量近テレビや続調などの面の配事として粛についての問題がよ〈線道されます

その中でも 特に寵量と怠るのが 『繍宣作用Eに闘するものです.

設々が病院医険などでもbう摘が一組舗だけというζ と"まずまれで..，抑揚舎

をとってみても '書院があり!のどが痛み 暖がでる』という盛伎に討し.1!!I1l書簡鋼

済喪剤 銀理主剤及び銑薗剤などが処方されます また肉拘と外科怠どのように他拘と

の受惨他の術院 医院などとの散組後での受鯵により 織担額、の需が処方される燭舎

もかなりあります.

穫のもつ作用に別の趨や自民食物 噌停晶など

が何らかの~.を及ぼすことを，帽宣作用』と
いいます。食べ物に『食い合わせ』があるよう

に需にも Zのみ合わ蛍B すなわち!寮と&.

.たほ震と食舗でのよくない膨曹を及ぼす渇舎

もあります.今回l芯 この『相互作用』をテー

マにお醤したいと思います.

‘一 《麓ρ 倉具3
...J..I.ム a・・・.-.. 1.1換期とお茶峨剤フヱログラデュメット フエ白ミア〉
r・幽ー屯U I、， 最もポピュラ なものに 鉄剤とお療との艦み合わせがよ

1: 1-:'よ' くいわれます これはお茶に含まれるタノニ〆といわれる成

10 I "'_1 分が酬の吸収を図省するといわれてきましたがお茶に

、-苅""" 含まれる程度のタ〆ニンの量では問阻ありませAので あま

り気巳しな〈でいいでしょう.

2 イソニアジドとカジキマグ白{イソニアジドイスコチン)

魚の中には ヒスチン〆といわれる物質を多〈含むものがあります.ヒスチンノほl 時

聞がたつにつれて(鮮度がおちて〈ると) ヒスタミノといわれる物質に変化します との

ヒスチンJを多く含む代表的な魚としてカジキマグロがあげられ プリ ハマチサパな

どにも多〈含まれていますe また 抗結核剣であるイゾニアンドE乱ヒスタミンを分解す

る静棄を阻省することにより 体¢内のヒスタミンを醤積させます このため この績を

服用する方が これbの魚を食すると ヒスタミン中‘の症状(頗面紅潮 頭摘 発第悪

七曜吐男汗動停全身倦""など)があ a 
bわれるととがあるので摩周する際には気を ，吻場. -

つけておいたヨちがいいでしょう しかし タチ 4臨遍託忽察署・_ L r
ウオアノコウなどは ヒスチジ/aはゼロ --皇:uuiff'1'mI碕留
タイ カレイでも ヒスチンンは非常に少量し ・電、司E台司園調... ・・可h
か含まれておりまぜん。また缶詰の繍合新 司.、， 可、

鮮なうちi 殺菌するのでι..~はありません マカ~キ
s ヮーファリンと納豆〈薗偏名も同名}も曲タミンKと鎗抗して肝属におけるピタミノK依存性血鞭礎面

因子{生成持にピタミノKを必要とする)の体内での合成を抑

制する作綱がありますー方納豆にほ腸内において納豆箇

によるビタミンKの合成がみ bれるため ワ ファ 'J:-の作用

が減弱します.また納豆のほかに ピタミ /Kを比較的多く

含むホウレノ草 プロッコ 1)-，Yソ等の緑色野菜類の多量隈

取についても注意が必要です

4 当院で設置しているパンフレッ卜

当院では，処方筆受付窓口と投薬口の聞にパン

フレットコーナーを設置しスライドで示しまし

た薬局製作定期発行冊子『匙かげんよ薬局製作院

内パンフレット，メーカ一発行パンフレット・小

冊子の 3種類を配布しています。

1) 薬局製作定期発行冊子『匙かげん』

写真2 当院で発行している『匙かげん』

4 震とアルコール

①候不安易匪催眠鋪静剤(双n.精神神経周糊〈渓"

寝酒¢後で睡眠a躍をのんだり 降圧剣 . 

とともに血圧安定の目的で安定剤をのんで . 

いて毎日晩酌をしている場合など思い 宮署 ，、 ，~.司1・t I、f 札コ-.似事
あたる方も多いと思われます ，.、、 h' ( '..:." .... 
しかしこれらの師時附輔周令f盛 1111"-.'岬闘を

剤 催眠街同開剤などの中徳神経を御制する 11¥河町JU/~‘1強;財布.. がj

働きのある薬と多量のアルコー"を併用す IJ..ミ"::!. ""(. .l"‘ 

ると中枢仰制が噌強さ才L 時には昏睡 ー・ョ'‘' 、ιヱ三

.e-o.陣奮の危磁性もあり 注意カ必婆です，

②統ヒスタミン草{制)

アレルギ .や凪郭薬に含まれている抗ヒスタミン藁にはもともと副作用として眠気が

ありますが アルコ ルによってき bに眠気を増し 仕事に支障をきたす可笹色がありま

す，

③漣ロ・屍a縄張{スルホ二ル辰..長 ダオニールグリミクロムハジメリι ダイアピニー

ズ!ラステノン}

経口鯖尿病薬との併用で低血織の危険性方高まるため 注意カ必要です

@血管箆盛剤【ニトロルニトログリセリン三トロダムT" フラノドルフラム〆

ドルテープミオコ ルスプレ)

アルコールの血管鉱張作用によって起立性低温υ圧 めまいを起とす可能性がありますー

《盈磁段諸島;.記 号毒似1試作用》

ひとU<土 相互作用といってもいろいろなパタ ノがあηます.A薬とB援との併用に

より効果が精強する場合(相乗作用 組周作用1. A' B築どち勺か 方の効果が網目強また

は減規する場合 また両方の効果が減弱する錫合(結抗作用)などあります，また 効果の

精強により 例えl式首1."五症状が現れる場合など健闘越けなくてはならない(禁忌)場合

もあります。このような藁の相互作用について築の体内での流れにそってみてみましょう

締官
1 吸招

集は 主としで小腸から吸収さ

れますーこの慣嗣酬である吸

収における相互作用として 轟も

よ〈繁用される制監刻消化佐渡

梅治療剤とテトラサイクリノ系抗

生物質(ミノマインノ) ニューキ

ノロシ系統菌剤(闘終"との組み

合わせがあります。

図7 r匙かげん」内容の一部
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1 ステロイドって，こわいの?

2 花粉症

3 あなたの胃は大丈夫?

4 胃のLくみと消化性演療治療薬

5 痛みと薬

6 風邪薬品れこれ

7 薬の不思議(1)

8 ビタミン

9 水虫にご用心

10 日焼けと紫外線

11 薬の不思議 (ll)

12 端息の薬

13 毒物誤飲

14 漢方薬のはなし

15 便秘とその薬

16 野外の危険な生物たち

17 肥満にご注意?

18 ア卜ピーって{同!

19 高血圧と薬

20 痔と薬

21 薬の相互作用

22 骨粗軽症

23 洗剤を化学する T

24 高脂血症と薬

25 何，抗生物質って?

26 家庭用園芸農薬のはなし

27 糖尿病とその薬

28. .，.フリカ薬事情

29 痛風とその薬

30 風邪薬を斬る

パスタイムと入浴剤

31 夢白新薬誕生秘話

32 胃・十二指腸潰蕩治療薬

33 食物繊維って何ですか?

34 夢の新薬ll-遺伝子組換え

35 薬の不思議 (ill)-副作用~

図8 匙かげん『特集』テーマ一覧

『匙かげんJ(写真 2.図7)は隔月に発行して

いる約 10ベージの冊子で，内容は 4ベージにわ

たって掲載する「特集J.薬についての一般的な質

問に答える Q&AI教えて下さい!Jなど 8つの

コーナーで構成され，誰でも気軽に読める薬に関

する冊子を目標としています。

現在.r匙かげん』は各号1.500部印刷し，約2

カ月で消費しています。反響のある「特集jの時

は. 1カ月から 1カ月半で消費l...パ y クナン

写真3 O~151に関する『匙かげん』号外

質問 「匙かげん」特集への依頼

薬関係 40件 薬関係 20件

疾患・検査 30件 疾患・検査 62件

その他 9件 その他 10件

「匙かげん」への感想 病院への意見その他

-意見 83件 34件

投書受付期間 H 3.9 -8.9 

図9 r匙かげん』投書内容の内訳

パーの要望も多いので. 2年ごとに総集編を発行

しています。

特集(図 8)では，病院の薬だけにとどまらず，

市販薬，生薬，洗剤などあらゆる方面の「くすり」

について掲載しています。疾患と薬に関するテー

マが多いですが，患者が薬について理解できるよ

うに基礎的な疾患のメカニズムなどを簡単に説明

した上で，薬について薬品名をも含めて詳細に記

載しています。

写真 3に示すように今夏流行した 0-157に関

する記事や.I花粉症」などのよ告な季節特有の話

題，マスコミなとで取り上げられ話題になってい

ることなどをできるだけタイムリーに提供するた

め，号外を出すこともあります。

また，投書箱を設置し，冊子に挟んである投書

用紙で「匙かげん』に対する要望・質問なとを気

軽に投書できるようにしています。図9は投書内

容の内訳ですが. 5年間で 288件が寄せられまし

た。その内訳は質問が 79件. r匙かげん』への感

想・意見 83件.r匙かげ』特集の依頼 92件，その

他 34件でした。投書を読むことにより外来患者

の欲している情報や疑問の一部を知ることができ

ました。我々の考えている以上に薬に精通してお

臼本病院会雑誌 1997年 8月 29(761) 



パンフレット内容

くすりをのむ時間について

乳幼児に薬をのませる方法

服用 般 坐剤の切り方

解熱剤白使い方

めぐすり白あけ方

喜
特 うがい薬の使い方

ガスコンを服用される方へ(検査用)

殊 原液をつけてお渡しする水薬の服用方法

溶かして使用する薬剤の使用法

副作用
くすりの副作用

尿の着色について

図10 院内パンフレット一覧

りさらに詳しい情報を望まれたり，素朴な薬への

質問が寄せられました。

2) 薬局製作院内パンフレット

院内パンフレットは，薬の服用方法の説明およ

び外用薬の使用方法なとを，高齢者対象のものは

出来るだけ活字を大きくしています。また，台紙

の色も数種類揃え，遠くからでも興味をひくよう

にしています。内容的にも平易で簡潔な文章を用

いイラストなどを大きくすることによって読み易

くしています。

科 フー -< 消費枚数 総計

糖尿病 2，840 

内
高脂血症 3.400 
血圧 5.18D 
消化器系 2，640 
瑞息 1.380 

18，070 

貧血 960 
科

かぜ(せき，たん) 1.130 
IL.'械 540 

腰痛 4，510 
整 肩こり 3，025 

科外I関節症， 顎， 脊椎 2，500 11.635 
骨粗懸症 1.110 
リウマチ 490 

皮|皮膚炎 890 

|膚!ア卜ピ 450 1.590 
科水虫 250 

当院では現在 11種類(図 10)を発行していま

すが，薬の使用法など該当者が限定されるものが

多いので消費枚数はさほど多くありません。しか

し用法などの説明の際に口頭での説明に加えパ

ンフレットを渡すことで理解が深められていると

考えます。

3) メーカー製作パンフレット

メーカー製作パンフレットは，常時 10種類程

設置し，カラー印刷lのものも多くパンフレツト

コーナ に彩りを添えています。

図 11は，当院で発行しているメーカ 製作ノマ

ンフレットの内訳です。 3年間で 35，645枚，月平

均約1.000枚のパンフレットが消費されていま

す。発行枚数が一律でないため，消費枚数の多少

が患者の関心の高さを正確に反映しているとは一

概にいえませんが，糖尿病，高脂血症，血庄と

いった成人病や腰痛・肩こりなど，また冬に設置

する風邪などのパンフレットは消費スピードが速

く関心が高いものと考えます。

4) 各種パンフレッ卜の長所・短所

3種類のパンフレット類についての各長所・短

所を図 12にまとめてみました。

薬局製作2種においては薬に対する情報提供の

様々な試みを行いたいですが，予算の関係上，部

M テ マ 消費枚数 総計

耳 めまい 390 
鼻 アレルギー 480 970 
科 その他 100 

眼 白内障 700 
1.300 

科 めぐすり 6∞ 

外 排尿障害 300 

i原科泌
痔 15日 810 
前立腺 360 

そ

1.270 1.270 

メ口当、 計 35，645 

1992，7 -1995，6 

図11 メ カー製作パンフレットの内訳
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長 所 短 所

薬局製作定 -冊子で興味を引 -予算の限度があ

期発行冊子 き易い り，部数内容に

『匙かげん」 -身近な話題を掲 制限がある

載できる

腕内パンフ -身近な話題(当 -活字中心とな

レフト 院独自由服用方 り，興味を引き

法など)を掲載 にく L、
できる

メーカー製 -カラー印刷，読 -一方的な情報で

作パンフレ み物などがあり ある

ット 日を引く

図12各種パンフレット町長所・短所

数・内容に制限があるのが現状です。院内パンフ

レットにおいては. B 5半IJという限られたスペー

スの中に，当方の伝えたい情報を入れようとする

ため，どうしても活字中J心となってしまいます。

そのため，メーカー製作パンフレットに比べて敬

遠されてしまう傾向があります。メーカ 製作の

パンフレットは興味を引きゃい作り方ですが，

メーカーの取り扱っている薬関連の情報が主とな

るため，題材に片寄りがあり，患者の求めている

情報が必ずしも得られるとは限りません。

また.r匙かげんJの特集のテーマが号数を重ね

るうちに複雑化してきており，テーマが専門的に

なるほど難解な文章になってしまう傾向にありま

す。今後この状態を継続すれば専門書まがいの冊

子になり，読みやすい冊子という我々の意図と反

する恐れがあります。

これらの問題点を解決すべしまた『匙かげん』

も発刊 6年を経過しましたので. r薬への意識調

査Jおよび『匙かげん』に関するアンケートを行

いましfこ。

5. アンケート方法および結果

調査期間は平成7年 12月l日から 27日までと

し，アンケート用紙を小冊子『匙かげん』に添付

することにより配布 L. 自主記入方式で回収しま

した。

配布枚数 587枚，回収率46.2%.回答者の内訳

(図 13)は男性 96人，女性 169人でした。年代分

布は 60歳代が最も多く 27.7%を占めていました

'肘t以上 2附色素諭

圃査期間 :H7.12.1-27

方 法アンケート用紙を

『匙かげん』に添付

自主毘入方式

結 果.配布控散 581枚

回収率 46.2%

図13 アンケート方法および結果

街"'.，長患

病気と予防

粛について

医賓周医轟品

家鹿用医藁晶

医策費格外品など

予防と食.

その他

'" 

38. 0' 

固

4問 '6 
図14 どのような情報を得たいですかっ

医師に噂ねる 隣諸綴綴務総磁綴滋綴奪三重喜三三三2二

看聾婦に尋ねる

薬剤師に場ねる霊際童議毅3蓬霊U童三重霊聖霊童書 3H‘
知人に尋ねる EI1雪男性白女性E! 

自分で調べる

その他
F 

'" 46 '" 

70.91 

80 (%) 

11 74 5¥ 

'6伐)

図15 医薬品情報を知りたいときはどうしますか?

が，全体的に見て幅広い年代分布でした。

「どのような情報を得たいですか?J (複数回答

可)の問(図 14)に対して「薬についてJ70.9% 

が最も多く.r病気と予防J38.0%. r予防と食事」

36.5%. r病気・疾患J35.8%. r医療用医薬品」

25.1%. r家庭用医薬品J16.6%でした。

病気・疾患だけの情報より，それにともなう薬

についての情報が最も望まれていま Lた。

「医薬品情報を知りたいときはどうしますか?J

(複数回答可)の問(図 15)に対して「薬剤師に尋

ねるJ30.6%. r医師に尋ねるJ74.5%. r看護婦に

尋ねるJ8.9%でLた。薬剤師に尋ねるという回答

が3害IJであり，薬のことは薬局で尋ねるという意

識がまだ低いことがうかがえます。

このように，患者は薬についての情報を最も望

日本病院会雑誌 1997年 5月 31 (763) 



議の待ち崎間

59.0% 

議の待ち時間

以外の病院内

家庭で

08‘ 
その他

20 100 (%) 40 50 80 

図16 I匙かげんJをいつ読みますかっ

20 40 60 8Q 100(包)

図17I匙かげん」を読んで役に立ったことはありますか?

2.6抱

3.n 

監韮 ロどちらでもよい口必要ない

図18 こ白ような小冊子をどうお思いですか?

んでいます。しかしながら，薬についての情報提

供は，本来薬剤師の役割であるのに，薬剤師から

は十分に実行されていないのが現状のようです。

，r匙かげん』をいっ読みますかワJ(複数回答

可)の問(図 16)に対して「薬の待ち時間1

59.0%， r待ち時間以外の病院内J4.1%， ，家庭で」

60.9%でした。年代別に見ると高齢になるほど家

庭に持ち帰り読む傾向がありました。

，r匙かげん」を読んで何か役に立ったことはあ

りますかワ」の問(図17)に対して 20代で「役立

つ」と答えている率が低いのに比べ， 30代以上で

「役立つJと答える比率が高くなっています。

「このような小冊子をどう思いますか ?Jの問

(図 18)に対して「非常に良いJ66.1%， ，よいJ
28.0%と併せて 94.1%からよいという評価をう

32(764) 

写真4 初期画面

写真5 内容の部
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けています。年代別にみると 20代までの若い年

代より高年齢層から高く評価されています。先の

スライドの結果と併せて， 20代までは本人が樫患

する割合も低く，医薬品への関心が薄いためだと

思われます。 30代以降では自分自身の擢患や，親

や子供などの家族が催患してくるために医薬品へ

の関心が高まると考えられます。

また，凶には示しておりませんが， ，よく読む雑

誌・書籍などは」という聞に対して， ，今日の健

康」をはじめとする雑誌が 42人， ，家庭の医学」

などの書籍がお人おり，より専門的な知識を得

ょうとする方が多いのが見受けられます。

このように，患者の薬に対する関心の高さを今

回の調査結果から再認識しました。

6. パソコンを利用しての情報提供

次に，現在まだ試行中ではありますが，パソコ

ンを使つての視覚・聴覚に訴える情報提供方法で

す(写真4，5)。現段階では，パンフレットの延

長上ではありますが，これらを使うことによって

さまざまな方向での情報提供に発展できるものと

考えます。これは，パソコンを操作するというこ

日本病院会雑誌 1997年s月



議品名

鍵効

用法用量

服用可否

副作用

長期適用

相互作用

策に関する質問

病気に関する質問

その他

10 12 14 16 (件数)

(1994. 6. 11訟原文化会館にて)

図19 大阪薬科大学第1回市民講座「薬の相談コーナー」相談事項

.品名

効能・効泉

用 法 用 量

IJ作用

相互作用

のみ過ぎ・のみ忘れ

その他

。 1¥) 11. 14 ¥6 (-件数}

(1994.6.11松原文化会館にて)

図20大阪薬科大学第1田市民講座「薬の相談コーナー」アンケート集計

「お〈すりのことで，どんなことを知りたいですか?J (重複回答可)

とに抵抗のある方もいますが，画面を表示すると

ともに音声を出すことにより，遊び心で気軽に見

ることができます。また，絵などふんだんに使う

ことにより，非常にわかりやすく構成することも

可能となります。

以上，当院において行っている患者への薬の情

報提供について述べました。

7 大阪薬科大学市民講座での相談事項およびア

ンケー卜集計

次に，データが少しではありますが，大阪薬科

大学主催で行われた市民講座での「薬の相談コー

ナー」の結果を報告します。図 19は，大阪薬科大

学市民講座「薬の相談コーナー」での相談事項で

す。相談者数は，男性5人..9:.性 29人の計 34人

でした。相談事項の内訳は副作用 13件，長期連用

に関する相談 11件，その他，薬品名，薬効，用法

用量に関する質問でした。また，相談された薬品

を薬効別に分類すると，降圧剤7件，高脂血症剤

3件， ビタミン剤 5件と成人病の薬に対する質問

が多く見られました。

図20は.I薬の相談コ ナ」でのアンケ ト

での集計結果です。「お薬のことで，とんなことを

知りたいですかワJ(複数回答可)の聞に対して，

薬品名 5件，効能・効果 15件，用法・用量5件，

副作用 15件，相互作用 12件でした。また，スラ

イドにはありませんが.Iお薬の情報は，どのよう

にしてお知りになりますか?JC複数回答可)の聞

に対して. I薬剤師に尋ねるJ7件. I医師・歯科

医師に尋ねるJ12件であり，当院で行ったアン

ケート集計とほぼ阿ーの結果であった，と考えら

れます。

当院でのアンケートや大阪薬科大学において行

われたアンケート結果集計から，多数の患者は薬

品名，薬効のみならず，その薬の副作用や多種薬

剤聞におこりうる相互作用などにかなり関心があ
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年度 日 本 米 国 欧 州{

1970 FDA: PPI導入(経口避妊薬，

避妊リング，吸入薬)

1976 経口糖尿病薬に患者用添付文書

1978 ドイツ:PPI義務化

1979 FDA 全ての処方薬にPPI義務

化を提案 (1981年に取り下げ)

1982 AMA: PMIの発行

1984 ベルギー:PPI法制化

1985 フランスー PPI法制化

1988 スイス PPI法制化

1989 TIP誌患者用説明書の連載開始

1991 医薬品服薬指導情報集 11種薬品で試案

1992 EC閣僚理事会指令 PPI白義

務化 (1994年より発効)

1993 RADAR協議会 rくすりのしおり」

1994 厚生省に「医薬品適正使用推進室」設置 EUとLて1999年までに全医

薬品に PPIを義務化

1995 「医薬品添付文書の見直し等に関する研

究班」の「患者向け説明文書」班報告書

1996 厚生科学研究班 「患者向け説明文書の MedG即時中患l
PSによる具体的検討J発足 者向け情報の提供)計画

図21 患者への情報提供活動の歴史的経緯

ると考えられます。このように，薬に対する一般

的知識や疑問にはパンフレットはかなり有用な方

法であると考えますが，個々の患者の薬品情報を

細部にわたって提供するには限界があり，患者向

け添付文書などによる方法を考えなくてはなりま

せん。

8. 患者への情報提供活動の歴史的経緯

そこで，欧米との患者向け添付文書や説明書の

歴史的経緯を比較すると，欧州では図 21に示し

ますように.1970年代から， ドイツ，プランスを

はじめとする国々で患者向け添付文書 PPICPa

tient Package Insert)を製薬企業が提供するこ

とを義務化しています。米国においても 1982年

から米国医師会 (AMA)が患者用説明書 PMI

(Patient Medication Instruction)を発行し，現

在に至っています。また，米国では口頭による説

明が主流となり，説明文書の配布は補助的なもの

となっています。日本においては.1989年から連

載開始のT1P誌による患者用説明書，また

RAD-AR協議会による「くすりのしおり」など

の患者向け添付文書が考案され，一部試行されて

いる段階です。しかしながら，欧米とは，処方薬

品数，調剤方法，薬剤師数なとの違いにより，こ

のような形の情報提供活動を今すぐ行うことは，

かなり困難であるものと考えます。

余談になりますが， これは RAD-AR協議会で

作成の「くすりのしおり」についての患者評価に

関する朝日新聞記事の切り抜き(写真6)ですが，

まさ L<我々のアンケート結果そのものです。患

者の薬品情報提供，とりわけ，患者が不安や疑問

を感じている副作用や相互作用などに対して評価

されたものであり，また，残念ながら，見出しに

「薬剤師の信頼が増した」ではなく「医師の信頼が
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情を傷っけないように配慮する必要がありま

す。

3 個人の価値観も多様化1..-， ある患者にとっ

て良いと恩われた内容でも，他の人おいては

逆効果になるケースもあるので，画一的な説

明は慎むべきです。

4 我々にとっては常識と思えることでも， 患

者にとって受け取り方が違うことがありま

す。対象患者の理解度を観察し，時には初歩

的な事項でも詳細に説明する必要性がありま

す。

5 患者のプライパシーの秘守を可能とする環

境を確保Lなければなりません。

6 医師や看護婦などとの意見を統一し，

な情報を提供する必要があります。

以上のように，現況では，口頭による対応のみ

ならず.患者向け添付文書などによる情報提供を

個々において対応することは，先ほどの「くすり

のしおり」などの添付の試みは報告されています

が，大変難しい問題となっています。しかし，情

報提供義務が課せられたことにより薬剤師がどこ

まで情報提供をすればいいのかという不安があり

ます。

また，今年2月の高松高裁判決が大きな影響を

及ぼしています。判決で示された判断は，どんな

に起きる可能性が低くても，重篤な副作用が起き

るおそれがある場合は，医師には起こり得る副作

用症状に対する対処法を伝えるなどの注意義務が

あるとしたもので，薬剤師法に情報提供義務が課

せられた以上，今度は薬剤師が責任を問われる立

場といわれています。

このような状況を踏まえ，パンフレット類によ

る情報の提供は個々には対応できませんが，薬

効，相互作用，服用方法，薬の適切な使用法なと，

薬の知識として患者の知るべきことを伝える一つ

の手段であると考えます。従って，患者に関心の

ある話題，タイムリーな話題などを考慮し，患者

の立場に立ってできるだけ多くの人に読まれる冊

子を作ってL、かなければなりません。

メディアなどの影響から情報が溢れている現

在，正確な情報を伝達し，要望に応えるために，

尋ねやすい薬局として情報提供していくことは非

常に重要なことであると考えます。

患者に野評「くすりのしおり」

Rlira 

「
医
師
へ
の
依
頼
増
し
た
」

4
捌

M

U

V

和
日
制

的確

写真6

増したJ，すなわち，アンケートでの「薬について

は医師に聞く j という数字がそのまま記事になっ

たものと考えます。

朝日新聞記事の切り抜書

患者対応の心得

最後に，外来患者に情報を提供する場合，現在，

情報の多くは処方主主から知り得ることのみであ

り，現状では薬品名・薬効を含めて，それらが処

方された意義や副作用などについて積極的に説明

するには十分ではありません。また，情報内容が

同じであっても，患者の理解度，価値観，心理状

況などによりかなり提供方法が異なるものと考え

ます。我々薬剤師は，医薬品に関する知識を習得

するとともに，患者対応の心得(図22)を学ばな

くてはなりません。

l 患者との信頼関係を築くため， 言葉使いや

身だしなみに注意する必要があります。

2 患者は薬剤師の態度や言動に敏感に反応し

ます。これが時には大きく影響することもあ

るので，患者の心理状況を把握1..-，患者の感

9. 

患者との信頼関係

心理状況の把握

価値観の多様化

理解度目違いの把握

プライパシーの守秘

医療従事者間での意見統

1
2
3
4
5
6
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参考文献保険薬剤師のため白病院研修テキスト(大

阪府薬剤師会編〕

病院薬局研修ハンドブック(大阪大学病院

薬学研究会編)

谷古宇 ありがとうございま Lた。名徳先生

の方からは，最初に情報提供の必要性ということ

をお話しいただきまして，さらにその情報提供の

手段として，口頭とパンフレットの製作といった

ようなことがありまして，それぞれの長所あるい

は短所を述べていただきました。さらにその外来

の相談コーナーの設置やパンフレットをお作りに

なった経験から，患者さんへの医療関係者の要望

とか，あるいは患者さんが知りたい情報の分析，

そういったものを具体的な例でお示しいただけた

と思います。

そして最後には，我々が患者さんに対応する心

得をお話しいただきましたが，詳しいことに関し

ましては後ほど，討論したいと思います。先生ど

うもありがとうございました。

それでは， 3人目の演者をご紹介いたしたいと

恩います。岡野紘基先生であります。先生は，現

在東京都多摩老人医療センターの薬剤科長をな

さっております。先生は特に，プログラムにもあ

りますように， Iお薬手帳」の事に関しましていろ

いろとご造形の深い先生でありますので，そのこ

とを中心にお話をいただけると思っております。

先生のご略歴を簡単にご紹介いたします。先生

は， 1968年に，東京薬科大学をご卒業になりまし

て，その後，東大分院の研修生になっております。

その後，社会保険埼玉中央病院へ入局されまし

て， 1970年に，東京都へ奉職され墨東病院の薬剤

科へ。その後，いくつかの病院を配転といいます

か異動になりまして， 1987年に，母子保健院薬剤

科長となられました。その後また東部地域病院と

かあるいは松沢病院の万へご転勤になりまして，

1995年から，現在の多摩老人医療センターの薬剤

科長をなさっております。先生，よろしくお願い

いたします。

岡野紘基

多摩老人医療センターの岡野でございます。こ

れから「お薬手帳」を利用した薬剤の情報提供に

ついてお話をいたしたいと思います。

当院はご存じのように，平成6年度-7年度の

厚生省の医薬品の適正使用化モデル事業の指定施

設になりまして，その時にいろいろな事業をいた

しまして，その中のーっとして「お薬手帳」がご

ざいまして，現在も継続しているということでご

ざいます。それについてこれからお話をいたした

いと思います。では.スライドをお願いいたしま

す(略)。

まずはじめに，適正使用についてその背景でご

ざいますが， 21世紀に向けての医薬品のあり方の

懇談会等でありますように， 21世紀に向けて，高

齢化とかあるいは疾病構造の変化，国際化，医薬

品の開発が進んできたとか，いろいろ医薬品を取

り巻く環境が変わってきました。それに対応して

いかなければならないということが一つ挙げられ

ます。それからもう一つ直面する問題として，医

療費，とりわけその中でも薬剤費が非常に諸外国

と比べて高い。そのままいくと，現在の保険医療，

それの維持が難しくなるという問題がございま

す。

それから薬価差益の問題，いわゆる病院の経営

に占める薬価差益の比率，依然として大きいわけ

でございますが，それについてもいろいろ問題が

あるということでございます。検査づけと薬づけ

といわれますけど，いわゆる薬つけの問題があり

ます。それから，例えばエイズとかあるいは先ほ

どの高松高裁の例ですとか，副作用問題が出てき

て，薬害の問題など，いろいろな直面する問題を

抱えているというわけでございます。

これを踏まえまして，医薬品の適正使用を厚生

省は推進をしようということで，行政，企業，そ

れから病院とか診療所等，それから薬局，大学，

教育機関，そういう所でそれぞれが適正使用に取

り組んだわけでございます。私ども病院の方で

は，当面は，医師と薬剤師が適正使用に取り組む

ということでございます。

それで，私ども病院薬剤師に関連する部門とし

ては，薬物治療のいろいろな問題点がございま

す。例えば強い薬理活性，副作用の発現の問題，

あるいは使用方法が複雑化されてきたとか，また

高齢化に伴い併科受診，あるいは多剤投与，長期

投与，そういうような事柄が薬物治療で問題と

なっております。次のスライドお願いいたしま
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す。

これは，医薬品の適正使用の定義でございま

す。これはいろいろな本とかあるいは文献等で皆

様ご覧になっているかと思います。ご説明するま

でもございませんが，的確な診断に基づく処方に

より調剤されて，それから薬剤について説明と理

解，このへんが患者への情報提供の部分になって

くるかなという気がいたします。そして，正確な

使用がなされ，そしてその時の効果とかあるいは

副作用とかそういうものが医師の方にフィード

パックされる，このサイクルが医薬品の適正使用

のサイクルであるといわれています。この真ん中

に介在するのが医薬品情報というものだと理解し

ております。

それで，医薬品情報については，各病院・診療

所等におきまして，入院患者さんに対しては，実

質 900点、業務，薬剤l管理指導料という形でもって

やっております。それから，外来患者さんについ

ては，窓口で投薬時の説明あるいは指導，お薬相

談コーナ ・お薬相談室などでの指導，そういう

ものがなされております。それから医薬分業に伴

います院外の患者さんについてはどうかといいま

すと，市中の薬局の方で薬歴管理，薬剤服用歴管

理指導料というものを取りまして指導をされてお

ります。

それで，診療報酬でもって.96年の 4月にご存

じのように，薬剤l情報提供加算，これが5点の加

算になったわけでございます。内容は，処方した

薬剤の名称，用法・用量、効能・効果等について，

文書等で提供するという形になっております。こ

の文書等のやり方について，先ほど来，いろいろ

な方法，あるいは市販のソフトだとかいろいろ出

てそれを利用されていることが多いかと思いま

す。

それから，先ほど来，出ておりますが.97年の

4月から，改正薬事法が施行になるわけでござい

ます。その要点が 3つ挙げであります。薬局管理

者， これは町の薬局のことで，管理者の責務，そ

れから医薬品製造業者，メーカーさんの責務，そ

れから薬局開設者， これは別に薬剤師でない場合

もありますが薬局開設者の責務と，こういう 3つ

の大きな責務が挙げられております。それで，こ

の中から適正使用のために必要な情報を患者さ

ん，普通，私たちともが患者さんと申しておりま

すが，ー般的には消費者，つまり国民に提供する

ということでございます。

それから同時に 4月から，薬剤師法が改正にな

りまして， これは調剤した薬剤について，適正な

使用のための情報を患者さんに提供する義務があ

るということでございます。従来の単なる説明だ

けではなくて義務が負わされることになります。

このように医薬品の情報提供，あるいは患者さん

に薬について説明するいろいろな背景が変わって

きまして，法的な整備も順次なされてきたわけで

ございます。

そこで，当院，東京都多摩老人医療センターと

申しますが，そこで，情報提供の一つの媒体とし

て「お薬手帳Jを利用しておりますので，それに

ついてご紹介をいたします。当院は，ここに書い

てありますように，東京都立の病院でございま

す。場所は，東京都東村山市，先ほどどなかか聞

いたことのあるような町だといいましたが，有名

なタレントが一時いた町でございます。東村山で

す。高齢者を対象とする高度専門医療ということ

で，紹介予約制と医療連携をメインにしておりま

す。病床数は 320. 外来が590. 診療科が細かく

なっておりまして 22になっております。医師が

61で，非常勤が 41.かなりの数がいます。歯科医

師が 3です。薬剤科の方はそれに比較しまして非

常に小さくて，薬剤師が 12.非常勤が3でござい

ます。そうしますと，いわゆる普通の一般病院，

大学病院とか機関病院とは異なりまして，いわゆ

る現場の病院に近い高齢者の総合病院であるとい

うふうにご理解いただければよろしし、かと思いま

す。

院外処方筆の発行率.57.7%.これは何年日月

です。当院では，今年の7月から，院外処方を拡

大しようということで，院外処方を 50%.病棟業

務を 3病棟やりましょうということを掲げており

まして. 7月からやっております。病棟業務が l

病棟ですが.97年の 3月では 3病棟になる予定で

ございます。

お薬手帳を作る目的というのは，当院の基本方

針がインフォームド・コンセント，これを非常に

重視している病院であります。病院に入りますと

パネルがございまして，当院はインフォームド・

日本病院会雑誌 1997年目月 37(769) 



コンセントを重視していると明記してあります。

これは院長の非常に明確な姿勢でございまして，

院全体としてこういう姿勢で取り組んでおりま

す。それから，患者さんがご自分のお飲みになる

薬についてよく知って，関心を高めて，結果的に

コンプライアンスを高めたいということでござい

ます。

また，複数科を受診している患者，あるいは他

院，他の診療所等を受診している患者さんが非常

に多いので，相互作用や副作用の防止がありま

す。これらを目的として，結果的には医薬品の適

正使用に寄与したいと考えています。私ども薬剤

科でもって，いろいろな会議の席でお話をするの

ですけれど，最終的にはやはり「医薬品の適正使

用」というキーワ ドを必ず出しております。医

薬品の適正使用に寄与したいということでござい

ます。

それで， rお薬手帳」の作成の基本コンセプト，

まず高齢者ということでございまして，利用しや

すいものを目指しました。手帳のサイズをやや大

きめにして，文字も大きめ，実際どのぐらいの大

きさかといいますと，小学生が学校と家庭の連絡

に市販の手帳を持たされている例が多いと思いま

す。 B6ですが， その B6のサイズを使用してお

ります。このサイズについては，東京大学の医学

部で出している細長いものとか，あるいは母子手

帳ぐらいの大きさとか，保険証ぐらいの大きさと

かいろいろ論議がありましたが，最終的に大きい

ものがいいだろうということでございます。

それから使い方でございますが，後で実際の例

をスライドをお見せいたしますが，処方筆控えや

お渡しする説明書，そういうものを貼っていただ

く，または記載をしていただくことです。それか

らできれば診察時のメモとか患者さんのメモとか

そういうものにも使われたらいいのかなと期待し

ておりました。それから，手帳の表に患者さんの

お名前をお書きする欄ですが，拾われた場合，患

者さんの薬の内容すべてがわかって Lまうという

ことで，表紙のところには，患者さんのお名前を

書かないで，患者の番号，それだけを書くという

スタイルにしてあります。手帳をお配りする範囲

でございますが，可能な限り多くの患者さんに

使ってもらうことから一応全外来患者を対象に考

えました。

それで， rお薬手帳」の発行スケジュールです

が， 95年の 2月に「お薬手帳」の企画ができま L
た。それで先ほどいいましたけれども，市販の B

6のノートを使いまして病棟で試しに使ってみた

ということでございます。 96年 4月に，私がちょ

うど転勤してきまして，前任者から引き継ぎまし

て始めたわけでございます。それで，作成のコン

セプトとかいろいろ検討しまして，第 1版 2，000

部を印刷いたしました。 95年 8月からスタートで

すが，この 2月から 8月の期間， これが大変な作

業がございまして，手続そのものを作るのは簡単

でございますが，院の決定を見ましたが，やはり

先生方の協力を得るために，コンセンサスを得る

ために，説明会やパンフを配ったり， PRなど大

変な作業を薬剤師ヰ全体で取り組んだ次第でござい

ます。

それで8月から外来で先生方が配るという形で

始めました。 11月にどのぐらい普及したかという

ことで調べましたら，約 31%の配布状況です。こ

の時にアンケート調査をしておりますので後でご

紹介いたします。前年 2月に，第 2飯として

3，700部を印刷いたしましたが，なかなか普及率

が進まないものですから薬剤科の窓口でもって配

布をし，患者さんに大々的に PRをいたしま L

て， 96年の 3月末現在で，約80%ぐらいの患者

さんがお持ちになっている現状でございます。次

のスライドお願いいたします。

これが「お薬手帳jの表紙でございます。カノレ

テ番号と書いてあります。ここに ID番号を書く

形になっております。中にいろいろイラストがあ

りますけれど，薬を持っているおじいさんです

か，おばあさんですか，そういう方が絵に出てき

ます。これが 1頁目を聞いた「使い方」です。処

方控をもらったら貼ってください飲み忘れも

チェックできますなどが書いてあります。問い合

わせ先として，薬剤科の方に問い合わせるという

形になっております。

これは，中に 8ページぐらいの量を割きまし

て，薬の一般的な注意，特に高齢者向けにあまり

細かいことは書かずに，イラストを用いまして，

飲み残した薬はどうしたらいいか，人から余った

薬をもらっていいのか悪いのか，ご老人がよくや
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るような事柄を選びましてイラストで挙げており

ます。飲み忘れたらどうするか，複数のお医者さ

んから薬をもらったときにどういうことに注意し

たらいいかとか，そういうような例についても挙

げております。

これが「お薬手帳」に挟み込んで，患者さんに

いく説明文書です。これと同じようなポスターあ

るいはチラシ，これを院内に物量作戦でもってか

なり撤きました。患者さんに，この手帳は「お薬

手帳」といいますということをいっていまして，

使い方.rお薬手帳」に処方控えなどを貼ってくだ

さいということですが，ここで非常に問題になっ

たのは，控えを誰が手帳に貼るかということでし

た。医師が貼る，あるいは看護婦が貼る，委託の

事務の方が貼る，薬剤科が貼るといろいろありま

した。そこでいろいろ論議があって，本音は皆さ

ん，貼りたくないというところがありまして，最

終的に，貼ってください，あとは窓口の方でご相

談に乗りますという形になっております。それか

ら，診察時のメモや連絡帳としても利用してくだ

さ ~'o ここのところの利用があるかどうかちょっ

と心配でしたが，そういう例が見られたというこ

とでございます。

それから先ほどいいましたように，他の診療科

や当センター以外の医療機関におかかりの時，説

明書とか処方の控をもらったら貼ってくださいと

いうことでございます。それから利用のメリット

ですね。「お薬手帳」を利用することにより，自分

自身の薬についてよく知ることができ，医師や薬

剤師に手帳を見せることによって重複投与や副作

用などの防止ができますよというメリットを挙げ

ております。

これが「お薬手帳」の実際の記電側です。

ちょっと見にくいのですが， この部分が処)j~量

の控でございます。当院はオーダリングシステム

が入っておりますので， ドクタ の処方入力した

場でもって処方の控が出てきます。調剤する処方

重量は薬剤j科の方へ直接出てくるという形を取って

おります。この場合は， コランチルとアノレサノレミ

ンの処方です。コメントは先生が診察の際に書い

た例でございます。胃潰蕩ですよと。それから

ちょっと便秘気味ですよ。その時の血圧，一番患

者さんが気になるところですね。ここを先生が今

回は.152一切ですよというふうに書いてありま

す。それから先生が.rこれは胃の薬ですよ。便を

柔らかくする薬です。あるいは下剤ですよJと書

いています。ですから先生方もかなり協力的であ

ります。

この下は，忙しい科とか場合によって処方の控

が出ない場合であります。その場合， これは薬剤

科の窓口でもって，患者さんが前にこういうふう

に書いてもらったんだけれど，処方控が出なかっ

たから処方内容を教えてくれということで，薬剤

科の方で「内分泌科でベルジピンが出ています

よ」と書いているわけです。これは薬剤科で書い

た例です。

これは，左側に処方の控がございます。この先

生は血液科の先生ですが，検査伝票をコピーをし

まして，毎回，このように手帳に貼っています。

多分この手帳に貼って，特定の値を示しながら，

この値は前と変わったとか，説明をしている例で

ございます。

当初は，伝票を貼ってくださいとの説明は何も

しておりません lかし先生方の利用の仕方で

は，検査伝票も貼っていることがあったというこ

とでございます。

これは，患者さんが多分処方控がもらえなくて

自分で書いた例です。 12月20日にダーゼンが出

ていると克明に書いてあります。このようにご自

身で書かれている例もあります。

これは見にくいのですが，先ほど患者さんがメ

モに使われる例を期待している， もしくはあれば

と思っていましたが，実際に患者さんがメモに使

われている例があります。これがその例でござい

ます。これ申告事項と書いてありますが，少し日

付が見づらいのですけれど.r息切れがして.4週
間前よりやや良好ですJと。「息切れや咳がやや良

好です。気温の高いせいだとかいうことも要因の

ーっと思いますjと書いています。それから， ド

クターがいったこと， ドクターがその時の血圧が

146 -90ですよといったのを克明にメモしてお

ります。「肺音は良好ですJといわれたのですね。

それも書いてあります。「血J圧はまあまあですねj

といわれた。ご自身が書いたことや先生がいわれ

たことを忘れないようにメモしている例でござい

ます。
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この方は，他のベージをめくってみましたが，

かなり克明にいろんなことを書かれています。こ

ういう使い方を私どもは期待はしていましたが実

際にあったということで，非常に手帳の使い方が

良かったなという印象をもっているわけでござい

ます。これも，使用例ですね。これは， この部分

の処方が当院でかかった処方例です。その後，す

く他の病院の薬が出ております。科が違うのです

が他の病院に行ってかかっているのです。ここに

パナルジンが出ております。ここに傍線が引っ

張ってありますが，パナノレジンが出ています。そ

うしましたら，こちらの病院でもってパナルジン

がダブッているので， ご自分のところを消さない

で当センターの薬を飲まないように線を引かれて

おります。大体そういう例が多いみたいですね。

ご自分のところを生かLている例が多いようで

す。このように，他の病院にかかった時，重複投

与が防げた例でございます。

今まで何例か手帳の使用例ということでご紹介

をいたしましたが，それをまとめてみますと，ま

ず第一の，処方筆の控を貼るということですね。

患者自身か薬剤師が貼っている例。それから，医

師が処方筆の控に薬効等を記載している例，それ

から私どもが薬効等を記載しているという例でご

ざいます。それから，処方重量内容の記載でこ拘ざい

ますが，患者自身が処方内容，他にも自分で書か

れたり，あるいは錠剤の記号番号に書かれている

例もありました。白い錠剤でもって. T~OOと

いう記号を書いている方もありました。それか

ら，薬剤師が薬剤科の窓口でもって処方内容を記

載している例があります。これがかなり多いで

す。

それから，庚師が病名や検査f直を書いている。

検査データのコピーを結っている例がありまし

た。注目したいのは，患者自身による記載があっ

たことです。医師からの注意などを記載してい

る。あるいは，服薬状況，咳が治まってきたとか

状況を記載して，まさに患者さんと先生との連絡

帳の役割を担っている例でございます。このよう

に極めて多様な利用方法があったということでご

ざいます。

これは見づらいのですが，私どもで 30%の利

用状況のときにアンケート調査をしまして，その

時のデータでございますが. 30%. これしか持っ

ていなかったわけです。これでもって大々的に

PRをして 80%までいったということでござい

ます。

「お薬手帳Jに記入とか， あるいは手帳に控を

貼っているかどうかということでございます。こ

の例を見ますと，患者さんの多くが貼っていると

いうことでございます。ここにありますように，

約 72%の方が処方の控を貼っています。

これは「お薬手帳」を他の診療医療機関にか

かったときに見せているかということを聞いてお

ります。そうしますと，約 66%の患者さんが他の

医療機関へ見せているということでございます。

いわゆる重複投与を避けるという目的の部分でご

ざいます。

それから，患者さん自身に「お薬手帳Jを持っ

ていて役に立っているかという印象をお聞きしま

した。そうしますと「役に立っている」が 77%.

「まあどちらともいえない」というのが 16%ござ

いま Lた。多くの患者さんの評価を得ているのだ

なという印象を受けております。

これは「お薬手帳」を持っていない人に.rお薬

手帳Jを持ちたいかとお聞きしま Lた。そうしま

したら約 71%の人が. r持ちたい」ということで

ございます。中に 20%は「要らない」という人が

いましたが，大半の方が「持ちたい」という印象

でございます。

また，薬剤師から薬に対していろいろ説明をし

てもらいたいかというその内容をお聞きしており

ます。まず.13%強の方が「飲み方を知りたい」。

それから薬効について 59%.副作用について

43%.それから食べ物とか薬の関係，相互作用で

すね。それについて 24.49%. 25%ぐらいの患者

さんが聞きたいとおっしゃっています。とれは先

ほと来，いろいろグラフ等でご説明がありました

が大体同じような結果が出ていると思います。患

者さんは，正直いって名前以外にもっと副作用と

か相互作用とか薬効などについて知りたいという

ことでございます。

服薬指導をやっておりますが，それに対して患

者さんに「誰から薬の内容を説明してもらいたい

か」と聞きましたらところ，先ほど来，やはり医

師からの説明を受けたいということが多いという
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ことでしたが.r薬剤師から説明をして欲しい」と

いうのが，約 55%.それで「説明はいらない」と

いう方が23%。逆にいえば，私どもこの 23%の

方々に，薬剤師からの説明を受けたいと，少なく

とも聞いてみようとなるような働きかけが必要で

はないかなと捉えております。

いろいろお話をしてきましたが，医薬品情報，

「お薬手帳」を使った例を紹介しましたが，問題点

として考えますと，いわゆる服薬指導という言

葉.r指導」という言葉は私が思うに，指導される

ということが反面あるわけでございます。そうし

ますと，薬剤師が指導する立場であって，患者が

指導される立場です。そうしますと，薬剤師の指

導する言葉，あるいは情報が一方通行で患者さん

に行っているのではないでしょうか。患者さんは

指導される側ですね。強者と弱者の立場です。そ

のような印象というか，そういうような問題があ

るのではなかろうかと捉えております。逆にいえ

ば，こういう点をお互いに情報がこのように行き

来するような形態をやっていかなければいけない

のではなL、かと考えております。

そういった意味で医師と薬剤師と患者さん，相

互の情報等のやり取りの中に「お薬手帳」が介在

していると考えております。情報というのは双方

向である。お互いに行ったり来たりするというの

がこれは原則でございます。それから情報という

のは共有イじ全体で同じ情報を持ちましようとい

う情報の共有化と双方向性，これが非常に重要だ

と思います。その中に「お薬手帳」が一つの媒体

として役に立っているのではなし、かという印象を

もっております。

医薬分業，院外処方，当院でも今年の 7月から

50%になりましたが，そうしますと，私どもの病

院だけではなくて，この病院と，それから市中の

薬局さん，それから他の医療機関，ここでもって，

やはり情報の共有の一つの方法として.rお薬手

帳」が利用できるのではないかということでござ

います。「お薬手帳」以外にもいろいろな方法があ

ると思いますが，一つの例として「お薬手帳」を

使った例でございます。以上が私どもで取り組み

まLた「お薬子帳」の概要でございます。

97年4月から薬剤師法・薬事法が改正になり

まして，国民にとって必要な医薬品の情報を適切

に伝えることが私どもの役割だというふうになっ

てきます。それで，情報提供者として薬剤師は責

任と誇りを持つべきであると私は考えておりま

す。また，病院薬剤師の皆さんは，いろいろな方

法でもって情報提供をやられているかと思います

が，情報は双方向性とそれから共有化が必要だと

いうことを認識して，最初に書きましたが患者さ

ん，消費者の皆さんひいては国民に期待，評価を

されるように今後とも頑張っていかなければなら

ないのかなと思っております。ご静聴ありがとう

ございました。

谷古宇岡野先生，ありがとうございました。

先生からは「お薬手帳」を中心にその手帳を作る

目的，あるいは手帳も最初は 30%ぐらいしか浸

透率がなくて，その手帳を 80%まで利用しても

らう，そのへんの苦労とか，さらに今使われてい

る実際の「お薬手帳」の内容とか利用法，それか

ら，実際の[お薬手帳」の内容の紹介をしていた

だきまして，最後には結論といたしまして，その

「お薬手帳」を中心とした患者あるいは医師，薬剤

師，そういった人たちの情報の共有化に役立てて

いきたいというようなお話があったと思います。

これで 3人の演者のお話を終わらせていただきま

す。

(休けい)

柳津 ただいま. 3人の先生方からいわゆる情

報提供についての目的，方法，そして今まで得ら

れた評価についてご説明いただきま Lた。これか

ら，シンポジストの先生を囲んで，会場の皆さん

と意見交換を始めたいと思います。

まず，いきなり質問をいただくよりも，ちょっ

と確かに非常にいいお話で，さあ，やろうかと

思ったときにいろいろと皆さん，支障があるので

はないかなと思います。それが現状だろうと思い

ます。とにかく雑務に追われているのが私たちの

世界だろうと思います。

そこで，ここまで努力された裏には，それなり

のいろんな改善点があったと思います。お 3人の

シンポジストの先生に，最初の順番どおり. 3分

か5分以内ぐらいで，とのようにしてここまでい

けたかそのポイントを，お聞きしたいと思います
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ので，まず佐藤先生， 3分か 5分ぐらいでひとつ

よろ l<お願いLます。

佐藤 この業務というか， 5点、業務だけでなく

て病棟業務も含めて，いろんな形を調剤業務にプ

ラスしてやってきた背景の中で， もちろん人件費

というのが一番病院の方では増やLたくない項目

ですので，人を増やすというのはまず受け入れて

もらえない。人というのは非常に慣れた方と，ま

た初心者の方というんですか，で作業量というの

も非常に違ってくる。作業量だけでなくて的確な

判断とかそういうものについても違ってくる。あ

るいは私の所は全部で 7人いますが，慣れた者が

いる時と，それがたまたまお辞めになって新しい

方が入ってきた時とかではもう随分いろんな業務

の内容が違ってくる。

それで，私の所としては，女性ばっかりという

こともありまして非常に回転も早いというわけで

はないですが，ある程度回転したりもしますの

で，どのような方とどういう構成の中で仕事をし

ていくについても，コンスタントに仕事をやりた

いなという部分がありますので，機械の導入，そ

れはトーショーのシステム，全自動の錠剤分包

機・散薬分包機全部に連ねたものと，処方重量打ち

出し，それから薬歴をそちらの方につなげまし

て，いったん薬剤科で処方を入力しま Lたら，そ

れが薬歴にもつながり調剤にもつながりという形

のものをこれで4年前ぐらいに取り入れまして，

それから，いろんな業務が一度にできると。それ

までいろんなことを手書きでしていた部分が随分

あったんですけれども，それが機械化で，同じ人

数の中で省略化されて，時間的にも残業部分とい

うものも省略化されてきたというところで，いろ

んな業務をする合理化のうちのポイントとしては

機械化という形ですね。

機械化の，もちろん経済的な導入については，

人件費の中で， うちに薬局事務員という人が 1人

いたんですけれどもそれを削除いたしまして，そ

れについてはもう十分元が取れたというような形

にはなっております。以上です。

柳津 どうもありがとうございました。続きま

して名徳先生，一言，よろしくお願いします。

名徳当院は，昭和 20年代に建ったかなり古

い病院です。ですから我々が入局した当時は，調

剤業務以外何の業務もしていないといっても過言

でないのが現状でした。そして，当時から常勤職

員 1人，非常勤職員3人が増員になったわけです

が，この増員に関しましても外来処方筆枚数が，

当時400枚前後であったのが，現在 650枚であり

ますので， それに対する増員で，例えば DI業務

をするとか，患者への情報提供をするなどという

ために増員していただいた人数ではありません。

我々はこういう情報提供活動をするのに対し

て，例えば，何か合理化したとか機械化したとい

うようなことは一切行っておりません。古い施設

ですので，製剤関係，例えば無菌製剤業務や，研

究的な業務を何かしていけたらとは思いますが，

そういう施設もありません。当時， 今から 11-
12年前， ちょうど 16ビットのパソコンが普及し

始めた頃だと思います。パソコンでしたら，机1

個あればその上に乗せることができますので，こ

れを使って何かできないかということで， DI業

務に利用してきたわけです。

当時はパソコンを使つての DI業務といいまし

でも，患者さんへの情報提供というのはあまり考

えていませんでした。例えば，医薬品集を作るた

めのデータベ スとか，そのデータベ スを利用

して， DIニュースなどのいろいろな資料を作る

というものでした。当院では，待ち時間が l時間

ぐらいであり，患者さんは待っている時間が暇で

あろうというのが当然であると思います。ですか

ら1枚もののパンフレッ九当初は全然薬に関係

のないこと，つまり私が洋蘭をつくっていました

ので，洋蘭の花を置きましてそれに関してその説

明を書いた文章を窓口の横に置いたわけです。そ

うしましたらそれがかなり好評で，患者さんがそ

れを見て楽しんでいただいた，という経緯もあり

まして，患者さんへの情報提供をパンアレットを

利用してやったらどうかということになりまし

た。当初は，当然仕事が暇になったわけではあり

ませんので，周りからのかなりの非難もありまし

た。 Lかし，作るにあたって時間外でしたら何の

問題もありませんので，薬局長の許可を取りまし

て，パンフレットを作り始め，今日で 7年目にな

るわけです。何か始めようという気持ちがあれ
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ば，完壁なものは別としましても何か形のものは

できると考えて今までやってきたわけです。

柳津 どうもありがとうございました。続きま

して岡野先生，一言，よろしくお願いします。

岡野 その苦労話ということですけれども，私

どもの薬剤科というか，私が仕事を進める上で一

つ重要視していることがございます。それは薬剤

科として仕事を進める場合は，病院の仕事として

認められるということが頭にあります。そのため

に「お薬手帳J，これはモデル事業の絡みだったこ

ともありましたが，実際はその「お薬手帳」につ

いて，企画書というか民間の会社なんかでいうと

企画書でしょう。 A4の紙で 4-5ページ， グラ

フ等を付けまして，書類を院に上げました。それ

で院の最高決定機関である運営会議というものが

ございまして，そこでゴー・サインをいただきま

して，そこから始めるわけでございます。やはり

院全体で薬剤科だけではなくて，医師とか各部門

のメンバーを集めた委員会を構成して，そこで仕

事を進めていく，あるいは進行管理をしていくと

いう形をとりました。事務局が薬剤科でございま

す。幹部連絡会や医師の集まりとかそういう所で

の説明は，院長か副院長，小委員会を作りました

場合は委員長のドクターですね，そこの方から説

明をして，そして事務局が説明を加えるという形

をとっております。

したがって，あくまで病院の仕事であるという

ことを心掛けました。

そのあと処方の控えを発行するのは先生でござ

いますので， ドクタ一向けに PRのパンア，それ

は物量でもって， これでもかというぐらい撤きま

した。このような方法でもってやっております。

ちなみに，当院，今年の 7月から院外処方50%を

やりまして， 7月 14日から確か始めたと思いま

すが， 7月 14日初日の院外処方の発行率が 50%

でした。初日から 50%です。 これもやはり院で

もって決めて，院内に小委員会を設けましてそこ

で作業を進めました。そうしますと，先生方も，

院の方針だから院外処方を書くというふうに考え

方が変わってきます。薬剤科の仕事，例えば情報

提供でいろんなことをされる例があるかと患いま

すが，私はそれが院の仕事の中に位置づけられた

もの，それが必要なことではないかなという印象

を受けております。

柳津 どうもありがとうございました。以上

で，先ほどのお話に追加していただきまして，こ

こまでやれたという内容が皆さんによくこ浬解い

ただけたと思います。これからそういったものを

踏まえまして，フロアの皆様方からぜひ今までの

お話について，もっと他の方法でしておられる場

合，あるいは地域性等の問題で非常にこういうこ

とで悩んでいると，そういった面の改善策とか，

将来はこのようにした方がいいじゃないかという

ことで何かご意見がございましたらどうぞ挙手を

お願いしたいと思います。

A ちょっと三点ほどお聞きしたいんですが，

佐藤先生には，この 5点業務をやっていまして

カットされたことがあるかどうか。もし他の病院

の方々でカットされているところがあるかどうか

お聞きしたいと思うんです。

実は，うちの病院でもしようと思っていたんで

すが，全国的に神奈川県とかいっていましたけれ

ども，カットされていったん中止したという話を

ちょっと聞いたものですから，なぜそういうこと

が起きたのか聞きたかったのです。

それからあと岡野先生なんですが， この「お薬

の手帳J，これはやはり 5点は取られているのか

どうかですね。それからあと，金額は 1冊どのぐ

らいするものかお聞きしたいと思います。

それからあと，全体なんですけれども，その薬

剤師法の，適正使用のための情報提供を行うこと

というふうなことで施行されるわけですが， これ

はさっきも高松高裁の話が出ていましたが，必ず

副作用をやらなくて，訴えられることがあると思

うんですね。そうすると，一体どこまで外来でや

れるのかどうか，やらなければならないのかと，

そういうところをちょっとお聞きしたいと思いま

す。よろしくお願いします。

柳津 それでは一番最初の質問で，カットされ

たかどうか，一応先ほどお話がありましたけど，

佐藤先生，いかがでございましょう。そういうま

ず事務レベルからカットされたというお話があり

ましたでしょうか。

佐藤今請求した分はこの 4月から 10月まで

ですね。それについてのカットというのが全然う
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ちの病院では聞いておりません。だから，請求し

た分だけはそのまま来ているということ。

ただカットとかというような，初めにさっき

おっしゃったんですけれども，どこどこが始める

前からカットされた，それはどのようなことなん

ですか。始める前からカットー

A 実は， あれは医科の方に入っていますね。

ドクターの方の処方料の中に入っているわけです

ね。そこいらのところが何か，その薬剤師がやっ

ていいのかどうか，そういうところが何か引っ働

かっているとかいうふうな話を聞いております。

だからドクターがやはり伝えなければならないの

ではないかという。どこかで絡んでいればいいん

ですね。先生のところではドクターが絡んでいま

すよね。絡んでいればいいんじゃなL、かなと思い

ますが，まるっきり印刷をして薬局でやっただけ

では駄目なのかどうかというのも，ちょっと聞き

たかったなと思ったんですが。

佐藤一応医師からの薬剤情報提供をしてく

ださいといって. Iその患者さんにはいたしまし

た」という指示がカルテに全部記載されていると

いうのが，一応一つのポイントというか，それが

必ずなければいけないと。それがあった上で，あ

とは誰がしても，別に薬剤師ともいっていませ

ん。もちろんナースともいっていませんが，医師

でも結構ですし，そういう形であれば，カットと

いうのは全然ないのではないかと思います。

柳津 どうもありがとうございました。次，岡

野先生，質問ございましたその手帳で 5点の点数

の関係と，それから 1冊がこれおいくらするかと

いうことです。

岡野手帳の絡みで5点、ですね，それの算定は

しておりません。今，佐藤先生の方からお話があ

りましたが，この 5点が医科に課せられた点数で

あると。それからこの 5点業務，確かに私ども薬

剤師が一番薬に密接しているからやっている例が

多いわけなのですが，本来の趣旨からすると，医

師，一般的にいうと開業医さんですね。そこから

の処方が情報公開されていないと，そういう趣旨

が根底にございますので，私どもとしては，先ほ

どもいいましたが，院でもってやるんだというこ

とであれば別ですが，私どもの方から 5点のため

に手を挙げてやりましょうということはございま

せん。

それから価格の方ですが. 1部 300円でござい

ます。ただこれは，厚生省のモデル事業でござい

まして，一応官費で出ておりますので，今後この

負担がどうなるかということがございます。これ

につきましては，厚生省の方で研究班をご存じか

と恩いますが，そこでもって薬剤師会と協調して

やって，部数が安くなれば. 1部 50円だとかその

程度でできるというふうにお話は聞いておりま

す。

A 私の考えだと，市町村でそういうのを配っ

たらいいかなという感じも。民間の病院だと.そ

の資金源で非常に難しいかなというふうな感じが

したものですからちょっと。ありがとうございま

した。

柳津 それでは 3番目のご質問に入らせてい

ただきます。先ほどから，お 3人の先生，それぞ

れのご説明の中にもあったと思うんですが，もう

一度，今いただきましたご質問の，いわゆる情報

伝達の範囲の義務化，どの程度，先生方今までさ

れて，やり方のニュアンスもあろうかと思います

が，どうぞ今までのケ スでお答えいただきたい

と思います。まず佐藤先生から順番に。

佐藤 今おっしゃっていた情報伝達の中の副

作用の件ですね。現実の今の状況の中で，患者さ

んが副作用の情報をそんなに必要としているかと

いうふうなことを考えますと，それは，私の実感

としては，そんなに必要としていないと。逆に副

作用の一覧みたいなものとか，あるいはこんな副

作用とこんな副作用とこんな副作用とこんな副作

用と，ポイント 3つくらいを患者さんにいって，

そういう状況が現れましたらどうぞすぐに主治医

なりあるいは薬剤師にでもおっしゃってください

みたいなことを伝えますと，患者さんは飲むのを

やめてしまう O そういうことの方が多かった経験

がありますので，患者さんの方からすれば，副作

用をどこまでいってもらいたいかとか，いう必要

があるかという問題について，現実の医療の中で

は，あまり副作用は，本当はいわない方がという

か，そう取り立てていわない方がいいんじゃない

かという実感を持っております。

ただ，先ほどいった薬剤師法の関係で，それを

いわなかった云々で医療事故が起こった場合に，
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じゃあどうだったんだというようなこと，そこま

で大きく考えますと，来年の春から， じゃあうち

はどうしょうかということでまだ決めてはおりま

せんが，それは薬剤師だけでなくて，院内全部の

問題として義務化されたときに，薬剤師は患者さ

んを見たときにはこんなふうには思いますが，院

内としてはどうしましようという部分を提案させ

ていただいて，院として， Iとにかくどういおうと

義務を果たさなければいけないのであるから副作

用の一覧表を渡そう」という決定にでもなれば，

それはそれで渡します L，r薬剤師の判断でやっ

てください」というところで院の方が了解してい

ただければ，今のやり方， このようなやり方で，

患者さんが，先ほどもいいましたように要求，そ

の患者さんが何を要求しているかなというのは，

それぞれの薬剤師がその患者さんと話す時のいろ

んな雰囲気からは体得できるものだと思いますの

でその範囲でやりたいと，そういうふうに思って

おります。

柳津 では，名徳先生も一言お願いいたしま

す。

名徳 この問題は我々にとっても非常に難し

い問題だと思います。ただ，情報提供，例えば民

事訴訟を考えますと，患者さんにすべての情報を

伝えなくてはなりません。メーカ 側が PL法か

ら逃れるために添付文書に情報をすべて記載する

のと同じように，薬剤師も処方された薬の情報を

すべて記載したものを患者さんに配るなどという

方法を用いなくてはなりません。しかし，それを

行うとなれば「薬のしおり」などをそのまま付け

て渡すという形になります L，そうなると薬剤師

とはいったい何なのか，ただメーカー製作の患者

向け添付文書を渡すだけになるのではないかとい

うことになってくると思います。

ですから，私自身， I薬のしおり」などの患者向

け添付文書を将来考えなくてはならないとは思い

ますが，やはり口頭で患者さんに説明してその一

助として患者向け添付文書をお配りするとか，口

頭で説明した情報を忘れたときに再びお配りした

添付文書を見るような形をとるのがよいと考えま

す。現時点において，我々が考えているのは，例

えば副作用に眠気のあるようなお薬で， I自動車

の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよ

う注意すること」という記載のある薬がありま

す。このような薬は，情報を提供しないと重大な

事故に遭う可能性が高くなってきますので，我々

の施設では今まで何もこのような対策を行ってお

りませんでしたので，このような指示をしていっ

たらどうかと考えております。また， r重大な副作

用Jがおこる前兆などを今後添付文書に記載して

いくというお話をメーカーから聞いたことがある

んですが，そのような記載がおこなわれま Lた

ら，口頭なり文書で患者さんに何らかの形で提供

できたらいいなと考えております。

柳津 どうもありがとうございました。岡野先

生も一言お願いします。

岡野私どもの病院で，その副作用等について

独自に作っている分は若干ありますが大々的に

やっているわけではございません。薬剤師法が改

正になりまして，情報提供を義務化されるという

ことですので、 どの程度副作用， 100%伝えます

と膨大な紙の量と情報量で患者さんがわからなく

なってしまいます。また私どもの病院は高齢者で

ございますので，非常に理解力が落ちておりま

す。そういう点を考えまして，どの程度まで副作

用をお知らせしなければいけなL、かなというの

は，これは薬剤科だけではなくてドクターも含め

まして検討していかなければならないかなと捉え

ております。

それで，各メーカーさん，いろいろしおりとか

パンフレットの類が出ております。しかし今先生

が前におっしゃいましたけれど，それをただやる

だけではやはり受渡Lだけの仕事になって Lまい

ますので，そこをいかに患者さんにわかりやす

く，翻訳して渡すかというのが私たちの役目では

ないかなというふうに捉えております。

柳寿 どうもありがとうございました。ご質

問，それでよろしいでしょうか。

A ちょっといいですか。実は東京都の某病院

で，ベースメーカーを入れた患者さんがワーファ

リンを飲んでいて，肺の方をレントゲンを撮った

らば陰影があったので，これは結核だというので

リファンピシンを飲みました。これの相互作用と

いうのが慎重投与になっているわけですね。そう

いたしますと，そこで患者さんは脳梗塞を起こし

てしまったということがあるんですね。この間，

日本病院会雑誌 1997年5月 45(777) 



1.2カ月前だと思うんですが，そういうことが起

きますと，そこまで患者さんにやっぱり薬剤師は

伝えるべきなのかどうかという非常に疑問を感じ

たものですからそういうふうなことをちょっと聞

きました。ありがとうございました。

柳津 どうもありがとうございました。他にと

なたかご質問ございませんでしょうか。

B 平成9年の 4月から薬剤情報提供が義務つ

けられる，それに対して点数のアップはあるので

しょうか。それから，薬剤業務ではなくて， 4月
1日から，この薬剤提供の他に新しく実施される

ものがあれば教えていただきたいです。

柳津 その 2点ですね。非常にこれは微妙な問

題で，ここの席で応えできるかどうかちょっとわ

からんのですが，可能性をということでちょっと

3人の先生方から，今までの苦労で，果して見て

もらえるかどうか，ちょっと想像で結構でこeざい

ますので，佐藤先生，どのようにお考えか。増や

していただきたいというのは， これは誰でも皆一

緒の考えでございます。その苦労との関係があり

ますのでね。岡野先生，どうぞ。

岡野私としても，はっきりいってわからない

のでございます。ただ， この薬剤師がその情報提

供をする義務があるということは薬剤師法の規定

でありまして，これは厚生省の所管からします

と，保険の点数と全く関係のないところでやって

いるということをまず認識する必要があると思う

のです。

これが全く同じところから出ていれば，それな

りに点数アップ，あるいは若干他の部分を減らす

とかということ，結局保険点数というのは，総枠

の中でもっての取り合いでございますので，若干

どこかの部分が減るかなということになります

が，この場合は，全く所管が違うところでもって

挙げておりますので，情報提供の評価は，どうな

るのですかね，後になるのですかね。

それからこれは，我々薬剤師といいますと病院

だけの薬剤師きんを意味しておりますが，薬事法

の薬剤師さんというのは，病院の薬剤師さんとい

うのはほんのー握りでございます。町の薬局の薬

剤師さん，これを念頭に入れておりますので，そ

このことを十分ご理解しないとちょっと対応が難

しいのではなL、かというふうに思っております。

柳津 どうもありがとうございました。司会の

方からいうのはおかしL、かと存じますが，いずれ

はアップは可能だろうとは思います。ですけれど

もこれは，先ほどからお話がありましたように，

その評価が出てからだと思います。その評価とい

うのは，薬剤師が評価するのではなしに，この提

供を受けられた患者さん，あるいは国民b このへ

んのいわゆる患者サ ピスとしての位置づけが確

立されれば，社会的支援が得られると思います。

ただ薬剤師業務だけでつけろ，つけろといって

いても，これは今の状況は非常に難しい状況では

ないかなι思っております。

もう一つの方は， もうお聞きするよりも時間の

関係で略しますけれども，何か他に薬剤師の点数

がつくものはないかということでございます。こ

れは，日本病院薬剤師会の方と，それから日本薬

剤師会の方で，病院の先生だけではなしに開局の

先生も含めまして，いろんな方法で，病院の薬剤

師にもこういう点をどうだろうと，開局の先生に

もこういう点数はどうだろうと，今話し合いをし

てくださっておりますので，恐らく薬価差益はだ

んだんなくなっていくと思います。

それでまた今何がつくかというのは，ちょっと

私も想像つきませんが，患者サービスとして患者

さんに受けられるものであれば，これはアップす

るものが増えてまいります。これは私の想像で申

し訳ございませんが，よろしいでしょうか。

B 点数だけではなくて， 4月 1日から実施さ

れる，そういう薬剤師法の変更されたものはどう

いうものがあるか知りたいんです。この薬剤l情報

提供に対して新しい義務だけられたということだ

けが変わったのではないですよね。他にももっと

変わったことはないので Lょうか。

柳津 ちょっとそういえば岡野先生が最初の

ところでスライドを出していただきましたので，

岡野先生，ちょっと簡単に概略だけお願いしま

す。変更時点で4月から変わるあれですね。

岡野薬剤師法の改正の部分は，先ほどスライ

ドにありましたけれど，その部分だけの改正でご

ざいます。ただ薬事法の方では，例えば治験のと

ころが変わるとかいろいろ変わっておりますが，

薬剤師法に関してはこの部分だけでございます。
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ですから逆にいえば，薬剤師のその目的という

か業務，きちっと足かせというか範囲というか呂

的がきちっと決められたというふうに捉えた方が

よろしいかと，思います。

c 佐藤先生と重なってしまいますが三点お聞

きしたいと恩います。まず一点目，薬にはいろん

な作用がありまして，降圧剤もしくは心不全の薬

とか，先生が意図する薬効を薬剤師が適切に患者

に説明するときに，それは降圧剤の作用としての

目的か，それとも他の薬効としての意図するとこ

ろか，それをどういうふうに分けられているのか

ですね。

それと，先生の冊子になるんですが，小児用パ

ファリンが血栓予防ということで載っているんで

すが，それは適用に載っていないですね。だから

適用が載っていない医薬品をこういうふうな公文

書で載せて患者さんに渡すのが，それが適切かど

うかということ。その二点で結構です。お願いし

ます。

柳津佐藤先生，お願いします。

佐藤 まず最初の降圧剤なのか心不全に使って

いるのかというような場合ですね。一覧のうちの

マスターの方には，両方書いてある薬剤もありま

す。それで，それについて薬剤師がどういうふう

に判断するかという場合に，他の併用薬とかある

いはその患者さんのことをよく知っている薬剤

師，いわゆる個人的にその病態をよく知っている

薬剤師の場合，例えばこれはもう降圧だけに使っ

ているとはっきりしている場合は心不全の方を消

すとかいう形で使っております。こういうような

ものにもこういうようなものにも使えま Lて. 2 

点書いてあることによって患者さんが戸惑うケー

スがありますので，窓口でちょっと患者さんとお

話しするときに，血圧が高いでしょうか。あと，

ちょっと心臓とか何か疾患はございますかという

ようなご質問をして.rいえ.lJlJに心臓なんかどこ

も悪くないですよね」といわれることがあります

ね。そうしたら.r実はここにちょっと 2点ほど，

高血圧，心疾患と書いてありますが，そういうこ

とにもお使いいただく薬ですけども， じゃああな

たの場合は高血圧の方にだけということで使って

おりますので，ちょっとこちらは消しておきます

ね」というふうにいいながら消して説明するとい

うことはあります。

だから，わざわざドクターに，どちらに使って

いらっしゃいますかとかそういう問い合わせはし

ないし両方に使っていらっしゃることもある。

できるだけ患者さんにちょっとお話をしながら，

状況を聞きながらという形でやったりしておりま

す。

次の血栓予防，小児用パファリンですが，もち

ろんうちは小児科がございませんし，小児用パ

ファリンを使っているのは，今のところ血栓予防

しか使っていないんです。適応はないですけれど

も，これは患者さんへの情報ですので， レセプト

の請求というわけではございませんL.確かに公

文書ではありますが，患者さんが自分の情報とし

てこの薬を自分にどういうふうに使っているのか

というのを知るための情報ですので， これが法的

に問われるとかいうふうには考えておりませんの

で，患者さんに一番理解していただけるというん

ですか，この薬は適用は実は解熱鎮痛ですけどと

か，そんなふうに先にいってしまったりとかそう

いうものを公文書に載せると，非常にわかりにく

くなるというふうには解釈しております。

C 医薬品情報の中でこの間，私ともでも今準

備をしているんですが，一番やっぱり問題になる

のは抗ガン剤だろうと恩います。抗ガン剤で，ガ

ンの告知をされている場合は，腫蕩の薬とかいう

形ではいいと思うんですが，例えば肝臓癌でした

ら， ドクターは肝臓の薬というような説明をされ

ている場合もありま Lょうし，それから，胃癌の

場合にはいろんな表現をされている場合があると

思うんです。それをそのとおりに仮に記載して渡

した場合，後で，いわゆる偽りの情報を残したと

いうような形で問題にならないだろうかというこ

とが，私どもの病院でも今論議されているところ

なんです。そのへんについて，今までやっておら

れて，どういうふうにお考えになるのかちょっと

お伺いしたいんですが。

柳津 岡野先生の方からお願いいたします。

岡野私どもの病院は，先ほど冒頭にご案内い

Tこしま Lたが，インフォ ムド・コンセント，こ

れを重視しておりますので，原則として，ガンの

告知をやっております。それで，実際問題抗ガン
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剤の入った処方の控が出されてきます。薬剤科の

窓口で説明をするわけなのですが，一応，他の薬

剤については全部名前と説明をしますけれど，抗

ガン剤とあと精神科の領域のものについては，一

応ドクターに， I告知されていますか」というふう

に確認をとっています。それで大体の患者さんが

告知をしているので構わないということで説明を

しております。中には，年寄りなものですから，

家族の方にいいましたら，本人がもう忘れている

からいわないでくれという例もありましたが，い

ずれにせよやっております。

柳津佐藤先生，どうですか。そのへんの。抗

ガン剤の経験ございましたでしょう。

佐藤抗ガン剤についてですが，うちは再発予

防，ほとんど再発予防の効能という形で患者さん

に情報を提供しているんです。だから，胃癌なん

だけど，ただ単に，例えば潰虜と偽ったような書

き方とかそういう形は一切していな ¥'0 やっぱり

先ほどおっしゃったように，ガンというものを違

う病名に置き捜えるような，薬剤の情報の中でも

そういうことを感じさせるような情報はよくない

と思いますしもちろんドクターがほとんど再発

予防でお願いしますとか，免疫を高めるというよ

うな形。確かに抗ガン作用ですけれども，その中

の作用には免疫を高めて抗ガン作用を示すものと

か，いわゆる癌細胞に直接何か闘うものと 2つあ

りますし，差し支えないのではなL、かと。

C そういうふうに再発予防と説明されていれ

ばいいんですけど，そういうふうにされていない

症例もあると思うんですよ。ドクタ の場合です

よ。そういう再発予防という症例を出してもらっ

ているところもあります。そういう説明を当然

やっている場合もあります。ですが，そういう

いっていない場合がありますね。早期ガンであれ

ばいいですが，末期ガンで，後わずかというよう

な場合に。あるいは潰蕩というような薬でいって

おられる場合もあるというのをお聞きしているん

です，私どもの病院では。そういう場合に，漬療

の薬という説明をされている場合に，患者に説明

する場合に， I潰蕩の薬です」という形で出します

よね。後でそれが問題にならないかなということ

の質問なんですが。

佐藤 ドクターが潰蕩の薬と説明されている

場合に，文書，うちはもちろんマスターからとっ

ているわけですから，マスターにそういうような

ものは入れていませんから，そこは手書きでする

形になりますね。それで， ドクターはこの方に胃

潰蕩の薬ですというふうに説明してくださいと

おっしゃった場合には，そこには一応余白という

んですか，何も入っていませんので，というかそ

こを抜きますので，そこの部分については，その

時の判断によりますが，潰蕩の薬と書くこともあ

りますが，できるだけ書かない，口頭で，この薬

は潰蕩という形で使っているんですよというふう

な形で，そういう時はできるだけ口頭で逃げる，

といったらおかしいですけど，説明はしますけど

そういうふうにしていることです。

柳津 どうもありがとうございました。まだま

だあろうかと思いますが，時間も迫ってまいりま

したので， このへんでちょっとまとめの方に入っ

ていきたいと思います。また，いろいろご質問用

紙を前もって皆さんからいただいております。大

体それを今日のシンポジウムで答えていただいて

おりますが，今後ももし何かございましたら講師

の先生のところへお電話なりお手紙をいただけれ

ば，またお答えいただけるのではないかなと思い

ます。

ここでひとつ大事な点を復習しておきたいと思

います。確かに法律は薬事法あるいは薬剤師法で

説明の義務は出ます。ですけども，今日お集まり

の病院に勤めております私たちは，病院のチーム

医療の一員でございます。ですから，薬剤師だけ

がいい切って，患者さんに全部せねばならないと

いうことではないと思います。いわゆるお医者さ

んも看護婦さんも薬剤師も一緒になって， これは

薬剤師として当然，あるいは薬剤師にやって欲し

いと，そういう結果が出たときはもう当然これは

薬剤師が第線に出て説明せねばいけないと思い

ます。

私の個人的な経験ですけとも，ドクターは， I自

分でやるよ」という先生もおります。といいます

のは，これをやるのに私の病院の全部の先生に私

は当たりました。そ Lたら，お医者さんの考え方

は皆それぞれでございます。「もうすべて任して

おくよ」というお医者さんから， Iいや，駄目だ」

という先生から， Iその内容によってするJと。皆
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さんのお手元にちょっと病院の名前無しで今日会

場でお配りさせていただきましたのは，今日お話

にあったようなことも入れまして私のところの取

り決め事項でございます。一応それは，あるー病

院の取り決め事項ですので，皆さん全部合うとは

限りません。

その裏には，今日先ほどのお話にありましたよ

うに，私のところでは全ドクター，全看護婦，そ

れから医事課全員，庶務課から会計から，要する

に病院のパートでない者は全部それを知った上で

やっております。そこに書いてありますのは，先

ほどから出ておりましたような医科の保険点、数で

すので，あくまでもお医者さんに書いていただく

という大前提でやっておりますが，実際は 90何

ノマ一セント全部薬剤師にまかされているというの

が現状でございます。

そこで考えねばならないのは，私たち，いろい

ろとこの 2日間勉強してまいりましたが，やはり

今，入院患者に l回450点がついている，病院に

おりますので必ず入院患者さんがおられます。や

はりその病棟業務での患者さん対応を，いわゆる

患者サービスの技術を，先ほど岡野先生がお話し

くださいましたが，指導するのではなしに，逆に，

患者さんから教えていただくと，その教えていた

だいたことが忙しい外来患者さんにも今度はわず

かな短い時間に，外来で応用できるのではないか

なと思います。それは殺到する外来の患者さん

に，急にこの 4月から説明，説明という義務を課

せられたら，これは絶対実現不可能だろうと思い

ます。都会でやっておられる病院，それから地方

ではるか何十キロから患者さんが通ってこられる

病院，それぞれに対して，その地域のニーズに

合った薬剤師として，その病院に合った薬剤師と

して， これが私たちに課せられたこの情報提供で

はないかなと思っております。

座長として勝手に申した次第でございますが，

これもまあ，そういう考えもあるのではなL、かな

ということでご同感あり，あるいは反対意見等あ

るかと思いますが，ぜひ明日からの業務にご利用

いただき， この 2日間の勉強を最後のこの情報提

供というシンポジウムで締めさせていただきたい

と思います。

シンポジストになっていただきましたお 3人の

先生，本当にどうもありがとうございました。会

場の皆さん， ご協力ありがとうございました。
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〈きを観樹望書釜高野究会〉ー 4婿喝毒ミミ

特別講演

病院図書室の役割
一これまでとこれからー

き幹事会益軒静

皆さん，こんにちは。私は決して図書室の専門

家でもなんでもないんです。私はユーザーなんで

す。医者になって以来，ずっと図書館のお陰にな

りっぱなしという方で，使わせてはもらったんだ

けれとも，図書館を自分で運営したことはないも

のですから，決して専門家じゃないんですね。た

だ図書室，特に病院図書室に関しては昔からと

いっていいんでしょうね，関心が非常に強かった

んです。大学を卒業して大学病院にも 6. 7年

おったわけですが，東北大学なんですが，そこに

も比較的いい図書館があったんです。まあ大学の

研究生活なんていうのは文献探しの生活ですか

ら，それで大抵の文献があったし，それから探し

出してくれたし，取り寄せてくれたし非常にあ

りがたかったこと，それから古色蒼然とした図書

館でしたが，天井が高くて， ヨーロ γパに行くと

ああいう図書館ばかりですね。非常に雰囲気が静

かだった，内装なんかもクラシ yクで，あそこに

行くと本当に気持ちがぐっと静まったものでし

た。そこの司書の人は男の人でしたが，非常によ

く世話をしてくれる人で，親切な人でした。まあ

大学ですから，医局に分散されて図書がかなり

あったわけですが，中央図書館というのはさすが

に入って雰囲気が違っていましたね。

まあそんな意識があったんですが，あそこの図

書館はわりと図書が，特に雑誌が揃っていたんで

すが，それは当時の小児科の教授に佐藤彰教授と

いう方がいらして，その人が図書館関係自ことを

充実させることに非常に熱意を持っていた人で，

それで東北ジャーナノレ・オプ・エキスベリメンタ

ル・メディスンという，英語での雑誌があるんで

すが，これを世界中のいろんな国に送って，それ

謀議室韓長牧野永城

翼手議喜連事l1JJ警無繊渓猿

で相手側から貰うわけですね。無償交換ですよ。

その恰好でたくさん図書を集めておられた。あの

佐藤先生のお陰でうんとあの病院は整備されたん

です。これはどこの図書館でも，それから病院図

書室もそうじゃないんでしょうか。誰かそういう

ふうに熱意を持っている医者がいるといないで，

僕はその整い方がだいぶ違ってくると思います

ね。そんな印象が大学の図書館にはありました。

それからアメリカに行って. 7年半向こうにい

て， レジデントのトレーニングを一般外科から胸

部外科からずっと受けたわけですが，その聞4つ

の病院をその専門が変わる度に歩きました。そし

てその 4つの病院全部図書室の厄介になったわけ

です。その図書室がそれぞれに面白かった。まあ

その中で特に印象に残る図書室は当時ハーパー病

院というレジデント教育では投票すると全国五指

の中に必ず入った病院でしたが，そこの病院の図

書室というのは好きでしたね。そこはなにかとい

うと入りたくなるんですよ。

大体その頃聞いたことでしたが，図書室という

のはなるべくなら医者の交通の一番激しいところ

に作った方がいい，それで医者がよく歩くところ

に作って，医者がひょいと用事がなくても立ち寄

るというふうな気分にさせるところがいいんだと

いうふうな，まあこれは本当かどうか知りません

がね。それでそのハーパー病院というのはお昼ご

飯なんかを食べた後でも，廊下を歩いていくと，

ちょいと寄ろうかなという感じになっちゃうんで

すね。そこは非常に静かだったし，それから司書

の人たち 4人ぐらいおりましたが，みんなガラス

で仕切られたキューピクでちゃんと別なところに

おって，ただ関覧室から図書室を利用する人たち
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のことは一望に見える場所においてありました

が，その人たちが打つタイプの音は絶対に聞こえ

ないようになっていました。僕らが行って本なん

かを探していますと，苦労して探しているナとい

うことがわかると，すっと出てきて手伝ってくれ

るんですね。それからあの病院は非常に図書室が

親切にできていて，たとえば非常にポピュラー

な，みんなが借りる頻度の高い雑誌なんかは. 2 

部とか 3部とか置いてありま Lた。アナノレズオプ

サージエリーなんでいうのは3部置いてありまし

たね。

疲れたら隣の部屋にタイムだライフだというよ

うな雑誌が置いてあって，そして場合によっては

コ ヒ も飲めるようになってましたね。そんな

ふうな図書室で，最もそこの図書室で僕は好き

だったというか，真夜中でもいつ行っても電気が

ついて誰かいるんですよ。電気がついている。そ

うですね. 2時 3時頃行っても，まあアメリカの

病院ですから夜中は本当に救急室だ何だとみんな

働いていますよね。それで図書室にも人がいて本

を読んでいる。あの雰囲気は本当に好きでした。

それからあとはいろんな病院を見ましたが，そ

ういう病院であると同時に，一方，ある病院は図

書が非常にきれいに保存されていて，そしてきれ

いに整理されていて，そして床なんかもチリ一つ

ないという感じのきれいな図書室でした。そこの

司書の人はカソリ γクの病院でしたので尼さんで

したね。尼さんの恰好をして，それがちょっと怖

い顔をしていて，鷲のような目をしていて，その

人が図書の管理に非常にうるさいものですから，

それで借りる人が今度はなかなか寄らなくなった

んですね。だから行っても人がいないんですよ。

ただその図書室はきれいなんです。だからあの図

書室は人形のようにきれいだけれども生きてない

んですね。死んでいる図書室なんです。だから僕

は2.3%ぐらいの本が紛失したって， たくさん人

が入る図書室の方が立派だと思うんですね。紛失

を恐れて管理を厳重に Lちゃって，鍵なんかもき

ちっとかけているものだから，今度は人が入って

こないんです。そういう病院もありました。

あとこっちに帰ってきてからも何度もアメリカ

に行く機会があって，今でもしょっちゅう行きま

すが，行く度に機会があると行って見てま Lた。

ミシガン大学の図書館なんでいうのも実に素晴ら

しかった L.あそこで東北ジャーナルの話を

ちょっとしたら彼はパッと持ってきて見せてくれ

ましてね。そして彼は知ってたんですよ。東北

ジャーナノレ・オブ・エキスベリメンタル・メディ

スンという名前を。それから印象に残るのはメイ

ヨークリニックなんですが，あそこはたしか僕が

行った頃は図書館が2棟か3棟かあるんですね。

実に大きい。そこの図書館長をやっている人は

トーマス・キースという人で， この人が聖路加と

かなり関係の深い人で，私どもが行くと本当に歓

迎してくれて，歓迎パーティを開いてくれたりし

てくれましたが，その人から当時のメイヨーの図

書館のことをいろいろと聞きました。もう何十年

も前の話ですよ。

そこの図書館では夜中にあそこのファックスが

コトコトコトコトと一晩中動いているんです。そ

して全国のどこからか文献が送られてきている。

そのことにもちょっと驚きましたが，さらにその

何年か後に行って，ワシントン州のベセスダの

NIHに行って，あそこの図書館に行った特に初め

てオンラインにお目にかかって，そして試しにド

クター何か調べたい言葉があったらいってご覧と

いうから，日出嵯に何だかわかりませんでしたが，

まあそれじゃあホスピタノレインフェクションとい

うのを調べてちょうだいといったら，ちょっと多

すぎてそれは大変だというから， じゃあ過去2年

ということにしてちょっと調べてみてといった

ら，力タカタカタと目の前にその文献が出始めた

んですね。もうそれが 30年ぐらい前かな。とにか

くそんな昔ですから驚きましたね。

それで当時聖路加で僕は外科部長をやってい

て，足立さんがまだおって，その話をし，そして

僕がその当時の院長に食い下がった。まだ 40前

後ですから，そんなに威張れる身分でもなかった

んですが，院長に食い下がって食い下がって，そ

してとうとうあのオンラインを入れたんですよ。

その時はジョイスだった。そして民間で最初の病

院だったと思います。大学も慶応が最初だったか

な。

そんなこともありました L.図書館については

振り返ってみると，いろんなことが走馬灯のよう

に出てくるんですね。それから聖路加に来まして

H本病院会雑誌 1997年目月 51(783) 



からもほとんどずっと図書委員は努めたと思いま

す。聖路加を定年で辞めて，それから乙 3年

たってから亀田に行って手伝うようになったわけ

なんですが，亀田の悪口をいってもいいのかな。

亀田病院の図書室は大したことなかったんです

ね。それで亀田に行く前のことだけど，質研の

サーベイで行った時に，この病院にしちゃあどう

も貧弱だなと恩ったものですから，評価でかなり

酷評を書いたんじゃなかったのかしら。それであ

そこの病院でちょっと憤然として，予算をあの時

いくらに上げたのか， とにかく一挙に1.000万円

かなんかに上げたんですよ。それで僕が行った頃

には予算は1.000万円，今でも毎年1.200万円

使っているんじゃないかな。それで急激に整備中

というところですね。

それで私は質に関する研究会はずっと最初から

やっておりますし，いま日本医療評価機構でいく

つかの病院を回って，全部で 35. 6の病院を今ま

で回ったと思うんですね。ご存じのようにあの病

院はみんな手上げ方式ですから，やっぱり自分の

ところに自信のありそうな病院が子を上げるんで

すね。見てくれといって。だから，わりと自信の

ある病院ばかり見たんでしょうから，その病院を

もって日本全国の評価にはならないと思うんです

が，それでもその 30いくつかの病院における図

書室はピンからキリですね。いろんなものがそう

なんですが，今日は図書室に限ってお話ししま

しょう。

図書室を見るといいところと悪いところの差が

ちょっと激しいんですね。とかく病院図書室とい

うのは不採算部門なものですから経営に夢中に

なっている経営者，いま病院長はみんなお金のこ

とで目の色を変えていますね。その時代に何が病

院図書室かという気持ちの人たちがいるわけで

す。それで中にはもうスベースが足りないから，

図書室をつぶしてそっちに使えとか，図書室がい

つの間にか事務の人たちが会議に使う会議室に

なっちゃったりというふうな現象があっちこっち

の病院で見られているんです。あれはやっぱり管

理者の認識の差なんでしょうが，アメリカにはそ

ういう現象は全くないんですね。やっぱり第三者

評価というのがもう定着していて，あれを通らな

いと病院の資格がちょっととれないようなもので

すから，みんな図書室をないがしろにするわけに

はいかないわけです。ですから内容が均質化され

ている。そういうことが日本には今までなかった

ものですから，意識の高い管理者がおればきちっ

と整備されると思います。僕は日本の病院の悪口

をいってるんじゃないですよ，日本の病院にもい

い図書窒がいくらもあるということはよくわかっ

たんです，僕は回って歩きながら。本当に見事に

やっておられる病院がいくつもある。

と同時に，今度はどうしたんだろうと思うぐら

い，また本当に図書室なんてない病院がずいぶん

あるんですね。図書室がないんですよ。だからピ

ンからキリですよ。予算もゼロから1.200万円ま

でですよね。そんなふうに違う。図書室だけじゃ

ない，いろんなスタンダード項目で評価して歩く

わけなんですが，いろんなスタンダードに関して

みんな同じことがいえるんです。上下の違いが激

しい。これが日本の特徴でしょうね。これは第三

者評価が定着すれば僕はだんだん均質化というの

は起こってくるんじゃないかと思うんです。

じゃあ本題に入りま Lょう。それではスライド

をちょっと見ていただきます(略)。これまでとこ

れからというのは，僕はこれからの図書室がどう

なるかということにはっきりした展望を持ってい

るわけではないんですが，これからは違ってくる

ぞという意識だけはどうしても拭いきれないんで

すね。それでこういう題にしたんですが。

図書館の歴史，皆さん古代エジプ卜に図書館が

あったのをど存じですか。それからアレキサンド

リア時代，ギリシャの次の時代のアレキサンドリ

アの時代というのは，ナイ Jレ川の三角地帯，ギリ

シャの文化がみんな集められた。その時に図書館

というのはできているんです。博物館もその時に

できているんです。昔から図書館というのは知識

を記録に残したものを集めておく場所だった。現

在でもそうなんですが，これからインターネ νト

でどういうふうに変わってきますか，まあそうい

うことで図書室というのは文化にとって非常に大

切なものであったんです。

それで日本医療評価機構でももちろん病院の評

価に図書室の評価を抜かしちゃあいけないという

ことで入っているわけですが，この日本医療評価

機構のスタンダードの水準というのは，質研のス
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タンダードがほとんど移行しているんですが，質

研のスタンダードはちょっと高すぎてついてゆけ

ない人がたくさんあるから，もう少し程度を落と

そうというわけで，意図的に落としてあるんです

ね。ですからこの日本医療評価機構の水準を満た

せば， うちは立派なんだと思ってもらっちゃあ困

るんです。これはかなり低い水準だと思ってくだ

さい。というのは図書室もない病院がまだたくさ

んあるんですから。だからそこをどうやって引き

上げるかというところからこういう水準は出てく

るので， この医療評価機構で尋ねていることは，

管理責任者がいるかどうか。いないところがある

んですね。図書室もないところがあるんですか

ら，管理者なんかいないところも当然ある。

医療評価機構の採点はいるかいないかだけで，

いさえすればいいんです。そのいる人はドクター

でも誰でもいいんです。誰か管理責任者と名前の

つく人がおればいい。まあそんなのは大抵の図書

室はいるんじゃないですか。それから各種医療専

門雑誌が揃っているか， これもたとえば内科に関

しては何と何と何があるかとかという特定なもの

じゃなくて，ちょっと見て，ああ内科もある，外

科もあるというふうな感じの評定の仕方なんです

ね。まだまだレベルは低いんです。

それから定期的な図書の情報，これは図書

ニュースみたいなものを病院中に配っているかど

うかとか，そういう質問がただ出るだけです。そ

れから中央管理というのは一応評価の対象になっ

ている。ただ，大きい病院では分散管理の方が便

利な場合もあるわけですね。それから図書室が非

常に遠い場所にあるとか，そういう場合に非常に

不便な場合があったりするというようなことで，

分散でもっているところでも，その管理が中央で

ちゃんと把握できていれば，どこの科に何という

雑誌がいってるとか，管理され把握されていれば

それでよろしいというふうな考えでこれは評点が

出されています。それから分類整理も，これはど

んな分類を使ってもよろしい，自己流で結構， と

にかく分類していればいいというふうな程度なん

です。

それから文献検索，これも一応入っています。

これはやっぱり文献検索の便のある病院というの

は半分なかったんじゃないかしらね。それから閲

覧の場所，これも病院によって様々でしたが，本

当にプライパシーを重んじて，静かな環境でとい

うふうなところまできちっと見て，そういう環境

を設けている病院と，そうでなくてただ机と椅子

が並べてある，そういう閲覧場所もありますし，

その質の差がいろいろあるんですが，まあ医療評

価機構では閲覧場所があるかないかということだ

けを評価している，そういうことですね。

質に関する研究会になりますと，もう少し質問

のレベルが高いというか，和洋雑誌のタイトル数

はいくつあるか，大体聞く。しかしいくつかなけ

ればならないというような標準までは作っていな

い。それから単行書と雑誌の数はいま何冊，何種

類あるというふうなこと，それから専任の司書が

いるかいないかということ， これも一応質問事項

に入っています。いま資格をもった司書の人を要

求するのは，日本ではちょっとまだ無理なようで

すね。だいぶ増えてはきているようですが，それ

でも司書に準ずる人でもわりと詳しく経験を積ん

でできるようになった人ならそれも専従の司書と

して認めようというようなことになっているわけ

です。

それからその図書室には年度計画ができている

かどうか，それからそこには毎年予算がたてられ

ている力、どうか，こういうこともチェックしま

す。それから分類法はどんな分類をやっているの

か。それから文献検索用の機器にはどんなものが

入っているか。それからそういうサービスをやっ

ているかどうか。年次統計もこれはちょっと利用

者の統計というのは必ずしも正確なものが得られ

ないものなんですが，おおよその数を出している

病院はいくつもあって，そういうものでもとにか

く記録したものがあれば，それを評価するという

ような恰好になっています。

それから利用時間，これもかなりの病院が 24

時間オープンになってきたようですね。亀田でも

24時間オープンでやっています。これをやってか

ら2年ぐらい経つんですが，当初亀田病院に実は

アメリカ人でアメリカの病院管理学のタイトルを

とっている人，アメリカの海軍病院を定年で終

わってから来て，病院管理の方を手伝っている男

がいるんですが，この人なんかと激論になったん

ですが，僕は 24時間オープンにしよう，院長は大
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賛成だ，やろう。ところがそのアメリカ人の彼氏

が強く反対した。そんなことをやったら本が盗ま

れるというわけです。 1%2%本がなくなったっ

て図書室はしょうがないんだそのぐらいのこと

は覚悟でやろうじゃないか，それから昼は忙しく

て図書室に来れない人だっていっぱいいるんだか

ら，夜中に来て勉強したい人だっているんだか

ら，これは絶対にやろうというので，多数決で決

めまして，それで 24時間オープン制をやったん

ですよ。

そうしたらほとんど本が盗まれないんですね。

彼氏はびっくりしましてね。日本人というのはあ

んまり心配いらないんですね。アメリカの場合に

は，場所によってなんですが，中部あたりのグッ

トオールドデイズというか，昔のいいアメリカの

雰囲気を残している場所では盗まれるものという

のはほとんどないそうですが，ニューヨークだ，

ロサンゼルスだ，東海岸，西海岸に行くと，もう

盗まれるのが当たり前になっちゃっている。だか

ら図書室なんかも厳重に管理しないとすくに本が

なくなってしまうというんですね。

まあそういうことで 24時間オープンにしてあ

る。でも本来ならば電子ロックというか，カード

か何かを使って，そして職員の番号その他をちゃ

んと認知するような今はロソクのシステムがある

から，それを使って出入りできるようにすればよ

ろしいんでしょうね。北海道のある病院なんかは

それはきちっとやっておられた。うちもそれをや

ろうといって，いま盛んに討議しているところで

すが，だいぶ予算がかかるものですから，ちょっ

と遅れていますが，まあそのうちゃるでしょう。

さっき悪口をいいましたが，亀田の図書室も今で

はだいぶ良くなりましたね。

JCAHO， アメリカの病院サ ベイですね。こ

れは 1994年にサーベイの考えがかなり変わった

んですね。リンゴの中から悪いリンゴを探しだす

というのがサ ベイじゃない。弱点をつつくとい

うか，我々はそういう仕事をやっているんじゃな

い。仕事の目的はその病院を良くすることなんだ

から，現在よりも来年また良くなればいい。来年

より再来年にまたさらに向上すればいい，そうい

うことを目的に我々の評価というのは使うべきで

あって，人のあら捜しが我々の仕事であってはな

らないという考え方の大きなチェンジがあって，

そして Q1， クオリティ・インプループメントと

いうのが合言葉になりまして，それ以来の変化な

んですが，前は病院図書室という 1つの項目で

やっていたんですが，今のは 1994年から機能中

心になって，図書サービスというのは情報管理の

中に入ったんですね。だから情報管理というのは

病歴，つまり診療録とか，それから医事課の医療

統計かな，それから診療録，人事評価， QI計画，

すべてこういう情報に関するものは一括して評価

するようになったんです。

私は一昨年の 10月だったか，アメリカの

]CAHOのジョイントコミッションのサーベイに

参加しまして，医師のサ ベイヤ が非常に親切

に一緒に歩いてくれて， じかに見てまいりました

が，まあそういうことでクオリティ・インプルー

プメントというのが目的，つまり図書室について

いうム利用者にどういうサービスをやっている

か，それが一番大切なポイントだったようです。

それからユーザーの希望は何なんだ，ニーズは何

なんだ，ユーザーはどうやって欲しいんだという

ことを，図書室はとうやってくみ上げているか，

それをくみ上げてそれをどういうふうにサービス

をしているかというところに最高のポイントが

あったようですね。聞く質問が大体そっちに集中

してましたから。

アクセス，それから利用する時間なんか非常に

大きく評価されていました。外部との情報交換は

もちろん，まあ彼らのやっているサーベイの程度

は，ちょっと我々とは格が違っていましたね。日

本もあの領域に達するにはまだ暫くかかるんじゃ

ないでしょうかね。最初から彼らの真似をしよう

といったって駄目なんで，やっぱりゼロから積み

上げて，だんだんいいものに作り上げるより他は

ないんです。ですからいま使っている日本医療評

価機構のスタンダ ドというのは，彼らの目から

見ればかなり低いものですから，これを積み上げ

て，まあ彼らが 20年かかったことを我々は 5年
かそこらで追いつくというふうな覚悟でいくより

他ないんじゃないでしょうか。

いまインターネットのホームベージに JCAHO

のサーベイの様子が出ているんですよ。これは

サーベイを受けた病院の司書の人とか管理者の人
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が，図書室のサーベイは我々の病院は何年何月に

受けて，サーベイヤーからこういう質問を受け

た，そしてそれに対して我々はどういうふうに返

事したというふうな現場の生の様子がいろんなと

ころでホームページで紹介されている。だからこ

れはインターネットを動かしていらっしゃる方は

ここを開いてご覧になると出ているはずです。や

り方としては，各部門を訪れて，そこの人たち何

人かに会って，そしてどこかちょっと静かなとこ

ろでみんなで腰をかけて話し合いましょうという

ふうな形で始まるんですね。まあ病棟でもどこで

もそうですが，図書室もそうです。そして行って

みんなで座って，そしていろんな質問やら何やら

が始まる。運営規定を見せてちょうだい，利用の

マニュアルはありますか，それから統計の記録が

あったら見せてください，彼らはみんな持ってい

ますよ。その日に備えてちゃんと用意しである。

これは今後この図書室を将来改善するためのプラ

ンがいまありますか. 3年前と比べて改善された

点がどういう点か教えてください，こういうふう

な質問が多いんですね。利用者の範囲， これは外

部の一般のところにまでオープンにしているとこ

ろもありますが，まあ比較的少ないし，それはあ

まり評価の対象にするつもりでもないらしい，ま

あ一般の人たちの医学知識というのは普通の図書

館に行けばよろしいんですから，まあ外部といえ

ば地域の他の医療職の人たちにどの程度オープン

にしているかということでLょう。

今度は亀田の宣伝になりますが，亀田でも昨日

図書委員会があったんですが，そこで地域ネット

ワークの話をいま進めているわけですが，地域の

ドクターたちに図書室を開放しよう，その時の

ノレールをこうしよう，ああしようと，全部それを

決めまして，タベ決定したのは，今日からそれを

スタートさせようということでした。そして今朝

の管理者のミ ティングでそれを報告して，そし

て正式にスタートしたばかりですが，亀田では地

域で電話回線を使って，開業しているドクターた

ちからオ ダリングでオーダーも貰うようにと

か，いろんなシステムをいま構築しているんです

が，この図書室の利用もオープンにいたしまし

た。

日本の現状なんですが，図書室機能のない病

院，これはザラにあるんです。図書室を見せてく

ださいというと，困った顔をするんですね。ない

んですよ。お宅はまさか本を読んでないんじゃな

いでしょうねというと，そうしたら医局にありま

すという。各科においてあります。予算はどうし

てらっ Lゃるのか，院長のポケ y トマネーです。

そのかわり買って欲しいというものは全部買って

ますとか，そんなふうな調子の病院が珍しくない

んですよ。そうですね，蔵書なんかもたくさん

もっているとか，そうでないのは，まあ歴史の差

がいろいろあるんでしょうが，それから雑誌の受

け入れタイトル数も，いい病院は本当にたくさん

持っていますL.100. 200持っている病院は決し

て少なくなかったでしょう。それから専任者も昔

に比べるとかなり多くなったんじゃないでしょう

か，約 60%の病院はそれでも専任の司書を抱え

ておりま Lた。本当はこれは 100%じゃなきゃあ

いけないですね。年間の経費というのは少ないと

ころで 20万円，多いところで1.200万円というふ

うな現状です。

何度もいうようになりますが，図書室のない病

院が 10-20%. サーベイで歩いた病院のうちの

20%近くは図書室がないといってよかったです

ね。それから医局に分散しているところが多い。

2つばかりの病院でしたが，もう図書室なんで

もったいないから会議室に転用しよう，事務系の

会議がほとんど毎日のようにそこで行われている

という病院がある。それから案外多いのが，診療

録管理室と併用している病院があることです。こ

れはそれなりにちゃんと機能している病院もあっ

たけれども，診療録管理と図書の管理とちょっと

仕事の性質が違うように思うんですね。その専門

職というか，専門的な知識も違うように思うの

で，まあ情報管理という点ではこれからだんだん

近づいてくるのかもしれませんが，でも今のとこ

ろは従来の病院管環学ではこれは分離しておくべ

きものでした。

それから図書委員会がないというのは非常に多

かったですね。ここでこうやって聞きに来ておら

れる方はみんな意識の強い病院なんでしょうか

ら，皆さんのところはほとんど委員会を持ってい

るんでしょう。でも図書委員会のない病院という

のは珍しくないんですよ。じゃあどうやって購入
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する新しい図書やら雑誌を決めるんだ，それは部

長先生がいってくればそれはとりますとか，それ

からうちでは院長が全部決めてますとか，そんな

ふうなものが少なくないんですね。でも，半数以

上は図書委員会を持ってたんじゃないかと思いま

すがね。でもないところがあるということです。

分類は，まあ自己流でもきちっとやっておられる

ところもございました l.あんまりうるさくいう

必要がないのかもしれないけれど，まあ日本には

日本の医学図書用の分類というのはまだないんで

しょう。僕もよく知らないけれど。 NLMCを使っ

ているところが多かったように思います。アメリ

カの分類を。あとは自分で考案Lたような分類を

やっているところがだいぶありました。

それから文献検索サービスにいたっては，やっ

ているところは少なかったですね。僕は悪いと思

うのは，薬屋さんだと思うんですね。あれの厄介

になっちゃって，医者は自分で文献を探す方法を

忘れてしまった。鳥が飛ばなくなったようなもの

ですよ。医者が勉強する，研究するのに文献の探

し方を知らなかったらとうしようもないです。だ

から僕は聖路加時代，絶対あれは許可しませんで

Lた。それでも陰でやっていた人がいたかもしれ

ないが，薬屋に文献を頼むという習慣だけはつけ

させないようにした。だからやっているやつは隠

れてやっていたんでしょう。そのかわりオンライ

ンのプステムから何から，ちゃんと買ってあるん

ですから，あの文献を探すという仕事自体が医師

の教育のはずなんです。教育を忘れている。

先程もいいま Lたように，いい図書室をもって

いる病院も少なくありません。いい図書室をもっ

病院というのはやっぱりたくさんありました。素

晴らしいなと思う図書室をもっている病院がある

んですよね。そういうところを見ると，ちょっと

感動しますよね。優秀な司書もおりますl.それ

から必要図書も整備している l.利用サービスも

立派なものを備えているところがある。ああいう

病院は素晴ら Lいですね。それが決まっていまし

た。そういうのはいい病院だけですよ。

場所，環境，照明，いま白熱灯のいい照明がで

きるようになりましたから，必ずしも日光の当た

るところでなくてもよろしくなりましたが。それ

から空調，書架，スベ ス閲覧室，機器，設備，

静粛性，まあこれを 1つひとついったらいろいろ

話があるんですが，時間がないから次に移りま

しょう。

組織的にはいろいろなんですね。事務部門に属

している図書室もありましたが，やっぱり利用者

は医師が 90%じゃないかしらね。 うちなんか 24

時間オープンにして，真夜中利用しているのは看

護婦が一番多いと聞きましたが，まあ看護婦もそ

うやってよく利用しますが，やっぱり 90%近く

は医師でしょう。だから診療部門に入れるという

のが僕は自然だと思うんです。聖路加では今はど

うなっているかしりませんが，僕らの時には院長

直属の独立部門でした。

それから司書資格があるかないか，今はいろん

な大学で医学書というか，医学に関する司書の養

成というか，コースのできた大学ができてきたん

でしょう。昔は立教ぐらいしかなかったのかな。

その後だいぶ増えてきているんじゃないかと思う

んですが，とにかく資格のある司書の方がどんど

ん増えてきたみたいだl.まあ l人は最低必要で

すが. 1人だけじゃあ今度は休みの時がカパーで

きないから，やっぱり本当はもう 1人欲しい，な

いしはその時にちゃんと休みの時にカパーしてく

れるピンチヒッターがいるようなことが本当は考

えなきゃあいけないですね。アノレバイトでも何で

もいいですから，仕事を覚えてもらうということ

です。

それから中央と分散，これは先程もいいました

が，亀田もやっと中央化がどんどん進みまして，

前から中央化されているんですが，医師たちがこ

ういう雑誌だけは医局に置いて欲しいというの

で，そのわがままを許したというか，何十種類の

雑誌を医局に置いてあった，それを引き上げまし

た。かなり部長会でいろんな抵抗がありました

が，図書室に引き上げたし，それから看護部門の

雑誌は看護部門で婦長室に全部置いてあった。私

たちはいいですが，こっちの方がみんなは見やす

いといいますから。でもあの下っ端の看護婦が婦

長室に入りやすいということはないと僕は思うん

ですよ。だから夜中に来てこっちの病院の図書室

で勉強しているんだから，だからこれもとうとう

婦長たちが納得して，そして看護婦の雑誌も中央

に引き上げることになりました。まあ僕は図書は
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中央管理が原則だと思います。しかし，非常に大

きな施設，大学病院であるとか，ああいうところ

では分散管理というのも，僕はその事情によって

許可すべきだなと思っています。

図書委員会，これはもちろん必要で，一切の図

書に関する相談というのはここで行われるべきで

すね。院長が l人で全部采配をふるうなんでいう

図書室ではやっぱり駄目ですよ。みんなのニー

ズ，それから希望，そういうものをくみ上げる組

織がないといけない。そのためには図書委員会が

必要です。それも図書委員会があるけれども，

サーベイの時に回数を聞くと，去年一度やりまし

た程度のところもあるんですよ。一度，二度，

やっぱり月に一度ぐらいは開いていいですね。な

いしは最低2カ月に一度ぐらいは聞いてほしL、。

必要図書と予算，これは皆さんも図書委員会を

持っていても，図書委員会でその判断する力があ

るかないかという問題があるんだけれども，一体

うちの図書室はどういう雑誌を購入したらよろし

いんだろうという問題，これは医師が変わる度に

その要求する雑誌が変わるとか，それからもうこ

れは要らないからこっちの雑誌をとってくれと

か，ある l人の皮膚科の部長がたとえばフランス

語の雑誌をとってほしいといって，結局はその人

しか使わなかったり，といったことが起こるので

す。それから雑誌というのは短期間とったって大

Lた意味はないんですね。長期間とって，ちゃん

と揃えるところに意味があるんですから，だから

結局希望図書の扱いはなるべくみんなの意向を聞

くけれども，病院としてはこういう図書は必要

で，こういう雑誌はやっぱり持っているべきであ

る，それからこれは要求はあるけれども，非常に

需要の低い図書だから，病院の予算をそれに使う

までの値打ちがないというふうな判断，これはど

うやってやるかということなんですが，まあ亀田

で現在よく使っているのはこれなんですが，セレ

クティド・リスト・オブ・ブックス・ジャ ナノレ

ズ・ 7ォ ・ザ・スモールメディカ Jレライプラ

リーという小冊子でブランド&ヒノレティという人

たちが何年か前からこれを発表して，中小病院で

も最低これだけは持っていなさいという本の名前

を英語の本に関しては出してあります。

これはコアリスト，コアというのは芯というこ

とですが，それに重要度の順に大印がついたり，

それから剣のような印がついたりして，これは絶

対に必要な本，これはその次に予算があったらこ

こまで買いなさいといった，そういう親切な指標

が出ている。それをお使いになると，かなり便利

じゃないかと思います。彼らの出しているものに

は標準として，単行書に 610. 雑誌241. これは

1995年の発表です。これが予算が 93.300ドルで

ある。これは向こうの値段で日本で買うとずっと

高いですね. 2 f昔はする。この本の値段のことに

なると僕も非常に憤りを感じてくるんですが，ア

メリカの本というのは本当に業者から我々は医療

費を収奪されていると思うんですね。まあこの問

題は今日はよしましょう。

コアリストとして単行本200. 雑誌は最小限の

やつがこんなふうになったとか，そんなふうにい

ろいろ出したリストがございます。もし何だった

らご覧になったらよろしいでしょう。

これはアーカイプズオプインタ一ナノレメディス

ンにも出ているんですね。内科にとって必要な雑

誌というようなタイトルで. 3年に l回ずつ報告

しているはずです。ご存じのように単行書は古い

ものには値打ちはない，だから除籍というか，い

つかは捨てなきゃいけない。そうでないと書庫ば

かりスペースをとって誰も読まない。ただ歴史的

に持っていて非常に貴重だと思われるような本は

保存してそうでない本は処分していかなきゃいけ

ませんね。いまの医学の進歩では5年たった本は

医者はやっぱり読みたくないんですね。 10年たっ

たら図書はもう値打ちなしです。雑誌は違います

よ。雑誌は古くなればなるほど値打ちが出るんで

すからね。あれはリプレイスというか，パックナ

ンパーをとるのも大変になるし，だから古い雑誌

は貴重です。聖路加なんかは太平洋戦争中の雑誌

が残っているんですが，あの頃は雑誌がどこの病

院にも入らなかったんですね。それが幸か不幸か

アメザカ軍が来て，あの病院を占領して，あそこ

で使っていたものですから，当時の戦時中の文献

をみんな置いていった。だから日本にない文献が

戦争中のやつがあそこにあるものですから，東大

の先生がよくあそこに文献探Lに来ていた時代が

あります。

年間受入れタイトル数，これは病院によって
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100. 150. 200まあ 100以上だったら僕は日本で

は合格じゃなL、かと思うんです。うちも 200以上

はとっているんじゃないかな。

利用者のサービス，これはもう皆さんよくご存

じのことで，ここで僕が何もいう必要はないだろ

うと思います。相互貸借ネットワーヲは，これは

皆さん草の根の努力でこの研究会その他みんな

やっておられることを，僕は昔から知ってまし

た。それで非常に敬意を払っておりました。会員

もこうやってどんどん増えた様子ですし，本当に

立派だと思っています。これを管理者が知らない

のが残念ですね。病院の管理者で知らない人たち

がたくさんいる。民間でネットワークで，草の根

で皆さんが貸借をやってらっしゃるということを

です。

現在の図書館のままなら 21世紀にどうなるか。

ハーパ ドの図書館は図書の数がおそらく 12.000

冊，それから 10の図書館の建物が必要になって，

製本雑誌は毎月トラックで運ばれてくるだろうと

いうふうになる，それほど情報が氾濫するという

ことですね。

だんだんこの図書館が変わっていくんですね。

単に本を集めておくところじゃなくなってくる。

国内，国外のデータベース，電子情報システムと

連結する場所になる。先程もちょっと話をしてい

たんですが，皆さんのところでもおやりになった

んでしょう。大腸菌のO→ 157の時，うちでもイン

ターネットを駆使して集めました。それから図書

室にも頼んで，集めてくれと頼みました。そうい

うふうに図書窒もアクティプに，聖路加はサリン

の時文献を集めるのに大変な活躍をしたと僕は聞

いているんですが，まあそういうふうに自分の方

からうって出る時代ですよね。頼まれたものをや

るというだけではなくて，だから足立さんが司書

の時も僕はやったと思うんですか，回診について

もらったことがありますよ。回診についてもらっ

て，そしてそこでいろんな文献上のというか，

ディスカッションがおこる，そうするとそれに関

して彼女はメモしていって，それに必要な文献を

探して来てくれたりしたものです。だから司書と

いうのは仕事を自分で探そうと思ったらたくさん

あるはずですね。まあインターネットがこれから

図書室の事情を変えていくでしょう。

電子図書館は現在大きな転換期で，まあそれで

も大方の意見としては，まだ本の収集というのは

まだ暫く続くだろう。た、から図書館がいますぐ必

要なくなるということはない。しかし本の貯蔵所

としての意味での図書室というのはだんだんなく

なってきて，その性格として電子情報の流通と配

分を扱う場所になるだろう。だから場所はそんな

に必要なくなるかもしれない。それから司書の仕

事の内容が変わってくるであろう，こういうこと

が大いに考えられることですね。

情報伝達の革命，これからは昨日の株の情報は

今日は役に立たないですね。だからそれと同じよ

うに医学文献も他の図書やら雑誌と全然違う，医

学情報に関していいますと，新しさが生命だとい

うことですね，医学情報というのは。だから 3年

前の情報だと役に立たない。それがインターネッ

トになるともう昨日の情報が今日入るようになる

んじゃないですか。だからますますこのインター

ネットというのは図書室の中の仕事の中に入りこ

んできます。

新しい図書室と司書の役割， これがまあどうな

るのか，僕もわからないけれども，電子情報収集

の中心になっていくであろう，印刷情報と電子情

報の合流が大変な情報量になって誰かの雑誌に書

いてありましたが，ナイヤガラの滝から水をコッ

プで掬うようなものだと，そのぐらいに情報の氾

濫で取捨選択というものが非常に大変になるとい

うふうなことをいっていますが，まあそれで自分

の図書室にないものでも，インターネソトでいろ

いろ情報を探って，必要なもの，これを選びだす

仕事がきっと残りますよね。情報洪水の中からど

うやって検索するか，それからどういうものが必

要かを見分ける，そういうことで目録分類，イン

デ yクス作り，司書には求められるようになるん

じゃないでしょうか。

ちょっと時閣を超過してごめんなさい。あとの

方は端折ってしまったんですが， これで終わらせ

ていただきます。どうもありがとうございまし
F 

~。

58(790) 日本病院会雑誌 1997年 8月



4唾ミミミ

医療機器産業と病院

トトト静静

医療機器の生産統計や輸入統計を眺めると，わ

が国もいつのまにか治療機器と用具が，検査・診

断機器の市場より大きくなっていることに気が付

く。治療機器や治療用具は，その大半は輸入品で

ある。臨床現場では，多くの治療用具や治療機械

は海外製品で，学会で学術発表を聴いても，大半

の演題は海外の治療機器や用具を使ってみたとい

う報告である。

1995年の統計によれば，わが国の国内生産高と

輸入金額を加えた医療機器の市場の大きさは1.9

兆円で，そのうち 30%に当たる約 0.6兆円が輸入

品， 14%の0.27兆円が輸出されている。医療機器

の市場の成長率は年率で 10%近くもあり，その

高い成長率は年率 20%近くにも達する輸入医療

機器市場の成長率に依存している。ここ数年，年

率数%しか成長していない約 6.2兆円の市場を持

つ医薬品市場に，次第に事業規模が近づきつつあ

るように見える。医薬品市場は，それでも輸入品

の市場に占める割合が約 9%にすぎない。とは

いっても輸出は園内市場の 1%にも達せず，国際

競争力は全くないように見える。全世界における

医療機器市場の分配の割合は，米国 3，EC2，日本
lの割合といわれ CI本の医薬品市場が世界の

1/3といわれているのと比べると，まだ小さい

市場であるともいえる。

医療機器市場の品目別の構成をみてみると，日

本と米国，欧州との聞には大きな隔たりがあるこ

とに気が付く。日本では医療機器市場の b割以上

が放射線・医用電子の計測診断機器に当てられて

いて，米国や欧州でのそれの自割以上が治療機

器・用具に当てられているのとは大きく異なって

いる。日本に MRIやX線 CTや超音波機器さら

には自動化学検査装置の普及が特に激しいこと

埼玉大学大学院

政策科学研究科教授藤正 巌

は，多くの人が指摘するところで，強力なわが国

の電子産業に支えられて，輸出産業ともなってい

る。これに反して，日本での治療機器市場は相対

的に狭いといわねばならなL、。このような結果は

どこから生じたのだろうか。

薬漬けといわれて久しい。製薬産業はH本の高

い薬価水準に守られて生き続けた結果，世界企業

の仲間入りは不可能となった。一方，わが閏の画

像診断機器を含めた検査機器の市場ではまだ世界

に互して生き残っている企業がある。検査は生命

に直結しないが，医療生産性を上げる手段として

重要視されてきた。その結果，今では検査漬けと

1ft判されている。

グローパリズムは医療を取り巻く世界にまで及

び始め，止まるところを知らない。世界的に見れ

ば，治療法に直結しない検査は次第に淘汰されて

なくなるだろう。現在は，世界の医療市場に乗り

出している大手の電子機器メーカーは，その製品

の大半を海外発の製品の改良型の販売に依存して

いる。貿易障壁が無くなるのが確実なこれからの

時代，独創に基づいた治療機器の存在無しには，

医療機器産業も医薬品産業の二の舞になることに

なる。そして，万が一ある治療技術による問題が

発生したとき，不可避の社会問題を生ずるのは，

輸入血液製剤の問題を見ても明らかだ。

最近，遺伝子工学とからんだ電子素子の開発

や，神経とのインターフェイスをとる体内機器，

ロボット外科や低侵襲外科，心臓を対象とする侵

襲外科の治療技術が急速に進歩しはじめた。残念

なことに，いずれもわが同では開発の後塵を拝し

ている。

わが国の開発が不得意な領域である治療機器の

特徴は，超高品質 多品種少量生産・主と Lて

日本病院会雑誌 1997年5月 日(79))



オーダーメードで生産され，一般人相手には作ら

れていないことにある。基本発明は医師・医療担

当者から生ずることが多い。米国の治療機器の発

生母体は，市中の病院の医師による発明が多いと

聞く。次世代の医療を支える基礎技術は現場の要

求からしか生じない。基礎科学予算が拡大される

時代に，ただ採算性の良い機器だけを使おうとす

る病院も，これからの医療を支える新技術の開発

の拠点となるような施策といきごみが望まれる。

(通報月報事務長養成課程第221号巻頭言)

l f JJーパソーコン 2511LL -i 
版 診療録管理システム (送料実費)

システムエンジニアリング研究所
麻草宏海著

惨主要 内容4
1章診療録管理業務のOA化

1.システムの適用範囲

2.データ処理の基本条件

3.パソコンの操作

2章病歴データの特性

1.システムの基本機能

2.病歴データ項目

3病名と手術の入力

3章 システムの機能と操作

1.操作の基本事項

2.病歴データの登録

3病歴データの検索

4.一括処理
4章 システムの運用

l導入準備
2. "7スタファイノレの管理

3.データベースの管理
5章 OAソフトウエアの利用

1データ交換

2表とグラブ

3.力ノレテ貸出し

女お申込みは FAX・ハガキにて
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干 102 東京都千代田医一番町 13-2

(株)日本病院共済会
FAX 03-3222-0016 
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医学のルーツを尋ねて(イタリアの旅①)

青梅市立総合病院長 星

はじめに

平成4年に初めて「医学のル ツを尋ねて トルコの旅」を書いて以来，平

成 5年に「ギリシアの旅J.平成7年に「エーゲ海の島々」とご愛読をいただき

ました。昨年の 7月以後お休みしておりましたが，この度また「イタリアの旅」

で筆をとることになりました。

別に世界各国を次々に書き続けようなんて大それた意図はさらさらなく，私

自身の興味は主として古代ギリシアです。ギリシアの版図が最大だった頃は，

エ ゲ海の島々はもちろん， トルコもイタリアもギリシアだったのです。そん

なわけで，どうしてもイタリアまでは書かねばならないと思っています。

しかし，ローマ時代に医学のノレーツなどあったでしょうか。ご承知のように，

ギリシアだったのは主として南イタリアで，北イタリアは大体がエルトリア，

中央はローマでした。農業と牧畜しか知らなかったローマ人がイタリア半島を

平定Lたローマ時代にも，ローマには文化などなかったとさえいわれていま

す。あらゆる学問はギリシア人の手に任されていました。
どれい

特に医学は依然としてギリシア人でした。しかも医師は奴隷階級に属してい

たそうです。ローマ人は元来陰気なことを嫌う民族で，病気はもっとも陰気な

ことですから，それに接する職業にっこうと望む者などはほとんどいなかった

といわれています。事実，ローマ人は誰ー人として医学を学ぶことも医療を施

すこともしませんでしたので，医学で名をなした人もおりません。医学史上

ローマ時代を代表する名医ガレノスも小アジア出身のギリシア人なのです。

ロ マの文化が花ひらくのは中世のルネッサンス以降です。

とはいいながら，イタリア各地を旅Lてみますと，医者と Lて面白い所もた

くさんあります。先生方のなかには，イタリアへはすでにおいでになられた方

も数多いと思いますが，グループ・ツア『で行かれたり，ガイドブックを頼り

に歩かれると，有名観光地は一通り見られますが，医学的に面白い所は見落と

しがちです。同じ旅をしても，医者は医者らしい旅を Lたいものです。

そんな意図ですから，ガイドプヅクにあるような見どころは一切省略し，医

学史上重要な所，あるいはその地にまつわる医学的に面白い話などだけを述べ

るつもりです。まあ「医者の行くイタリアの旅」というようなつもりで，気軽

にお読みください。でもこれによって医学史のー断章なりとも思い出していた

だければ幸いです。

日本病院会雑誌 1997年5月
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さて細長いイタリア半島，どこから始めようか迷いましたが，まずは北の玄

関口ミラノから書き始め，長靴のつま先ゾチリア島まで行くつもりです。どう

ぞご愛読の程を(図 1)。

ミラノ

ミラノはロンパルディアの首都でイタリア経済の中心地.rミラノで稼いで

ローマが使う」などともいわれていますが，ファッションの街でもあります。

ドゥオーモ広場，エマヌエノレE世アーケード，スカラ座.r最後の晩餐」のサン

タ・マリア・デッレ・ク、ラツィエ教会，サン・タンプロージョ教会などなど，

見どころはたくさんありますが，その合間に医者の我々はちょっとほかへも

。

世ラザレット(隔離病舎)

中世の頃， ヨーロッパにベストが大流行したことはご承知と思いますが，こ

のミラノでも 14.15世紀頃に大勢の人々がベストで死にました。 1447年にベス

ト患者を収容し隔離する施設として作られたのがラザレットで，ラザッロ・パ

ラッツィの指揮のもとに.15日年までかかつて大きなりっぱな病舎が完成しま

した。その一部が今も残っていますので，ちょっと立ち寄って当時のベストの

悲惨な状況など偲んでみま Lょう。

ラザレットは， ドゥオーモと中央駅の中間辺りの便利な所にあります。現在

オーストリア

'.グ'.アみ

アド'.アみ

エル [，0 

図 1 北イタリア
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のV旧 S.G四 goria，ViaV.Veneto，V旧 Lazzaretto.Corso Buenos Airesに囲

まれた約 350m四方のー劃で，中庭を囲む三辺に病舎が建てられ，合計 288房

ありました。 1882年にほとんど解体されましたが，現在もその一辺 Gregoria

通りの病舎と回廊が残っています(図2)。

その中央には，重症患者が病舎に寝たままでも拝めるようにと小さな教会が

建てられましたが， 1576年の流行の後，カルロ・ポッロメイ司教が再建した

0585 -92)ものが， Belintani広場に今も残っています (S.Carlo al Lazzare-

tto教会)(図3)。

図2 ラザレット(外側)

図3 S.Carlo al Lazzaretto教会
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さて，往時のベストの悲惨な情景を思い浮かべてください…・・と書きま Lた

が，私などの筆ではとても描き切れません。そこで，近世イタリア最高の作家

で詩人といわれるマンゾーニの「いいなづけ」をご紹介Lましょう。実はこの

小説のクライマックスの舞台がこのミラノのラザレットで，だからこそ一見の

価値があるのです。

*マンゾー-

7v7 <J- :.-!'o.".:.-ー /
Alessandro Manzoni (1785 -1873)は，若い頃パリのサロンで教養を深め，

歴史小説「いいなっけJ(1827)で世界的に知られ，イ汐寸了近代小説の祖とさ

れています。「いいなづけ」はイタリアではダンテの「 曲」につくず名作とされ，

彼はのちに上院議院，ローマの名誉市民にもなってL詮す。ついでに，彼が死

んで国葬になった時，彼のためにヴェノレディが作曲した鎮魂曲が有名な「レク

イエム」です。マンゾーニが住んでいた家は，後述のスカラ座の近くで，今も

残っています。

このように「いいなっけ」は世界的に有名ですが，日本ではどういうわけか

あまり知られておりません。終戦直後にイタリア人神父が「婚約者」と題して

岩波文庫から訳書を出していますが.1991年には平川祐弘氏が「いいなづけ」
ありまし

という本を河出書房新社から出版されました。それではその梗概を……。

*rいいなづけー 17世紀ミラーノの物語J(1 Promessi Sposi) 

ミラノ郊外のレッコ村の住人レンツォとルチーアは，結婚式を挙げる直前に

なって領主ドン・ロオドリ ゴの横恋慕のため村を追われ. 2人ともさまざま

な運命をたどりますが，最後に再会したのがベストに冒されたJレチーアが収容

されているミラノのラザレッ卜でした。この後2人はめでたく結婚でき，幸せ

になるのですが，それではマンゾ ニの描くラザレットの情景をー 。

「ミラーノの避病院がどんなものか読者は御承知のことと思うが，万一それ

を見聞きしたことのない人にこの書物が渡った時のことを考慮してここに書き

記すと，そのラザレットと呼ばれる施設は，四方形というかほとんと正方形の

周囲に固まれたー劃で，町の外，東大門と呼ばれた門の左手にあり，市を取り

巻く城壁からちょうど塀ひとつと道ひとつ隔たっている。その上さらに水路が

つあってこれはその避病院の四周を取り巻いている。四方形のうち長い二辺

は長さおよそ五百歩. (中略)他の二辺はそれよりそれぞれ十五歩ほど短かっ

た。その四辺の外側は一階だけの小さな部屋に分かれており，内側は四辺のう
き.う0・ぅ

ち三辺まで柱廊が続き，軍事穫が痩せ細った円柱でずっと支えられていた。小部

屋の数は二百八十六か，そこいらあった。今では大通りに沿った側の正面の中

央に大きな口が一つ，隅にも小さな口が一つ開けられている」。

私の撮ってきた写真をご覧ください。まさにこの記述のとおりです(図4.

5)。
(中略〕

「読者よ，御想像願いたい。ラザレットと呼ばれる避病院境内に一万六千名の

ベスト患者が群れをなしていたのである。その空間はあるいは掘立小屋で，あ

日本病院会雑誌 1997年 8月



図 4 ラザレットの柱廊(中庭より)

図E ラザレットの病舎跡

るいはパラックで，あるいは大八車で，あるいは人で一杯に埋まっていた。ー
わりぶとん

方は右へもう一方は左へと果て Lなく連なる二条の柱廊の廊下には，藁布団や
き"えんえん

藁を敷いた上に，気息奄々たる病人が死人と混り合って，溢れるほど一杯に

なっていた。そしてこの接融なく続く為、上で，人々のうごめきが海面の波の

ごとくざわざわとしていた。そしてあちこちで，治りかかった人，半狂乱の人，

日本病院会雑誌 1991年5月 55(797) 
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子伝いの人が，往ったり来たり，立ち停ったり，走ったり，身をかがめたり，

また起きあがったりしていた。これが一瞬の聞にレンツォの目を射た光景で

あった。彼は圧倒され走然となってその場に立ちすくんだ」。

*ラザレットの語源

ヨーロッパでは“らい"やベストなどの隔離病院を一般に lazzaretto(伊)，

lazarelto (英)(避病院)Jと称していますが，元来はヴェネチアにあるハンセ

ン病院 SantaMaria di Nazaret (教会付属病院)の“N"が，聖書に出てくる

救らい聖者 Lazzaroの“L"と取り替わってできた言葉だそうです。ちなみに

Lazaroは，キリストの友人で奇跡によって死からよみがえった聖人ですが，ま

た“不潔な病気に催っている人"という意味の言葉でもあります。これらが混

用されて.lazarは“らい"を表す言葉になり，実際に，聖ラザロ教会は救らい

事業に取り組んできました。

*レオナルド・ダ・ヴインチ像

ミラノの観光名所の一つにスカラ座があります。我々にとって大事なのはそ
レオナルド グヴイン予

のすぐ前の広場にある銅像，これがLeonardda Vinch 0452 -1519)と彼の

4人の弟子たちの像です。彼のことは今さら書くまでもないと思いますので略

Lますが，芸術家，建築家，天文学者，物理学者であると同時に，解剖学者で

あったこともお忘れなく(図 6)。

図 6 レオナルド・ダ・ヴインチと弟子たち
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*スカラ座

Teatro alla Scalaは. 1778年にフェルナンド大公の命により作られたもの

で，ロビーにはロッシ ニ， ドニゼッティ，ベノレディらの像があります。スカ

ラ座という名前は. Santa Maria della Scala教会を壊して建てられたからだ

そうです。

オベうなんて医学とはおよそ無縁だと思っていま Lたら，ありました，思い

出しました，オベラの題名に病名が付けられている面白いのが。 Bellini作曲の
ラゾ〆ナムプラ

“La Sonnambula"です。イタリア語では“m"が1つ“n"に変わっています

が. somnambulismと書けばおわかりでしょう o somunusはラテン語で“睡

眠ぺ ambuloは“歩き回る"ですから，“夢遊病"のことですね。オベラの題名

では“夢遊病の友"でした。彼は 1831年にこのオベラをミラノで初演していま

す。

ミラノで医学関係はこの 2カ所くらいでしょうか。あとは奥様方のお供をし

てモンテ・ナポレオーネ通りで γ ョッピングでもどうぞ。私も靴とかかぱんは

大体ミラノです。

ソルフェリーノ

ミラノ周辺の北イタリアには，イタリアン・シルクで宥名な美しいコモ湖，

悶際的な避暑地ストレーザがあるマッジョール湖，スタンダ ルの「パノレムの

僧院」のパノレマ，中世の歴史の町ベルガモなど，見どころもたくさんあります

が，我々の行くべき所は赤十字の発祥の地ソルフェリーノです(図 7)。

*ソルフェリーノへの道

ヴヱローサト

ミラノからベネチア行きの特急列車(IC.EC)で約 1時間， Veronaの少し手

←Mil蜘

デ L

'-Ver(侃 a

・-高速道路A4

図 7 ソルフェリーノ周辺
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ペスキ L ラデルガルダ

前の駅Peschieradel Garda (ガノレダ湖の養魚場)で降りると，目の前がイタリ

ア最大の湖ガノレダ湖です(本当は lつ手聞の Desenzanodel Garda-Sirmione 

駅のほうが近いのですが，この駅には停まらない特急がありますので)。この駅

のすく近くの町 Sirmioneは，湖の南端に突き出たところで，古代ロー7 の別

荘跡や中世のお城があり，おもちゃの国のようにかわいらしい町です。

駅前からタクシーで約 7~8 分走ると，ぶどう畑の前方の小高い丘に，煙突

状のタワーが見えてきますが， これが赤十字発祥の地 Solferinoの古戦場の中

心地 Sanl'vIartino delle Battagliaにある記念塔です(図 8)(特急の停車駅の

都合で Desenzanoで降りた場合は. Casteglione delle Stivieleにある赤十字

博物館. Solferinoの砦(後述)を見て SanMartinoへ行かれるほうが便利で

す)。

イタリア第2の大都市ミラノから僅か 1時間のこの辺りは，広々とした田園

地帯で，清々します。

*古戦場と戦争記念塔 (SanMartino delle Battag!ia) 

糸杉の森の中に丸い高い記念塔がそびえています。管理人に鍵を明けても

らって中へ入ると，らせん状の階段があり，ふうふう百いながら昇りますが，

途中の壁面には独立戦争当時の情景を描いたたくさんの絵画があり，所ところ

で眺めながら，一息つきながら昇りますので，割合楽に最上階の展望台まで上

がれます。

ここからの眺め. 360度の展望が開け， ガノレダ湖畔の広大な古戦場が一目で

図8 戦争記念塔
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見渡せます。北五は白銀のアノレフもスの山々，戸~hーには海のような湖， ゆるやか

な起伏が続く広大な緑野などの風景は誠に美しく，ここがかつて多数の戦死・

傷者を出した激戦の地かと疑われます(図 9)。

*戦争記念博物館，納骨堂

タワーを降りると，すぐに裏手に小さな博物館があり，戦争当時の大砲や軍

服など，数多くの遺品が展示されています(図 10)。

図g ソルフェリーノ古戦場(ガルダ湖の彼方にアルプスを望む)

図1日戦争記念博物館
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また少し戻った森の奥に小さな納骨堂があり，今でも花が捧げられていま

す。

*赤十字社の発祥とアンリー・デュナン

ソルフェリーノの戦いは，アルプスを越えて侵入してきたオーストリア軍と

これを迎え撃つサルジニア・フランス連合軍との戦いでしたが，イタリアに

とっては独立をかけた非常に大事な戦いだったのです。 1859年6月 24日の早

暁，戦いの火ぷたは切って落とされ， 2日間の激戦の聞に，戦死者だけでも約

4万人を数えま Lた。
7 :- 1) デュナン

さてHenriDunant (1828 -1910) (図 11)はスイスのジュネープで生まれ，

アルジエリアなどで事業をしていましたが，フランス軍相手の仕事の陳情のた

め皇帝ナポレオン 3世を追いかけてはるばるこの地にたどり着いたのが 6月

25日午後，あたかも激戦の始まった翌日でした。彼の宿泊した Casteglioneの

町(後述)は負傷兵救護の総司令部が置かれ，大勢の負傷兵が次々に運び込ま

れていました，彼はすぐそばのロザリオ教会で，運ばれてくる負傷兵の悲惨な

状況に心を打たれ，軍医や地元の人々と一緒になって，敵・昧方の区別なく熱

心に傷兵の収容や看護に当たりました。そこは今は死者の寺になっています。

帰国してから彼は，この体験を多くの人々に知ってもらおうと本を書き始

め， 1862年に Castiglionoeにおける 6月 23日から 30日までの状況を「ソル

フェリーノの思い出」と題して自費出版しました。これが大きな反響を呼び，

それが元になって 1864年 8月にジュネ ブで赤十字条約が調印されたのです。

そして，デュナンの生国に敬意を表して，スイスの国旗の色を逆にして赤十字

章が制定されました。

図11 赤十字の創始者アンリー・デュナン
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デュナンは不幸にも 1867年に事業に失敗して破産し，スイスの国境に近い

ハイデンに移り住み，その後は長くハイデンの県立病院で過こaしました。 1901

年には第l回ノーベル賞を受賞し， 1910年にここで死去しています。

*赤十字記念碑

San Martinoから 11固くらい南西の Solferinoの町には LaRocca (城砦)

と赤十字記念碑があります。ここは古い砦の跡で，独立戦争当時イタリ 7軍の

司令部が置かれた所だそうですが， ここにも大勢の負傷兵が運び込まれました

(図 12)。ここからも SanMartinoの塔や古戦場跡が一望できます。

このすぐ裏の小高い所に赤十字の記念碑があり(図 13)，右側には寄付した

世界各国の名前が 1枚 1枚の石板に記されています。こんな所で， ，日本」とい

う名前を見付けると妙に嬉しいものです。

砦を下りて，麗の小さなホテノレ，VittoriaJの食堂で昼食，このマントヴァ地

方の名物とかで，かぼちゃのトルテリ ニとニョッキ，それにサラミと生ハム

のアンチパストを注文しましたが，その美味しかったこと! 古戦場の帰途，

昼食は絶対ここ。

*赤十字博物館

Solferinoから約 8加の所に Castiglionedelle stivieleという町があります。

ここは上述のように，独立戦争当時傷病兵の救護本部が置かれ，アンリ・デュ

ナンが活躍した場所で，彼を記念して赤十字博物館が建てられています(図

14)。
1階は絵画や戦争の記録などですが，地下には当時の馬車の救急車や各種の

副木，医療器具，軍服などが展示されており，当時の原始的な救急医療のもと

信骨

図12 ソルフェリーノの城砦
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図13 赤十字記念碑

図 14 赤十字博物館

で，傷病兵たちがどなに苦しんだか，その模様が偲ばれます。またその有様を

見たデュナンが，敵・味方を越えた救護組織をと訴えた気持ちもよくわかるよ

うな気がしま Lた(図 15)。

ここからの帰りは， 10.5回離れた Desenzanodel Garda← Sirmioneという駅

が便利です。また駅名にもあるとおり，湖から突き出た半島の先の美しい町

日本病院会雑誌 1991年 5月



図15 救急馬車

Sirmioneはすぐ近くですので，お時闘があればぜひ。

ミラノからベローナを経てハ、ネチアへ行かれる途中，ちょっと途中下車して

ソノレフェリー/の古戦場へ立ち寄り，赤十字発祥の地を一目眺めてみるのも意

義深いことです。あるいはその晩ソルフェリ ノから約 35km離れた美しい街

Maniovaにお泊まりになって，ルネッサンス文化の華やかさが偲ばれるゴン

サーガ家の居城であったドゥカ レ宮殿を見られるのもよし，またグルメの向

きは，美味しいことではイタリア中でも評判のマントヴァ料理をここで賞味さ

れるのもよいでしょう(続く)。

日本病院会雑誌 1991年E月 73(805) 
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本貧'101使用にあたうでは 耐笠置岳町発現等巻町ぐため

原則として感受性を確認し 疾病のf剖簿上必要な最小限

の開聞の投与にととめるごと

禁忌(次の患者には投与し主いこと)

本剤の成分によるショッヲの既往歴のある患者

無菌調製キット 薬価基準収載

新発売

通商産業省選定

本キットは、

平成8年度「通商産業省グッドデザイン商品」

に選定されました。
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(会関麹審議運時究会〉 4母ミ需要ミ

継続教育

相互貸借と相互利用マニュアル改訂版

臨書き空間藤正空委員長本郷祥子

トトト静除

はじめに

相互貸借とは (英語で Inter Library Loan: 

ILL)本来図書館同士で現物の図書の貸し借りを

することから始まりました。現在では公共図書館

以外ではほとんど現物の貸し借りは行われず，複

写により資料を利用することが中心になっていま

す。今回は大半を占めている雑誌論文の文献複写

を依頼する場合を中心に，併せて相互利用マニュ

アル改訂版についてもお話ししていきます。

書誌事項の確認

文献複写を依頼する場合，雑誌の所蔵先を見つ

けることも大切ですが，その前に文献の書誌事項

つまり，雑誌名・巻・号・年・ページ・著者・論

題等の確認が必要になります。相互貸借というの

は権利ではなく，お互いの好意によって成り立っ

ていますので，なるべく相手に負担をかけないよ

うに見やすしはっきりとした書誌事項を記入し

て，必要な文献を特定しやすくしなくてはなりま

せん。忙しい中での依頼をする時にはずいぶん面

倒くさい，該当ページのコピーをとってくれれば

それでよいのに…と思うかもしれません。でも自

分が依頼されて文献を探すときに著者も論題もな

かったら，相手が本当に欲しい論文かどうか確認

もできなくてやりがいがありませんし，該当ペー

ジが論文途中の場合は探すこと自体ができなく

なってしまいます。そこで書誌事項を確認するた

めにいろいろな道具を駆使することになります。

忙しい日常業務の中ではちょっとつらい時もある

とは思いますが， ここがライブラリアンの腕のみ

せどころになりますので頑張りましょう。

平或百年 10J幸・横浜市

雑誌論文の参考文献から引用した場合，論題の

ないことがよくあります。圏内雑誌の場合は医学

中央雑誌を使って著者名から検索しますが， フノレ

ネームがわからないと同姓で同じイニシャノレの人

がいる場合，複数の著者の論文をチェックするこ

とになり，探すのに余計な時間がかかります。最

近は CD-ROM版もありますので，新Lく購入す

る場合は電子媒体の方がいろいろな項目のキー

ワ ドで検索できますし，場所もとらなくてよい

かもしれません。 1987年まで遡及してデータ提供

されていて，過去3年， 5年，フルセットと 3種

類ありますので，利用状況や予算に応じて選択す

ることができます。この他に CONTENTSとい

う目次誌があります。これは日本医薬情報セン

ター(JAPIC)が受入れしている園内雑誌の目次

リストですので，収録雑誌数は多くありません

が，著者も論題もないときに役に立ちます。

外国雑誌の場合は lndex Medicusを利用しま

すが，こちらは冊子体よりも MEDLINEの名前

での CD-ROM版やオンラインの方が皆さんもな

じみ深いと思います。 CIトROM版は発売元に

よってデ タの遡及年数が違いますが，一番古い

ものは 1966年以降から検索できます。ごく最近

発行されたものや，著者も論題も不明な時は

Current Contentsを利用します。 こちらもフ

ロッピーディスクや CD-ROM版等の電子媒体も

ありますが，速報性が重視されているので，古い

ものを遡及して調査するには向いていません。

(フロッピ で数カ月， CD-ROMが1年)

雑誌名の確認

文献複写を依頼するときは雑誌名はフルネーム

日本病院会雑誌 1997年 5月 75(807) 



で記入することになっていますので，雑誌名の確

認に便利な資料を紹介します。アメリカの Na-

tional Library of Medicine: NLMでだしている，

iList of Journals lndexed in lndex MedicusJつ

まり ilndexMedicusJの収録雑誌リストがなか

なか役に立ちます。雑誌の略誌名，正式名，主題

別，出版国別のリストがあって，簡単な雑誌名の

変遷，発行地， ISSN等が載っていますので，同じ

ような雑誌名の識別にも役に立ちますし，略名か

ら正式名を調べるのに便利です。(また，このリス

トの略名は国際基準にかなった方式で略している

ので，一般的な雑誌を略すときの参考になりま

す)。ちなみに ISSNというのは，ご存知の方も多

いとは思いますが，個々の逐次刊行物を識別する

ための 8桁の数字で，頭に ISSNをつけて 4桁ハ

イフン 4桁の数字で表します。雑誌名が変更にな

ると ISSNも新しくつけられ，登録順に番号がつ

くので，数字に意味はありませんが雑誌を特定す

るときの決め手になります。

もう一つ忘れてならないものに英国の British

Library Document Supply Centre: BLDSCの受

入リストがあります。冊子体は CurrentSerials 

Recievedとして毎年発行されていますが，英国

図書館では 20万種以上の逐次刊行物を所蔵して

いますので，大抵の雑誌を見つけることができま

す。最近は CD-ROM版も出ていて，逐次刊行物

の他に会議録，単行本等もあります。 CD-ROM

版のタイトノレは BLDSCの所在地名にちなんで，

それぞれ， B08ton Spa Serials， B08ton Spa Con-

ferences， Boston Spa Booksとなっています。

CD-ROM版ではタイトノレのキーワード検索はも

ちろんですが，後方一致検索もできますのでいい

加減な略し方の雑誌の正式名を確認するのにもと

ても便利です。

圏内雑誌で，最近のものであれば，所蔵先はわ

かりませんが，実際に刊行されているかどうかを

確認するのに，雑誌新聞総かたろぐを見ることも

あります。

また，圏内雑誌を欧文名で依頼してきたときに

は，日本医学図書館協会の「医学雑誌総合目録

園内雑誌編」の欧文異誌名参照一覧で日本語のタ

イトルを謂べてから所蔵先を探します。

雑誌名の最初の語が抜けているらしくて探せな

いときは，電子媒体の目録がなにかあるとキー

ワードで検索できるのでよいのですが，冊子体し

かないときはまるでクイズみたいですが， Amer-

ican， British， European， International， Annals 

というような頭によくついている言葉をいろいろ

推測してつけてみて探すのも一つの手で，うまく

当たったときは嬉しいものです。

所蔵先の検索

次に所蔵先を探します。皆さんの場合は，病院

図書室研究会，近畿病院図書室協議会，日本医学

図書館協会等を中心に各協会の所在白録を利用す

ることになると思います。最近は学術情報セン

ターに加盟できない機関でもオンラインで

NACSIS-IRの検索をすることができます。 こち

らでは単行本も含めて書誌事項の確認や，所在調

査をすることができます。病院図書室や企業の図

書室からはオンラインで直接複写依頼をすること

はできませんが，単行本，特に和書は所蔵目録が

ほとんどないので，所蔵検索をする価値はあると

思います。

この他に薬学図書館雑誌目録 1991-1996 (日

本薬学図書館協議会)，学術雑誌総合目録の和文

編，欧文編(学術情報センター)，国立国会図書館

所蔵 国内逐次刊行物目録，外国逐次刊行物目録

(国立国会図書館)， CASSI: Chemical Abstracts 

Service Source Index(CAS)などもあります。

ここまで紹介したリストや大きな代理屈のリス

トを見ても雑誌名が見つからないときは本当にそ

の名前で発行されているのか疑ってみることも時

には必要だと思います。そんな時は利用者にどこ

から引用したかを問い合わせて元の資料を見せて

もらうことによって解決することもありますの

で，そのまま謝絶せずに一応問い合わせてみると

ょいと d思います。

いよいよ実際に申し込む際の手引きとなる相互

利用マニュアノレについて簡単にお話ししていきま

す。

相互利用マニュアル改訂版

日本医学図書館協会では平成7年度の出版事業

のーっとして， i相互利用マニュアノレ」を改訂して

出版することになりま Lた。実際には 1995年 9

76(808) 日本病院会雑誌 1997年5月



月に「相互利用マニュアノレ改訂委員会」が発足し

ましたので，平成8年の春までに出版することは

初めから無理がありました。今日の研究会にはな

んとか間に合わせて，できあがったものをお持ち

したかったのですが，結局来月半ばに完成する予

定で最後の作業を進めているところです。改訂に

当たっては，委員の出身館種によって偏りが生じ

ないように，国立大学，私立大学，病院，企業の

各館種を代表して委員を選出して 5人で作業を進

めることになりました。途中で 3人が人事異動等

で抜け，春には聖路加国際病院の河合さんと 2人

だけになってしまい， 2カ月ほど2人で細々と作

業を続けました。 6月には日本大学の林さんに参

加してもらうことになり，最後は私立大学，病院，

企業代表で改訂作業を続けました。実際の作業は

各自に章を割り当て，毎月 1回途中経過を持ちよ

り検討を重ねてきま Lた。 8月からは最後の追い

込みで頻繁にファクシミリでやりとりしながら，

記入例の作成や本分の訂訂作業を進めています。

今回は全面改訂ではなく部分改訂にすることに

Lて，基本方針としては，文献複写依頼はファク

シミリを中心にして，過去の遺物になりつつある

テレックスによる申込方法を削除しました。ま

た， NACSIS-ILL等，新しい万法にもふれておく

ことにしました。病院図書室向けのマニュアノレも

兼ねたものにするために，できるだけ記入例を多

く載せてわかりやすくしたり，各種用紙を複写し

てそのまま利用できるように A4判で作成する

ことにしましTこ。

ファクシミリによる申込シートの形式を統一す

るためフォーマットを作成して，巻末にブランク

フォーマットをつけて，自館で個別に作成しなく

てもマニュアルを複写して利用できるようにして

あります。また，所蔵調査，書誌事項の確認につ

いても同様にフォーマッ卜を利用できるようにし

ました。ここで記入のごく基本的なことですが，

申込者や担当者の所属，氏名は必ずフルネームで

書くように Lてくださ ¥'0

日本医学図書館協会加盟館以外の申込先とし

て，園内の大学や国立国会図書館，医学中央雑誌

刊行会などの他に海外の NLMやBLDSCへの申

込方法も紹介しています。 NLMは日本医学図書

館協会の中央事務局を通して手配することができ

ます。 BLDSCについては，丸善，ユサコ，紀伊国

屋が窓口になっていますが，申込方法，支払方法

等いろいろ異なりますので，実際に利用するとき

は個別にご相談なさるとよいと思います。

因みに BLDSCの場合，大体は 48時間以内に

処理をして郵送してきますので，ファクシミリで

依頼すると 1週間ぐらいで入手できます。また，

至急の時の特別サービスを利用すると夕方ファク

シミリで申し込んだ文献が翌朝には入手できま

す。

謝絶についてはファクシミリによる依頼の場

合，謝絶の送信費用が受付館の負担になってしま

うので徴収Lたくてもできない図書館もあります

が，謝絶料金を徴収しても良いことにしま Lた。

また現在の謝絶用語は細かすぎて煩雑なので，削

除，統合して簡略化しました。例えば欠号・欠本

の場合，私も初めはその違いがよくわかりません

でしたが，現場でその意味の違いを理解して使い

分けているのはごくわずかしかいないと思われま

したので，欠号に統ーすることにしました。参考

までに欠本と欠号の違いは何かというと，欠本と

いうのは継続して受け入れている雑誌のうち，巻

単位で所蔵が確認されないもの，欠号というのは

同様に継続して受け入れている雑誌のうち，号単

位で所蔵が確認されないものということになりま

す。

病院図書室研究会からは MEDLINE，Current 

Contents等の検索結果をそのままの形で依頼書

に利用したいというかなり強い要望がありまし

た。この要望は依頼する立場になると非常によく

わかりますL，私たちでもそうできたらよいとは

思いますが，逆に受付館の負担が増えて Lまうこ

とになるので，残念ながらその意見をとりいれる

ことはできませんでした。そのかわりに検索結果

の例をあげ，書誌事項の読み万の説明をつけたも

のを載せることにしました。同様に，雑誌の参考

文献から単行本の場合の例をあげ，書誌事項の読

み方の説明をつけま Lた。

「第W章書誌的事項の確認，所蔵館調査の資

料と使い方J(最終的には第V章)は今までの内容

を大幅に変更しました。参考調査のための資料は

削除して，書誌事項の確認，所在調査等相互貸借

で依頼する際の確認に必要な資料に限定しまし

H本病院生雑誌 1997年6月 77 (809) 



た。古くて購入不可能なもの，比較的高価で使用

頬度の低いものなどを削除して，規模の小さな図

書館でも購入できるような基本的な資料に限定し

て簡単な使い方などの解説をつけ，最後にオンラ

インによる検索手段も簡単に紹介してあります。

雑誌名の確認や所在調査のところで，紹介した

資料はすべてこの章に載っていますので，参考に

してください。

必要な雑誌を確実に見つけるには道呉を使いこ

なさなくてはなりません。配列方法は 1つしかな

い訳ではなく，目録によって異なります。例えば，

五十音順とアルファベット1民語順配列と字順配

列，またアクロニム(頭文字を集めて作られた単

語〕を一語とみなすか，その 1字. 1字を一語と

みなすか，外国雑誌の冠詞類を無視するしかない

かなどで，同じ雑誌が全く違う場所に配列されて

きます。凡例などをよく読んで，それぞれの目録

の特徴を覚えるようにしましょう。

おLまいに複写料金についてふれておきます。

料金は各館一律ではなく，受付館の事情により，

金額，支払方法が異なります。用紙の大きさに

よって料金を区別している館と，用紙の大きさに

関係なく均一料金にしている館があり，中には基

本料金が設定されている館もあります。支払いに

関しては郵便振込，現金書留，小為替，切手，納

入告知書等さまざまです。また，国立大学への複

写依頼をする場合は前納制が原則ですので，料金

の支払いが確認されてから文献複写が送られてく

ることになり，その分余計に時間がかかります。

至急で入手Lたくて文献をファクシミリで送付

してもらう場合は著作権にふれる場合があります

ので，マニュアルにはいっさい記述してありませ

ん。必要な場合は相手館に電話で確認をしてか

ら，申し込むとよいと思います。また，自分のと

ころでは書誌事項が確認Lきれなくて申込をする

ときなどもその旨をひとこと書き添えたりする心

遣いが必要だと思います。

いずれにしても，依頼をする場合には相手館に

余分な負担をかけないように気を配り. 1館に集

中せずに分散させて，一度に申し込むのはせいぜ

い数件にするように Lたいものです。

「ーー日本病院会臨床予防医学委員会編ーーー〈保健叢書>ーーーーー一一一ーーー:

わかりやすい肝臓のはな し
-臨床予防医学の見地から

・人間ドック受診者の参考書として

-患者さんの診療のお手伝いの書として

お申込は FAX・はがきにて

会 〒 102 東京都千代田区一番町 13~2
定価1部 500円(税込)発送料別 出

(会員売庖への卸価は l部400円〔税込発送料別li言語日本病院共済会
ただし、 50部以上 / 

ノ GTEL 03~3254~9888 FAX 03~3222~0015 
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(会霞鎖書宣言研究会〉 4建ミミミミ

実務講座

患者への医学情報の提供
ーアメリカの病院図書室を見学してー

新潟県立がんセンタ一新潟病院司書有 田 由美子

トト経験炉

当院では一般書の貸出しサービスをボランティ

アさんが中心になりまして， 1994年の 3月から始

めております。開始してから l年たって患者さん

に利用のアンケ トをとりま Lたが，図書で何を

増加して欲しいかというのを聞きましたら，医学

関係の図書が少ないので増やして欲しいと医学関

係図書の増加を望む声がありました。また近年，

日本人は自分や家族が病気になった時に病院や医

師を選ぶこととか，医師からの病気についての情

報と共に，自らも病気についての資料を収集し

て，納得した医療を受けたいと希望する人が増加

していると恩われます。患者になった場合も，患

者本人だけでなく，家族も病院での医師との良好

な関係や病気の告知，治療，検査薬剤のイン

フォームド・コンセントを望んだり，それらの医

療情報の入手方法の改善を望む人が増加している

ことを新聞テレビ，文献などからも伺えるように

なっています。

また医療者側でも病気の告知やインフォーム

ド・コンセントの推進は患者アンケートなどの調

査をして，治療効果が上がっているということ

や，クオリティオプライフの向上などに有効であ

るということを文献などでも発表しています。そ

して入院生活がなるべく快適なものとなるよう

に，患者アメニティの向上というものに病院自体

でも取り組んでいますし，薬剤情報の提供とか，

入院治療計画の説明と同意というものが点数化さ

れて，診療報酬を得ることもできるようになって

います。またカルテの開示を求める声などもあり

まして，社会情勢が患者中心の医療へ変化してい

るというふうにみられます。また病院としても経

営改善を求めた社会情勢への対応を医療者側でも

ー専Z成 ìl~事 lllJ幸?機渓T哲

行っているというふうなことが伺えると患いま

す。

このような医療を取り巻く社会状況の変化は，

医学図書館や病院図書室へも及んできています。

それは一般の人や患者への医学図書館の開放を望

む声となって現れ，病院内では患者が医療情報の

提供を求めて，病院図書室を訪問するという形で

現れていると思います。

このように社会的意識の変化と医療者側の患者

中心の医療への変化が見られる中で，私たち病院

図書室職員はどのように対応したらよいのでしょ

うか。ほとんどの病院図書室は職員専用であり，

間接的な患者への医療情報提供となっています。

しかし時代のニーズにあった病院図書室を考えた

ときに，私たちは何ができるのかを考えてみる必

要があるかと思います。患者は診療経過の流れに

そって病気や治療，検査の医学的情報を得ること

で，医師や看護婦と話し合い，よりよい信頼関係

やコミュニケ ションを作りながら，患者や治療

への不安を取り除き，前向きな姿勢になっていけ

ると思います。その中へ病院図書室も医療情報を

提供するなどして参加して援助していく方法もあ

るというふうに考えます。

文献にも見られますように，アメリカではすで

に10年以上前から患者への医療情報提供を始め

ている病院があります。今回その病院とサービス

を開始Lたばかりの病院を見学する機会を得ま L

たので紹介し，医療情報提供の現状と問題点およ

び図書室業務の実態なども併わせて紹介Lたいと

思います。

また現在の日本で患者への医療情報提供を行う

としたらとのようなことが必要となり，問題にな
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るのか，そして提供の可能性はあるのか，また一

般の人は公共図書館で医学関係の情報をとの程度

入手できるのか，そして病院図書室と公共図書館

との連携なども考えてみたいと思います。

アメリカの病院図書室見学から紹介していきま

すが，一つ目の病院はメリーランド州のプリンス

ジョ シホスピタルセンターです。ここは公立の

病院です。今回のツアーが自治体病院協議会のも

のを利用しましたので，公立の病院を見学するこ

とになりました。またもう一方の病院は，ニュー

ジャ ジ 州のイングノレウ y ド病院で，以前聖路

加国際病院の図書室の司書をしていて，そして今

はそちらに住んでいらっしゃるスナイダ一足立純

子さんが医学図書館という雑誌で紹介していた病

院です。現在スナイダ さんはそちらにボラン

ティアに入っていたりして，彼女の勧めもあって

見学することになりました。

プリンスジョージホスピタルセンターは，ワユ〆

ントン DCから北西に約 1時間ぐらいの州境付近

にある公立病院です。病床数は 447床で，図書室

は5階にあり，広さは大体810平米ぐらいでし

た。受け入れ雑誌タイトルが 200で，単行本が

1.200冊，製本雑誌が 3，500冊， ビデオが 50本と

いうところです。職員は司書のペニーマーチンさ

んという方で， 1人で図書室の仕事をしているそ

うです。経験は 6年ということでした。

書庫の状態は，横に並べるぐらいに満杯でし

た。予算の関係で雑誌を製本するのはもう中止し

たということでした。そのため紛失にはとても頭

を悩ませているというふうにおっしゃっていまし

た。

雑誌は書架の側面に最新号を並べていて，それ

ぞれの面に過去のものを配架しているという，と

てもわかりやすい配架のようです。インデックス

メディカスも母国語なのでとても利用されている

ようでした。

図書室は車庫と閲覧部分と事務室からなってい

ますが，図書室の中央に，コンビューターが置い

てありまして，受け入れ図書の管理と同時に利用

者が利用できるようになっています。キーワード

などを入力しますと，図書室が所有している雑誌

と単行本の両方を検索することが可能になってい

ます。ここにメドラインの CD-ROMがありまし

て，一緒に検索もできるということでした。

腰掛けがたくさん，ソファとかありまして，利

用者はゆったり利用できます。ここにビテオテー

プも並んでいました。閲覧スペースは 1つ大きい

テープノレがありま Lて， ここにコーヒーとか宮古と

かクッキーも置いてありました。

司書の事務室は，大きいガラス窓で仕切られて

いまして，利用者の様子がすぐ見えるようになっ

ています。事務室にはもう 1台コンビューターが

置かれていま Lて， ドクラインで文献を無料でコ

ピ を送ってくれるようなところに申し込んだり

しています。あと利用統計など業務の統計をとて

もきれいにとってありまして，管理者の方に毎年

報告して，いつでも示せるようにしておくとおっ

しゃっていました。そうでないと司書の存在を認

めてもらえないから，重要性をアピールしている

ということでした。

患者への医療情報提供のサービスですが，偶然

だったのですが，訪問した月から始めるというこ

とで，その様子を伺ってきました。まだ始めたば

かりで実績はないようでしたが，どのように提供

するのか，まだ準備にどのようなことを行ったの

かを伺ってきました。提供場所は図書室とは別の

棟で， 1階の外来の方で， ICU外来の一室を貰え

たということでした。ドアにはインフォメーショ

ンセンターという看板をつけてありま Lた。

入りますと，カウンター，椅子，コンビュー

タ ，パンフレット， ビデオ，本棚だけの小さい

部屋でした。(図1)

担当者はベニーさんが中心ですが，常時ボラン

ティアさんがいてくれるということでした。病気

に関する質問があると図書室に電話をしてくれま

して，降りていって応対するということだそうで

す。

提供内容は医学辞書，ハリソンの内科書，メイ

ヨークリニックの家庭医学書とか，乳幼児や子供

への看護ケアというものが備えてありました。ま

た地域の公共図書館との連携もあるようで，ベ

ニ さんは，公共図書館でどのような医学資料が

入手できるのかというリストを持っていました。

その他，質問に応じて図書室の専門書とか雑誌文

献からの提供も行う予定だということです。

ビデオテレども置いてありまして，この部屋で
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LabraHan-sRefMECe Kit あるということでした。提供までの準備は，次の

一一一一一一一一ーー〆セー一一河 i とおり紹介してくれました。一番目にメディカル

ライブラリアンアソシエーション(アメリカの医

学図書館協会)のコンシューマー・ヘルス・イン

フォメーション・サービス(患者への医療情報

サービス)のセクション会議に参加をしたそうで

す。

次に，すでにこのサービスを実施している他の

病院司書に話を聞きまして，彼女たちが有効と考

えている参考資料は何で，どのようにそれらを整

理しているかということを聞いたそうです。それ

から病院側が，患者さんを中心にしたケアについ

ての改善というか，開発を討論しはじめた時に，

このサービスを提案したということです。

院内のゲストリレ ション委員会，接客委員会

と訳すのかどうかわかりませんが，ゲストリレー

ション委員会とベイシャントエデュケーション委

員会(患者教育委員会)というのがありまして，

そこに加わってこのサービスを説明したところ，

管理部はとても関心を示してくれまして，情報提

供のサービスをすることを決定してもらったとい

うことです。地域での健康フェアというのがあっ

た時に，病院で行われるこのサービスを宣伝し，

今後使用する資料の紹介を行ったということでし

日
調川以

本掴

看
板

HEALTH 
INFORMATION 
CENTER 

図1 部屋の見取り図

座って見てもらうということでした。コンビュー

ターにはベイシックな医学情報ソフトがもうすで

に入力してありまして，それで検索して，見ても

らうという話でした。

コンピューターの脇にありますライプラリアン

リソースキットは連邦政府が作成している医療健

康に関するパンフレットで，いろいろな病気につ

いてのわかりやすい説明や，治療について書いて

あり，無料で差し上げるということだそうです。

資料を選択したり，提供する時に，医師や看護

婦に聞いたりしますかというふうに聞きました

が，今のところ関わりはないということでした。

予後や新しい治療法については，次のことを説明

して提供しているということです。提供資料だけ

でなく，いろいろな意見や治療法があること，医

師や看護婦と資料をもとに話し合うことだそうで

す。

五j書は常に治療法などの提供については. 2つ

以上の異なる意見の情報を患者さんに，あるいは

家族，地域の住民に提供しているということでし

た。そもそもこの州では情報公開の法律があっ

て，医学関連情報も要求があれば提供する必要が

日

~。
これらの基準は l年かけて行われ，院内の合意

をとりつけ，開始に至ったということでした。病

院の中でこの図書室は院内の職員への情報サービ

スをすることが主となっていますが，患者への情

報提供を行うことは現在アメリカでは病院認定基

準の一つになっており，昨日牧野先生がお話しし

ていた認定基準ですが，政府から助成金が貰える

そうです。この病院ではその助成金を保険に入っ

ていず，病院に来てもお金を払えない患者さんの

ために回されるということでした。

彼女はこの仕事についた時点から，患者への医

療情報提供を考えていたそうです。しかし設備や

図書室の狭さ，予算の点，など改善が必要だった

ため，このような準備をしまして，院内の職員の

情報サ ビスに努めて，職員の信頼を得て，賛同

してくれる支持者を得たようでした。 5階の病院

凶書室へ患者が入室できないことをどう考えるか

尋ねましたところ，患者は医療者と顔を合わせず
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に要求する医療情報を入手することができるし，

プライパシーも保護されてよいことであるという

ふうに話していました。

次はイングルウッド病院の医学看護学図書館で

す。ニューヨークのハドソン川のジョージワシン

トン橋を渡って 10分ぐらいのところにあります。

病床数は 520床です。受け入れ雑誌タイトノレ数は

医学が 322.看護が89です。ここは私立の病院で，

看護学校もありますので，メディカルナーシング

ライブラリーという名称でした。職員はフルタイ

ムの職員のライブラリアンのキャシ リンドナー

さんという方と，もう l人，パートタイムのライ

ブラリアンの方がいらっしゃいます。訪問した日

はもう 1人フルタイムのうイプラリーアシスタン

トの方がいたのですが，ちょうど解雇を言い渡さ

れて，お勤めの最後の日ということでした。

病院の経営悪化が原因で，職員は減少してい

て，以前は 6人もいたのが，今は1.5と少なく

なっているということで，今後もいつ減少するか

わからないという厳しい状況だそうです。

凶書館の入口は，ガラスになっていて，入りま

すと，右にカードケースがあって，左に力ウン

ターがあります。その中には本棚にびっしり本が

入っていまして，参考図書とか新著図書が入って

いました。中に入っていきますと，コンビュー

ターでの文献検索を自分で行う部屋が2つありま

した。 1つはお医者さん用で， もう lつは看護婦

さん用です。オンラインと CD-ROM. メドライ

ンや看護用の文献検索がそれぞれ使えるというこ

とでした。

1階はとても低い械を使っていて，見晴らしが

よくて，またガラスの壁ですので，とても明るく

て広々と感じられました。冊子体のインデックス

メディカスやビデオテープなども低い棚に入って

いました。新着雑誌は壁面に展示してあります。

ブラウジングルールもあって， ソファが置いてあ

ります。

ボランティアは，毎日. 2 -3人来ているとい

うことでした。 1人の方は，患者への医療情報の

提供を整理して，検索用のリストを作ったり，こ

れまでのものをコピーして保存しであるというこ

とで，今後また同じようなものがあった時には，

ここから提供するという話でした。

スナイダ さんは何をしているかというと，ア

メリカでの医学図書館司書の資格をもっていると

いうことで，職員の減少に伴って患者への文献検

索だけでなく，病院の医師用の検索と新規購入図

書の受け入れの仕事とかも引き受けることになっ

たということでした。

この病院での患者への医療情報サービスについ

て紹介したいのですが，スナイダー純子さんが文

献に紹介していましたので，それをもとにちょっ

とお話をしたいと思います。それによりますと

1982年から地域の医療従事者と病院患者，そして

その家族，そして一般社会に対しでもこの病院で

は医学図書館を開放しはじめたそうです。しかし

当時は患者が情報を得るには，担当医師の内容の

指示が必要でした。つまり図書館員は患者に提供

する情報が適切なものかどうか，医師の許可と確

認が必要だったそうです。そのため何人かの患者

は知りたい情報を得られず，公共図書館から入手

したり，家族や知人に頼んで病院図書室から情報

を得るようになりま Lた。

それを知った病院図書館としては解決策を探し

たそうです。その結果，ニュージャージー州法に

図書館利用者記録の守秘義務が定められているこ

と，そして，アメリカ図書館協会からは患者から

の質問内容を医師に告げるということは法律違反

になるというアドバイスを受けました。それらに

より図書館では新しい医学情報提供のガイドライ

ンを作り，問い合わせの内容について守秘義務が

守られていることを明記し，十分な医学情報を提

供することになりました。

ガイドラインの内容は表 1のようなものです。

図書館から提供された資料は決して特定の治療法

表 1

l医療情報提供のガイドライン (EnglewoodHospitaI) 

111 図書館から提供された資料は，決して特定の治療

法を薦めているわけではないこと

121 提供された資料は，質問に対して，ごく一部分の

回答でしかないこと

131 提供された資料は，必ずLも患者自身の状態と完

全には適合していないかもしれないこと

141 提供された資料は，患者が担当医師と，より具体

的な討論を可能にする材料として利用Lてもらいた

いこと
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を勧めているわけではないこと. 2番目に提供さ

れた資料は質問に対してごく一部分の回答でしか

ないこと。 3番目に提供された資料は必ずしも患

者自身の状態と完全には適合していないかもしれ

ないこと。 4番目に提供された資料は，患者が担

当医師とより具体的な討論を可能にする材料とし

て利用してもらいたいことということです。

その後リンドナ さんは患者が求める医学情報

を提供することで，医師と患者の関係がより良く

なっていることに気づいたそうです。医師が自分

の患者さんに図書館に行って自分の病気について

読んできなさい，そしてあなたのわかったことを

教えてください，そしてそれについて話し合いま

しようというのがわかったからだそうです。

また患者は自分自身の病気について調べること

で自分を励まし，自己コントロールするのにも役

立っていることや，さらに医師にとっても常に自

分が新しい知識を得ているのか試されていること

にもなり，患者と共により良い治療を継続L.治

療方法の検討や治療方針の決定にも役立つように

なったことがわかりました。これらのことから，

これはインフォーメーションセラピーという治療

法といえるのではないかとリンドナーさんはいっ

ています。

今回の見学では具体的な提供方法や統計，患者

の反応，管理者や職員の活動に対する合意などに

ついて伺ってきましたので紹介したいと思いま

す。提供場所は職員が使用する医学図書館で行い

ます。患者，家族、住民は医学図書館への入室が

可能です。また依頼があれば病室へも届けてくれ

るそうです。質問は電話か申し込み用紙に記入L

て，ファックスで申し込むこともできるそうで

す。

申し込み用紙は(図 2).図書館利用者の利用に

対する守秘義務が州法に遵守されていることをま

ず最初に明記してあります。記入事項について

は，年齢，性別，欲しい情報の内容，具体的な質

問内容，名前，住所，連絡先，どこか図書館から

紹介されたとしたら，その図書館の名前，急いで

入手したい時はその旨記入Lます。また，電話な

どでインタビューする時に質問することは，最初

の診断名は何であったか，それと病歴をもう少し

詳しく教えてもらうこと，それと現在医師の管理

下にあって，治療中であるかどうかということを

聞くそうです。担当者はライプラリアンとボラン

ティアさんです。

提供内容は，図書室の利用案内にも載っていま

して，提供資料については，次のように記入され

ています。患者の利用しやすい一般的な医学，健

康に関する図書を整備しています。コンビュー

タープログラムで次のような臨床参考調査を行い

ます。成人への健康アドパイス，小児科，産婦人

科アドパイス，医薬品情報提供，これらのプログ

ラムから各種のトピックに関しての情報を印刷物

としても入手できます。ビデオなど，視聴覚資料

の貸出Lも可能ですというふうになっています。

資料の収集は出版社が作成した患者への医療情

報提供のための出版情報リストというのがありま

して，そこから選んで購入したり，医師や看護婦

も選択に協力してくれるということでした。

提供に際して心掛けていることや，感じたこと

などを伺いました。提供する側として心掛ける大

切なことは，患者がより良い治療を受けるための

ものであることを忘れてはならないということで

す。何でもすべて提供すればよいというものでは

なく，患者が精神的打撃を受けるようなものや，

恐ろしい写真とか予後など，患者に不安を与える

だけの文書は本人に見る意思があるかないかを訪

ねるそうです。常に 方面からの情報ではなく，

2つ以上の異なる情報を提供するということでし

た。提供された資料をもとに，担当医とのコミュ

ニケ ションの向上を望んでいるということで

す。

このサービスを始めるとしたらトレーニングが

必要かどうか伺いましたら，ある程度レファレン

スの経験があればよいということでした。リンド

ナーさんは看護婦の資格を持っている方ですが，

次のようにアドバイスをしてくれました。看護婦

の資格は別に必要ではありませんが，医学，解剖I

学などを少し勉強して，相手が何を聞きたいのか

わかるようにしておく必要があるだろうというこ

と，そして質問用紙のチェックリストに従って患

者に質問するのでありますL.また元看護婦にス

タッフになってもらうのもよい方法だろうという

ことでLた。

この病院もこのサービスを行うことで，州政府
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から補助金を得ていま Lた。補助金は資料提供の

際のコピー代や損当職員の給料など，必要経費と

して使用されていました。初年度の補助金は

2，000ドルだったそうです。 1994年は 35，000ドル

ということでした。ここまでのサービス対象は，

郡の住民と入院患者，家族ですが，提供件数は年

間1，518件，月の平均が 126件， これは院内の相

互貸借件数は除く数で，院内の相互貸借件数は外

へ申し込みが1.200件，外からの受け付けが1.600

件あったということです。当時，担当は 2人だっ

たそうです。週末も病院も出てこなければならな

いほどの忙しさだったということです。そのた

め，次の年 1995年には担当のフルタイム司書は

2人必要であるとして，補助金を倍の 7万ドル要

求したところ，断られたそうです。その結果，補

助金を受けることを辞退して，現在は補助金なし

で活動を行っているということでした。

そのため，サービス対象も減らすことになり，

イングルウッド病院の患者と家族，イングノレウッ

ド病院に付属する医師の患者のみに限ることにな

りました。つまり地域住民のサ ピスは中止する

ことになったそうです。そこで 1995年の提供件

数は減りまして 350件，月平均 20件になったそ

うです。病院からの補助金も一切ないため，図書

費からの持ち出しということでした。参考までに

1995年の院内職員の相互貸借件数ですが，外への

申し込み件数は1.200件，外からの受け付けは

1.800件ということでした。
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患者からの反応は，担当司書が一定の期聞を区

切りまして 60通アンケートをつけたそうです。

回答は 20通ということでしたが，内容は益のあ

るものであり，喜ばれているということがわかり

ま Lt，こ。

院内の職員がこのサ ピスにどのように合意し

ているかを伺ってみました。実はこの病院でも 10

年ほど前は院内の医師にはこのサービスに反対の

人も多かったそうです。図書委員会では投票でこ

のサービスを行うかどうかを決めようという話も

出たそうです。ですが先程紹介しましたように，

州法で情報提供や図書館利用記録の守秘義務があ

ることがわかり，医師は患者に情報を提供しなけ

ればならないことや，図書室も守秘義務を遵守し

つつ，情報提供すべきであることなどを紹介し，

納得してもらい，前述のとおり正式に認められた

ということでした。

また医師からは致命的な病気に関する情報をど

のように扱うのか，心配する声もあったそうです

が，前述のとおり図書館は患者にそのことについ

てどのくらい知っているのかを予め尋ねた上で提

供していることや，経験的にほぼ 100%の患者が

すでに告知を受けて予後を知っていることなどが

ありまして，探しているのは何か新しい治療法が

ないかということであるということを説明したそ

うです。

ところで司書と医療関係者が合同で情報を提供

することについてどのように考えますかと尋ねま

したら，アメリカでも司書ごとに考えが異なると

いうことで，メイン州ではメデイカルスタッフの

1人となって提供に関わっている人もいるという

ことでした。しか Lリンドナーさんの考えでは，

人は知る権利を保証されているため，何を読んで

もよいわけでありますから，医師に患者が何を読

んだかを教えたり，何を読んでよL、か悪いかなど

を規制するということには反対ということでし

た。

現に図書館に自分が何を読んだか医師には知ら

せないか， としつこく聞く患者もいるそうで，絶

対に医師には知らせないということをいって安心

させることもあるからだそうです。したがってメ

イン州のやり方もありますが，それがよいとはや

はりいえないと思うということでした。

ここでも公共図書館とは連携していて病院図書

室，公共図書館，開業医の 3つのネットワ クが

作られていまして，医学健康情報を提供していま

した。

以上，医学情報提供を開始したばかりの病院と

10年以上行っている病院を見学したのですが，そ

れぞれの司書の話を聞いて、開始までの準備や提

供の現状，司書の熱意など参考になりました。ア

メリカでも 10年前は提供開始に反対があったり，

病院経営の悪化で人員削減をきれながら，またボ

ランティアさんに支えられながらのサービスな

ど，とても苦労したことが伺えました。またそれ

も問題点として浮き上がってきていると思いま

す。

しかし知る権利としての情報公開や，利用者に

対する守秘義務が法律としてありまして，それが

病院図書室の中でも執行されていることや，また

医学図書館協会作成の医学図書館員の倫理綱領と

いうのがありまして，すべての人に対しての情報

提供か謡われていることや，理想を高く掲げた職

業意識に敬服しています。そして医療制度の違い

とか，小さい時から自立，独立を教育されている

国民性の違いなども，病気に対する心構えや態度

に反映Lているということを感じました。

アメリカの患者への医療情報提供サービスをま

とめますと，次のような利益があるかと恩われま

す(表 2)。患者の利益としては医療情報が入手で

きること，治療への意欲や治療方針決定の一助，

あるいは参考となっていること，病院側の利益と

しては病院認定基準の 1つを満たしていること，

表2

アメリカの患者へ白医療情報提供サ ピスの利益

l 患者の利益:治療への意欲や治療方針決定

白一助となる

2 病院の利益病院認定基準白 1つを満たす

患者中心医療の一助と Lて，

また患者教育の手段と Lて

3 医癒者の利益患者・家族と医療者とのより

よい信頼関係の構築

医療者の質的向上

4 病院図書室の利益.患者へ白病気回復や療養，決

断へ司援助が実現

図書室職員の資質向上
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また病院側の目指す患者中心医療の一助となって

いたり，また患者教育の手段としても取り入れて

いました。医療者の利益としては，患者家族と医

療者とのより良い信頼関係を構築できること，医

療者の質的向上となっていること，知識を得た患

者に対応するため，自分で常に新しい情報を得る

ようにするということが考えられます。病院図書

室の利益として考えた時，患者への病気回復や療

養，決断などの援助ができますい医療者，そし

て患者両方へ情報を収集，提供することで，資質

向上にもつながっていくのではないかというふう

に考えられます。

今後，患者への医療情報提供を行うとしたら，

次のことが基本になりそれぞれの対応の方法が考

えられます。そして同時に，予め整備しておかな

表3

アメリカの患者への医療情報提供について

l 提供の対象 患者，家族，地域住民

ければならない，問題点ともなっています(表

3)。一つ目は提供の対象です。患者だけにするの

か，その家族も含むのか，地域住民に対しでも広

げるのか，対象の拡大は提供の拡大であると共

に，担当者の負担の拡大にもつながります。また

人員が削減された時はサービスの縮小にもなると

J思います。

2番目は提供場所ですが，病院図書室への入室

を可能にするのか， )jr]室を設けるのか，病棟，病

室への巡回や設置なども考えられます。図書室へ

の入室は患者さんの自由な選書が可能になります

が，職員と一緒に利用するということに院内の合

意が必要になると思います。また何を読んでいる

か，見られたくない患者さんもいると患いますの

で，そういう医療者に見られるという事態も発生

2 提供場所医学図書館・病院図書室入患者専用の図書志

1991年 アメリカ医学図書館協会調査 481施設のうち回答 371
医学図書館・病院図書室に患者が無制限に利用可能 58.1% 

制限付き利用 19.9% 合計 78%
(制限の内容 医師の許可必要 13.4% その他ι5%)

患者に解放されていない医学図書館・医学図書室 22% (全体の約5分自 1) 
患者利用可能な図書館のうち，患者のための資料を別に用意しているところ 67%

3 提供担当者 図書館職員，病院職員，ボランティア

4 提供内容 111 一般的な医学健康に関する図書

121 コンピュータプログラムでのレファレンス健康や病気薬剤情報など Medlineなど文献検

索での最新文献のコピ提供

侶) 政府作成白パンフレット

141 ピデオなど視聴覚資料

151 患者教育(手術や器材の説明など)など

5 提供方法 111 患者による自由な選択

但) 医療チームを作り，必要と恩われる医学情報の提供予後や新しい治療法の提供については

l 提供資料だけでなしいろいろな意見や治療法があることを説明

2 医師や看護婦と資料をもとに話し合うことを勧める

3. 2っ以上の異なる情報を提供する

6 提供に必要な予算連邦政府からの補助金(病院認定基準の lつ)を得る方法もある経費内容は，資料代，

コピ代，検索費，人件費など

7 医学図書館員の倫理 患者の知る権利とプライパシーの遵守，すべての人に医療情報を提供するという理念な

ど

8 病院職員の合意病院の合意を得ることは，患者への医療情報提供のパックアップが得られる資料収集や

選書など

9 情報提供に添付するガイドライン 情報提供に伴う誤解を回避し，法的責任の所在を明らかにする患者が情報 l

を判断する際の指針となる i 
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するということもあります。 grj室を設けるという

ことは，患者が医療者から見られずに情報を得る

ことは可能になりますが，院内にそのスベースが

あるかどうかが問題になります。

病棟，病室への巡回や設置ですが，患者さんに

とっては近くに本が来て便利ですが，他の患者さ

んの目も気になるのではないでしょうか。またそ

うした場合は，病棟内の合意も必要になってきま

すし担当者の負担の拡大にもつながります。

3番目は，提供の担当ですが，図書館員が行う

のか，ボランティアが行うのか，業務増加に伴っ

て人員増加が必要になった場合補充が可能である

か，利用増加に伴い平常業務への影響がどの程度

出てくるかわからないところです。提供開始後，

人員が削減した場合，やっぱり提供できなくなる

不安定さも合わせ持っているような気がします。

提供内容は7メリカの場合は十分な情報を提供し

ていました。一般的および専門的な医学健康に関

する図書，コンピュータ プログラムでのレファ

レンス，ベーシックな内容の提供とメドラインで

の最新文献のコピー提供，政府作成のパンフレッ

ト，ビデオなど，視聴覚資料です。一般的な医療

関係図書だけにするのか，専門図書も含めるの

か，専門的な情報に対しては提供内容の判断をど

うするのか，チームで行うか，図書室職員が単独

で行うか，検索の力量や医学的知識もはやり必要

になると思います。

5番目は提供方法ですが，患者による自由な選

書，自由な入手情報とするのか，医療チームとし

て司書も加わり，その患者に適切な医学情報提供

とするのか，自由な選書は提供する場所が専用に

あれば可能かもしれません。またチームとして提

供する場合は患者が医療者に知られずに知りたい

情報を得ることはできなくなる場合も出てくると

恩われます。提供に必要な予算ですが，病院が提

供してくれるか，患者の負担となるのか，資料代，

コピー代，検索費，人件費などの工面をどうする

のか，病院からの資金援助があるかないか，患者

の個人負担とするのかをやはり決めておく必要が

あると思います。

医学図書館員の倫理として，患者の知る権利と

プライパシーの遵守，全ての人に医療情報を提供

するという理念など，アメリカの医学図書館協会

にはありましたが，別に倫理綱領がなくても図書

室の職員として必要なものと考えられます。貸出

しカードの破棄など，個人名を残さないように留

意してプライパシーを保護すべきでしょう。また

チームとして提供する場合は，個人名は医療者に

は明らかになるかと思いますが，私としては現状

では医療者がある程度提供内容などを把握するこ

とはプライパシ の侵害などにはならないように

思います。しかし他の患者さんなど，第三者に対

しては保護を行う必要があるかと思います。

病院職員の合意ですが，医療情報の提供により

問題になるものの中に，読後の患者心理の把握や

援助，法的責任，そして知識を得た患者への対応

として，医師の説明時間の増加が可能かどうかが

あります。病院職員の全体からの合意を得ること

はこれらのパックアップにつながり，予算的援助

や提供内容への援助なども得られるようになるか

と思います。

9番目に情報提供に添付するガイドラインです

が，情報提供に伴う誤解を回避し，法的責任の所

在を明らかにします。また患者が情報を判断する

際の指針となると思います。医学は日々進歩して

いますので，提供している資料が古くなった場合

も考えられます。診断や治療の誤解を招かないた

めにもガイドラインは必要と恩われます。

以上これらは患者への医療情報提供の基本的な

事柄であると同時に問題点であるため，予め病院

としての対策を決めておくべきものでしょう。

ところが日本の現状はどうなっているのでしょ

うか。一般書の提供は全国的に少しずつ増えてい

るようです。しかし医療情報となるとまだ今のと

ころ京都南病院の lカ所かと恩われます。京都南

病院では慢性疾患の指導書的な，一般的に入手で

きる南江堂のものなどですが，それを備えつけて

あるそうです。患者図書サービス連絡会というの

がありますが，その中で京都南病院の山室さんが

紹介Lまして， 般書の中にその本を加えて提供

してるところも少しずつ増えているようです。公

共図書館でも病院への患者図書サービスをやって

いる所は，同じように南江堂の医学書を加え始め

ています。

職員用の専門書を提供してるところはまだない

ように思います。当院でもある医師の研究費から
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資金援助を得ることができまして，医師や看護婦

の助言を得て，資料を収集Lはじめました。資料

の内容は一般書屈でも入手できるのが基本です

が，がん関係の本を中心に集めました。院内の合

意はインフォームド・コンセント委員会というの

がありまして，そこで話L合って合意を得まし

た。また管理会議でも了承されて，今後活動を開

始する予定です。

ところで今回見学した 2つの病院図書室とも，

公共図書館とは何らかの形で連携をしていまし

た。一般的な医学情報を，一般の人が入手するに

は書庖で購入するか，公共図書館に借りに行くか

のどちらかと思います。日本においても公共図書

館には一般向けのわかりやすい医学関係の本が多

少なりとも所有されています。一般向けの医学関

連図書を持つ公共図書館と，専門図書を持つ医学

図書室の連携をやはり今後検討してみるのもよい

かと恩います。

実情をアンケ トをとって調べました。近畿病

院図書室協議会の『病院図書室』という雑誌に

載っていたものと同じような形式で，新潟県内で

調査してみました。新潟県では県立図書館が中心

になってネットワークが組まれていま Lて，公共

図書館とか大学図書館，当院も入っているんです

が，そういうネットワークがあります。県立図書

館が中心になって今回のアンケートもとっていた

だくことができまして，この表 4のとおりで，

100%の回答がありました。実態はあまり医学書

は揃っていないというのがわかりました。やはり

公共図書館には選書基準とかレファレンスの制約

がありますので，利用者の要望にできるだけ応え

ようとする中で，専門書の収集には慎重なようで

した。今後連携をお願いするとしたら，やはりも

う少し関連図書の充実が必要だと思います。いず

れにしても現在職員専用の病院図書室が患者への

医療情報の提供を行うにはいろいろな準備や制約

があり，院内の合意と教育が必要かと思います。

以上，アメリカの病院図書室見学と医療情報提

供についてまとめてみました。ご静聴ありがとう

ございました。

質疑応答

Q イングルウッドの病院の図書館なんです

が，スナイダー純子さんがいらっ Lゃる， ものす

ごく広いみたいなんですが，広さはどのくらい

あったのか。それから，もともと 6人いたのが，

結局今は7Jレタイムの司書の方が l人と，パート

タイムのアシスタントのライブラリアンの方が 1

人と，あとはボランティアで運営してらっしゃる

みたいですが，実際それで前ム患者に対する

サービスもあるかと窓{いますが，それは減ったと

いうことを伺いましたけれども，その他の院内へ

のサービスとかは変わらずにできているんでしょ

うか。

有国 イングルウッド病院の広さは聞いたんで

すけれども，よくわからないという回答でした。

大体この会場の広さぐらいあったかな，この壇上

を省いたぐらいの広さかなというふうに思いま

す。 2階もあるんですが， 2階は看護婦さん用の

があったんですが棚が不足していて机に本が積み

上げられていました。やっぱり職員が少ないので

整理できないという状況でした。一般の職員への

サービスはボランティアさんに頼っているという

現状もあったりして，大丈夫かしらと思うぐらい

です。ちゃんとやっているとは思うのですが，大

変そうだという印象でした。

Q 日本の場合ですと，たとえば公共図書館，

学校図書館，大学図書館，いろんなところで館種

を越えて何か協力体制を敷こうとすると，たとえ

ば行政の壁が不ックになってなかなかうまく体制

ができないというところがあります。それで今の

お話ですと結構アメリカでは公共図書館と病院図

書館の方でうまく連携がなされているということ

でしたので，もしそこらへんでそういう問題がう

まく解決されているんでしたらば，そこらへんを

お聞きしたかったんですが。

有国 私は2カ所しか行ってないので，それが

すべてかどうかはわからないので， うまく答えら

れないんですが，イングルウッド病院の場合はメ

イランド財団というのがありまして，財団が中心

になってお金を提供していました。そこに小児科

医のネルソンさんと先程のリンドナーさんが加

わって行ったという話です。行政の壁とかという

のは，ちょっと詳しく聞いてきませんでしたの

で，よくわかりません。
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表4 新潟県公共図書館アンケー卜
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教育講演

市民の求める医学情報の提供

横浜市立大学医学情報センター 登坂 善四郎

トトト静診

はじめに

今日，私がお話をさせていただく課題は「市民

の求める医学情報の提供」ですが，実はじっくり

考えてみるとこの提案は私個人としてはかなり難

しいなというふうにいま思っています。当初は図

書館雑誌の特集記事として「医学・看護情報をい

かに提供するか」に関係しましたのでlJ.基本的

にはその内容を話してほしいという要望だったん

です。その後図書館サービスとしての視点から考

え直してみると，資料の提供というニュアンスの

みでは不十分で，市民に対する病院図書室サービ

スのあり方として. I医学情報を患者・家族に提

供すべき位置付けと背景」ということの中で，ど

う対応すべきなのかという関わりの視点、で考えて

みました2)。

実は皆さんも経験があることですが，病院の建

物に入りますと(外来や入院などL一般的な市民

という呼び方からすぐに「患者さんJというふう

に呼び名が変わってLまいます。なぜ「患者さん」

に変わってしまうかというと.そこには一面的で

すが普通の市民としての権利や行動が剥奪され

「患者さん」という身分や行動が求められている

という状況が一方にあるように恩われます。そう

いう状況は何故なのか，またどうしてそうなのか

という具体的な実情を考えていただきたいので

す。

一方私たち医学図書館ではどうでしょうか。市

民の基本的な知る権利を支援するためには，大学

図書館でも病院図書室でも患者や家族(市民)に

対して，医学情報を提供していかなければいけな

いということが根本的にあると思います九しか

ーー平成事俸給月初横浜望書

L.現実にはそうなっていない。では，その背景

と現状というか，どういう背景が考えられるか

を，話題として進めさせていただければと思いま

す。

1 医療環境の変化と病名告知への対応

では，なぜ「市民への医学情報の提供」なのか

ということになりますが，基本的な医療の視点、は

やはりいまいわれている「インフォームド・コン

セント」という考え方であり，この言葉は病院の

関係者のなかでも中心的な医療のあり方として重

みを持ってきているということです制加。

そういう意味からも先程の表現での患者さんか

ら市民権への復活という一つのテーマを実現する

ための取り組みになると思います。そのために

は，当然現在の医療を取り巻く状況の理解が大切

ですし，この現実の矛盾を考えることで課題を明

らかにしていくことです。もう一つはいまいわれ

ている「インフォームド・コンセント」はどうし

て生まれてきたのかという背景を理解することか

らも一つの方向性，図書館サ ピスの見方という

のが生まれるように思います。

これらの意味合いで考えていくときに，では現

在の医療を取り巻く環境のなかでどのような変化

が生じているのか，病院図書室にいらっしゃる皆

さん方が日常感じていることと思いますが，ただ

実際との程度それぞれの問題を具体的に認識し図

書館サービスに引き付けて考えてみるか，という

ことが見直しのポイントになってくると思いま

す。いままでの経験からみても，医学の急速な進

歩をいかに捉えその進歩に追いつく図書館運営に

努力をしサ ピスの改善を積み重ねてきました。
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それは先進的といわれる医学図書館サービスで

も，その要求に対してどうサービスを提供できる

か，日本医学図書館協会を中心に確立し，それな

りの実績とサービスの実践のうえに評価を受けて

きたといえます。その背景の一つにはサービスを

必要とする大きな利用者集団があったからともい

えますが，その要求に答えようとする取り組みの

なかで実現できたという実績は，現在の新たな利

用要求に対しでも十分対応のできる力量をすでに

もってきているといえないでしょうか。

もう一つの変化は，現在の医療現場での最新の

医療機器，たとえば MRIとか CTとか，血管造影

などさまざまな最新の検査機器が活用され診断技

術が進歩してきています。治療法も，直接的に侵

襲を縮小した内視鏡による手術など，医療技術の

進歩が益々発達してきています。検査技術の進歩

や手術方法の大きな変革が常に生じているという

現実があります。このような現実のなかで何がど

う変わるのか，たとえば一つに死因別の死亡率で

現在4人に l人がガンで亡くなるという状況があ

ります。当然その背景には老齢化社会の進行や環

境汚染，化学物質の影響なども考えられる訳です

が，やはりガンの診断がそれだけ迅速に，かっ早

期の段階で確定されてきているという背景がある

わけです。昔であれば，他の診断が下されていた

かも知れません。老衰であったり，合併症での診

断というようなニュアンスであったりしたという

ような状況があったようです。その他の疾患でも

同じようなことがいえます。現代の診断技術の進

歩により早期に正確な診断がされるという変化が

医療の現実として患者さんとの関わりで起きてい

ます。そういう現代認識もしておく必要があると

思います。

症状の初期での診断の確定化によって，患者は

早期に自身の疾患について詳細な状況を知らされ

る，あるいは知り得る状況が生まれてしまうとい

うことがあります。ですからそのような状況の中

で，私たちは何を考えどう対応できるのかという

課題が常に指摘される状況といえます。

さらに，そういう状況にも関係するわけです

が，いわゆる医療情報というか，医学情報が氾濫

している一方で，いざというときには大変入手し

ずらいという現実があります。公共図書館や書庖

での医学情報の入手では限られた内容になってい

ます。問題としては，中途半端な情報による混乱

が生じたり，片寄った情報のなかでの市民の迷い

があります。そういう時に起きる混乱というのは

当然個人の主観的な判断に片寄ったかたちで情報

を理解してしまう，いわゆる好ましくない情報の

一人歩きというのが起こるわけですが，そのこと

による医療に対する不満であるとか，疾患に対す

る正確な判断の迷いであるとか，治療の選択方法

の誤り，極端な場合には結果的に得体の知れない

治療法にのめり込むような状況が起きている実情

も考える必要があると思います。

適切な医学情報の提供の必要性も指摘されてい

る状況からみても前期，私たちもそういう医学情

報に関わっているわけですから，この状況をどう

判断し対応すべきなのかを一緒に考えていかなく

てはいけないポイントといえます。

最後に，一番大きな問題は，やはり医療思想の

変化だと思います。これほど「インフォームド・

コンセント」や「クオリティオブライフj という

活字が様々な場面で使われだしているわけですけ

れども，本当にその実態というか，その思想の流

れというのを理解して，それにどう取り組むべき

なのかという社会的な姿勢が図書館にも要求され

てきている時期といえます。

この「インフォームド・コンセントJ. (説明と

同意)というふうに訳されているわけですが，

ニュアンスとしてはそれほど簡単なことではな

く， もう少し歴史的に理解をしておかないと正確

な対応を間違う部分というのがあると思います。

基本的には現在の医療の改善の中心的な目標に

なってきていることは事実ですから，どういう部

分で問題になっているかという「インフォーム

ド・コンセント」の取り組み状況や受け入れ姿勢

の把握があると思います。現在数多く出版される

ようになってきた闘病記をみても，かなり様々な

悩みや不安，医療に対する不信と疑問，治療方法

の選択の迷いや苦悩なとv身につまされる問題が指

摘されています山田。

例えば，山室著「家で死ぬということ」では，

ガンの痛みからの解放がいかに大切か，ガンの痔

痛の管理手法の遅れによる患者の苦しみというの

が切々と報告されています。そのなかでも医療知
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識ないしは医療情報の取得がいかにガンの痛みの

回復と関わっていたかという指摘例もあります。

病院院長の原著「生きて，環りぬ」では，医師と

して，個人としての心の葛藤や，正式な検査報告

が患者に隠されて手術がされているという，イン

フォームド・コンセントに取り組む難しさ，とい

うような問題も考えさせられます。

これらの著書はガン告知という難しい問題は当

然含んでいるわけですが，それでも様々な状況の

指摘があるという認識はまず理解しておかねばな

りません。病院の抱える問題として，山崎著「病

院で死ぬということJでは，医療現場の赤裸々な

問題，医療思想のあり方の方向が指摘をされてい

ます。近藤著「患者ょがんと闘うな」も医療への

新たな見方を指摘しています。一つの切り口では

ありますが，そういう混沌とした中に現在の医療

というのはあり，患者としても多くの取り組み課

題を抱えていることの認識が求められていると思

います。このような著書は限られた人による報告

ですが，日常的にはさらに様々の情報を知りたい

という要求があることは当然のことといえます。

2 インフォームド・コンセントとその成立過程

から

インフォームド・コンセントの歴史の概略とし

ては16〉 19)，その出発点にはやはりドイツのナチ

スによる非人間的な行為に多くの医師が関わって

いたという問題があります。人閣を実験台として

医学実験が行われるという凄まじい現実の反省の

上に立って， i医学的実験研究におけるニュール

ンベノレグ綱領」が 1947年に，そして 1948年シユ

ネーブ宣言(世界医師会)がなされています。

従来，西欧ではヒポクラテスの医の誓いに基つ

いた医療行為がなされてきま Lた。その基本に

沿った形で，医療はそのようになされるべきであ

るという考え方に沿った宣言ではあったわけで

す。当然，医師というのは誠意に基づいて治療を

行うということが前提になって 1964年のヘルシ

ンキ宣言(第四回医師会世界総会で、ヒトに対す

る生物学的研究に関する宣言で，その中でイン

フォームド・コンセントについて明示された)が

なされています。その中では医師の行う行為はす

べて善行であるということが前提に立っていま L

t: 】 O

その思想の中で医療が続けられてきたわけです

が，それでも特にアメリカで医療の倫理の問題が

多発してきた歴史的な経過がありました。そうし

た医師の倫理問題の多発に伴って，医師←患者関

係を改めて見直そうとする運動が活発化していき

ました。そういう問題を含めた解決のあり方とい

うことで，患者の人権を尊重する立場から 1973

年にアメリカ病院協会で， i患者の権利章典」が出

されています。基本的には「患者の権利を尊重す

ることが，より効果的な患者のケアおよび患者と

医師と病院組織に大きな貢献をする，そして十分

な満足をそこに与えることに貢献をする」という

権利章典が発表されています。

3. 医療パヲーナリズムを越えて

この中には，今までの考え方としての医師の行

為はすべて善行であるという，いわゆる医療パ

タ ナリズムという問題があります。この医療パ

ターナリズムだけでは現在の医療のあり方として

様々な問題には対応できない状況にあります。こ

の医療パターナリズムから脱皮をしようというこ

とで，あるいは「医療パターナリズムに対抗する

思想」として生まれたのが「インフォームド・コ

ンセント」といえます却)200

インフォームド・コンセント自体は，アメリカ

における患者の主体性を確立する運動の高まりの

中で，法律における判例のなかから生まれてきた

言葉ですが，基本的な思想は自発性(ボランタ

リー)による治療措置ないしは治療法の選択，決

定をするということが基本になっています。

なぜ医療パタ ナリズムに問題があるのかとい

うことが当然あるわけですけれども，一つは医師

が患者によかれと思ってやる，ないしは決めるこ

とが，本当に患者の納得を得られる内容なのだろ

うかという問題があります。それはあくまでも一

つの良心に基ついた提案ではありますが，その結

果は常に強制を伴うという形でなされるというこ

とにあります。たとえばある検査法にしても，ハ

イリスクを伴う危険な検査法もあるわけです。そ

れに対して患者に十分な説明と患者の自発的な選

択ないしは同意を得た上でされるのであればいい

わけですが，医師の方でこれは患者に必要である
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という，自らの判断で行う行為というのはどうい

う形であれ結果的に強制に及びます。必ずしも結

果として必要であったかは不明なわけです。

その強制を伴うパターナリズですべて良しとす

る形では本当のインフォームド・コンセントには

なり得ないということになります。いわゆるパ

ターナリズムを原則的には排除してボランタリー

な意思による自身の選択決定ができるようにして

いくということがいま求められているといえま

す。患者の視点に立った医療の考え方が論点と

なっています。

そういう視点に立ち，私たちの行動を考えると

ともに図書館の支援のあり方がでてくると思いま

す。私自身も実際にそれに基ついてきちんとした

業務に取り組めているというふうには思っていま

せん。これから皆さんと一緒にやっていきたいと

思っているわけですが，現代のインフォームド・

コンセントという取り組みに対して，図書館でも

いかにそれに答えていくのかというのは今求めら

れている緊急な課題であることは確かです，

そこで私からの提案は. I外来患者の情報提供

から退院・在宅指導までの医学・看護情報の提供

を」ということです。病院との関わりを持つ患者

さんの診断・治療・看護のサイクノレに沿って図書

館のサービスを提供できないだろうかということ

を考えています。

なぜ図書館でなければいけないのか。どのよう

なサ ビスの提供ができるのかということを考え

ていく必要があります。大学でのインフォーム

ド・コンセントに対する意識調査では，医師のイ

ンフォームド・コンセントに関する認識というの

は非常に高くなっています九しかし残念ながら

事務組織における患者のインフォームド・コンセ

ントについては，大変低い認識であるという報告

がされています。どの程度そういう医療現場の抱

えているインフォームド・コンセントに対して自

身の問題でもあるということを理解しているの

か，見直してみていただきたいと思います。

4. 社会環境の動きのなかで

では，それを実施するためのいわゆる社会的動

きや病院の環境整備というのはどういう状況なの

かという点について整理をしてみたいと思いま

す。たとえば皆さんのところでは.I病院機能評価

マニュアル」とか却. I病院機能標準化マニュア

ノレ」に23)沿った一つの取り組みがされてきている

と思います。その中では当然医療の質を改善する

ための方策として，様々な具体的な動きや，取り

組みがされてきていると思います。もう一つの変

化は，アメリカで行われている JCAHOという機

関で病院パフォーマンスリポートを出していると

いうのはご存じだと思います。いわゆる治療成

績，手術等の成績をオープンにし患者の選択の資

料として提供するということです。

従来の医療情報の公開の状況からみれば， 一面

では画期的な内容になっています。たしかに問題

も含んでいますが，そのような取り組みも圏内で

始まっています却冊。

さらに，医療の質の改善に向けて，厚生省の諮

問機関である「インフォームドコンセントの在り

方に関する検討会」からの報告書もでています4)。

その中では具体的に，インフォームド・コンセン

ト普及のための提言として，医療施設全体として

の取り組みの一つに「患者や家族が自分たちの疾

患についての情報を得る機会の確保のために，施

設内に患者向けの図書館等を設置する等の工夫」

という提言が指摘されています。この指摘は当然

これからの取り組むべき図書館の位置付けであ

り，図書館に求めている具体的な提案にもなって

います。

このような動きは，医学情報の提供による医療

の支援をするべき医学図書館，病院図書室に，よ

り広い視点にたった患者や市民への医学情報サー

ビスの展開を求めている。そして具体的な成果が

期待されているということであり，これから皆さ

んが新たに提案をしていかなければならない課題

になったということもご理解いただきたいと思い

ます。

5. 身近な経験からの思い

では医学情報の具体的な提案をどうするのかと

いうことになりますが，先程の「外来患者の情報

要求から退院・在宅指導までの医学・看護情報の

提供」を視野において検討してみてほ Lいと思い

ます。実際にはどのような医学・医療情報が，な

ぜ必要かということがあると恩います。
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実は私個人の身近な事例として，医学情報の必

要性を経験しました。

患者の病名は，進行性直腸癌という結果的には

最悪の状況でした。当然そういう状況に直面した

時に考えるのが患者の最善の予後を考えてあげた

いという願いでした。混沌とした不安のなかで必

要としたのは，やはり医学知識でした。診断の説

明をされても，その内容が理解できないのでは判

断のしようもありませんし家族としてもどう対

応したらよいいのか大きな不安となりました。私

はたまたま医学図書館に勤務していましたから，

それこそ自身の文献収集技能をフルに活用するこ

とができたわけですけれども，実際にこういう条

件にあるという人は稀です。

その経験のなかで感じたことは，たとえばその

疾患が告知された時には，まずその疾患に対して

の基本的な情報が必要になります。当然，その次

には疾患に対しての治療法はということで，治療

法に関する文献が必要になってきました。治療法

でも，それぞれの優劣をどういうふうに判断すれ

ばよいのかという状況になります。適時の説明は

当然されるわけですが，積極的な治療を望むの

か，望まれない治療の苦痛や危険を避けて患者の

QOLを尊重した治療方法を選択するのか大変な

悩みでした。その判断の悩みを和らげてくれたの

は十分な医学情報と幸いにも身近に第二のオピニ

オンを得ることができたことにより判断のサジェ

ストを受けられたでした。このことはとても幸運

なことかも知れません。担当医が説明する内容と

治療方針に，もう一つの意見を聞く場が持てたこ

とと医学情報によって問題点ないしは利点が，私

なりに正確ではないかもしれませんが理解ができ

より良い選択になったのではと思っています。患

者本人の真の気持ちとは多少の相違はあったかも

知れませんが，積極的に理解した上で対応したい

という私たちにとっては，医学情報が容易に得ら

れたことは大きな力になったと感じています。

自分の判断が直接に患者の生命に関連するとい

うこと，それでも発言するというのは大変な不安

と，大きな迷いを持つわけです。患者にとって本

当に望ましいのだろうか，本当に良い選択のあり

方なのだろうかというようなことになるわけで

す。そのような場面での医学情報や，第二のオピ

ニオンを得るということは大変心強く力になると

実際にも感じました。

さらに，治療方針が決まっても，抗ガン剤の選

択や副作用との兼ね合いでの使用判断の問題，そ

の次には患者の容態や経過に応じたケアのための

看護情報であるとか，一つひとつの検査や役割や

必要性など，次から次と様々な内容での情報が必

要になってきます。下半身麻捧になったという状

況もあり，寝たきりによる縛嬉の発生とそのケア

という問題も発生しました。祷痛を発生させてし

まったという看護ケアの実態というのも，現実に

経験しました。クレームのあとに体位変換の時間

表がベッド脇に張り出されるということもありま

Lた。様々な場面で，いわゆる文献情報で理解し

ていたようには病院の実態というのは進んでいな

いということも実感しました。

早期に退院をさせ自宅療養に入りたいというこ

とになり，その準備のための福祉的な問題も含め

ての情報が必要になってきました。これらの情報

も事前に得られれば早めの準備ができたように思

いました。どうしても後手後手になってLまった

ということがありました。結果論かも知れません

が，機会を捉えては説明を依頼しましたが，なか

なか総合的な病状の経過や適時での対応の指導や

変化をもう少し単く教えてくれたら，患者のため

にもう少し対応のしょうがあったのにというよう

なことがどうしても起きます。

そういうことを含めると，やはりもう少し情報

が常に身近に欲しい，それをサジェストできる支

援体制があれば，もう少し自分たちでできる事も

あるんじゃないかというようなj思いもしました。

こういう経験をしてみて実感することは，病院の

身近で外来診療時から医学情報というのは必要に

なります。そ Lて希望する患者や家族に適時に対

応できる医学情報の提供を考えてほしい。文献の

有効な活用は家族の満足にも効果があったと思っ

ています。ですから，外来患者からの医学情報の

提供について，大きな柱として病院図書室は考え

てみていただきたいと J患っています。

感想ですが，患者はそれまで当然健康でいたわ

けですから，急転直下の宣告という状況の中で

は，十分なインフォームド・コンセントというめ

は患者自身もなかなかでききれないなというふう
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な感じがありました。それはなぜかというと，そ

れまでに死に対する患者教育がされていないから

です。一方で，私たちは医学技術の進歩のただ中

にいるということは，急転直下あなたはいま何々

の病気をもっていますよ，その病状は何々ですよ

ということが明日にでもいわれる状況にあるわけ

です。ないしは進行ガンであれば，なおさらあな

たの余命はあと何カ月ですということが， しかも

かなりの正確度を持っていわれるわけです。こう

いう時に私たちは事前の学習，ないしは医学知識

がなくて，本当に対応できるでしょうか。主体的

なインフォームト・コンセントの実践に向けて，

いわゆる自主的な選択と判断ができるためには，

患者をパックア yプできる支援システムと，事前

の十分な時聞をかけて必要な情報が常に得られ，

判断に生かせるような環境を作っておくというこ

とが必要なのではないでしょうか。

そういう日常の情報提供活動が行える場の っ

として，図書館サービスが大きくクローズアップ

されると思います。当然図書館だけの問題ではな

いわけですが，医療の様々な場での健康教育を含

めた取り組みがされていますので，そういう活動

と連携を持てるような図書館のサービスのあり様

を考えておく必要があると思っています。

6 患者プライパシーを尊重したサービスを

図書館サービスを行うに当たっての注意点とし

て，基本的には患者の人権を守り，インフォ ム

ド・コンセントの基本的な目的に沿って患者の人

権を守ることです。その患者の人権を守るという

姿勢を根本におき，それを達成するためにどうい

う指標ないしは思想をもって取り組むのか，図書

館としても明示して取り組む必要があると思いま

す。

図書館の歴史として，戦前の軍国主義に加担し

たという苦い経験をもっているわけですから，そ

の反省に立って図書館の情報を必要とする人に提

供するという つの倫理要綱を図書館として掲げ

ています。そういう知る権利を擁護する基本姿勢

に立って，医学医療情報も提供されるべきでしょ

つ。

その中で，特に医療の場合は，具体的に患者の

プライパシーの保護を考えサービスにあたってど

ういう形で守っていくのかという課題がありま

す。たとえば窓口での説明書にも明確に.I知り得

た情報について外部に公表はしません」というよ

うなことを明確に相手に訴えられるような内容を

持つことが必要ですL.そういうプライパシーを

保護する様々な対応，ないしは帳票類の処理に至

るまで整理をしておくことも大切だと思います。

文献の提供に当たっては患者の自主性に基つい

て提供されるわけですから，その自主性を尊重す

る姿勢に立って図書館のサービスが行われること

で，適切な支援サービスとなり得ると私は考えて

います。ですからインフォームド・コンセントの

思想を尊重し支持する体制を作り，図書館の視点

から守り実践するための提供のあり方というの

は，図書館に期待される行動としても適正な評価

がされるべき，と思っています。

さらに，基礎的な館員の資質への要望になりま

すが，図書館員の医学医療知識というのはとても

必要になってきます。医療に関する広い視野を持

つことが求められます。少しでも時閣を割いてい

ただいて，医学・看護情報サービスを捉え直して

みるということが適切に患者の満足と病院の治療

の質の改善に結びつくあり方への糸口になるので

はないでしょうか。

7 医薬情報の患者への提供の取り組みから

展望ということはなかなか言い切れませんが，

そういう図書館の取り組みの中，または実践が最

終的には医療環境の中でも十分な評価を得られる

土壌を作り得るんだというふうに思っています。

関連する取り組み例としては，ちょっとニュアン

スは違うかもしれませんが，医薬品情報の提供活

動が取り組まれるようになってきているのは皆さ

んもご存じだと思います27)冊。たしかに国家資

格としての薬剤師が認められているわけですか

ら，私たちとは違って専門職になるわけですが，

医薬品情報の提供は治療と密接に関連します。い

ままで十分な取り組みではなかったといえます

が，医薬法の改正もあり治療に関わる薬務指導が

積極的に取り組まれるようになってきています。

実際皆さんも経験した方があるかも Lれません

けれども，医薬品を処方してもらう時にその説明

書ないしは効用，副作用を含めた説明書，服薬指
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導書を受け取った方もおられるとは思うんです

が，そういう具体的な取り組みがされ始めていま

す。

医師と薬剤i部との協力体制のあり方の一例とし

て患者へのより望まれる対応に努めているという

実践活動は参考になると思います。

当然ら「インフォームド・コンセント」の立場か

らすれば医師が十分な説明をすることが基本です

が，アンケ ト調査から見ても医師にとって一番

足りないのは「時間が足りない」という理由をあ

げているわけです。時間が足りなければ，できる

状況にはならないということがあるわけで，少し

でもカパーすべき活動が必要といえます。そうい

う中で，たとえば医薬品に関する情報提供のあり

方，たとえば写真入りでその医薬品名について説

明書ない Lは副作用を含めて窓口で渡されると

か，相談が受けられるような窓口もできていると

いう取り組みもあります。

8. 看護ケアを支援する文献提供サービスを

看護ケアの現場では，当然看護婦の関わりが大

変重要になってきています。日常的に最も身近に

患者と接する看護婦は，インフォームド・コンセ

ントを支える大きな担い手となっていきま

す31トお)。

しかし，看護情報の提供のための支援体制とシ

ステム整備は現状ではまだまだ貧弱な状況です。

病院図書室における看護文献の収集率というのも

大変低い状況ですし医学図書館でもそれほど高

くはありません。一方，看護婦は全国に百万人も

働いているわけですから，その人たちが適切な看

護ケアを行うためには，看護情報の提供体制の強

化がもっともっと必要になってきます。そういう

時に提供できるシステムが園内にはできていない

ということがあります。さらに看護婦さんへの適

切な利用指導ができる，ないしは実践に取り組め

るだけの資料の整備も病院によってかなりがパラ

パラであるといえます。ただ患者の立場からすれ

ば，それでは困るわけで，そういう情報を少しで

も改善し必要な情報提供のできる図書館の整備が

求められています。

地域看護や在宅ケアの需要が増大している現

在，病院内から地域へのひろがりにも対応しなけ

ればなりません。在宅看護を行うためには，家族

でも看護・介護の知識が必要になってきます。そ

ういう看護情報というのは当然ケアにとって大き

な力になるわけですし，今後ますます看護情報の

需要は大きくなってくるといえます。患者の

QOLを高める上で必要なわけですから，そこに

関わる情報というのが大きな力をもってくるとい

うことがいえると思います。ですから適切な図書

館施設の充実と，新たな知識が末端までスムーズ

に流れる状況を支援できる活動内容を図書館とし

て考えなければならないと思います。

9 新たな情報活用と多様なネットワ-'7のなか

で

別にインターネットの説明もあるようですが，

多くの図書館で電算化の取り組みが進んでいま

す。一方，図書館のシステムとは別にインター

ネットのネットワークの整備は世界的に進んでい

ます。電算化により外から自由に検索できる，ア

クセスが容易になってきました。これは圏内に限

らず，不ットワークを通じてどこからでも対等に

情報を得ることができますし，規模に応じた情報

の発信が可能となりま Lた。今までの物理的制約

が解消され多様な情報の流れが生じています。

ネットワークの発達および電子情報システムの技

術の進歩は，医学・医療情報の流れるフロアと

ネットワークの参加条件をまた大きく変えていま

す。

これらの最大の特色は，図書館の大小に関係な

く対等な情報入手が可能になっています。資料の

直接的な収蔵量を除けば，大きな図書館であれ，

小さな図書館であれ，同じ情報が同じレベルでほ

とんど同等に得ることができるというのが最大の

メリッ卜といえます。ですから当然それは図書館

の枠を越えて，条件さえ整備されれば個人レベル

でも得ることができる状況になってきています。

この新たなネットワークの世界で，医学情報をど

ういうふうに提供していくことができるのか考え

ていく時期に来ていると思っています。

病院図書室の機能の充実は，サービスの多様化

を可能にし，充実による大きな成果も期待されま

す。インフォームド・コンセントへの取り組み

は，結果的に患者・医師および病院に大きな満足
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を与えるものですから，当然その取り組みに対す

る成果は病院の機能に還元されたのですから，病

院図書室も一層の充実を図っていくべきであると

いえます。病院図書室としても大きなサービスの

力量は育っているわけですから，その力量をどう

いう恩想に基づいて，どういう視点でいかに活用

するのかというのは，それこそ皆さんの図書館政

策のポイントの置き方に関わっています。

皆さんのところの取り組みが，逆に大学図書館

に大きな影響を与えることもあるわけです。現実

にも患者サービスでは，病院図書室が先駆的な働

きかけをしてきています。

医学情報の提供は，医学図書館，病院図書室に

課せられた大きな課題であり，当然，その提供で

きる力量は皆さんも持っているわけですから，そ

の力量をどういうシステムに活用するのか，どう

いうネットワークの中でお互いに機能を高めてい

くかという取り組みがされることで患者の十分な

満足を得る大きな支援の力になっていくと思いま

す。

市民の医療に対する切実な思いを考える時に，

より機能的に医学情報を提供していくことは「イ

ンフォームド・コンセント jをさらに患者の権利

として定着させていくうえでも期待される活動に

なると考えます。病院図書室での患者への医学情

報の提供という活動は結果的には病院の機能を補

完するものであり，さらに病院といういわゆる閉

ざされた空間のみではなく，市民空間の中での病

院機能という位置付けになります。患者の自主的

な資料要求に応え得る図書館サービスを展開して

いく意義がそこにあると考えているところです。

実際，多くの難しい問題をお互いに抱えているわ

けですが，それこそこういう機会に皆さんのコ

ミュニケーションの助けを得て，少しでも解決に

向けての大きな協力が得られれば. 1人の職場で

も，ここに 100人以上集まっているわけですか

ら. 100人の総合力が発揮できるわけです。多様

な組み合わせができるのも現在のネットワークの

力だと思いますので，多様な人的コミュニケー

ションをうまく活用することで，十分な資料提供

が一歩も二歩でも進んでいくということを期待し

て，今日の私の提案にさせていただきたいと思い

ます。どうもありがとうございました。
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・ 臨床 予防 医学の見地から

-人間ドック受診者の参考書として

・患者さんの診療のお手伝いの書として

お申込は FAX・はがきにて

公 干 102 東原都千代田区番町 13~2
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血液ガスと電解質などを同時に測定、

アイ・スタット 200

.ポケソトに入れて持ち運びができ、いつでも必要に応

じた臨床現場で使用できます。.コンパクトながら大型

機器なみの精度を有し、測定値のプリントアウトも可能

です。・血液検体を注入した使い捨てのカートリソジを

アナライザーへ差し込むだけです。.3分以内で測定を

終わり結果が表示されるので緊急検査やベッドサイド検査

で即座に対応て早ます。・測定に必要な検体は全血でわ

ずか 2-3滴ですので、新生児や乳児にも十分適応でき

ます。・電源に乾電池を用いているため停電などの不測

の場合にも測定できます。

カートリッジ Na K CI iCa BUN Glu pH 同 0，PO， Hct 
6+ 。。。 。。 C 

E C6+ 。o 。 O 。 O 
G3+ 。O O 
E G6+ 。。 O C O 。
E G7+ O 。 。 o 一、 。。O 

っさわに詳しい情報をお求めの場合、下記までご連絡ください。

亨扶桑薬品為式会社
. 大臨問中央区道悟町1丁目フ番1口号

扶桑薬品工業株式会社本社、，-STAT技術サービス係

TEL 06-969-1131 (内216)

主な仕機

測定項目 Na， K， CI， iCa， pH イオン選択性電極法

亙ぴ原理 PC02，P02 民酷ガスー酷衆電極法

BUN， Glu 酵素電極法

Hct 電導度重量極法

測定時間約1印秒

血液横体量 50-100μl
電 源 9Vリチウム乾電，也(口06P型) 21閤

くアナライザ 〉

寸法(mm) 21Ox64X52 

重量(，) 443 (電池別)

〈カ トリソン〉

44x27x7 

4 

製造元アイ・スタットコーポレーション

協 力日本ケミカルリサーチ株式会社
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シンポジウム

時代のニーズにあった病院図書室を作ろう

ミト善ト益軒歩

コーディネータ一

関東逓信病院図書館チ 7 

病院図書室研究会会長 長谷川湧子

繁華量産!場ミマ通潟グ事議総頑j

たいと思います。ではまず最初に文部省学術情報

センタ一事業部目録情報課雑誌目録情報係長の米

津誠さんから病院図書室でも非常に関心のありま

シンポジスト すNACSIS-CAT/ILLの利用というテーマでお

①N ACSIS--cA T /ILLの利用 願いいたします。

学術情報センタ一事業部 目録情報課

雑誌目録情報係長 米運 誠 米津 誠

②21世紀の病院図書室

鳥取大学医学図書館

私はいま学術情報センターというところにおり

ますが， ここに移る前は，先程の亀田総合病院の

日本医学図書館協会理事 宍道 勉 牧野先生のお話の中にありました東北大学の附属

③院内情報機能の統合について

埼玉協同病院診療情報室

司書 和田美津保

④病院図書室の情報サービス業務とコン

ビュータ

側東芝東芝病院管理部総務担当図書室

司書 山川美種子

長谷川 ではこれからシンポジウムを始めま

す。今日は病院図書室と関わりの深い関係機関の

方々と，病院図書室の中でも一歩進んだ，また従

来とは違ったサービスを試みられている方々にお

出でいただきました。それぞれの立場から病院図

書室からのニーズと，病院図書室へのニーズをど

のように受け止めようとしているのか，あるいは

どのように変革していこうとしているのかという

ことにつきましでもお話をいただけるのではない

かと思っております。

最初にシンポジスト 4人の皆様方にお話をいた

だきまして，その後フロアからの質問をお受け L

図書館に 9年ぐらい勤めておりました。ですから

もともとは図書館屋であります。しかし牧野先生

がおっしゃっていた非常に親切な図書館員という

のは，残念ながら私ではありません。

今日は，皆様の図書室の機能向上のための方策

のーっとして，学術情報センターのシステムを紹

介いたします。今日は次のような話をしようと

思っています。一つは NACSIS--cAT /ILL (ナク
シス・キャット・アイエノレエノレJ，こういう通称

で呼んでおりますが，これは一体何ものかという

話です。次に，病院図書室がそれらを利用するに

はどうしたらいいのか，利用できるのかどうかと

いう話です。それから最期に，私から一つの提案

をしたいと思います。皆様がその提案をどうお考

えになるかというところまで話を進めたいと思っ

ております。

学術情報センターとは

N ACSIS--cA T /ILLの話に入る前に，学術情報

センターとはとういうところか，一体何をやって

いるかという話を Lます。詳しく説明していると
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図1
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時間がかかってしまいますので，簡単にいいま

しょう。一つはネットワーク管理です。インター

ネットパックボーンといっておりますが，日本の

インターネットの幹線を整備しています。それか

ら2番目として目録所在情報サービス， NACSIS 

-CAT /ILLといわれるもの，これをサービスし

ております。それからデータベースサービスであ

るNACSIS/IRというようなものもやっており

ます。あとは，最近話題の電子図書館である，

NACSIS-ELSというものもやっております。そ

の他にもありますが，ここでは省略させていただ

きます(図1)。

NACSIS-CAT， NACSIS-ILLとは

それでは肝心の NACSIS-CA T /ILLとは何な

のかということですが，詳しくは皆様にお渡しし

たパンフレットを見ていただければと思います。

ここでは結論だけを先取りして，一体この

NACSIS-CATを利用したらどんなメリットがあ

るかというところをまとめました(図 2)。簡単に

いうと目録サービスの向上ということになります

が， 1番目は図書室の目録業務の省力化が図られ

るというメリットがあります。実際に今，

NACSIS-CATを使っている大学の図書館等で

は，かなり効果を上げています。今までに整理が

できなかった本が全部処理できたとか，あるいは

過去にさかのぼって目録データベースを作成する

ことができるようになったとか，さらには整理業

務担当職員の人員整理につながっているというと

ころまでになっております。

図2
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2つめのメリットとしては，個別版CD-ROM

というものがあります。これは何かというと，

NACSIS-CATに入力したデータの中から皆さん

の図書室のデータだけを抽出したものです。検索

ソフトっきですので利用者用の目録，いわゆる，

OPACとして利用することができます。これは有

料配布となりますが，図書館システムを持たなく

ても，利用者用に蔵書目録の検索手段を提供でき

ることになります。パンフレットを用意していま

すので，もし興味があればおっしゃってくださ

い。有料といってもそんな高いものじゃないです

ね。データ量によりますが， 1セ y ト1万円から

となっています。

それから最後には，特定グループによる総合目

録の作成，たとえば医学図書館のグループの

CATに入力したデータを全部もらって，それで

もって別途目録を作るというようなこともできる

ようになります。皆さんもご存じだと思います

が，日本医学図書館協会で作っている医学洋書総

合目録というものがあります。これの原データは

我々学術情報センターの方から提供しておりまし

て，それを編集して冊子体の目録にしているわけ

です。

次に，いま参加している機関の状況は図3のよ

うになっています。大学を中心として参加いただ

いておりますが，国立大学，公立大学の参加率は

かなりのものとなっています。私立大学は大体半

数ぐらい入っておりまして，その他短大，高専，

公共図書館などの参加も増加しております。自官種

については拡大の傾向にあります。大学からその
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統計については，大体l日当り 2，000から 3，000
件ぐらい，そういった文献複写のやりとりがなさ

れているという程度の紹介にしておきましょう。

図3
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以上，大変駆け足で申し訳ないのですが， CAT 

とILLの紹介をいたしました。次に，どういう環

境で使えるかという話ですが，あまり詳しくはテ

キストの方でも紹介しておりません。いま大体ど

んなパソコンでも，まあ 10年前のパソコンだっ

たらどうかわからないんですが，現在売られてい

るパソコン，あるいはワークステーション，それ

から汎用機，オフィスコンピューターどれでも利

用できるようになっています。ただし利用するた

めには専用のソフトウェアが必要で，これはメー

カーによっていろいろあります。高いものから安

いものまであり，安いものは 20万円とか 30万円

で購入できますが，そういった専用のソフトウェ

アが必要になります。

それから通信回線が必要です。テキストの方で

「公衆回線」と書いてましたが，これは間違いであ

りまして，正しくは NTTの「パケット交換網

サービス」となります。普通の電話回線だと利用

はできません。そこのところだけ直しておいてく

ださ 1'0それから ISDNでも利用できます。もち

ろんインターネットなどの LANでも利用できる

ということになっています。

総額でいくらぐらいかかるかは揃えるマシンの

程度によりますので，一概にいくらとはいえませ

んが，まあ 100万円から 200万円とか，それぐら

いはかかるんじゃないでしょうか。あとは利用料

金ですが，システム自体の利用料金は無料です。

実際かかるのは機器と回線の初期導入経費と，あ

とは恒常的な通信経費といったものです。

さて次に利用資格の話をします。 CATとILL

はもともと国立私立大学などの大学中心にサービ

スをしてきました。利用資格もそこに限られてい

たのですが，その他最近は短大，高専，あるいは

研究機関，それから特殊法人，学会，都道府県立

図書館というようなところまで順次拡大してまい

りました(図 5)。この中に病院図書室という項目

はありません。ここが非常に問題なところなので

すが，紹介しておいて利用できないんじゃないか

N ACSIS-{;A T /ILLを使うには

他の機関にというように拡大しつつあります。

それから統計的データですが，細かい数値の紹

介はできませんが，大体こんな状況です。 1週間

当り所蔵データの登録が 10万から 12万です。全

国の図書館の l冊 1冊のデータが毎日 2万件入力

されているという計算になります。同時に接続し

ている端末数は大体平均して1.200から1.300台，

最高では1.600台ぐらいになります。

一方， ILLの方のメリットですが， これはあま

りいわなくてもわかると思いますが，相互利用の

サ ピスの向上につながるということです(図

的。最新の総合目録データを参照できる，それか

ら今まで郵送とかでやりとりしていたのが，電子

的な手段により連絡できますので，相互利用サー

ビスの迅速化が図られます。さらに，国立国会図

書館や BLDSCにも同じシステムを使って依頼す

ることができるというメリットもあります。

図4
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す。

参加の方法については，これは実はさっきの

CAT/ILLとは違いまして， 基本的には学術研究

を支援する目的のところであれば，どういう機関

でも参加できるというようなことになっていま

す。ただ参加するといっても，目録に登録するだ

けではなくて，その先の，相互利用に供するとい

う大前提のもとでデータを提供していただくこと

になります。 2年に l回，全国調査というのを行

います。この全国調査の方法はいろいろありま

す。オンラインでもって入力する方法，あるいは

磁気媒体で一括してデータを提供していただく方

法，あるいは調査用の CD-ROMというのを使っ

てもらうとか，いろいろあります。この報告して

もらったデータを， こちらで編集しまして，それ

から皆さんに利用していただいております(図

6)。

利用のしかたとしては，もちろん NACSIS

CATで利用できます。また CATを利用できない

機関向けに冊子体を刊行しています。それから先

程紹介しました NACSIS-IRという検索専用の

データベースサービス， これからも手リ周できるよ

図B

図 5

学術雑誌総合目録の編集
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という話になってしまいます。規定上はいまのと

ころそういうふうになっています。ただしーっこ

こに 6番として，事業に協力する者，といった項

目がわざわざ掲げてあります。これが実は解決の

キーになりまして， この項目で皆さんのところが

利用できるようになります。それはまた後ほど詳

しく説明します。

それから参考までに， IRと電子メーノレサービ

スの方の利用資格も書いておきました。 CATと

ILLは機関単位で利用申請するようになっていま

すが， IRとメーノレは個人単位で利用申請するよ

うになっています。ですから利用資格としては教

員とか図書館職員というようないい方をしていま

す。それから大学院の学生も利用できますし，学

会の正会員も利用できるようになっています。皆

さんのところの病院の先生方は必ず何らかの学会

には入っていらっしゃると思いますので，たとえ

ば先生の学会の正会員という資格で IRを利用す

るということは問題なくできるわけです。参考ま

でに申し上げておきました。
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次に学術雑誌総合目録というものの話を Lたい

と恩います。何かいきなり話が飛んでしまうよう

ですが，実は関係があるのでしばらく聞いてくだ

さい。学術雑誌総合目録というのは我々ずっと何

十年来編集してきておりまして，この事業は非常

に伝統があります。おそらく皆さんも名前ぐらい

はご存じだと思います。現在のところ，雑誌の総

合目録としては日本で最大のものであると思いま

学術雑誌総合目録とは
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うになっています。お手元の CIトROMのパンフ

レットをご覧ください。今こういったウインドウ

ズ版の検索ソフトを開発しておりまして，来年あ

たりには出版したいと思っています。まだ出版時

期とか値段とかは未定ですけれども，皆様にもぜ

ひパソコンで利用していただければと思っていま

す。

これに参加している病院図書室の名簿をテキス

トに載せてありますが，一部訂正があります。

ILLというところに関東逓信病院さんが入ってい

ますが， これは間違いで，実は CATの方に参加

しているので，訂正しておいてください。

CATとILLへの参加以外に，学術雑誌総合目

録には. 19の病院図書室が参加しています。昨

年，近畿地区の病院図書窒の研究会で NACSIS

の紹介をしたところ，早速参加しようとおっ

しゃってくださったところがございました。それ

から中四国の病院図書室ネットワークの方が中心

となっていろいろと声をかけていただきました。

その結果，非常に短期間ではありましたけれど

も，新たに 16の図書室から和雑誌のデータを提

出していただいて，このような状況になっており

ます。

図8

病院図書室への提案

それでは最後の提案というところですが，今日

の提案はこのようなものです(図7)。まず，病院

図書室の雑誌総合目録，いわゆるデータベースで

すが，それを構築なさってはいかがでしょうかと

いうことです。冊子体を出していらっしゃるよう

ですが，あらためてデータベースをお作りになる

ということをお考えになるのはどうでLょう。

その実現方法としては，一つは学術雑誌総合目

録CDーROM. さっきパンフレットで紹介しまし

たが，これで実現するという方法があるでしょ

図7
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う。もう一つ，医学図書館協会のように独自に冊 以上です。どうもありがとうございました。

子体目録を作るという方法もあるでしょう。 長谷川 ありがとうございました。では引き続

そして，そのための第一歩目は何かというと， きまして日本医学図書館協会の理事でいらして，

いまお話しした学術雑誌総合目録への参加という 協会を大きく改革されていかれるのではないかと

ことではないでしょうか。この学術雑誌総合目録 いう期待を担っております鳥取大学医学図書館の

に参加するということは，学術情報センターの事 宍道勉さんに 21世紀の病院図書室についてお話

業に協力することになります。そこから，おのず をお願いいたします。

とCATとILLの利用資格も生じるわけです。

CATとILLを使うことを目的として学術雑誌総

合目録に参加するというのではなし皆様の図書

室のデータベースをつくるために，段階的に

NACSISを利用してはいかがでしょうかという

こと，これが私からの提案です。

最後になりますが， さっきの CD--ROMの画面

をお見せしましょう(図8. 9)。これはまだ試作

版なのですが，図書館室を限定して利用すること

ができます。例えばこのように病院図書室をワン

セットとして選択しておくと，病院図書室の持っ

ている雑誌と所蔵データだけを検索することがで

きます。ですから特別な投資をしなくても，既存

のこういったものを使うことによって，特定グ

ノレープの総合目録というものを実現することも可

能です，というのを私のお最後の話にしたいと恩

います。
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過分の紹介をいただきましてプレッシャーを感

じております。ただいま米揮さんは文部省といわ

れましたが，私も日本医学図書館協会員ですけれ

ども，身分上はひょっとしたら文部省の一員だっ

たんじゃないかと思っております。

まあそんなことはどうでもいいんですが，皆様

のお手元にシラパスというのを提出しております

が，いささか状況は変わりまして， このシラパス

どおりにお話しできない，時間もありませんしと

いうことでお断りをまずしておこうと思います。

病院図書室と大学図書館の関係

まず序論のところでは大事なところを lつお話

ししておかなければいけないなと思うのは，日本

の場合病院図書室と大学図書館の関係において

日本属院会雑誌 1997年 5月



(今回のこのシンポジウムのためにいろいろ資料

を野原さんあたりが送ってくれまして，勉強しな

さいということで読んだんですが，やっぱりそこ

にも載っていました〕大学図書館の中で病院図書

室に対して非協力的な図書館があるというような

ことがありました。それはなぜかなということを

いろいろ探ってみますと，一つは大学における人

事問題が絡んでいるんじゃないかということを考

えました。

国立大学でいえば，附属図書館があって，私も

そうなんですが，医学部分館があるわけなんです

が，最近は文部省で図書館の偉い人をたくさんつ

くる傾向があります。部課長市!といいますが，そ

うしますとそれまでは大学の図書館であって，図

書館員の l人でよかったわけなんですが，何々課

何々係というような形で， ヒエラノレキーの末端に

置かれて窮屈になってきたなというのがありま

す。

そういうことで今度は人事異動ということが出

てきます。医学部の図書館員はそれまでは医学部

の職員だという意識があったものですから，その

異動の対象にならなくて，医学部の図書館でずっ

といれた。だから医学部図書館で頑張ろうという

私みたいなのもおりましたが，だんだんとそうい

う状況が薄れてきたというのが一つあります。

それと図書館同士での異動ならまだ専門職を自

認する図書館員にとっても良いわけなんです。と

ころが近年一般の事務の人との人事交流というの

があります。これは図書館員の士気の問題に関

わっているんじゃないか。あってはいけないんだ

けれども，そういう士気の問題があるんじゃない

かなと思うんです。だから図書館のことに力が入

らないのでは， こういうことを私は最近思うよう

になってきました。

それから図書館業務が縦割り化してきまして

(コピーの担当，もちろん病院の図書室に対する

コピーサービスだけじゃなくて，学内および他の

大学とかのコピーもあるわけなんですが)コピー

をとることが図書館の仕事じ苧ないんじゃないか

なということをいっている人も出てきたわけです

ね。

今回の話をちょっと曲げようと恩ったのは，一

昨日，最新「医学図書館J.日本医学図書館協会が

出しています医学図書館に論文として載っていた

のがちょっと奇異な感じなんです。そこの中に図

書館員は専門職だからコピーをするのはおかし

い，だから複写の代行業者に任せるというような

ことが載っていました。

これをーっとってみましても，図書館の司書の

専門職性というのもいま関われているかなという

気がするわけなんです。先程の人事管理の問題か

ら図書館員の専門職を云々ということも出てきて

いる反面，図書館の内部からそういう形のものが

出てくるというのは，私としては非常に奇異とい

うか，嫌というか，そういう感じだったんですね。

先程，牧野先生からお話もありましたが，我々

図書館員，特にスタッフの多い大学の図書館も中

にはありますが，今回お集まりの病院の図書室と

いうのはそんなにたくさんスタップがいらっしゃ

るわけじゃない。でもなぜそういうところが保っ

ているかというと，熱意だと思うんですね。熱意

と意欲だということを先程から私は痛切に感じた

んです。ですから病院図書室に対Lて大学図書館

がサービスを怠る，非協力的であるということは

4 つはやっぱり熱意が欠けているということを感

じました。

今回私の参加は鳥取大学の職員としてよりも日

本医学図書館協会の理事ということで参加させて

いただきました。ですから病院図書室と医学図書

館協会の関係，それとの関わりでちょっと今度は

ふれてみたいと思います。

レジュメに苦悩する JMLAと書きましたが，

これは今自分が日本医学図書館協会の一員ですか

ら，苦悩するといささか良い形を書いております

が，本当はそうじゃなくて，基盤がくらついてい

る医学図書館協会といいたいところなんですね。

一つは設立基盤というものです。どうして医学

図書館協会ができたかなんでいうのはご存じの方

もあると思うんですが， もともとは全国でバラバ

ラであった，まあ設立が昭和 2年だそうですか

ら，もう 70年になるんですが，その当時からその

リソースシアリングということでお互いの資料を

有効に使おうということから始まり，それが現在

につながっているわけなんです。

方先程の米津さんのいらっしゃいます

NACSISができたこと，これは極めて情報のイン
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7うが良くなってきたということです。そういう

ことになりますとそれにすがって JMLAに加盟

していたということの意味が弱くなってきてい

る。 JMLAの存在の意味というのは加盟している

図書館の方からいってそういったことが出てきて

いる。

つまり先程の数字にもありましたが，大学図書

館のうち，特に国立大学図書館は 100%が

NACSISに入っておりますし，私立大学も相当に

入っております。そうしますとどうしても便利な

方に走っちゃう。医学図書館協会のこれまでの

ルールに Lたがった相互協力というふうなことを

Lなくても， NACSISがあればいいんだというよ

うな感じが出てきます。だから国立の医科大学の

図書館ですと JMLAに入つてない，加盟してな

い図書館もあるわけです。それから聞きたくもな

いんですが，やっぱり国立大学の中では]MLA

から脱退Lょうかなというようなこともいってい

る人があるぐらいなわけなんですね。そういった

設立基盤が一つぐらついているということが問題

だと思います。

それからたくさんの加盟館がおりますが，その

団体である日本医学図書館協会そのものはご存じ

と思いますが任意団体なんですね。あくまでも任

意団体で，いわゆる法人化されてないということ

であり基本的には法的に基盤が弱いということで

す。つまりそうしますとある意味では見方によっ

ては権威がないということになり，そういったこ

とでのぐらつきもあります。

それから，私も理事ということで選ばれたか

ら，どこか取り柄があってよいかなと思うんで

す。しかしょく喋るから，文句をよくいうから

じゃないかなと思うんです。そういう理事という

立場になって 2期目になったんでそれで今までは

加盟舘の一つの図書館のースタッフとして

JMLAをみていたのを，逆に今度はちょっとでも

高いところからというか，全体を見てきますと，

これは非常に旧態依然だなというふうに最近見て

おります。

つまり今ネットワーキングというようなことを

お話ししようと患っていたんですが，ネットワ

クが極めて弱くなっている，つまり加盟している

か否かだけの関係で，医学図書館協会が成り立つ

ているということなんだと思うんですね。

これは私は医学図書館協会を決して悪くいって

いるんじゃなくて，私も頑張って，熱意をもって

やっているつもりなんです。しかしそういう状況

にあって，病院図書室の人に対して協力をしない

図書館が医学図書館協会の中にあるとしても，プ

レッユ〆ャ としてそういった図書館に協力しなさ

いということがいえない状況にあるということを

一つ知っておいていただきたいなと私は思いまし

た。

それとレジュメで病院図書室の働きかけと加盟

館と非加盟館のことを 3番目のところにあげてお

きました。これはまたいずれ別の形でお話しした

いと思います。

地域・ネットワ-'7の形成

やっぱりこういうところに出てきたのに，変な

話ばかりではいけないので，少しお話らしいこと

をしておかなきゃあいけない。 2番目の各論に入

りますが，ここの中で地域のネットワーク形成の

現状と課題というようなことは，これも鳥取県の

病院の私もよく知っている阿藤先生が見ています

ので，あまり喋りたくないんです。これは時間が

あればということで後に回します。

私どもは，ネットワークということとリソース

シェアリングということを一番の課題としていま

す。その中でいま試みておりますのは，鳥取県内

のネットワーク，それも病院とか大学を結ぶとい

うんじゃなくて， もっと広く公共図書館，学校図

書館，公民館図書館，市民文庫，そういったとこ

ろとの提携を図ろうとしております。

その方法としては，つまり館種を越えたネット

ワーク，これが考えられていいんじゃなL、かとい

うことですね。なぜそれがいいかというと，やっ

ぱり地域になりますので，フットワークがいいと

いうこと，公共図書館はご存じと思いますが，宅

急便を使って結構資料の貸出をやっているわけで

すね。そういったことでの交流がいい。そこに大

学も加えてもらいたいというのです。公共図書館

の蔵書目録のデータベースというのは県立図書館

から公民館図書館までの縦のデータベ スという

形ではありますが，横がないんですね。鳥取大学

の提唱としては，まず米子市の市立図書館がうち
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の近所にあります。ですからそこの蔵書データを

私のところにください。鳥取大学の図書館の医学

部分館のサーバーの方に入れインターネットにの

せようじゃないですかという提案です。そうしま

すとインターネットは市民の方に見てもらえま

す。一方医学部の図書館には一般教養図書がなく

て嫌だというふうな学生の不満がありますので，

じゃあこれを見なさいよ，市立図書館にこんなに

あるから市立図書館でご覧なさいといえます。

それと病院図書室も，先程も経営が苦しくて病

院図書室どころじゃないという先生方がいらっ

しゃいますが，じゃあその病院の先生方は大学に

しょっちゅうおいでなさいというわけにはいかな

い。そこでそういう人たちは近くの公民館図書

館，それから町村図書館，市立図書館，そういっ

たところにお出になって，そこから大学のたとえ

ば医学部の図書館の内部データベースをご覧なさ

いといいます。そうすれば資料があるかわかる

し，それも直接というよりも，公共図書館経由で

相互協力でお願いしたらどうかとなります。これ

はやっぱり郵送の事情が良くなっているとはいっ

ても，近い方が便利です。

いまそういう形のネットワーク，新しいネット

ワークの方法を模索しております。鳥取県内の

ネットワーク研究会というようなことでやってお

ります。

鳥取大学は鳥取県の県内の病院ネットワークを

作ろうと頑張っておりますが，そういう別の形の

ネットワークもあっていいんじゃなL、かというふ

うに考えております。

今後の課題ということでは，これは先程米津さ

んの話もありましたし，打ち合わせの時にコ

ディネーターの長谷川さんから伺っています。ま

たすでに病院ネ y トワークの中で試みていらっ

しゃるそうですので，改めて触れることもありま

せんが，やっぱりインターネ y トに入ることに

よって，いわゆる NACSISのような集中化的な

ネ y トワークの一方，もっとインタ ネットで分

散化のネットワークというものもあっていいん

じゃないかなと私は思います。

特にリソースシェアリングというところで書い

ておりますが. NACSISに全部お世話になるん

じゃなくても，病院図書室の資料を持ち寄って l

つのネットワーク，鳥取県なら鳥取県のができま

すと，それで 1つの資料体系ができます。それが

次につながっていくという，そういう形のネット

ワーク構想、がいいんじゃなL、かなというふうに思

います。

それからインターネットがありますと，オンラ

インジャーナルというのが利用できます。出版社

のものですと有料の面があったり，雑誌を実際に

購入することによってようやくオンラインを使わ

せてもらうというような状況です。それでもたし

か300ぐらいインターネット上で見られる雑誌が

あるそうです。医学に限らないと思いますが，ち

なみに私どもの鳥取大学の発行しておりますヨナ

ゴ・アクタ・メディアという医学雑誌も載せてお

りますカh そういったインターネッ卜によるフ

リーで，先生方でもアクセスできる雑誌の利用も

できるんじゃないか，これもリソースシェアリン

グじゃないかなと私は思います。

言い足りないところもありますし，それと早口

で時間の配分ができなかったので，また何かご質

問があれば承りたいと思います。終ります。

長谷川 ありがとうございました。それでは次

に病院図書室の新しい形の情報機能，先程牧野先

生も触れられていらっしゃいましたけれども，情

報統合化という観点から，埼玉協同病院の診療情

報室の和由美津保さんからお話しいただきます。

院内情報機能の統合についてです。

和田美津保

ただいまご紹介にあずかりました埼玉協同病院

の和田です。どうぞよろしくお願いいた Lます。

私はまだ病院に勤めまして l年余りで Lて，皆様

方の方が病院のことについてはよく知ってらっ

Lゃると思いますが，埼玉協同病院が院内情報の

統合化を進めるために，診療情報室という図書室

機能ももった部門を作りました。それをつくる

きっかけになった経緯と，仕事の内容，私の考え

を話させていただきたいと思います。

診療情報室設置の経緯

埼玉協同病院は医療生協という経営母体です

が，病院ができてから十数年経弘医療の質を問

われるように社会情勢がなってきました。そこで
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表1 厚生省臨床研修指定病院の取得申請プロジェヲ

トからの提起

1 経営統計のみならず 診療医療統計が月単位，

週単位， B単位で集積されるしくみ

2 集中されたデータを日常的に管理したり加工L
たり活用できるしくみ

3 病院全体のデータを職員誰もが知り得る Lくみ

4 地域医療機関との医療連携，信頼関係の確立

(カンファレンス，学習会，検討会の開催〕

病院が社会的にも認められなければならないとい

うことで，厚生省の臨床研修指定病院の認定を申

請することになりました。その時に取得プロジェ

クトというのができまして，そのプロジェクトに

司書が関わったのが図書室と診療情報室が合体す

るというか，図書室機能をもった診療情報室にな

るきっかけとなりま Lた。書類は各部門の統計的

数字を入れることだったのですが，院内にまと

まったものがなくて，各部門に濁いて回らなくて

はいけないような作業になりました。

これらの経験から，プロジェクトから次のよう

な仕組みを作るということで問題提起がされまし

た(表 1)。まず経営統計のみならず，診療医療統

計が月単位，週単位，日単位で集積される仕組み

と，病院全体のデータを日常的に管理したり，加

工したり，活用できる仕組み，病院全体のデータ

を誰もが知り得る仕組み，地域医療機関との医療

連携，信頼関係の確立が必要，このような問題提

起がされました。

これを受けて l年の準備委員会での討議の結

果，診療情報室を作ることになりました。しかし

新たに人を増員することは，現在の厳しい経営状

況の中では無理なので， もともとは図書室担当者

と診療録管理士と，あとは医事関係者，システム

担当者，メディカノレディレクターという， これだ

けの人で診療情報室というのを作ろうとしていた

んですが，とりあえず薬剤師資格をもった経験豊

富で病院内にとても精通している室長 1人と司書

の l人の 2人で診療情報室が設置され，業務が

1995年4月から始まりま Lた。

診療情報室の業務と役割

診療情報管理部門設立の意義は次のようになっ

ています(表 2)。医学医療情報を病院管理や研修

表2 診療情報を管理する部門の設置の意義

1 臨床研修病院との関わりとして

医学・医療情報を病院管理や明修にいかす

2 病院機能評価との関連として

診療データをまとめて整理し評価管理する

丘 病院経営との関わりとして

日常診療総括を反映した医療統計の提供

4 患者白権利・人権との関わりと Lて

インフォームドコンセントに役立つ患者家族

を納得させ，自己決定させることのできる情報

の提供

に生かす，診療データをまとめ，整理し評価管理

する，日常診療総括を反映した医療統計の提供，

インフォームドコンセントに役立つ患者家族が納

得し，自己決定させることのできる情報の提供

と，この 4つを柱としています。組織的には管理

部直轄で，診療情報室は独立した位置に格付けさ

れています(図1)。

病院内の情報は大きく分けて病院管理情報，人

事情報，それと病院診療情報に分けられますが，

診療情報室で扱う情報は病院診療情報で，病院診

療情報の管理をほとんどしているのが診療録管理

室です。診療録管理室というのは医事課に属して

おりまして，ちょっと離れてしまって今まであま

り機能していなかったんです。ほとんど医事課の

業務が支援に入ってしまうものですから，コー

ディングとカルテの整理の業務に追われ統計類の

整理とかがなかなかされなくて，それが埼玉協同

病院の問題となっていま Lた。それで診療情報室

を作ろうとした時から，この診療録の情報は重要

であるから，そういう診療録の統計的なものも統

合しなければならないとされていました。

ですから今は診療録管理室から情報を貰って，

連絡を密接にとりながら業務をしています。また

病歴で使用しているコンビュータのシステムも，

私たち司書はいろんな検索などやっておりますの

で，司書には難なく習解でき，利用も容易でした。

ですから診療情報室で情報が必要な時にすぐに情

報が得られるようになりました。

また医事コンピュータからのデータ転送によっ

て，当院の場合はまだ病院全体のネットワークに

なっておりませんし，オーダリングシステムにも

なっておりませんので，データ転送という形でし
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図1 埼玉協同病院組織略図

診療情報室

(図書室)

かないんですが，データ転送で外来の慢性患者の

来院状況の把握とか，病院内のいろんな外来情報

というものを貰うようになってきました。

院内情報の管理，つまり各部門の統計類の収集

もこの診療情報室を作った時の目的でしたので，

いまそれがだんだん集まってきております。現在

は先程申しましたように医事コンビュータから

データ転送しているような状況ですけれども，入

院患者情報と外来患者情報の統合を押し進め，検

査データなども含んだ診療情報システムを作ろう

としています。

これら診療情報室が集めたり処理Lた情報や統

計は，その一部を毎週病院内に診療情報室ニュー

スとして配付しています。このニュースを発行す

る際に，質的視点、から情報を評価し，医療の質を

管理できるような作成をすることが期待されてお

ります。まだ始まったばかりで，本当に質を管理

できているかどうかわかりませんが，こういう状

況だということを病院内に知らせております。

最後になりますが，すでに診療情報の統計や分

析をシステムコンビュータ部門でやっていたり，

医療の質に関しでも委員会が機能Lている病院も

数多くあると思いますが，今までの図書室では扱

うことのなかった患者情報や統計的資料の管理分

析が業務に加わって，忙しいながらも直接患者に

接する機会のない部門にいながら，病院の状況が

よくわかり，興味深く面白く毎日を過ごしており

ます。

院内ネットワ-'.J

図書室では外部とのネットワ クがいろいろな

形で形成されています。埼玉でもがんセンターの

方が中心になって県内のネットワ クができてき

ているのですが，そういうのも大変重要なことで

すけれども，病院内のネットワークも重要だと思

います。病院の司書というと業務を兼任している

方が多いと思いますが，病院の中の情報センター

として図書室が機能することが病院内の機能を統

合させることであって，合理的ではないかと思い

ます。

元来，凶書室の利用というと，外部からの情報，

要するに検索したりまたは論文になったものを得

るというようなことで利用することが多かったわ

けですけれど，院内の情報も診療情報室に行けば

わかるという状況にして分散している院内の情報

の活用をするべきだと思います。

まだ業務が軌道にのっているとは言い難いので

すが，司書として図書業務だけをしていてはわか

らなかった病院全体のことが少しずつ見えてきま

した。もちろん図書室本来の研究支援的役割も充

実してL、かなくてはいけないし，患者サービスを

医師と相談しながら進めようとも考えています。

そして Evidence-basedMedicineという手法が

最近雑誌などに載っているんですが，そういう手

法が広まっていくとすれば，司書の役割はさらに

重要になると思います。

非生産部門である図書室に一般の病院が使え毛

費用は多くを望めませんので，司書が情報のナビ
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ゲータ となっていろいろな業務を行い，情報の

蓄積や統計処理，さらに情報の即時集約と共有が

できるようにするため，コンピュータを使いこな

い病院内で埋もれていた情報を加工して有効利

用したいと思っています。

診療情報室の中で司書は診療録管理の業務や電

算室の業務を兼任しているという発想ではなく

て，院内情報の統合を行い，集められる情報の範

閉が広がり，図書室が院内情報センターとして情

報提供サービスをしていると私は考えておりま

す。いま埼玉協同病院は増改築の真っ最中ですの

で，図書室と診療情報室が全く別の棟にあったり

して大変仕事がやりにくい状況なんですが，完成

時には DI室と診療録管理室，図書室を含めた診

療情報室が同じフロアになる予定です。そうなれ

ばもっと発展した情報の収集管理活用ができるの

ではないかと期待を持っております。ったない発

表ですけれども，これで私の発言を終わらせてい

ただきます。

長谷川 ありがとうございました。最後になり

ましたが，コンビュータ化，電子化ということで

は大変恵まれた環境にいらっ Lゃいます東芝病院

の山川美穂子さんから，病院図書室の情報サービ

ス業務とコンビュータについてお話をお願いいた

します。

山川美穂子

ただいまご紹介にあずかりました東芝病院図書

室の山川と申Lます。どうぞよろ Lくお願いしま

す。

東芝病院図書室とコンビュータ利用

高度情報化社会といわれる現在，病院図書室は

その波にさらされ最先端の医療技術情報を求めら

れています。 2次資料の CD-ROMの導入に始

まった図書資料の電子化について，特にここ 1-

2年の動きは激しし今までは冊子体が中心だっ

た書籍や雑誌は，現在では電子媒体で提供される

割合が増加しています。最近では薬業時報社が出

版している日本医薬品集の CD-ROMが出たのを

皆さんご存じかと思います。またインターネット

の登場により，情報量・情報伝達速度ともに飛躍

的な伸びを示しています。

今回は東芝病院図書室での実例を紹介し，病院

図書室に対して利用者が求めている機能は何であ

るのか，それに対Lてどのように答えているの

か，また今後何を目指していくのかを考えていき

たいと思います。スライドを利用して説明しま

す。

まず，東芝病院図書室の概要・設備と業務をご

紹介します。東芝病院図書室は平成 6年 4月に

オープンしま Lた。ここは図書室司書の不在時も

鍵を使用して入室が可能なために，事実上24時

間オープンの体制になっています。面積は約220
nl. 所蔵の単行書は古いものを含めて約1.500タ

イトノレ，雑誌製本は 1970年以降のものを所蔵し

約8.000冊， 購入雑誌は平成8年 1月現在洋雑誌

56タイトノレ，和雑誌 71タイトル，合計 127タイ

トルです。またこの他に各先生からの寄贈の学会

誌等を収受しています。

設備はプレインテック社製図書管理総合ソフト

「情報館J.Ovid Technology社製 MedlineCD-

ROM.医学中央雑誌刊行会製の医学中央雑誌CD

-ROMがあります。さらにスライド作成機器，イ

ンターネットの設備を備える他，図書室内にはこ

れらの操作端末と，管理者の専用端末とがあり，

専用端末以外は利用者が自由に利用できるように

なっています。

東芝病院図書室の行っている主なサービスは，

従来からの整理業務，参考業務，相互貸借業務な

どで，その他に希望者へコンテンツシートサービ

スを行っています。現在は約20人に約 70タイト

ノレの雑誌のコンテンツを配布しています。また図

書室にあるハードウェア， ソフトウェアともに利

用者指導は図書室司書が行っています。最近では

スライド作成のニーズが高まったこともあり，看

護部などに対しパソコン教育も行っています。

また院内医療情報 LANのシステムに東芝病院

用のホームベージを作成しインターネットの利用

者が利用しやすいよう環境を整えています。

これまでは，新たにできた部門ということで，

院内職員に図書室の活動を知ってもらうためと，

毎月の新規購入の受け入れ書籍，雑誌の最新号の

特集記事を案内するために，図書室便りを月 l回

発行していました。しかし今年はまだ未発行のた

め，新たにインターネットのローカルホ ムベー
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ジを利用して発行することに切り換えるように計

画しています。

これは院内職員にパソコンに触れる機会を少し

でも増やしてもらい，図書室に設置してあるパソ

コンを有効活用してほしいと考えているからで

す。ただ，印刷物としての形態をすぐ捨てるわけ

にはいかないので，当分は電子媒体によるものと

印刷物の二本立てで行うつもりでいます。

次にサービスの内容についてご説明します。東

芝病院図書室のサービスですが，インターネット

による情報検索， CD-ROMによる医療情報検索，

画像資料などのスキャナーによる取り込みと加

工，プリンターや画像出力，スライド出力を行っ

ています。

これから先はお配りしましたレイアウト図(図

1)を見ていただきながらご説明します。まず図

書室に入るとすぐカウンターがあります。「情報

館」の専用端末があります。この部屋にはスライ

ド作成機器が一式あり，その他院内で唯一オープ

ンしているマッキントッシュ(パワーマック

7100/66 AV，メモリ~80 MB， HDD 2.6 GB)を

図1 東芝病院図書室レイアウト

目

設置い利用者がわからない時には，すく、私に声

をかけて聞いていただくようにしています。まん

中の部屋は，逐次刊行物を置いてある部屋です。

ここの端末で CD-ROMのMedlineと医中誌を

情報検索に使っていただいています。また中央に

設置している大きなテーブノレは皆さんがお使いに

なりやすいようで好評です。一番奥の部屋は，雑

誌製本や古い単行書を置いています。右端にパソ

コンがあり， こちらで看護婦さんのパソコンの教

育を行ったり，インタ ネ~ "を使っていただい

たりしています。このように 3部屋に分かれてい

ますが，図書室内にあるパソコンは図書管理業

務， スライド作成等の画像処理， CD-ROMでの

情報検索，医師や看護婦などの利用者への教育，

電子メ ノレ，インターネットなどに利用していま

す。

図2は私がインターネットのロー力ノレのホーム

ページでメニューとして作成したものです。

Uminや Yahoo，東芝ですから東芝の社内のホー

ムベ ジや図書室からのお知らせも載せていま

す。

書 架

① 手前田部屋 ②真ん中の部屋

" 
ソ

コ

ノ
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図2 東芝病院ホームベージ

東芝病院ホームページ
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これが図書室からのお知らせです。ただいま作

成中となっていますが，なるべく年内にはここに

記事を載せたいと考えています。

このような環境下で図書室業務を行っているわ

けですが，現在の社会の流れを見てみると，図書

業務と情報業務の境目がなくなりつつあり，それ

に伴って図書室と医療情報部との統合化が進んで

きていると感じます。また利用者の図書室に対す

るニーズも変化してきており，資料を得るだけの

場所から，プレゼンテーション用の資料を作成す

るための機能を兼ね備えた場所への変革，すなわ

ち医学情報メディアセンターへの方向へ向かって

いると思います。

これは蛇足ですが， ]MLAの基礎研修会が今年

の8月に自治医科大学で行われました。ここの 1

日目の講演で，自治医科大学の先生がお話しに

なった時に，アメリカの実例を出されて，これか

らは図書室というのはプレゼンテーション資料を

作るような機能まで兼ね備えて欲Lいということ

をいってらっしゃったことを記憶しています。東

芝病院図書室はまさにこれを目指Lているので

す。

病院図書室の場合，専任の司書が 1人，もしく

は専任者がいればよい方で，兼務の場合も多いと

思います。また設備の面においても，病院によっ

て巽なっていますが，利用者の要望は同じような

レベルではないでしょうか。
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利用者のニーズにあわせたコンビュータ利用

そのような中で図書室をあずかる司書の役割は

より重要性を増してきています。何よりも司書自

身が考え方を柔軟に変え，基本的図書業務を充実

させるためにも，コンピュータを利用し，さらに

利用者のニーズに合わせたコンビュータの利用を

考えていく必要があるでしょう。図書室として院

内職員から必要とされていると考えられるのはこ

れからお話しするようなことだと思います。

まずインターネットによる広範で迅速な臨床医

療情報サービス，これは具体的な事例をあげる

と， 0-157が発生したときはまだ薬剤部にイン

ターネットに接続できる端末がありませんでした

ので，薬剤部の DI室の人が図書室でインター

ネットを使って 0-157に関しての情報をプリン

トアウトしました。また少し前の話ですが，エボ

ラ熱について知りたいという時や，狂牛病関係の

情報検索などにもインターネットが利用されまし

fこ。

次は医療関係書籍，雑誌， AV資料等の提供と

充実です。

さらに各種プレゼンテーション資料の作成があ

ります。たとえば画像情報の取り込みと加工，図

や絵，さらには透過原稿(いわゆるレントゲン)

をスキャナーで取り込んで使いたいという先生も

いらっしゃいますので，検討をしていきたいと

思っています。これは，写真室がある病院では必

要ありませんが，病院でそういう設備がないとこ

ろでは求められるものだと思います。

司書として心がけていること

いままで述べたことが利用者から現在求められ

ているニ ズですが，それでは実際の利用者の

ニーズに合った図書室にするためには，どのよう

なことを司書が心掛け，それに応えていかなけれ

ばいけないのでしょうか。

第一に利用者がいなければどうにもなりませ

ん。そのためには利用者が利用しやすい雰囲気を

作るのがとても大切です。利用者と話すことによ

り，利用者のニーズを知ることができます。また

利用者から信頼させなければ，利用者は離れて

いってしまいます。

信頼されるためには知りませんと即答すること

は禁物です。私が東芝病院の司書になった時に，

東京厚生年金病院の石津さんがはなむけの言葉と

して「知りませんとは絶対に即答してはいけませ

ん。それだったらもういいということで，利用者

は来なくなりますよ」といってくださって， これ

が私の中での座右の銘になっています。

第二に司書自身が広い知識の習得と自己研績に

積極的に励まなければいけません。基本的図書管

理業務は司書にとっては必要不可欠なものです。

それを行い，なおかつ医学メディアセンタ 的機

能を果たす図書室にしようとすると，業務は格段

にふえてきます。情報メディ 7機器の運用を開始

するとトラブルも発生します。 トラブノレが起こっ

た時はある程度のところまでは対応できるように

しておかなければスムーズな運用はできません。

では，この運用を誰が行っていくのでしょう

か。医学情報メディアセンターを構築できるかと

うかは情報メディア機器の運用を維持，発展させ

ることができるかどうかにかかってきていると干ム

は考えています。つまりただバソコンを設置して

いるだけでは駄目ですo アプリケーションソフト

や各種機器操作の方法も知らなければなりませ

んo 今まで使うチャンスはなかったけれど，本当

は業務にパソコンを利用したいんだという院内職

員はたくさんいるはずです。

また利用者の要望を実現するために，要望を具

体化 l，その計画を立案する能力も求められま

す。その計画を具体化するためには，関係各部署

との連携も大変重要になってきます。病院図書室

ではほとんどの場所が一人職場であり，専任者が

いればいい方であるという現状を考えると，関係

部署との良好な関係は計画の実現への重要なポイ

ントです。

以上説明したとおり，これからの司書に求めら

れる役割とは，ただいわれた文献を提供するだけ

の役割から一歩進んで情報のアドバイザーとして

の役割を果たすことだと思います。

これは現代の氾濫する情報の中で利用者の必要

とする情報を的確につかみ提供する能力です。ま

た受け身になるだけでなくこちらから積極的に利

用者にはたらきかける能力であると思います。そ

れを効率よく行うためにコンピュータを道具とし
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て利用する能力が不可欠なのではないでしょう

か。

そして，情報の加工も必要とされています。こ

れらは，市販のすぐれたソフトウェアがあります

ので，比較的容易に行うことができると思いま

す。

東芝病院図書室のこれからの計画としては，最

近特に要望の多い画像処理への対応にデジタノレカ

メラの導入，画像取り込みによる情報量の増加に

対応するために，大容量記憶媒体の導入を検討し

ています。蔵書を効率的に管理すると同時に，最

新の情報を提供するために時代のニーズに合った

図書室をつくりあげていくのは自分たち自身では

ないでしょうか。

このように，東芝病院図書室は医学情報メディ

アセンターを目指しているのですが，病院図書室

としてよりよい方向を目指すためにも，今後とも

このような研修会に参加し，新しい知識の習得に

努めていきたいと考えています。

最後に一言付け加えさせていただきます。長谷

川さんが先ほど大変恵まれた環境というふうに

おっしゃいました。確かにそれはいえますが，こ

れは与えられたものではなく東芝病院に行った時

に，自分からこういうことをしたいのでこういう

ものが必要なんですということをいろいろな部門

に働きかけ，それを実現すべく支援してくださっ

た方々のお陰でできたということです。どうもあ

りがとうございました。

長谷川 ありがとうございました。それぞれ

のテーマに関する皆様方のお話はこれで終わりま

したが，シンポジストの方々の中で言い残された

分，あるいは他のシンポジストの方へのご質問な

どがありましたら，まずお聞きしたいと患います

が，いかがでしょうか。

米運言い残したことを 1っと，それから質問

がlつです。本当に大事なことを言い忘れたので

すが， NACSIS-CATのデータベースは，いま専

用のソフトウェアがないと利用できないように

なっています。しかし，平成8年の前半をめどに，

インターネットの汎用的なプラウザーで検索利用

できるような仕掛けを用意して公開したいと，思っ

ております。ですから特別の機器ではなくとも

CATのデータベースを検索することができるよ

うになる予定です。これが言い忘れたことです。

それから質問ですが，今の山川さんに 1つ。非

常につまらない質問かもしれないんですが，司書

としても非常に優れてらして，情報機器について

もかなり精通してらっしゃるという印象を私は受

けました。一体この方はどういう教育を受けたの

か，どうやって勉強なさったのかという，そうい

う個人的な興味があります。またそういう話は皆

様の参考になるのではないかと思いますので，ぜ

ひとも質問とさせていただきたいと思います。

山川 今のご質問ですが，特に講習を受講した

ことはありません。本を呼んだりしながら lつず

つ検証をしていき，学んでいきました。また，自

分がわからないことがあれば，それを知っている

人にお願いして教えていただきました。そうやっ

て学んだことで今はいろいろな人からの質問にも

答えることができるようになりました。ご参考に

はあまりならないと思いますが。

長谷川 他にございますか。どうぞ宍道さん。

宍道 JMLAの悪い面をさらけ出 Lちゃった

んですが，先程申し上げましたように JMLAも

頑張っております。特に皆さんにご参加いただき

たいなと思うのは，先程来ずっと牧野先生の話も

ありますし，今の山川さんの話も皆さん学情でも

全部インターネットが入ってまいります。イン

ターネ y トというのはやっぱり情報発信で，他か

ら情報を得ると同時に，自分たちの情報というも

のも提供するのはこれからのインターネット時代

の義務だと思います。

そうするためにはやっぱり病院図書室の中にも

どうしてもインターネット接続のシステムを置

く，置くと同時にただインタ ネットをのぞくだ

けじゃなくて，情報発信でホームページというの

がありますが，それを作っていただきたい。その

インターネットホームベーシ作成の講習会が 11

月の 12日から東京の医学図書館で日本医学図書

館協会の継続教育構想および図書館研究会で行わ

れます。まだ募集いたしておりますので，ぜひご

参加いただきたいと思います。やっぱりその

JMLAの良さというのは，これだけのネットワー
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クがありますと，全国から優秀なスタッ 7がたく

さんいますので，そういうスタッフを動員して，

教育ができる，みんなでお互いに勉強できるとい

う体制だと思うんですね。やっぱりその良さは

]MLAを生かす上でも今後も教育面では進めて

いきたいと思っております。そういうことを付け

加えておきますので，ぜひこ。参加いただきたいな

ということです。

長谷川 どうか皆様もご参加くださいますよう

lこ。

なかなか興味深いお話が続いたと思いますの

で， じゃあ私の方からよろしいでしょうか。先程

NACSISの米揮さんから，インターネットのブラ

ウザーを通して来年早々公開するというようなお

話がございましたが，確主翠の必要はないとは思い

ますが，有料ということはないでしょうか。無料

ですね。はい，わかりました。それではフロアか

らのご質問ご意見をお伺いいたします。

Q 宍道さんにお尋ねします。地域のネット

ワーク形成というのをお話しになったんですけれ

ども，医学系の図書館だけでなくて，病院図書室

だけではなくて，公共図書館ともネットワークを

組みたいというふうなお~jIiでしたけれども，そう

いうネットワークですと地域の住民の方へ医療情

報サービスという，そういうことも頭に入れてい

らっしゃるのかどうかということを伺いたいんで

すが。

宍道医学情報の方は図書館が情報提供しよ

う，たとえば医学図書館にあります資料の文献複

写，貸出はして差し上げようという考えはありま

す。

また医学情報の場合はネットワ ク上の利用を

公開していこうと思います。すでに公開しており

ますとおり，パスワードカぎなくてもホームベージ

から入れます。

実際に図書館にやっていらしている，アナログ

のいわゆる人的な入館は，特別な目的をもってる

場合に限ってという条件で認めております。ただ

し私ども狭い図書館ですけれども，閲覧と複写だ

けは認めておりまして，ただ長時間の図書館のご

利用はお断りしているような状況です。それから

コピーサービスも申し出があった時にはLており

ます。

Q 和田さんに質問したいと思います。診療録

の方はほとんど触れたことがないのでよくわから

ないんですが，たとえば図書館でもっている，単

行書ですとか，雑誌といったようないろんな情報

と，あと診療録の情報がどういうふうに結びっく

のかというのが，たとえばある患者さんのカルテ

に関連文献としてこんな論文があるよというよう

な形でついているのかなというふうにしかちょっ

と想像つかないんですが，実際問題として，たと

えばただ単に情報がそこにあるというだけでは，

ちょっとあまり意味がないというか，非常に言葉

は悪いんですが，そんな感じがするんですが，そ

こらへんの両方の情報はどういうふうに結びつい

ているのかというのがちょっとわからないんです

が。

和田 私は途中で話を飛ば Lてしまったんで

すが，医療機能評価の関係があって(図2).その

中でいろいろ地域との関わりとかの部分で診療録

というのは紹介元とか，紹介先とか，そういった

情報を含んでいるんですね。地域との関わりを診

療情報室は今のところ統計でとったり，どういう

病院から来ているとかとかどういう病院へ紹介し

ているかを調べたり，ですからいわゆる図書室の

医学情報とは全く別な形で業務を行っているんで

す。

また医療評価の対象領域の中に，患者の満足と

安心という対象領域があるんですね。そういうと

ころで図書室のサービスとしてはインフォームド

コンセントのための，たとえばうちの病院はこの

ぐらいの手術の症例があって，これぐらいの在院

日数で，他と比べてこうこうこうですよという材

図2

f-領域111 病院白理念と組織的基盤

121 地域ニーズの反映

131 診療の質の確保

141 看護の適切な提供

151 患者の満足と安心

161 病院運営管理の合理性

財団法人日本医療機能評価機構の評価方法説明会

(平成7年9月2日)資料より
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料を提供するとともに，医学情報としてこういう

文献もありますよみたいな形で提供できるのでは

ないかということなんですね。

Q 何度も申し訳ないんですが，またちょっと

目録の話で恐府首ですが，人づてに赤十字病院さん

のネットワークで，何か雑誌の相互目録をお作り

になっているというお話を聞いたんですが，そこ

らへんのお話をぜひともこの機会にご紹介いただ

けませんでしょうか。

日本赤十字病図書室担当者協議会について

飯田 浜松赤十字病院図書室の飯田と申しま

す。私ども日赤のネットワークでは2年前から日

赤ライブラリアンの会といいます，有志の病院図

書室担当者の団体を作っておりましたが，日赤の

中ではいろいろな職能団体がございまして，薬剤

師，検査技師，最近ですとアキレスワーカーさん

の会ですとか，それから栄養士さんの会，様々な

会ができております。その中で私ども病院図書室

担当者の会もその一つの職能団体という形で日本

赤十字社の本社の承認のもとに平成8年の 8月か

ら日本赤十字病院図書室担当者協議会という会を

発足いたしました。

その前身となりました日赤ライプラリアンの会

というところで，昨年医学雑誌所在目録を作った

んですが，そちらの方をベースといたしまして，

今年日本赤十字社の企画課の方で作ったんですけ

れども，すべての赤十字社の病院といいますと，

92ほどあるんですけれども，それにすべてアン

ケート調査をいたしまして，参加できましたのが

50ちょっとなんですが，その分の現行医学雑誌だ

けです。現行医学雑誌所在日録を作りました。

すでに日本赤十字社では昭和 31年にこれは当

時の病院の図書室というのが全部あって，その頃

は多分なかったんでしょうけれども，その施設の

ものを集めました。こちらは総合目録ですけれど

も，すでに作っておりました。それがちょっと中

断されてしまいましたので，今回現行医学雑誌目

録という形で復活したというふうな形になってお

ります。

これを今後総合目録にしたいわけなんですが，

それはやはり本社の仕事ということで始めたもの

ですから，すぐにたとえば来年総合目録を作って

くれるのかということはちょっと今のところ未定

になっておりますけれども，本社の方では事業の

ーっということで，赤十字病院会の資料の有効活

用ということで，この作業は進めたいというよう

な形のようです。

ですから今後この目録をどういう形にしていく

のか，私などはたとえば最初からインターネット

にのせるような形でやっていきたいとか，そう

いった希望もあったんですけれども，とても

ちょっと本社の中にホストがあるとか，そういう

状態ではありませんでしたので，最初の段階では

冊子体ということで作ってもらいました。

先程，米津様のお話にありましたように，日赤

といいましても病院だけではありませんで，大学

ですとか，短大なんかもあります。そういったも

のの統合という形になりますと，学情に参加する

形で先程ちょうど赤十字という言葉で切り出して

いただきまして，見事に出ましたので，あのよう

な形での総合対策をしていくのが理想かなという

ふうに思っておりますが，今後の形につきまして

は，今のところ未定ですので，またいろいろアド

パイスをいただきまして，よい構築をしていきた

いと思っております。ぜひまたご援助ご協力をお

願いいたします。

米漂 いまお出しになった目録というのは，日

赤以外の病院図書室でも利用できるんでしょう

か。

飯田 原則的には日赤の中での利用というこ

とで，総合利用マニュアノレも日赤の中での対象と

いうふうになっておりましたが，目録そのものを

出すのはかまわないと思いますけれども，あとそ

れを相互利用という形で受けるかどうかは個々の

病院の判断になると思います。まだちょっとそれ

は出していいのかどうかというのは，今度のこれ

は本社が発行したものでございますので，本社に

聞いて承認を得ないと，お出しできるかどうかは

ここで即答はできません。

長谷川 今のお話と関連があるので，一つお

聞きしたいんですが，先程ステップを踏んで学総

目に参加すると， NACSIS--CA Tの利用資格が得

られるというふうなお話があったかと思うんです
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が，それは期間的にどのくらいを目安として参加

できるのか，どのくらいの形で協力をしていけ

ば，利用できるようになるのかという，大体の目

安をお話しいただけますでLょうか。

米運 目安は特にないんですが，とりあえず一

度，学術雑誌総合目録の調査に協力いただくとい

うことで資格が発生すると考えてよろしいと思い

ます。ですから一度データを提出していただいた

ということだけで，あとは 1週間後であれ. 1カ

月後であれ，事業に協力しているというふうに主

張なさって問題ないと思います。まあ実際のとこ

ろそんな短い期間で具体化するとは考えられませ

んので，その時にご相談していただければよろし

いかと考えます。

Q 和田さんにご質問が二点ありますので，よ

ろしくお願いいたします。レジュメにもあります

が， Evidence-Based-Medicineという手法と L、
うふうにありますけれども， こちらのご説明を少

し詳しくしていただきたいと思います。それから

二点目として病歴室として入院カルテの管理をす

る人は何人ぐらいいらっしゃるかというのを教え

ていただきたいんですが。

和固 まず病歴室の人数から先にいいますと，

いま 1人なんですね。ですのでやはりどうしても

コーディングだけに追われてしまう，入力だけに

追われてしまうということで，診療情報室が支援

するみたいな形になっています。あと Evidence-

Based-Medicineというのは，最近の医学書院の

rJIMJという雑誌に出ているんですが，たとえば

何か診療を行う際に，その問題となることを

MEDLINEなり何なりの文献検索によって問題

解決の方法を.そういう文献から得るということ

なんですね。ですから要するにいろんな文献を読

んで，それからいま自分が対処している症例に対

してどういう処置をするかとかを決定するという

ような大雑把にいえばそういうような手法のこと

です。

長谷川 他にございますでしょうか。それでは

ございませんようでしたら時間もまいりましたの

で，引き続き懇親会の席上ででもお話をお続けい

ただきたいと思います。今日はどうもありがとう

ございました。
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人を人らしく、保つためのテクノロジー。

健康志向が高まる。高齢化法士会の到来は、すぐそこ。

そん往時代の流れのためでしょうか。もう 度問い直す園めきが、活発になってきました。

「人の健康とは 何が大切なのだろうかμ 医療、看護の出発点こそ

ナガイレーぺンの原点です。衣料だりの技術だりではいけない。「がんばれ 医療左看護」。

そんなテクノロジ こそ、ナガイレ ペンのテクノロジ。人をもっと人らし〈、保つために。

前年におよぶキャリア、積み重ねたノウハウもアル駆動。広〈、深く 健康な環境を創造する白

ナガイレーべンの軌道は、しっかりと医療と循祉の明日へ向かっています。
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〈難事正ハウスキ・働.ピング疲究会〉 一一-<1母ミミミ

講演

ISO 9002に基づく病院環境管理

(清掃，環境消毒業務)について

骨骨シービーエムホスピタノレサポート部部長 神 谷 松 治

トトト義勢

はじめに

私どもは会社が浜松にございます。創業が昭和

50年ですので.20年ちょっとですか。この話は 4

年ほどさかのぼった平成4年ぐらいに起こったお

話なんですけれども，当時浜松の市内で 2つの大

きな病院の清掃を受託をしていました。

当時，非常にクレームが多く，他の例えばス

ノマーさんですとかオフィスビルさんと比べまし

て，病院というのは非常にクレームが多かったで

す。私もその当時，ちょっと前に入社をしまして，

そこで社長も加わりまして，なぜそんなに既存病

院で苦情が多いんだろうということで調べました

ら，こんな大きくアッポガエルというものが見っ

かりました。

それはまず清掃，とりわけ消毒に関する技術の

未熟さとありますけども，ほとんどないという。

だから，商品の品質を明確にしてい4。標準です

とか管理資料というものが整理をしていないと

か。それから，管理の仕組みがな¥'0それから，

教育訓練というのもないということで，はっきり

申し上げまして，赤字でありました。

病院環境管理への取組み

これは何とかしなくてはいけないということ

で，方針が出まして，病院環境管理というものを

事業化をしていきたいと。お客様の要求というも

のをしっかりとつかんで，それを業務に落とし込

んで，新しいシステムをつくり上げて，お客様の

満足を得たいなというようなことで取り組みを始

めました。

ホスピタ Jレサポート部門，病院専門の部門が平

軒-:!j<奇襲B毒事7Jil'.書室

成5年の 2月に設置されまして，私が担当しろと

いうことで，そんな部門がございました。

これは難しそうに見えますけれども，それでは

病院の方の要求をどうやって把握するんだという

ことですね。品質管理にはこういった QLDとい

う品質要素展開表という手法がございます。こん

なものを使ってやろうということで取り組んでま

いりました。

具体的には，この当時新しく 2件ほどの新病院

の委託を受けまして，その新病院でこういった新

しいシステムの展開をしていきたいということで

取組みを始めました。

お客様からの要求の把握ですけれども，これは

単純にアンケートが中心で ζざいました。清掃を

やる場合にはどんな点に注意をしていただきたい

ですかとか，どんな清掃をしてもらいたいですか

とか。いままでの不満等あったら記入をしていた

だきたいと。こんなようなかたち，あるいはイン

タピュ 等でお客様の要求というものを把握いた

しました。

でき上がった品質表というものがこちらになり

ます(略)。ちょっと小さくて見つ、らいと思います

けれども，お客様からの要求というのは，床をき

れいにしていただきたいですとか， トイレをきれ

いにしていただきたいとか，それから，早く清掃

していただきたいですとか，細部の清掃にも気を

配っていただきたいとか。それから，緊急時にす

ぐ対応をしてもらいたいですとか。それから，勤

務姿勢がよい，作業態度がよい，それから感染の

消毒ができるですとか，いくつかそういったもの

がお客様の要求としてわかってまいりました。

この横軸のほうは，私どもの仕事のほうに落と
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し込む，これは評価できるような特性値として表

現をしております。例えば美観性。きれいだとい

うのが美観性ですとか，水回り汚染の除去性です

とか。それから作業の機敏性ですとか，応対マ

ナー性ですとか，そのようなかたち。この中でウ

エイトづけをしまして，品質の規格として何を重

点に設置をしていこうかというかたちで取り組ん

でいったわけでございます。

それで，それをもう少し細かく，先ほどの l次

レベルを 2次. 3次というかたちにお客様の要求

を展開していきますと，例えば，きれいになると

いう要求では. 2次レベルとしましては，床です

とかトイレですとかゴミの処理がいいとか。 3次

レベルになりますと，床が濡れていないですと

か，汚れていない。それから光沢があるですとか。

それからテキパキ清掃するですとか。これは早く

清掃できる。そういうふうに 2次. 3次と，でき

るだけ具体的に行動ができる余裕まで入れると。

こういった要求に基づきまして，仕事の設計を

していこうじゃないかということで，展開としま

しては，できるだけすべての要求というものを実

現をしたい。そのためには，いくつかの業務展開

というかたちで仕事を組み上げていくということ

で，業務展開の 1としましては，合理的な清掃方

法の検討をどうするか。業務展開の 2としまして

は，合理的消毒方法の検討と見通し。それから，

業務展開3としましては，環境管理の評価基準と

いうものがありませんでした。そういったものを

自社なりにつくっていこうではないか。業務展開

4としましては，やはり仕事をやっていただくの

は人が中心になります。そういった人材育成とい

うことも踏まえまして，労務環境の改善による

サービス量の確保をしようではないかと。業務展

開5とLましては，標準化による教育というのを

実施。このようなかたちで取り組んでまいりまし

Tこ。

その例をちょっと紹介します。まず，一番上の

合理的清掃方法というのは， これは当時のマニュ

アルでございます。病棟の清掃・大部屋となって

ますけれども，そういった場所別の清掃の作業内

容を標準時間，それから使用する道具というも

の，それから作業のポイントと。それから，でき

るだけイラストで表現してわかりやすくしようで

はなL、tJ'と。
それから，やはり病続で使う用具というものも

合理的な作業方法となるわけで，非常に重要なこ

とです。当時.HEPAフィルタ付きの掃除機の採

用ですとか，モップを色で使い分けると。例えば

トイレは赤ですとか，一般の共用区域は青ですと

か，それから感染症の患者さんのお部屋は黄色で

すとか。当たり前といえば当たり前なんですけど

も，これが当時はできていなかった部分をこうい

うかたちで要求請求数に応じたモップを使い分け

ようではないか。

それから，モップも洗濯機で洗おうということ

で。モップが真っ黒ですと，かえって汚くなるよ

うな印象があると思うんです。当時，モソプを洗

濯機で洗おうということで。そのまま入れますと

絡まってしまいますので，当時こういった洗濯

ネットの大きめのものを買って. 4つ入れて洗え

とか， こんなような標準をつくってやったわけで

す。

それから，基本的な，できるだけパラつきがな

いように，標準時間というものをこれも実験とい

いますか調査をしまして制定をしたりというぷう

なことの実施をいたしました。

次に，合理的な消毒方法ということで。これは

当時私どもは，消毒に関する技術というのは持っ

ていませんでした。例えば清潔区域の手術室の環

境の消毒ですとか。そういったことというのは，

消毒の量で考えられる。日常清掃だけですとか，

そういうふうに仕事をしていた。やはり病院の環

境管理をやるといううえでは，これからはそう

いった技術も身につけていかないと，お客様の要

望にも応えられないということで， 日本防菌防徹

学会でありますとか，日本環境感染学会ですと

か，そういったところへ入会をいたしまして，そ

ういった技術を習得Lました。

それから，日常こういったエレベーターパネル

とか， ドアの取っ手とか，公衆電話ですとか，そ

ういった患者さんのほかいろいろな方の手が触れ

るようなところは，日常の業務の中に落とし込も

うではないかということで， こういった仕事も必

ず実施をするという方法をとりました。

こちらは，消毒に関する標準化も図ってまいり

ましfこ。

122(854) 日本開院会雑誌 1997年 5月



次に，環境管理の評価基準の制定。これは当時

の当社の環境管理の評価基準表であります。病院

に限らず，いろいろなところに汎用性を持たせよ

うということでつくったものですけれども，例え

ば評価項目というのは，光沢度，汚染度，それか

ら塵芥度，壌があるかないか。ガラス等でいきま

すと透明度ですとか，あとは消毒で見ますと清潔

度。それから空気管理で見ますと清純度。そんな

ようなかたちで 10点から 1点というかたちで，

大変よい，よい，普通ですとか。

だいたいの目安といいますか.10点というの

は，もう新築時点の状態を表す標準。数値化でき

るものは，数値での評価基準を設けようではない

か。こんなような評価基準を当時作成をいたしま

しfこ。

例えば，この中の光沢度というのは，いまは艶

を測る機械というのが市販されているものですか

ら， こういったものを使って現場の人が光沢を測

る。

この評価に合わせまして，できるだけ現在どん

な状況かという現状把握というのも必要だなとい

うことで。こちらはちょっと極端なんですけど，

本当にこういうクルイがあったわけですから。こ

れは汚いの極みといいますか，汚染度 1と。

これは，ちなみに病院ではございません。オ

フィスピルなんですけども。水が悪いとあります

けども，こんなようなかたち。それから被汚染度

?というと，ここらへん。よく喫水栓というトイ

レのリングのような。被汚染度というのは，ほと

んどそんなに汚れていない。

そういうことで，作業のやり方，道具，それか

ら評価の仕方ということで，それなりに進んでま

いりまし7こ。

次は労務環境によるサービス員の確保と。これ

は実際にやっていただく方の採用。これは当時そ

のままのチラシです。年齢ではございますけれど

も，当時，もう新しくやるところは 45歳までの人

でいこうじゃないかという方針を出しました。時

給も考えました。労務環境というのは，やはり休

みというをうまく取っていただく。そんなような

ところも考慮しまして，できるだけ勤務しやすい

という体制を検討いたしました。

労務環境の中で現状は平均年齢が 37歳くらい

です。定期的な海外研修ということで，これはシ

ンガポ ノレへ連れて行ったときの。それで，こう

やって病院を見るというようなこともいたしまし
h ル。

ということで.45歳までの人といいますと，全

員が未経験者です。新しくこの仕事に入ったとい

うことで，非常に教育訓練が重要になってまいり

ます。逆にそういった未経験の方のほうが非常に

考え方も理解していただけますし，いままでの先

入観がないのでやりやすいというメリットがござ

います。

そういうことで，集合教育では「病院とは」と

いうところから始まりまして，作業の標準の説明

ですとか，それから道具の扱い方"ナーですと

か。それから。私どもは非常に品質管理というか，

そういったことをやっておりましたものですか

ら，チームワークというものが非常に仕事をやっ

ていくうえでは大事だというようなことも中心に

据えまして教育をいたしました。

こんなことが 3年か4年ぐらい前に. ISOに入

る前に私どもとしては取り組んでまいりました。

それなりの病院からも，お客様からの声もだい

ぶ評価というのは，上がってまいりま Lた。標準

化もある程度進んできました。

IS0への取組み

そんな折り. ISOというものを知ったわけで

す。このきっかけは，私どもの相談役が品質管理

のコンサルタントをやっていまして，外国へ行く

機会が多い。イギリスへ行きましたあと，サービ

ス産業での ISOというものをかなり取得をして

おると。例えば病院でも取っております。それか

ら，こういった私どもの同業のピルメンテナンス

でも，どんどん取っていると。

これは製造業のもので，サーピス業，私どもの

ようなものは関係ないのではないかと当時は思っ

ていましたけれども，そういった調査を進めてい

くうえで，これはより以上に標準化を図ったり，

品質を核としたやり方に非常に役立つということ

がわかりまして，これを取得しようではないかと

いう方針で取り組み始めたわけです。

180というのは，国際標準化機構によって 1987

年に制定された品質管理および晶質保証に関連す
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図 1 ISO 9001における要求事項

適用範囲

2 引用規格

3 定義

4 品質システム要求事項

4. 1 経営者の責任

4. 2 品質システム

4. 3 契約内容の確認

4. 4 設計管理

4. 5 文書及びデータの管理

4. 6購買

4. 7 顧客支給品の管理

4. 8 製品目識別及びトレーサピリティ

4. 9 工程管理

4.10 検査・試験

4.11 検査，測定及び試験装置の管理

4.12 検査・試験白状態

4.13 不適合品目管理

4.14 是正処置及び予防処置

4.15取扱い，保管，包装，保存及び引渡し

4.16 品質記録の管理

4.17 内部品質監査

4.18 教育・訓練

4.19 付帯サービス

4.20 統計的手法

※ISO 9002は4.4 設計管理を除いた 19項目が要求

される

る一連の規格のことをいいます。

認証範囲の対象というところにありますよう

に，製品そのものを対象とするのではなくて，品

質に関わるものづくりの仕組み，それからサービ

スの仕方の審査をすると。メーカーだけではなく

て，全業種，全業態が対象になります。

その ISOの規格は， 20の要求項目があります

(図 1)。それを全部文章化して，責任ですとか権

限ですとかということを厳しく要求してきます。

誰が審査をするのかと。これは本部はイギリス

にありますけれども，臼本の場合は日本品質保証

機構という機関がございまして，そこが審査をい

たします。

先ほどの要求事項でございますけれども，これ

が 20とありましたけれども， 9001番， 9002番と

細かい話がありますけれども，私どもが取った

9002番というのは，これだけの要求項目というの

があります。

1番目，経営者の責任。 2番目，品質システム。

3番目，契約内容の確認。そんなようなかたちで

購買があったり，工程管理，それから検査，それ

から不適合。不合格があったら，どうやってする

んだよというような要求。それから，教育訓練で

すとか。この 19の項目に沿って病院の環境管理，

清掃ですとか消毒に関するシステムをつくり上げ

ていくわけです。

今臼はこの中から，特に関係の深いものをこの

先ちょっと実例で紹介をしていきたいと患います

(図 2)。
その前に， ISOはもともとヨーロッパが中心

で，契約社会ですから，文書による要求が細かい

わけですね。品質システムにおける文書の体系と

いうことで，当社の例ですけれども， レベル 1と

Lましては品質マニ aアルですとか，それからレ

ベノレ2は全社標準。レベル 3では作業の標準類で

すとか品質基準。最後のレベル4では図面ですと

か記録類と。こんなような体系になっておりま

す。

そんな中からちょっと例をご紹介いたします。

まず最初に，経営者の責任という 4.1項目。こち

らの当社の例でございます。ここではまず， トッ

プはその会社の品質方針を明確に打ち出して，関

係する全員に徹底して確実に実行されていなくて

はならないという要求項目があります。

まず品質って何だというところから入ったわけ

ですね。私ども清掃ですから，消毒の品質って何

だ。それで侃々誇々ゃったわけですけれとも，や

はり当たり前です。お掃除をしたあとの仕上がり

がいいこと。仕上がり品質， これが 1つ。それか

ら，清掃業ではありますけれども，その前にサー

ビス業だということをやはり忘れてはいけない

と。やはり社員のマナーというところ。これも非

常に大きいのではないかということで，この 2つ
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図2 品質マエュアルの目次(ISO9002) 

IOS 9002 / JIS Z 9902 

品質マニュアル
旦~

内 市廿 改訂記号 rく ー一 ジ

*品質マニュアル 目次 1 
*コピー発行先 @ 2 
*序文 I 会社概要 3 

* 2 品質システム @ 4-1. -2 

* 1.1 品質方針 5-1. -2 

* 1.2 組織 @ 6 
* 1.2.1 責任及び権限 @ 7-1. -2 

* 1.2.2 検証D手段及び人員 @ 8-1.-2 

* 1.2.3 管理責任者 @ 9 

* 1.3 経営者による見直し @ 10 
キ 2 品質システム 11 

* 3 契約内容の見直し 12 

* 4.1 文書の承認及び発行 @ 13 

* 4.2 文書の変更・改訂 @ 14 
* 5.1 一般(購買) 15-1.-2 

* 5.2 下請負契約者白評価 @ 16-1. -2 

* 5.3 購買データ 。 17-1，←2，-3 

* 5.4 購買品の検証 18 

* 6 購入者による支給品 19 

* 7 製品の識別及び追跡 20 

* 8.1 一般(工程管理) @ 21-1. -2 

*且2 特殊工程 22 

* 9.1 購入検査及び試験 @ 23 

* 9.2 工程内検査及び試験 @ 24 

* 9.3 最終検査及び試験 @ 25-1. -2，-3 

* 9.4 検査及び試験白記録 @ 26-1. -2 

* 10. 検査，測定及び試験の装置 27 

*11 検査及び試験の状態 28 

* 12 不適合品の管理 @ 29-1. -2，-3 

* 12.1 不適合品の再審及び処置 @ 30 

* 13 是正処置 @ 31 

* 14 取扱，保管，包装，引渡し 32 

* 15 品質記録 @ 33 

* 16. 内部品質監査 34-1.-2 

*17 教育・訓練 。 35 

* 18 統計的手法 36 

94・12.21 改訂

側νーピ エムが作成Lた品質マニュアル白目次。 1509002で要求されている各項目に

そって構成されている。

を品質として当社では定義をつけようというかた

ちになりま Lた。

次に，品質に関する方針です。わが社の品質方

針は， I品質第一に徹すること」であります。当た

り前ですけれども， これが品質方針というかたち

で打ち出しをいたしました。
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社員の行動規範というものもこちらに明示をし

まして。これは各病院の私どもの控え室ですと

か，そういったところに掲示をいたしておりま

す。

品質方針は出た。ただ，これでは具体的にどう

動くかというのが，ちょっと抽象的でやはり難し

い部分があります。その品質方針を受けまして，

では今年度は何を目標として行動するんだという

ようなかたち。これが部，それから各病院ごと，

作業者単位というかたちでブレークダウンしまし

て，目標というものを設定をいたしました。

例えば，平成8年度では部の目標は，品質方針

を受けまして 2つほどあります。基本行動を確実

に実施し，お客様からの好感度アップを図る。そ

れから合同パトロ-}レ。これは後ほどご説明しま

すけれども，お客様と一緒に病院内を点検する合

同パートロールにおいて，二度同じ指摘を受ける

項目をゼロにすると。 一度はいい。こ度同じよう

な指摘を受けるということは，改善していないん

だよというようなかたちで，そんなような目標を

立てました。

そういったものを受けまして，病院単位では，

例えば身だしなみと服装に関する苦情をゼロとす

ると。作業者になりますと，標準を 100%遵守す

るですとか。そんなようなかたちにできるだけ数

値化できて，行動しやすいようにプレークダウン

をします。この結果というのは，毎月毎月報告書

で出ます。そのようなかたちで管理をしていきま

す。

先ほどの品質方針ですとか品質目標というの

は，みんなに覚えていただく，身につけていただ

くまでは，こういった携帯版をつくりまして，

じゃまにならないようにみんなに身につけても

らって，覚えるまではこれを身につけてもらうと

いうやり方をやっております。

あと，毎月部内での品質会議というのをやりま

して，そういった品質目標の達成状況ですとか，

苦情の状況。それから，外注業者を使った場合の

実績ですとか。そんなようなことを毎月毎月

チェック点検をするというかたちになっておりま

す。

また， 卜 yプによるマネジメントレビュ とい

うような. 3カ月に l回は社長も入れまして，そ

ういった品質のシステムの見直しを実施すると。

いまのは経営者の責任というところです。次

に. 2番目の品質システムというのをちょっとご

説明をしたいと思います。

ここではお客様と契約をしたときに，やはり契

約内容をきっちり，品質を保証するようにどんな

行動，どんな計画でやるんだという品質計画書を

つくりなさいというのが義務づけられています

(図 3)。
例えば，契約のとき，これは契約内容の確認，

実施項目，これではお客様の要求事項の整理と。

契約内容見直し項目の確認ですとか，品質目標の

確認ですとか，使用範囲の確認。それから，どん

なものを支給していただけるかという確認をした

りですとか。それから，見積もり価格の算出です

とか，内部での検討と。

こういったときに社内で使用する標準というの

は，コスト見積の標準書ですとか，作業能力

チェック。実際そういったものをやれる能力があ

るのかと。そういった標準。それからマナーの標

準ですとか。そういったものを記録では何に記録

するんだというものが，一番右端にあります苦情

報告書ですとか，要望事項一覧表です。そんなよ

うな体系で，このとおりやっていくというような

かたちの品質計画書を作成をいたします。

日常清掃の実施では，作業の準備から品質目標

確認，作業の指示。それから作業の実施ですとか。

そんな大項目と小項目。それから同じように，ど

んな手順書を使うんだというようなかたちで体系

を整理していきます。品質システムでは，だいた

いそんなようなところが大きな中身になります。

次に. 3番の契約内容の確認ということで，こ

れは私どものマニュアルをそのままコピーしてま

いりました。契約内容の確認ではどんなことかと

いいますと，合意または契約された要求事項は適

切に定めて文章化をすると。それから，注文。口

頭で受けた場合でも，例えば清掃報告ですとか，

範囲ですとか，納期ですとか，そういったものも

含めて証拠として記録を残す。契約前に取り交わ

Lた仕様内容と異なる要求事項は，すべて変えま

すと。それから，要求事項を満たすための仕様の

価格を含めて，私どもホスピタノレサボ ト課が保

有するということをしっかり確認をするというよ
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図 3 品質計画書の例 市立総合病院の日常清掃における品質保証活動一覧表

実施項目 使用する標準類 資機材

E顧理客要求事項の

苦情報告書

要望事項一覧表

HSS-401-Z01 建物平面図

契検約討内容 I5 支給品の確認J作ク業・確能保力標チ準ェ書ッ 1i HZ052 5402ZOL 営業活動報告書

マナー標準書 H~SZ5 05 107ZO1 見積書

HSS-301-Z02 契約仕様書

h 出，~品此ふ爪|準書
契約

Eさーレ子ンンヨ |I 2項契目約竺説内容明見直LI ! 

契約締結 I l 踊晴苧明り問官、| |契約書

契約仕様書

周期ッ清ク掃表作業
告書割当 1 函の検討 l準書

， -ZlO チェ

3 周期清掃実施計 l清ク拭表殺菌チェッ

資機材の
確保

H/S部教育訓
練年間計画表
資格取得実績一
覧表

確の員要
保

常
掃
備

日
清
準

ZSS-201 ワ yクス及び殺
|菌剤検査成績書

HSS-I08-Z01 I月度資材注文書
-Z02 

日常 1作業準備
清掃
実施

HSS-I01-BOl 
~即日

品質目標 I1 
瞳認
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作・確業認指示 2の作、業上注意事項 順日常書清掃用作業手 HSS-101-BOl 

3連絡その他業務上白

分赤喜
L、け・汚一感ジ染般染ュ症区区域域室

順日常書清掃用作業手 1lH~SBS07 101B02 作業報告書 <<ーー

準日常書清掃用作業標 !iH~SZ510 102-zol 在庫管理表 殺次ク亜菌剤塩リー素のン3聞ルーム

支給品発注伝票
デア支酸ミ給トN品a ル

マナー標準書 !lH~SZ5 05 107Z01 

作業実施|戸大竺 油 相ι L>o口肺幅 HSS-301-z02 表資機材チェック

片付け

HSS-502-Z01 作業報告書

業務管理
エッ

益重量Ell 標

判

質
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白
田
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り
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上

品

見

仕
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守検査
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果
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実
白

128(860) 日本病院会雑誌 1997年5月



うな内容になっています。

こちらは実際の例です。今年の 4月に受託をし

た病院で，いろいろと要求を聞いた内容。それで，

私ともとしてはどんなかたちでそれに対処するか

というかたちのものです。

例えばトイレのアンモニア臭を消してほしいで

すとか，某所を除塵してほしいですとか，いろい

ろあるわけです。そういったものをやはり標準で

すとか仕様書ですとか，そういうものに落とし込

んで，検査のやり方も決めて確実に実施していく

こと。

これは，実際の作業能力チェック表というもの

です。現場の作業者，例えばよい人材を確保でき

るかどうか。必要人数を納期どおりに確保できる

かとか。それから， リーダーを確保して教育がで

きるかどうかとかですね。そんなようなものを能

力があるかどうかを契約前にチェックを私どもで

するというものです。

あと，契約内容の確認の中では，これは例えば

年度ごとの契約の更改のようなときに，変更があ

るかどうかのチェックをするというような内容で

す。

続きまして6番の，顧客支給品の管理といった

ところの実例をご紹介します。これは実際に使っ

ている表でございます。顧客からの支給品という

のは，私どもの仕事でいいますと，例えばトイ

レットペーパーとか，ゴミの袋とか。病院によっ

ていくつか違いますけれとも，そんなようなもの

を受け取ったときにも，それが本当に使えるよう

なものかどうか検査しなさいという，また，私ど

もが保管している問でも劣化ですとか，そういっ

たものがあってはいけなL、から，それもちゃんと

保管を Lなさいよという取り決めが ISOの規程

であります。

これはどういうやり方でやるかといいますと，

受け取ったときに支給されたものの異常の主な

チェックは， これはだいたい目視でやりそます。

いいか悪いかというのは。そんなに悪いなんでい

うことは，めったにありません。それで合格品を

こちらに入庫数量として記入をすると。保管して

いる聞に，週l回ぐらいですけれども，例えばト

イレットペーパーが水に濡れて使えなくなっては

困りますL.ワックスが高温で分離したり，変な

形になってはいけません。そんなようなチェック

をしまして，異常があるなしというようなものを

記録をつけていくと。そんなようなやり方をやっ

ております。

これは在庫管理表も兼ねておりまして，発注点

というのは目安がありまして，発注の単位という

もの，これも誰でもできるというようなかたちに

標準化をしているということです。

次は，メインでありますB番の工程管理でござ

いますけれども。私ども最初は，だいたい工程と

いう言葉が聞き慣れないものですから。これらは

清掃でしたら朝礼をやって，道具を準備して，清

掃をやって，それで検査をして帰ってくると。そ

の一連の流れを工程という捉え方をします。

ここではマニュアルの， これがそのままコピー

ですけれども，管理された状態にあることを確実

にしなくてはL、けない。その中身としましでは，

遵守し実行すべき事項の標準というのは品質計画

書に定めると。作業の方法，使用する資機材，作

業標準書，資機材管理標準書といったものに定め

ると。それから，作業の資機材の管理は，監督者

職務標準書，作業手順標準書に定めると。

それから，作業のでき映えについては，品質標

準書，それから検査標準書，それから合否判定基

準，見本に定めると。やっている聞の7 ナーにつ

いてはマナー標準書に定めると。そのときに使う

機械類につきましては，機材のメンテナンス標準

書に定めると。そんなようなかたちで，工程とい

うのは，作業のやり方，それから使う機械，それ

から道具，方法。そういった，よくいわれます 4

M というようなものについての取り決めという

内容になります。

標準書というものの内容については，こんなよ

うなことが書いてあります。各作業の方法，使用

する資機材，仕上がり品質標準，標準時間と。こ

の作業標準書というのは，すべての病院に対して

共通。それから，作成責任というのは部長にある

と。作業が単純で熟練を要しない場合は，作業手

順書の中に必要事項を記述して作業標準書の作成

を省略してあること。そんなような内容ですけれ

ども。

具体的には，例えば図4は標準書の例です。床

面の吸塵という。これは作業の手順，作業の準備
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図 4 日常清掃周作業標準書

(床面吸塵)

HSS-l02-Z03 

N. 作業手順 作業ポイ ント 目安時間(分)

作業の準備をする 0.5 

-吸い込み口を床面に密着させる 10 
-引いて吸塵する

-前のかけ跡と 3叩くらい重なるようにする

-大きなゴミ， クリップ，ガラス片，金属片等は手で拾って処分する

2 床面に掃除機をかける -吸い込みが悪い時は次の処置をとる

a. ゴミパックがきちんと取付けられているか確認する

b. ゴミパックがいっぱいになっていなL叶E確認する

C. ノズノレにゴミが詰まっていないか確認する

d.上記3点を確認しでも吸い込みが悪い時は，リーダーに連絡する

3 片付けをする -ゴミパックがいっぱいになっていれば交換する
-----------------------~--晶.品目【品【品目-----------【 A…...……【-----------【【-------- ------------_. 

をすると。だいたい時間は 0.5分と。それから，床

面に掃除機をかけるという作業手順。作業のポイ

ントというかたちで列挙をすると。片づけ。合計

で何分ぐらいと。で，注意事項とか，そのときの

標準時間の設定の条件ですとか，そんなようなか

たちを明記しております。

次にマナーの標準書というのは， 5つの項目か

ら分かれておりまして。これは総論的な部分を載

せであります。マナ をきちんと理解して実践を

してもらうと。患者さんに対して，常に清潔で衛

生的な生活環境を提供すると。それから，院内感

染防止に関する知識を持って，それに従った作業

をすると。そんなようなことが心構えとしてあり

ます。

具体的には，身だしなみについては，制服，当

たり前ですけれども，制服はいつも清潔に保って

正しく着用してくださいと。髪の毛は清潔に整え

て，顔の前に垂れないようにしなさいとO 爪は短

めに切ると。それから，マニキュアはいけないと

かですね。アイシャド ，イヤリングとか，そう

いったものもっけないと。そんなような当たり前

のことをいっておりますけれども，そんなような

規程をしています。

それから，挨拶と言葉遣い。これもけっこう大

事です。例えば出勤のときには「おはようござい

ます」とか，帰るときには「お疲れさまでしたJ

とか。それから，お掃除で病室に入るときには，

「失礼します。清掃よろしいですか」というような

かたちで入ってくださいとか。そんなようなかた

ち。

態度につきましでも，院内での声の大きさ，そ

れからポケットに手を入れて歩かないとか，プツ

ブツ独り言をいったり大声で歌を歌って仕事をや

らないとか。それから，休憩は必ず休憩室を利用

するといったようなこともここではいっておりま

す。

職場のノレーノレというようなものでは，時間の厳

守とか無断欠勤をしないとか，当たり前ですけれ

ども，そんなようなことを最初に集合教育のとき

に徹底的に叩き込むと。そんなような職場のルー

ノレ，健康管理ですね。

あとは，サービス業全般のことも。基本として

は笑顔の出し方とかですね。それから，顎の角度

なんでいうところで印象も変わりますよとか。そ

んなような標準があったり。

これは病院内での応答用語という 1つの例です

けれども，よくお見舞いの方とかに場所を聞かれ

るというのがあるという例がありました。私がお

話しするのは，皆さんは病院の職員の方と同じに

見られるから，やはりそういったところでも印象

を悪くしないように，言い方というのはある程度

統一しましょうねということで。例えばお見舞い

の方にトイレの場所を聞かれた場合は，返事をし

て，その場所を復唱して，できれば手を添えて最

後は確認をしてくださいというようないい方を L

てくださいというやり方をやっています。極端に
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いえば，これ 1つで印象は変わるよというような

いい方をしております。

あと，工程管理の中の例ですけれども，一般資

機材といいますか，そんな管理はどうやっている

かということで，例えばこの中では，モップの廃

棄基準というのがあります。というのは，モップ

の限度見本がありまして，色がどのくらいとかほ

つれとか，それを控え室に置いてあります。それ

といま使っているモップを定期的に比較をして，

その基準になったら捨てなさいという。やはりそ

こまで規程をしております。

あとは，割合メ カ さんにお任せしがちな，

自動で床を洗う機械とか，床を磨く機械というの

は，現場で月 l回，例えば週1回は，こういった

点検をしなさいよといったような取り決めの例で

す。

次に，今度は手順書というもの。ちょっと混同

しがちですけれども，作業手順書というのを

ちょっとご紹介します。

手順書というのは仕様書の作業内容を作業者の

個人別に割り当てたものと。作業をする個々人が

始業時から終業時まで行う作業の手順を主目的と

L.作業の内容，使用する資機材，品質標準等が

概略記述しであると。これはお客様別，病院別に

作成をしております。

簡単にいいますと何時にどこをやるというよう

な，だいたいの時聞が下のガイドラインでござい

ます。これは，ある病院の監督者，全体像を把握

する。何時にはどこをやっているということです

ね。それの個々人は，何時にどこをどんな内容を

どんなポイントでやるという， こういったものが

次の段階で手順書としてあります。

工程管理というのは，決められた標準等にした

がって作業を実施して，品質を保証するというよ

うな内容が中心になります。

次に. 9番の検査・試験について，図5が私ど

もの検査の体系です。日常清掃ですとか正式の消

毒業務というのは，作業者が毎回実施をします。

それは，限度見本等を険に浮かべて作業をやりな

がら検査をすると。その記録というのは，作業報

告書，それからチェック表というものに記入をす

ると。

あとは現場の監督者による抜き取り検査という

ものがあるんです。実際に作業者がいっているよ

図5 品質マニュアル

M 司.

IS09002/JIS Z 9902 9 検査亙び鉱験

晶質マニュアル 9.3.'き検査亙ぴ賦堕 1.

1.周客』ニ蝿供する晶慣を保Eする*'こも仕より晶質並びにマナーの検査を符なう，この枠帽を?ヲション規定
に定める，

1.1仕より品質の量陸横董

作*内容 検査者 舞塵 機査内容 検査基準 le揖韓告

日常躯務 作縁者 毎回 検査 晶賀線準書 -作集報告書

周上
リーダーm

Z国/週 検査 品貫徹準審 -作業報告書
サブリーダー

間上 係長。曹長 1回/2週 機董 品質柵準書
-作鍵輯告司'の
半月分の表紙

定期g 外注象者の
毎回 検査 品質得準・ -作業完了舗告書

特別清婦 管理監督者

リダ 腕 1国/月レ-----
伺よ サプリ ダー (アクション。r系暴
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うにでき映えがいいかというようなかたちです

ね。それは週l回， もしくは週2匝，抜き取り検

査を実施すると。

定期清掃等につきましては，毎回検査をする

と。それから消毒につきましても， これも毎回検

査をすると。

私どもばかりの検査では客観性に欠けますの

で. 3カ月に l回，合同パトロールといういい方

でお客様，病院の担当の方と一緒に病院内を検査

して回るという体系になっています。

これがその仕上がりの品質の標準書です。日常

清掃，それから判定基準と。それから，評価方法

と。評価者というかたちで，これに則って検査を

実施をしてまいります。

先ほど述べましたように，できるだけ数値化で

きるものは，数値化して検査をしていくと。

これも実際の例でございます。先ほどいいまし

た. 3カ月に 1回お客様と一緒に病院内を回って

検査をするという実際のものです。チェック場

所，例えばここでは玄関出入口，それでチェック

項目と Lては， ドアノプ，ガラス， ドア枠の手垢

があるかないかとか。扉下部の溝の土砂がどうか

とか。その他です。

この時は回ったら，別館というところにクモの

巣があったと。これは要望か苦情かというのは，

私どもで判断をします。これは苦情だというとろ

ころにOをつけるわけです。

エレベーター。これは天井の換気ファンのとこ

ろに壌がありましたよと。一緒に回ったら，そう

いう。それから，給食用エレベーターに悪臭が

あったと。それから，階段の通路。別館の天井壁

画に若干竣があったと。これも苦情だなと。そん

なようなかたちで，一緒に回りまして病院を評価

する，点検をすると。

検査の中でマナーでもヒアリングで確認をしま

す。これは任意に，ご迷惑をかけますけれども，

どこかの病棟の看護婦さんなどに. IうちのH常

清掃をやっているものは，マナーについて問題は

ございませんか」というようなかたちのヒアリン

グをして確認をすると。

それから，定期清掃等で外注業者さんを使った

場合に，外注業者さんのマナーについて.I何か問

題ありませんでしたか」という。そういったヒア

リングをしまして検査をすると。

その他，要望などがあれば，そこで聞いておく

というようなことです。これが検査の中の合同パ

トロールといったようなものになります。

次に.12番の不適合品の管理というお話をした

いと思います。これは検査して不合格になったよ

うなものですね。それから苦情等の管理の方法で

す。

そういった不適合があったらどうするかと。こ

れはマニュアルです。要求事項に適合しない環境

管理サービスの施行を紡ぐために，資機材の受け

入れから作業施行の完了まで，不合格の場合の管

理を下記のようにその内容に応じて識別 L.必要

な管理を行うと。

不合格というのは，何も清掃だけではなくて，

資材とかそういった機材の受け入れなんかも含め

ます。作業の実施で仕上がり品質の不合格の場合

は，やり直しが中心になります。やり直しを含め

た適切な処置を講じると。マナーなんかの不合格

があった場合は，やはりこれは個人的な注意です

とか，教育のし直しですと，そんなようなことを

して確実に実施をしていくというかたちになりま

す。

不合格があったときのフローチャートが図 6で

す。これは，例えば受け取った苦情ですとか仕上

がり品質に不良があった場合に，まず現場で応急

的な処置をすると。それで，あとは監督者，課長

とか係長という人が，応急処置だけではいけませ

ん。やはり再発防止というか，二度と起きないよ

うに子を打つというのは管理者の仕事ですよと。

重要な問題というのは，やはりそういったものを

記録して会社のトップも考えて根本的なシステム

の見直しをしていくというように，階層別にそう

いった不適合に関する処置というものを取り決め

ております。

こちらは，それをそのまま標準ということでコ

ピーして持ってきま Lた。不適合の定義から始ま

りまして，不適合品があった場合の処置をこう L

なさいよというかたちで記入をしてあります。

これもそうですね。こちらは監督者等による原

因の除去，それから予防処置の取り決めというよ

うなかたちの標準の例でございます。

では，具体的な実例をちょっと。まず苦情が
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図6 不適合事項管理由フローチャート@

〔仕上り晶質〕

c -

安け取った普情

-日間苦情他 ・会圃場での鋸歯
.文書苦情

・会胞の踊司区銀 パトロール循果

(判断)

盤置可

あったりしますと，こういった苦情報告書という

のを書きます。これはクモの巣が張っていると

か，玄関のガラスの汚れがひどいという苦情が

入ったわけですね。こんな内容を，簡単に苦情報

告書を起こすわけです。そうしますと，こちら側

が是正処置の報告書というものになります。これ

は問題点の内容を書きます。それで，現場での応

急処置というものを実施した場合の処置の内容を

書きます。クモの巣を除去して，ガラスを洗浄し

たと。

今度は二度と起きないように恒久処置としてど

んなことをやりますかということを考えるわけで

すね。それをやはりここに記入をするわけです。

ドアの取っ手の手垢の汚れですとか，拭き上げを

毎日実施するようリーダーに指示を Lたと。月 l

回はガラスについてはウインドスクゥイジ で洗

浄を行うというかたちでいこうじゃなL、かと。

ここらへんは現場の監督者たちの応急処置と，

それから恒久対策，考えたものですね。管理者の

レベルで，本当にこれでいいか。落ちがないよう

に，こういったものを手順書に明記するですと

か，定期清掃の年間計画書に組み入れてチェック

をするですとか。そんなようなかたちに恒久対策

というのをつくるわけです。

仕よがり品質不良

-日常鳩得主主取り積査による

.定期清縛量終繍査による

・喰構軸圃量鍵検査による

・資材、織材不良によるトラブル等

一一一「一一-(_.  Il<'!!)-~ 

(判断)

処置可

それで， これでいいですかということで，病院

の苦情をいただいた担当者の方にサインと印鑑を

もらいにいくというやり方をやりまして，再発防

止を図るというようなやり方をやっています。

次に， 15番の品質記録についてお話をしたいと

思います。 ISOでは，徴候という意味で記録をし

っかり残しなさいということが非常に厳しく要求

されてます。今回，この仕組みをやっていくうえ

で，これも抜粋ではありますけれども，これだけ

の記録類。これ以上ですね。記録類というものが

必要になってきました(図7)。

例えば品質目標の管理グラフですとか，光沢度

の検査記録。それから部内の品質会議の記録です

とか，先ほとの苦情報告書。現場でミーティング

をやったときの議事録。お客様の要望があったと

きの要望事項が一覧でわかるような要望事項の一

覧表。あとは個人別の教育訓練の記録とか，個人

別に資格を取得Lたようなものの記録とか。あと

は作業の報告書とか，各種チェック表と。

それから，ここまではどうかなというくらい

の，例えばワックスを定期清掃で使います。その

ワックスが本当に品質が保たれたいいものかとい

う検査U成績表というのもメーカーから取り寄せな

さいというようなかたちです。そんなようなもの
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図7 品質記録類一覧表(抜粋)

NQ 言己 録 類

文書登録台帳

2 記録類内容分類ナンバー登録台帳

3 文書発行記録〔新版用〉

4 文書発行記録(改訂用〉

5 文書再発行記録

6 }文書改訂記録

7 文書受領記録

8 品質目録(掲不用)

9 ホスピタルサポート部品質目標管理グラフ

10 |病院品質目標管理グラフ

11 作業者品質目標管理グラフ

12 !光沢度検査記録

13 H/S部内品質会議議事録

14 苦情報告書

15 事故報告書

16 現場ミーティング議事録

17 営業活動報告書

18 是正処置報告書

19 要望事項一覧表

20 見積書

21 契約書

22 仕様書

23 病院別担当者一覧表

24 新規物件コス卜見積書

25 図面

まで記録類としてはあります。

その中からいくつか紹介をしたいと思います。

これは実際の作業報告書です。これは担当者，作

業エリアで今日は私が担当しましたということ

で，サインをします。例えば Bの lFでは飯田さ

んと。それで，作業をやってきました。作業は済

みましたか，当然済みましたですね，終わりです

から。済んだというところにOをつける。それか

ら，マナーは守りましたか，守れませんでしたか

というところの申告をするんですね。これは守り

ましたと。自分のやったところの検査をして合格

Nn ~è 録 類

26 個人別教育訓練記録

27 教育司練実績一覧表

28 個人別資格取得記録

29 資格取得実績一覧表

30 社内研修実施報告書

31 研修参加報告書

32 H/S部部員リスト

33 H/S部教育・訓練年間計画表

34 作業報告書

35 定期清掃年間計画及び実績表

36 清拭殺菌チェック表

37 H/S部内定期作業実施履歴表

38 在庫管理表

39 資機材チェック表

40 周期清掃作業チェック表

41 仕上がり品質保証体制表

42 外注業者作業実績履歴表

43 外注業者評価表

44 環境殺菌報告書

45 :施工計画書

46 薬剤在庫管理台帳

47 ワックス検査成績表

48 }殺菌剤検査成績表

49 恒温槽温度改正記録

50 薬用資機材標準一覧表

でしたかと。合格，不合格，それにOをつける。

そんなようなことを記録として残すわけです。意

識も自然に上がると。

それだけではだめですから，例えば週 l回，こ

れは抜き取り検査の記録ですけれども，現場の

リーダーが，この日は I階の高須さんというとこ

ろを抜き取り検査をしたら，合格でしたよと。そ

んなようなかたち，これは作業報告書でございま

す。

月1回，資機材のメンテナンスをしまして，メ

ンテナンスをしたときに異常があるかないかとい
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うものも，この中に入れているわけです。

それが毎日担当の窓口の方に提出をします。 2

週間分たまりますと，先ほどの日報に表紙をつけ

まして，もう l回病院の担当者の窓口のところへ

行きます。それで，そのときに現場の監督者，そ

れを管理する管理者が，現場も点検をします。合

格か不合格かという検査をします。社員のマナー

というところも， ここでもヒアリングをして結果

を聞きます。このときは. 2号館という 9階のへ

ノレパーさんに聞いて.Iマナーはどうでしたか」と

いったら OKだったというような記録をする。そ

んなようなかたちが報告書の関係でございます。

こちらは，正式殺菌のチェック表という。ド7

のノプですとか手すりですとか公衆電話ですとか

エレベーターのスイッチパネルという，よく手の

触れるようなところがございます。あれを週 1固

ないし 2回場所によっては毎日ですとか。病院に

よって違う部分がございますけれども，そんなよ

うなところを確実にやったかどうかという記録を

チェックすると。ゃったらこれに自分で記入をす

るというチェック表でございます。

これは資機材のチェ yク表。やはり品質を保つ

うえでは作業のやり方もあれですけども，資機材

の不良，道具に不良があったり使えなかったら，

品質というのは保てないということで，これも週

l回は自分の資機材，使う道具というのをちゃん

と点検をしなさいよと。現実には毎日やってはい

るんですけども，それが完全でないと仕事はでき

ませんから，記録としては週 1回，こんなような

かたちで異常があったか，数に異常があるか。異

常の内容と，チェック者と。それから，品質の劣

化ですとか故障等があったかどうかというかたち

の検査もして記録に残すと。点検品目というの

は，自分が使うこの lセットのものがここに掲示

をしてあるということです。

これは日常ではなくて，ある程度の間隔，周期

的にやるというようなものです。そのチェック表

の例です。例えばクモの巣ですとか換気口の清掃

ですとか，そんなような，床からちょっと上がっ

た立面のほうですね。こんなところもだいたい月

l回とか週 l回というようなところを計画を立て

まして，実際にやったかどうかという記録。それ

から，検査をしてどうだったかというような。そ

んなようなことを記録したチェック表の例です。

あとは，例えば外注業者さんを使った場合にど

うだったかという検査をして，記録をするという

チェック表です。実施日，それから作業場所，面

積ですとか。仕上がり品質というところで，限度

見本と照らし合わせまして合否を見る。光沢度を

測って，納期は守ったかということで，評価者と

いうのは現場のものが当然立ち会って，確実な仕

事かどうか検査をすると。そんなような帳表でご

ざいます。

それでは.17番の教育訓練についてお話をした

いと思います。これもそのまま持ってきたもので

すから非常に小さくて申し訳ないんですけども。

私どもの教育訓練のプログラム，体系の一覧で

す。

ちょっと読んでいきますけれども，例えば一般

知識では病院と環境管理サ ピスというような

話。それから基本行動，監督者の役割ですとか，

院内感染といったようなもの。それから一般作業

につきましては，日常清掃，作業の 1から 2です

か。定期清掃については 1から 8までと。それか

ら特殊作業というものでは，消毒業務というよう

なもの。それから，こういった品質に関する規程

類の講座。それから，冒頭にもちょっとご紹介し

ましたように，チームワ クとかリーダーシップ

とかコミュニケーションそんなようなものを非常

に大事にしますので，そんなような教育内容。あ

とは海外研修制度ですとか。そんなような大きな

プログラムになっています。

教材等とも，だいたいが標準に基づいてやりま

す。これは入社前にやる教育と入社後にやる教

育。だいたいが入社前. 3日から 4日ぐらいです。

入社後というのは，実際作業のやり方というの

は，入社前に知識として入れますけれども，実際

は経験がありませんので，やりながら覚えていく

と。これが実際OJTの世界になります。

1カ月後，それから 3力月後というような感じ

で，フォローの教育を集合教育で実施をしていく

というような体系になっております。

そういった教育を実施しますと，必ず実施した

側というのも， これは記録を取ります。どんな内

容をやったかと。受講した側も参加した報告書と

いうのを必ず書きます。これはやはり教育の一環
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で，書く癖をつけていただきたいということで，

参加のレポートを必ず記録として書いてもらうと

いうようなやり方をやっています。

あと，教育の中では，こういった資格制度とい

うものもあります。日常清掃をやる人では，私ど

もはメイトさんと呼んでおるもんですから， 3級

ですとか 2級ですとか 1級ですとか。で，実技の

経験はどのくらいと。取得の要件というのは，こ

んなような内容ですよと。これはこの認定を受け

ますと， 1人ひとりにその認定証を渡します。こ

れはモラルアップといいますか，やる気を持って

いただくという一つのやり方であります。そんな

ようなやり方をやっております。

あと，定期清掃をやる人はクリーン士というよ

うな呼び名。それから消毒を実施してもらう人は

消毒士ですとか，そがなようなかたちで 3級， 2 

級， 1級と。

あと，教育の一環として召集L，QCサークル

活動。これも実施をしております。これは去年，

第 2回のビルメンテナンス業務改善事例発表会と

いうところで発表したものです。それをコピーし

て持ってまいりました。

これは各病院単位で，年2回発表会を持ってお

ります。

以上， ISOの要求項目ということで， 1から 19
までありまして，今日は経営者の責任，それから

品質システム，契約内容の確認，それから顧客支

給品の管理，それから 8番の工程管理， 9番，検

査試験。それから 12番，不適合品の管理，是正処

置および予防処置と。それから 17番，教育訓練ふ

こんなようなところの実例をご紹介をさせていた

だきました。

最後に，この ISOというものに取り組みまし

て，苦労した点というのは， ISOという，製造業

に関する規程類で私どもの仕事に置き換えた翻訳

が難しかったというのは内々であります。あと

は，お客様の要求事項というのをつかむというの

が，アンケートですとかインタビューとかやりま

したけれども，はたしてこればっかりで本当にど

うかなというような。

それから，よかった点というのは，品質という

ものに対する働いてもらうみんなの理解度のアッ

プですとか，システム的に考えていく思考が浸透

したとか。一番は，こういった清掃ですとか環境

消毒に関する標準化が非常に進んだというのが大

きな効果だと思います。

この ISOというのは総論的にまとめますと，お

客様と契約した内容というのは，それはきっちり

守ろうじゃないかと。当たり前なことは当たり前

にやっていくという管理の仕組みを規定したもの

です。それには，社長は社長の役割があるんだと。

権限もあるんだと。担当の部長にも責任と権限と

いうのがあるんだと。現場のリーダーは，この範

囲でやはり権限があって責任もあるんだというこ

との細かい規定があります。そんなようなところ

がやはり非常に整備されてやりやすくなったとい

うようなところはあると思います。

先ほどもいいましたように，いろいろな標準化

が図られているといったところが非常に大きな効

果ではなかったかなと思います。

最後に，こちらはその認定の登録証でございま

す。この外部の審査というのは，半年に 1回来ま

す。本当にシステムどおりやっているかというこ

とを半年に l回チェックに来ます。ですからやは

り，そのとおりやっていかないと，外部審査が，

逆にあるということを刺激として維持をしていく

という，いいシステムになっていると思います。

OHPが実際のものをお持ちしま Lて，小さく

て見づらいところがあったと思いますけれども，

以上で私の IISO9002番に基づく病院環境管理に

ついて」というお話を終わらせていただきます。

どうもご清聴，ありがとうございました。

質疑応答

Q 細かくお聞きしますので，忘れてしまいま

すので， 1つひとつお答え願えますか。

ISOの9002を取られたということですけども，

認証書の取得は，差し支えなければ，どちらの認

証機関だったでしょうか。認定機関はジャブです

ね。その下で，認証機関はどちらで。

神谷品質管理の関係で，日本科学技術連盟と

いうところがあります。そこが科学技術庁の管轄

のあれなんですけれども，そちらで認証の取得を

L 、Tこしましfこ。

Q 決心されてから，どのぐらい期間は要した

んでしょうか。
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神谷 1年と 1カ月ぐらいですね。

Q 何か詰問調で申し訳ございません。コンサ

ルタント会社みたいなものは使われたんですか。

神谷 これは私なんかもそういった，ずっと品

質管理の仕事を以前からやっておりまして，会社

にそういったものが私を含めて 4-5人おりま

す。ですから、そういったコンサルタントという

のは使わずに，素養があったというとあれなんで

すけれども，そんなようなかたちで自分たちでマ

ニュアルをつくったりシステムをつくり上げて

いったということです。

Q 先ほどからおっしゃってますように，この

ISOを取るのはメーカーが多いわけですね。その

中でサービス業が取られたということなんです

が，ご同業の中では他にはいかがですか。

神谷 同業では取り組み始めているという，取

ろうという表現をされたところが l社，雑誌に

載っておったということは聞いております。た

だ，実際に取得したというのは，ちょっとまだ聞

いてはおりません。

Q あと 1点なんですが，私ども病院のほうも，

いわばサービス業務というか医療業務ということ

ですので，病院も ISO9000というのは取れると

いうか取るべきというか，そのへんアドパイスを

いただけたらと思います。

神谷私どもの同じ関連で，サービス経営研究

所というコンサルタント会社がございまして，私

もそこを兼務をしておるんですけれども，そこの

所長というのが品質管理をずっとやっておるもの

ですけれども，イギリスの病院ではいくつか取得

をしているという事例を聞いております。それか

ら台湾ですとか。むしろ海外のほうがそういった

ところでお0の取得をしていると。日本では私

は。純然、たるサービス業というところでも当社が

初めてのような。メーカーのアフターサーピスを

やるところですとか，そんなようなお話を聞いて

おりますですけれとも，まだまだちょっとそんな

ような取得は。いま，建設業が非常にブームで，

大手の建設会社さんが取得をしているという，日

本ではそんなような状況らしいです。

Q もし病院が取るとすれば，今日のハウス

キ ピングのような部分というのは，だいたい外

注さんといいますか，外部を使っている場合は，

そういう方を使う使い方みたいなことになるんで

しょうか。

神谷病院では清掃とか消毒というものを外注

に出す場合は，購買というところの規程にかかっ

てきますね。そういった仕事を，サービスを購入

すると。そのときには，こんなようなことができ

る業者さんですかというところの規程をクリアす

るというかたちになってくると思います。

Q そうすると， 4の6項のところで絡んでく

るということですね。

神谷 そうです。購買というところに。

Q 人材の問題なんですけども，例えばメイト

さんとおっしゃっているようですが，メイトさん

を平均だいたい何年ぐらいで何歳ぐらいの方が主

に働いていらっしゃるか，差し支えなければ

ちょっとお聞きしたいんですが。

神谷 こういったかたちでスタートしたのが3

年半ほど前です。いま 180人ぐらい病院の関係で

はおります。平均年齢が，こういったスタイルで

やっているところは 37歳というかたちで。半分

ぐらいは入れ替わりがございましたけれども，当

初からやっているものも定着をしておるというこ

とで，年齢層の幅としましては 20歳ぐらいから

45歳といいましでも， 46歳とか 47歳とか若干。

年齢ばかりではございません部分もありますの

で，そんなようなかたちでの採用で，平均年齢は

37歳ぐらい。ちょうど狙った層といいますか，お

子さんに手があまりかからなくて，例えば時間が

ある程度限られた時間でしたら勤務できるという

方も考えたものですから。ちょうどそのような年

代の方にお集まりいただいたかなというような実

績になっております。
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「一一日本病院会臨床予防医学委員会編ー一ーー〈保健叢書>ーーーー_..-ーーー ---------1

わかりやすい肥満のはなし
-臨床予防医学の見地から

-人間ドック受診者の参考書として

-患者さんの診療のお手伝いの書として

お申込は FAX・はがきにて

( 干 102 東京都千代田区一番町13-2
定価 1部500円(税込)発送料別

(会員売底への卸価は 1部 400円〔税込・発送糊町言語日本病院共済会
ただし、 50部以上 / 

ノc;TEL 03-3264-9888 FAX 03-3222-0016 

「ーー日本病院会臨床予防医学委員会編ーーーー〈保健叢書>ーーーーーーーーーーー---，

わかりやすい糖尿病のはなし
-臨床予防医学の見地から

-人間ドック受診者の参考書として

-患者さんの診療のお手伝いの書として

お申込は FAX・はがきにて

てと 干 102 東京都千代田区一番町 13-2
定価1部500円(税込)発送料別 出

(会員売庖への卸価は 1部 400円恥発送料別Ji言語日本病院共済会
ただし、 50部以上 / 

ノc;TEL 03-3264←蜘8 FAX 03←3222∞16 

「ーー日本病院会臨床予防医学委員会編ーーーーー<保健叢書>ーーーーーーー・ーーーー-----，

わかりやすい高血圧のはなし
・臨床予防医学の見地から

-人間ドック受診者の参考書として

・患者さんの診療のお手伝いの書として

お申込は FAX-はがきにて

会 干 102 東京都千代田区一番町13-2
定価1部 500円(税込〕発送料別 出

(会員売居への卸価は 1部 400円恥発送料別Ji全額 日本 病院 共済 会
ただし、 50部以上 / 

ノ c; TEL 03-3264-9888 FAX 03-3222←日日16
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日本病院会代議員会・総会における

会長挨拶の要旨

平成9年3月22日

日本病院会会長

諸橋芳夫

1. 日本病院会のめざすもの

*医の倫理の高揚

*病院医療の質・病院機能評価及び患者サービスの向上

*療養環境の改善

*職員の研修・教育の強化

*病院経営の健全化

*病院診療報酬，税制・財政の改善

*組織の強化，拡充

*マンパワーの確保

*病気の予防と健康管理の徹底

*関係諸国体及び医療機関相互間の連携の強化

*諸外国との国際交流

*世界に通ずる病院医療

国民が誰でも何時でも何処でも安心してよい医療をうけられる体制の確立を図る。

2 組織の強化

日本病院会は昭和 26年に発足したもので，本年2月現在では国・公立，公的，私的を含み 2，583病院

(696，989床)(昨年2月より 82病院増加)で結成される日本の代表的な病院団体である。会員数もこのと

ころ漸増している。公私の割合は病院数にして 37.0%: 63.0%，病床数にして 52.0%: 48.0%で，公私

相協力，相互補完して国民医療に貢献させていただいている。

当会の趣旨に賛意を表 L，かねてより加入の動きのあった国立大学病院の中から平成6年 10月筑波

大学病院，続いて平成7年 3月東京医科歯科大学・千葉大学病院， 7月に東京大学病院，昨年5月に慶慮

義塾大学病院， 10月に北海道大学病院が加入された。その結果，当会は国立・公立・私立の大学病院を

含むあらゆる経営主体を網羅する病院団体となった。

3 今年4月 1日からの医療費改定について

1 診療報酬等の改定幅は，①消費税率引き上げに伴う改定 0.77% ②診療報酬の合理化を図るため

の改定 0.93%

2 薬価基準等の引き下げ幅は，医療費ベースで1.32%程度〔薬価ベース 4.4%程度の引き下げ (R幅

は10，ただし先発医薬品は 8)および材料価格の引き下げ〕実質0.38%のアップとありその内容は

次のとおりである。

臼本病院会雑誌 1997年B月 139(871) 



(11 消費税率引き上げへの対応

*指導料等

*入院環境料，入院時食事療養費

*その他=検査・注射・処置・麻酔・放射線治療・歯科補綴・調剤等，老人保健施設療養費等

(2) 診療報酬の合理化への対応

1) 医療の質の向上と効率化を図るための事項

①長期入院の是正と急性期入院医療の充実

*診療計画に基っく早期退院への取組み体制の充実(小児を含む)

*平均在院日数に着目した入院時医学管理料の体系化

*救命救急センター・周産期医療センター，急性期における術後管理の評価として

・救命救急入院料

-特定集中治療室管理料

・新生児特定集中治療室管理料 (NICU)

.広範囲熱傷H特定集中治療室管理料

のアップ

*急性期入院における手術，麻酔等の評価

*医療法標準人員に満たない医療機関の適正化

*老人その他看護の人員配置基準の見直し

*療養型病床群への転換の推進

② 医療の効率化に向けた医療技術の評価

*処方・調剤の技術の評価

*薬歴管理等の評価

*画像診断の適正化

*有床義歯に係る技術の評価

*かかりつけ医・歯科医の機能の評価

*特定機能病院からの情報提供の評価

キ小児う蝕患者の継続管理の評価(特定療養費制度の活用等)

2 ) 緊急に対応を図るべき事項

*エイズ医療対策等の推進

3) その他

*国立病院等における入院医療定額払い方式の試行

*点、数表の簡素合理化

4. 健保法等改正案

5月1日からの医療保険制度は現行制度のままでは，政管健保8.310億円，健保組合4，500億円，園児早

2，670億円といずれも大きな赤字となる。更には，固と地方を合わせた財政の累計赤字は 520兆円を突破

する。この額が 97年度の GDPを上回るとあって医療保険制度の改正案はすでに国会に提出されており

その項目として，

①老人保健制度の見直し

② 出来高払い方式の診療報酬の見直し

③薬価差の解消と薬価基準の合理化

④ 個々の患者に対する診療計画を策定した入院期間の短縮

⑤ 老人の低所得者の一部負担のあり方
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⑥病床数適正化のタイムスケシュール

⑦国民が適切な医療を受けられる医療情報提供や相談体制の計画的な整備

などだが，どれをとってもむずかしいテーマで. 1~2 カ月で結論が出るとは思えない。

だが，厚生省当局はあえて難問に取り組もうとする意欲はかたい。もっとも「患者負担増を求めるだ

け」の改正案には与党内にも反発が強いため.r抜本的改革を実行する方向」を示すことで足なみをそろ

えたという面はある。

老人保健の患者一部負担増・被用者本人2割は止むを得ないに ιても薬剤1日1種類15円の負担は

妥当でない。負担の二重取りであり事務上極めて繁雑となる。 30年前の昭和42年. 1日薬剤 15円の負

担により薬剤使用量が急減したからといって，“夢よもう一度"といいたいところであろうが医薬品は大

きく変わっており，今回のこの案は撤回すべきであり，利益率 14.7%の高利益をあげ世界的にみて高い

値段の製薬メ カーの薬価値下げ. 7万人もいるという MRの削減を図れば直ちにこの財源は出てくる

からである。

我々は現下の保険組合政管健保， 国保の財政事情からみればある程度の国民の負担増は止むを得ない

が，国ももづとお金を出すこと。薬の 1剤 1日15円の自己負担については，急激な自己負担増と事務の

複雑化を来すことより断固反対である。

急速に伸びる老人医療費については，もっと別の方法一一私見として，薬の定率負担，高額医療費制度

による給付増など含めて解決すべきである。

5. 中医協への病院団体代表の参加

国民医療費については医科について病院が 70%.診療所が 30%を占め，医師数について夫々 65%.

35%.患者扱い数については夫々 50%.50%とあるのに，医療費の配分，改定を審議する中央社会保険

医療協議会の委員(公益代表4人，医師・歯科医師・薬剤師の代表B人，健康保険・船員保険及び国民健

康保険の保険者並びに被保険者，事業主及び船舶所有者を代表する委員8人，計20人で構成)に公益法

人たる病院(病院は各種の職員をもって構成されている)団体の代表医師は特に 200床以上の高機能病

院・特定機能病院・臨床研修指定病院 救命救急センター・周産期医療センター・エイズ治療拠点病

院・基幹災害医療センタ一等から一人も参加していない現状は早急に改革すべきである。具体的には委

員の数を増す等して病院団体の代表を委員に加えるべきである。

6 消費税問題

消費税法では，社会保険診療報酬が社会政策的な配慮から非課税となっており，仕入れ等にかかわる

消費税分は事実上医療機関の負担となり，これが更に5%とアップすれば財政逼迫に陥っている医療機

関を一段と窮地に追い込んでいる。本来消費税は最終消費者が負担すべきものである。中間の医療機関

が負担しているのは全く不合理である。

当会としては，今年1月初日付で厚生省高木俊明保険局長宛に次の要望を出してあり. 1日も早い改

訂を望むものである。

厚生省保険局長

高木俊明殿

消費税率引き上げに伴う診療報酬の改定について(要望)
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日病会発第333号

平成9年 1月 30日

社団法人 日本病院会

会長諸橋芳夫
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平成9年4月消費税率引き上げに伴い，診療報酬を 0.77%改定する旨承りました。 そして， 0.77%に対する課税

費用白原価率が 44.7%であることも併せて発表されました。

ただ，今回の措置は，平成元年度消費税導入時白診療報酬改定0.76%に，税率2%引き上げ相当分として積み上げら

れたものであり，平成元年度の加算数値が正Lいといううえに成り立っています。

しかし，一昨年.当会が実施したアンケート調査によると，会員555病院の平成6年度決算数値に基づく控除でき

ない支払消費税の非課税売上に対する割合は1.6%であり，課税費用の原価率が，平成元年時の 30.4%に比べ大きく

変わったことを考えますと，消費税率5%の相当分と Lて新たに洗い替えL計算する必要があったと思料いた Lます。

つきましては，本会としては今回の措置について充分に納得するものではありませんが，建物の建替え，設備投資

の頻度の高い等病院の特性に鑑み，次の事項について特に要望いたします。

〈要望事項〉

O 当会前掲の調査では1.6%のなか.固定資産取得分は 0.25%に及びます。

固定資産については，支払消費税を取得価格に含め長期に亘り減価償却費として回収するよりは，受取消費税

を上回った額を還付してくださる方が経営安定化に資すると考えます。

従って，なんからの還付方策を講じられますようお願いいたLます。

O 次善の策として，

支払消費税を減価償却費として回収するにしても，価格に組み込まれてはじめて消費税が消費者に転換された

ものといえます。

従って，診療報酬のうちどの点数がキャピタルコストと Lて加算されているかを明らかにしていただきたい。

今回，医業費用のなか，減価償却費は平成五年度取得以降のものを対象に計上されていることは明らかにされ

ておりますが，その内訳が何%であるかは示されておりません。

仕入時に負担Lた消費税が，各医療機関で過不足なく診療報酬に手当てされているか検証できるように，審議

内容の一層の透明化を図られますようお願いいたします。

以上

7， 医療法の改正

医療審議会の「医業経営と患者サービス向上に関する小委員会J(座長=杉崎盛一郎安田健保組合理事

長)が 1月 22日に開催され，規制緩和を巡って課題となっている①医療法人の理事長要件の見直L，②

企業による病院経営，③病床規制の見直しの 3項目について，今後検討していくことになった。

*公立病院の開設者が地方自治体の長であるなど， すでに医師以外の者が経営のトップにあるという

こと等を考えると，医療法人の理事長を医師のみに限定することなく，医師以外にも広く門戸を聞

いて人材を求めるべきである。

*幅広く関係審議会の論議も経ながら， 医療提供主体や医療提供体制のあり方の中で企業による病院

経営の問題も含めて検討すべきである。

*病床規制のあり方についても，必要病床数の枠の中で，新陳代謝が図られるよう，特例的に参入が認

められている事項の見直しゃ保険者が医療機関を選択できる方策を検討すべきである。

地域医療支援型病院について，第二次医療圏内に 2カ所程度指定し，病々・病診の機能分担と連携を

めざしている。国立，公的のみならず条件の揃った私的病院の参入も望ま Lい。

なお，当会としては医療法に“営利を目的とした病院開設を認めない"とあることから，病院経営につ

いての株式会社の参入には反対である。

当会からの委員の活躍が望まれる。

8 病院の第三者機能評価機構への参加

日病としてはすでに病院機能評価マニュアルの発刊， 岩崎氏による病院の質研究会への参加など病院
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医療の質の向上をめざして着々と成果を上げているが， 昨年から発足したこの評価機構に積極的に参加

し専門家や実践者を送り込み従来のノウハウを注ぎ第三者による評価に充分に耐え得る機構を築き上

げ，ひいては日病会員の発展に寄与したい。そのため，相当高額の出資をした。サーベイヤーの養成・努

力は多いとするが，診療内容を含んだ評価とその公表が何れ行われ，それに耐え得る病院作りが期待さ

れる。

今年1月現在評価受審申し込み病院は.200床未満の一般病院A 15. 200床以上の一般病院A 3. 
般病院B21.精神病院し計40病院に達している。

9. 介護保険について

側ニッセイ基礎研究所の発表によると.2.000年時点、の在宅要介護老人数は 160万人で，施設要介護老

人数は 107万人であるが.2010年には在宅要介護老人数が 225万人となり，施設要介護老人数は 151万

人となるだけに，その実施が急がれる。

この保険制度創設のねらいは，

*老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える仕組みを創設

*社会保険方式により給付と負担の関係を明確にし，国民の理解を得られやすい仕組みを創設

*現在の縦割りの制度を再編成し，利用者の選択により，多様な主体から保健医療サービス・福祉

サービスを総合的に受けられる仕組みを創設

*介護を医療保険から切り離し，社会的入院解消の条件整備を図るなど社会保障構造改革の第1歩と

なる制度を創設

昨年 11月第 139回臨時国会に介護保険関連三法案が提出されたが. 12月末継続審議となり今の国会

に提出されている。

当会では昨年1月25日，公的介護保険制度についての提言を行った。

10 ストップ・エイズのキャンベーン

引き続いてエイズ予防および診療対策を打ち出した。今年度は第6回，第7回の 2回，エイズ診療を推

進する病院職員の意識高揚を目的としてワークショップを実施した。感染事故防止のための方策につい

てのレクチャ を受けた他. HIV感染者・エイズ患者受け入れのための病院内の体制作り，他病院・保

健所との連携などをめぐって参加者全員によるグループ討論を行った。過去7回で医療従事者280人が

参加した。

エイズ・エディケータ の養成として，一般へのエイズの正しい知識の普及・啓蒙を目的とし大学

生，看護学生を対象にエディケーターの養成を行った。第1期生28人を養成し，都内の高等学校等8校
で実施した。今度第2期生35人を養成する。

更に，エイズウォームラインの利用拡大のため，事務所内に専用回線を設置。エイズ診療の疑義につい

て対処方法，処置を回答。いつでもどこの医療機関でも診療可能な体制確保を図る。毎週月・木曜の午後

2時-6時まで専用電話と専用のファックスを用意し， エイズ診療の向上を図らんとするものである。

3年聞を経過し，年間 40-50件の相談件数である。なお，エイズ薬害問題がー臼も早く解決されること

とともに，多数の会員が当会の企画を利用されることを望むものである。

厚生省においてもエイズ・感染症対策の強化として，行政の見直し，感染症に関する調査研究の総合

的推進と感染症情報収集・提供体制の整備， エイズの治療・研究体制の強化を図るため保健医療局の組

織再編を行い，国立感染症研究所の設置，エイズ治療・研究開発センター(仮称)の新設等を行うことに

なったのは大いに評価してよL、。

以上， これらのエイズ対策事業は， インターネソトの日本病院会ホームページでエイズ情報として、流

している。
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圏内累積エイズ患者報告総数は(昨年 12月末現在)男性1.332人，女性 115人，計1.447人(うち外国

人 230人)いる。この 1年間で約 300人増加したことになる。アメリカではエイズ患者に治療薬を投与

し死亡者の減少をみている。

なお，平成元年2月 17日以降は凝固因子製剤が原因と推定されるものは法によって対象から除外し

てある。これらの方々へ愛の灯りを与え，職員の教育を図りたい所存である。

11 准看護婦制度の発展的解消について

厚生省の准看護婦問題調査検討会は，昨年 12月初日准看護婦養成課程を改善し， 21世紀初頭の早い

段階で看護婦養成制度への統合に努めるとの報告書をまとめた。この検討会は一昨年 (1995)10月から

小委員会5回，調査検討会 11回を含め計 16回開催されての結論である。

准看護婦制度ができたのは戦後間もない 1951(昭和 26年)，看護婦不足を補うため，高校進学率37%

ということもあり中卒以上を対象にした 2年課程の養成所がつくられたのである。その後，高校の衛生

看護科(3年〕で教育を受けた生徒にも都道府県知事の免許が与えられるようになったが，高校進学率の

推移 (37%から 97%へ)や看護の質の充実，在宅看護の推移など 21世紀の医療に向けての討議が高ま

る中，制度の見直しが急務となっていた。

少子化の影響もあって看護婦(士)養成機関を志願する 18歳人口の動向が大学・短大を始め 3年制

コ ス，衛生看護料共に年々減少していること，特に准看護婦養成所生徒は 2007年には統計上，志願者

はOに近くなること。医学・医術・薬学・栄養学の進歩は極めて著しい。

その後の看護大学(博士・修士課程を含む)，短大，多数の 3年制コース，専門看護師，認定看護師制

度もできていることなど情勢は大きく変わってきている。

患者は高学歴化しているのに中卒・高卒2年の准看護婦で， 果たして療養上の世話・指導・高度化し

た医療の補助ができるであろうか。

世界の趨勢と現在の医学・医術・薬学・医療機器・看護学の進歩，患者の高学歴化等からみて， 1951 

(昭和 26)年に看護婦不足から緊急避難に創設され 46年間続いてきたこの准看護婦制度は，すでに制度

疲労をおこしている。この現状から，准看護婦制度の廃止・ 3年制への統合は，時代の流れにそったもの

と思う。

12 学会・セミナ一等

第47回日本病院学会は本年6月 12・13日，東京都において日本病院会副会長の高橋勝三先生を学

会長にして『病院が変わる~明るい病院の未来像~J をメインテ マに開催される予定である。第 38回

日本人間ドック学会は 8月21・22日広島市において伊藤千賀子広島原爆障害対策協議会健康管理・増

進センタ 所長を学会長とし， rQOLの向上をめざして』をメインテーマにして開催される。第23回日

本診療録管理学会は 9 月 18 日~ 19日札幌市において， cl本病院会常任理事の西村昭男先生を学会長と

して開催される。この他にもセミナー，研修会等数多く予定されている。この研修・教育・学会の開催は

本会の伝統的かっ特色を示すもので，信頼される病院造りに直結するものであり， これらの学会に多数

の会員の参加を望む。

13 医薬品問題

病院経営の悪化は4年前からの新薬価制度による薬価差の減少も大きく影響している。新薬価制度に

より大メーカー，大卸問屋は増収・増益であり，中小卸問屋，ユーザーたる病院は経営が悪化している。

薬価差の縮小でメーカー・卸が高額の利益をあげ， ユーザーたる病院側の一方損であるのは不合理であ

る。

わが国の医薬品が国際価格より高いこと，世界に通ずる新薬がほとんとないこと， MR数 7万人と多
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いこと，天下り役人の多いこと，保険医療の中から製薬メーカーが何故高収益をあげているのかについ

て，社会保険旬報96年 3月21日号に日ベージにわたり，私の論説を載せてあるので参考としていただ

きたい。

メ カー・卸が年々高収益をあげている中にあって，ユーザーたる病院の多くが赤字で苦悩し，療養

環境の整備もできないでいる現状は日本の医療の不可思議の最たるものである。

薬業界の矛盾を解決することに医療界は全力を傾注すべきである。

まとめ

医療界は今や大きな改革時代に突入し，少子・超高齢社会を迎え，病院は国民から評価，選別，淘汰さ

れる時代になった。

一方， この 4月からの医療費改定も微小ながら質を重視した施設認定病院機能の評価，病々連携・病

診連携を重視し療養型病床群を優遇してある。

老人問題は医療のみでは処理できなく，福祉としての介護(在宅および施設入所)と結びつかなくては

ならない場合が多い。国民は病気の場合診療機能の高い一般・特殊病院，専門病院と，第三者機能評価の

高い病院を選択せんとする意欲の大きいものがあることを認識する必要がある。

当会はこの医療改革に対 l.是は是，非は非として行政当局に折衝するのはもちろんであるが，各病院

ともこれに堪え乗り切ってサパイパルを図るためには合点、のいく国の医療改革の施策を取り入れるなど

して，当会のめざすものに向かつて一致協力して全力投球するよう望むものである。

それにしても. 5月 1日からの各種医療保険・老人保健法の改正は国民にのみ負担増と事務の繁雑化

をもたらし，かつて国民医療費の 30%を国が負担しておったのに，現在は 24%と撤減している。このこ

とから，公聴会でも悪評が多く，また国会審議でも種々論議され撤回されることを望むものである。

会員各位の健全なる発展を祈って止まない。
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不板

日本病院会会長殿

保文発第 291号

平成9年3月27日

厚生省保険局医療課長

診療報酬請求書等の記載要領等の一部改正について

標記について，別添のとおり各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長，国民健康保険主管課

(部)長並びに老人医療主管部(局)老人医療主管課(部)長あて通知したのでお知らせします。

保険発第44号

老健第 69号

平成9年3月27日

都道府県民生主管部(局)

保険主管課〔部)長一

国民健康保険主管課〔部)長市

都道府県老人医療主管部(局)

老人医療主管課〔部)長殿

厚生省保険局医療課長

厚生省老人保健福祉局

老人保健課長

診療報酬請求書等の記載要領等の一部改正につい

て(通知)

標記については， 1診療報酬請求書等の記載要

領等についてJ(昭和 51年 8月7日付け保険発第

82号本職連名通知)により取り扱われているとこ

ろであるが，今般，健康保険法の規定による療養

に要する費用の額の算定方法(平成6年 3月厚生

省告示第54号)及び老人保健法の規定による医

療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6

年 3月厚生省告示第 72号)の一部が改正された

ことに伴い，同通知の一部を下記のとおり改正

し.平成9年 4月診療分から適用することとした

ので，その取扱いに遺漏のないよう御配慮願いた

L 、。
記

1 1診療報酬請求書等の記載要領等について」

の一部改正に関する事項

l 別紙 1のHの第 lの14の(21中 12.5対 l看

護又は特3類看護の届出」を 12.5対 1看護若

しくは特3類看護又は一般病棟入院時医学管

理(1)若しくは一般病棟入院時医学管理

(11)の届出」に改める。

2 別紙1のEの第3の2の(41のウ中「囲むこ

と。」の次に「なお，公費負担医療又は老人医

療の場合は， 本人に該当すること。」を加え

る。

3 別紙lのEの第3の2のωのイ中" 29理

(理学診療科)Jを削る。

4 ~rJ紙 l の E の第 3 の 2 のωのイ中哩重量」
を哩~J に改め，同オ中「手術前医学管理
料」の次に"手術後医学管理料」を加え，

「生~，⑧J を「宰ÆJ)，宰珍，⑧」とし，同
キ中「診療情報提供料ω，181又は(CIを算定し

た場合は，⑫A，⑩B又は⑮CJを診療情報提

供料ω，侶1，(CI又は(])Iを算定した場合は，⑩

A，⑮B，⑮C又は⑩DJに改め，同コ中「退

院時指導料」を「退院指導料」に改め， 1開放

型病院共同指導料 (11)，Jを「開放型病院共

同指導料 (11)又は」に改め， 1⑮ 11， Jを「⑮

E又は」に改め， 1入院栄養食事指導料L退院

時指導料，退院時 1)ハピリテーション指導料

及び」を「入院栄養食事指導料又は」に改め，

「算定を行った日」を「算定日」に改め，同ω
中クからコまでをケからサまでとし，キの次

にクとして次のように加える。

ク 薬剤情報提供料を算定した場合は，

唾車と表示して，回数及び点数を記載す

ること。

5 別紙 1のEの第 3の2の白日のイ中(討を削
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り，閃を(坊とする。

6 別紙 lのEの第 3の2の仰のイの eの〔記

載例〕中 12，400x 1 Jを 12.410x 1 Jに改

め， f中 I(平成 8年 3月 15日保険発第33

号)Jを I(平成 9年 3月17日保険発第 35

号)Jに改め，同問中キからタまでをクからチ

までとし，カの次にキとして次のように加え

る。

キ HIV抗体陽性の患者に対して観血的

手術を行った場合は，観血的加算を算定

した旨の表示は省略すること。

7 jjl!紙 1のEの第 3の2の倒のオの〔記載

例〕中 1450Jを 1460Jに改める。

8 別紙 1のEの第3の2の倒のウ中「それぞ

れの加算を加えた点数〉寝具設備について別

に厚生大臣が定める基準に適合していない施

設であっては，入院環境料について所定点数

の100分の 90に相当する点数)，回数並びに

合計点数」を「それぞれの加算を加えた点

数)，日数及び合計点数」に改め， 1また，寝

具設備について別に厚生大臣が定める基準に

適合していない場合は，寝無と看護種別欄に

表示することりを削り，同カ中「記載するこ

と。」の次に「なお，一般病棟入院時医学管理

(1)又は一般病棟入院時医学管理 (II)を算

定している保険医療機関は，看護種別欄に

「一入 1j又は「一入IIJと記載すること。」

を加え， 1なお，入院期間Jを「また，入院期

間Jに改め，同ク中 1100分の 90Jを 1100分

の70又は 100分の 90jに改め，同ケの(ウ)中

「入院治療計画加算」を「入院診療計画加算」

に改める。

9 jjl!紙 1のEの第 3の2のω中 11老人再診

料」と， jの次に， 1同キ中「訪問看護ステー

ションjとあるのは「老人訪問看護ステー

ションJと， ωのク中「薬剤情報提供料」と

あるのは「老人薬剤情報提供料」と， Jを加

え，同カ中「老人診療情報提供料仇)，巴)又は

(c)を算定した場合は， 1指導」欄に「⑮Aj，

「⑮Bj又は「⑮CJJを「老人診療情報提供料

仇)，白)， (C)又は臼を算定した場合は， 1指導J

欄に「⑧AJ，[⑮BJ， 1⑧CJ又は「⑧DJJに

改め，同キ中「老人退院時指導料」を「老人

退院指導料」に改め， 1点数を記載し， Jを「点

数を記載すること。また，老人退院前訪問指

導料を算定した場合は， Jに改め，同ツ中「記

載すること。」を「記載するとともに，老人診

療報酬点数表の一部改正に伴う実施上の留意

事項についてJ(平成8年 3月B日老健第 71

号)の第 lの2のEのωの②における状態の

うち，当該点数を算定した患者が該当するも

のを「摘要」欄に記載すること。」を加える。

10 別紙 1のEの第2の13の(2)中「特 3類看

護の届出」を 12対 1看護， 2・5対 l看護

若しくは特3類看護又は一般病棟入院時医学

管理(1)若しくは一般病棟入院時医学管理

(II)の届出」に改める。

11 別紙 lのEの第 3の2の側中力からクまで

をキからケまでとしオの次にカとして次の

ように加える。

カ 曲面蝕に擢患している患者の指導管理に

係る特定療養費を支給する患者の病名の

記載に当たっては，病名は C特療と記載

すること。

12 別紙1のEの第3の2のl22iのス中「加算」

を削る。

13 別紙 lのEの第3の2の1231のカの付)中 12

歳Jを 13歳」に改める。

14 別紙 1のEの第3の2のωのヌの同の次に

側として次のように加える。

側 HIV抗体陽性の患者に対して，観血

的処置加算又は観血的手術加算を算定

した場合は，その処置又は手術の名

称，加算後の点数及び回数を記載する

こと。

15 別紙 IのEの第 3の2の聞のホ中「左から

新製義歯調整指導料，有床義歯調整料，有床

義歯調整指導料の順にそれぞれ名称， Jを削

り， 1部位及び月日を記載する。」の次に「ま

た，有床義歯長期調整指導料(1)又は有床

義歯長期調整指導料 (II)を算定した患者に

対し，攻合機能回復困難者加算を算定した場

合は (II)の右の余白に加算点数を記載する

こと。」を加え，同 (26)のマを次のように改

める。

マ 「その他j欄について

日本病院会雑誌 1997年5月 147(879) 



(ア) HIV抗体陽性の患者に対して，歯冠

形成，支台築造又は印象採得を行った

場合は，その名称，加算後の点数及び

回数を記載すること。

Lィ) スルフォン樹脂有床義歯等記載の欄

が示されていない各種の歯冠修復及び

欠損補綴は当該欄に，それぞれ名称，

点数及び回数を記載すること。

わ)歯科訪問診療時に歯牙切削器具使用

加算を算定した場合は⑮と表示し，点

数及び回数を記載すること。なお，伺

日に歯牙切削器具を使用する処置又は

手術を行った場合に当該処置又は手術

が主たるものであるときは「処置・手

術」の「その他」欄にのみその旨を記

載すること。

tヱj 新たに製作した有床義歯を装着した

日から起算して 6月以内に当該有床義

歯の修理を行った場合は，有床義歯修

理の点数の 100分の 50に相当する点

数と装着料を合算した点数を記載する

こと。

16 別紙1のEの第3の2の仰のセ中「診療情

報提供料ω，侶)又は10を算定した場合は，⑮

A，⑮B又は⑮CJを「診療情報提供料凶，但:1，

10又はωを算定した場合は，⑧A，⑮B，⑧C

又は⑮DJに改め，同テ中「退院時指導料Jを

「退院指導料Jに改め， 1記載し， 1摘要」欄に

算定日を記載すること。Jを「記載すること。」

に改める。

17 別紙1のEの第3の2の自由のア中「処置の

通則 16JJを「処置の通則 17Jに改め，同

スをセとし，シの次にスとして次のように加

える。

ス 社会福祉施設等で療養を行っている通

院閑難な患者に対し訪問して歯科診療を

行った場合は，訪問先及び通院が困難な

理由を記載すること。

18 別紙 lの皿の第3の2の仰の中"再診」

欄， Jの次に 11投薬・注射」欄Jを加え， IQIIJ 

の次に， 1，凶jを加え， 1この場合において， J 

の次に「仰のスヰ11薬剤情報提供料」とある

のは「老人薬剤情報提供料」と， Jを加え，同

仰のイ中「記載し， 1摘要」欄に算定日を記載

すること。」を「記載すること。」に改め，同

ォ中「老人診療情報提供料ω，田)又はOを算

定した場合は，全体の「その他J欄に⑫A，⑮

B又は⑫CJを「老人診療情報提供料凶， al， 

ICI又はωを算定した場合は，全体の「その他」

欄に⑮A，⑮B，⑨)c又は⑮DJに改める。

19 別紙 1のNの第 2の2の側中 110点Jを

rn点jに改める。

20 別紙 1のNの第2の2の側中"寝たきり

老人訪問薬剤管理指導」と， Jの次に「自由のア

の〈ア)中「薬剤服用歴管理指導料」とあるのは

「老人薬剤服用歴管理指導料Jと， 1薬剤情報

提供加算」とあるのは「健康手帳老人薬剤情

報提供加算，老人薬剤情報提供加算Jι
「⑧Jとあるのは， 1⑤⑧」と，同アの付)中

「薬剤服用歴管理指導料」とあるのは「老人薬

剤服用歴管理指導料」と， Jを加え， 1自由のァ」

を「同7Jに改める。

E その他の事項

1 1療養の給付，老人医療及び公費負担医療

に関する省令の一部を改正する省令J(平成

8年 12月 24日厚生省令第 70号。以下「改正

省令」という。)による改正前の診療報酬明細

書の記載については， 1診療報酬明細書等の

記載要領等の一部改正等についてJ(平成8

年 12月 27日保険発 174号，老健第319号)

による改正前の記載要領によることとして差

し支えないこと。 Lたがって，同通知により

新たに追加した事項については省略して差し

支えないこと。

2 改正省令による改正前の診療報酬明細書に

より請求を行う場合，今般の診療報酬点数表

の改正により新たに記載が必要となる事項に

ついては，本通知による改正後の記載要領に

よること。ただし，入院分で新たに「指導J

欄及び「在宅」欄に記載することとなった事

項については， 1その他」欄に記載すること。
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掲不

薬安第 45号

平成9年3月28日

制日本病院会会長殿

厚生省薬務局安全課長

ヒト乾燥硬膜の使用中止及び回収措置について

医薬品等の安全対策につきまして，日頃より種々ご協力いただいていると

ころであります。

さて， ヒト乾燥硬膜とクロイツフェルト・ヤコプ病 (CJD)との安全対策

については，昨年6月と 8月の中央薬事審議会伝達性海綿状脳症特別部会に

おいて，臨床的には安全であるとの評価を得るとともに，引き続き必要な情

報収集に努めることとされてきたところであります。

今般， WHOの医薬品等に関する伝達性海綿状脳症専門家会合 (3/24-
26日)が開催され， 3月27日付けで「ヒト乾燥硬膜については，今後使用

しないこと」との勧告がなされたことを受けて，我が国においては， ヒト乾

燥硬膜の使用を中止することとし， 関係業者に対し， 薬事法第69条の 2に

基づく緊急命令として，出荷停止及び回収並びに医療機関への情報伝達を命

じたところであります。

つきましては貴会におかれましでも貴会会員へヒト乾燥硬膜をしようしな

いよう周知方お願いします。

なお，当該措置に基づき，別添のとおり厚生省緊急安全性情報(緊急

ファックス情報)を登録病院及び診療所に対して送付したのでご承知願いま

す。

厚生省薬務局安全課 医薬品適正使用推進室

干 100-45 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 電話 03 -3595 -2435 Fax 03 -3508 -4364 

1厚生省緊急安全性情報No.21

平成 9年3月28日(金)

ヒト乾燥硬膜の使用中止について

本年3月24-26日に開催された世界保健機関 (WHO)の医薬品等に関する伝達性海綿状脳症専門

家会合において，ヒト硬膜を使用しないようにとの勧告がなされました。

ついては，ヒ卜乾燥硬膜を使用しないようにしてください。

O ヒト乾燥硬膜の製品

テュトプラスト デュラ

(輸入販売:側佐多商会東京都港区東麻布2-3-4 電話 03-5461 -3058) 
リオフィライズド・デュラ

(輸入販売 日本ピー・エス・エス鮒東京都文京区本郷2-26-11 電話 03-5688 -0247) 

O ヒト乾燥硬膜の代替品について

ヒト乾燥硬膜の代替としては患者自身の大腿筋膜を利用するほか，ゴアテックス人工硬膜の使用が
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あります。ゴアテックス人工硬膜の入手については，最寄りの医療用具販売業者へお問い合わせいただ

くか，又は直接下記の輸入販売業者あてお問い合わせください。

ジャパンゴアテックス網 干 156 東京都世田谷区赤堤 1-42-5

電話 03-3427 -8161 (月~金曜日. 9 時~ 17時)

(なお. 3 月 29 日(土)に限り 9 時~ 17時対応)

FAX 03 -3427 -8094 (24時間受注対応)

O ヒ卜乾燥硬膜のリスクについて

これまでに， ヒト乾燥劃膜を使用した場合に，伝達性海綿状脳症であるクロイツフェルト・ヤコプ

病の発症がみられたという症例が国際的に 50例以上報告されています。

O 詳細については，各輸入販売業者から情報提供されます。

O 貴医療機関の関係者にこの情報が篠実に提供されるようにお願いします。

(次ベージ資料参照)
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Press Releasa WHO/27 
27 March 1997 

SPONGIFORM ENCEPHALOPATHIES: 

NEW RECOMMENDATIONS ON MEDICAL PRODUCTS 

In the light of r.同町tscientific inform田:ionand •• part of由econ世nuedlTIon社oring
01 rlsks to public health by the Wor1d Health Organization (WHO)， an Intemational 
consuftation of expe同swas convened in Geneva from 24 to 26 M.rch 1997 on th. Issue 
01 human and animal spongilorm encephalopathies and medical products. 

The consultation， which brought together 50 experts Irom 15 coun廿ies，sought 
in addition to examine廿噌扇町a討。nof humans and廿1erecent observations on the nature 
01廿祖 causal agent， while providlng an upd武oon th. s凶 ation01叩ongifonm
encephalopathies in cows and possibly in .h.ep 

Th. expeπs confirmed their previous conelusions and statements on transmissible 
叩。nsif町 menceph副。pathi闇 πSEl， including廿¥eneed for continued and intensifiecl 
research， which remain. h8mperecl by the lack 01 a diagnostic te民 thatcan iden甘fy柏e
infection early in its course before the onset 01 symptoms. Th.y also concluded that廿，e
new ¥nl，町mBtiondoes not change previous同∞間市n白首。nsregBrcling mi¥k聞 clgelatin 
safety， and relterated that still no link c.n definitely be established between bovlne 
spongifonm encephalopathy (BSE) and the variant fonm of Creutzleldt・Jakobdisease 
(CJDI although recent findin¥ls further supp。代世、.hypothesis. 

The con.ultation has made the lollowing re∞mmendations: 

Medical Products and sources of animal origin: 

• Whenever possible， cattlo (bovine) sources should be avoided for the 
preparation of medicinal produets and devicesj other animal species 
naturally affected by • TSE should likewise be avoided as an alternative 
$ource. 

.. If unable to avoid bovine sources， source∞untries should be those which 
have low or no BSE conlirmed by an effective surveillance .ystem among 
cattle， and where tne possibility of contamination during the collection of 

働v
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material is maintained at a minimum. In addi甘on，inactivation and or 
removal procedures should be used where possible. 

The consultation further recommended these guidelines should 81so be applied to 
medical products from other animal species with naturallY-8cquired TSE. 

Medical Produ<:t5 and device5 of human origin: 

Although there has been no proven or even probable instance of CJD transmission 
from human to human by blood transfusion or blood products， ob時 間ationmus1 
continue. The expe悶sconcluded that blood transfusion. continue to be safe. Routine 
intemationally re∞gnized donor selec甘oncriteria should exclude individu百Iswho .re at 
risk of CJD and other familial TSE. Persons who have undergone treatment using 
extracts of human pituitary gland (growth horrnone and gonadotropin)， have received 
human dura mst町 gr.ftsand have a family hlstory of CJD or other familiaJ TSE shouJd 
be excluded from gMng bJood. 

In addition， as ov町 50casos of CJD have resulted from cadaveric dura mater 
grafts， the consultotion recommended that dura moter should no longer be used. 

The main conclusion of廿、15consultation Is山首由時itethe new Info円n酎:ion
available slnce May 1996， which h.. been carefuJly examined， th. recommenda甘ons
developed at廿letime regarding products entering the food chain still stand. Those 
regording medlcinal products have been updated. At甘官 S8me甘me，edditional 
recommendations conceming blood and blood products hsve been made I!IS outlined 

above. WHO will continue to follow the situatlon， taking into consideration any new 
elem.nt thot could modify. or ch田 geits conclusions and recommel'ldations in the area 
。fhuman and anim.1 spongiform encephalopa'廿、ies.

For funh・!f'-jntorm副on.journalim can 回目・a 同首'p回 S抑制~ Medi・6山副ons.H岨抽 Communii白扇面副dp，占h
R山由帽t，WHO. G，嶋崎，叫叩non.:(41 2副?引 2535.勉x:(41 22) 791 4858. 

An WHO P句@帽 R山田帽.F.尻島田u・ndFeo国間son be・M・lnedon 1M・m回。nth. WHO home pag・http:
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(仮訳)

プレスリリース WHO/27 

1 997年 3月27日

海綿状脳症:医薬品及び医療機器に対する新勧告

世界保健機関 (WH0)による公衆衛生リスクの継続モニ空リングの一環として、最近

の科学的情報を踏まえ、医薬品等に関する伝達性海綿状脳症専門家会合が、 19 9 7年 3

月24日から 3月26日までジュネーブで開催された。

この会合には 15カ国 50名の専門家が参加し、ヒトの伝達性海綿状脳症の状況友びそ

の病原体の性質についての最近の知見について検討するとともに、牛友ぴ羊の海綿状脳症

の直近の状況についても験討した。

専門家会合では、これまでの伝達性海綿状脳症 (TS E) に関する結論、声明について

確認するとともに、調査の継続、強化の必要性、発症前に感染を同定する診断法が欠如し

ている問題についても確認した。さらに、新たな情報によってもミルク及びゼラチンの安

全性に関する従来の勧告を変更する必要がないことを結論した。また、最近の発見は関連

についての仮説を支持しているものの、依然として牛海綿状脳症 (BS E) と変異型ヲロ

イツフェル卜ーヤコブ病 (CJ D) との明確な関連性は確立できないことか'再確認された。

本会合は次の勧告を行った。

医薬品、医療用具と動物由来の原料

牛を原料とした医薬品及び医療用具の製造は、可能な限り避けるべきである。また、

同様に、 TSEを自然に発症するような他の動物種についても、代替する原料品と

しての使用を避けるべきである。
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牛を原料とすることが避けられない場合には、 BS Eの出現率が低いかあるいはな

いことが有効な牛の防疫監視システムにより修認されているとともに、材料の収集

段階で混入の可能性が最小限に維持されている国を生産国とするものとすべきであ

る。加えて、可能な限り病原体の不活化・除去工程を行うべきである。

会合では、 TSEを自然に発症するような他の動物種を原料とする医薬品についても上

記ガイドラインを適用すべきであると勧告している。

ヒト由来の医薬品及び医療用具

輸血あるいは血液製剤によってヒトの間でCJDが伝達される可能性については、aiE明

されていないし、その疑いのある事例もないが、引き続き調査が必要である。専門家会合

は、輸血は引き続き安全であると結論した。常に行う国際的なドナー選択の基準として、

CJD及び他の家族性TSEのリスクにある場合を排除すべきである。ヒ卜下霊休の抽出

物(成長ホルモン及びゴナドトロビン)の治療歴のある場合、ヒト硬膜の移植を受けた場

合、 CJDの家族歴をもっ場合、他の家族性TS Eの家族庭をもっ場合は、ドナーから除

外きれなければならない。

さらに、ヒト硬膜の移植例から 50例以上のCJDが発症していることに鑑み、今後、

硬膜を使用しないことを勧告した。

この会合の主な結論として、 19 9 6年 5月以降得られた新しい情報を注意深く検討し

た結果、食物連鎖に入る製品に関して出された勧告は引き続き有効であることを確認Lた

ことである。医薬品、医療用具についての勧告は改められた。血液及び血液製剤lについて

も上記のような劉告が追加されている。 WHOは、ヒ卜及び動物の海綿状脳症の分野の結

論、勧告について、その変更につながる如何なる新要素についても考慮しつつ、状況の把

握を継続することとしている。
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「一ーーーー一一一一第12回精神研国際シンポジウムーーーーーーーー -"-1

Home page: h甘p:/，何明w.priιgo.jp/enJlnter_ Sympol 

テ-7・ 「外傷後ストレス障害 (PT S 0)の研究と治療」

一災害・犯罪・虐待などによるトラウマをめぐって

日時 1997年 10月6日(月)ー7日(火}

会 場: アノレカディア市ヶ谷(私学会館) ・東京

jRおよび地下鉄市ヶ谷駅・徒歩 2分

用 語:英語・日本語(同時通訳付)

演者・ Ma仙 ewfriedman (USA)， Bonnie Green (USA)， Judi血 Hennan(USA)， 

Dean Kilpatrick (USA)， AI時 間d町 Mcf町1田 e(Au町出吟

Robert内noos(USA)，Bessel van der Kolk (USA)， Lars Weisaeth (Norway) 

安克昌，太田保之，岡野憲一郎，加藤寛，小西聖子，斎藤学、

菅原圭吾，福西勇失，飛鳥井望

参加費 5，250円 懇親会(10月 6日夕刻)参加費:7，000円

参加申し込み法・葉書、 FAXないし E-ma且にて「第 12回精神研国際シンポジウム

参加希望j と明記の上、氏名(和・英表記とも)、所属(和・英表記とも)、連絡先

(住所および電話・ FAX)、職種、懇親会参加の有無、を事務局までお送り下さい。

折り返し参加費払い込み方法その他についてご案内いたします。参加費払い込み確認

をもって登録完了といたしますD

インPーネットでの申し込みも可能です。詳細はホーム・ページをご覧下さ LL 

申し込み期限 1997年 6月 30日

(定員の都合上、先着 200名をもって締め切りとさせていただきますロ)

主 催 (財)東京都精神医学総合研究所

申込・問い合わせ先 東京都精神医学総合研究所・社会精神医学研究部門内

第四回精神研国際シンポジウム事務局

干156東京都世回谷区上北沢 2.1.8

TEL: 03.3304.5701 FAX: 03.3304-9396 

E.mail: symPTSD@prit.go.jp 

L.._ーーー一'ーーーーーー_..-ー一一一ーーーーー一一ーーーーーーーーーーーーー一_.:
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理 事 長殿
病 院 長殿
事 務 長殿
診療録管理士 殿

日病会発第お0-2号
平成 9年 3月 1日

診療録管理士の診療情報管理士への補講について

1.補講の目的
既に診療録管理士として認定されている者に対し診療情報等新カリキュラムについて補講を

行い診療情報管理士としての資質の向上を図ることを目的とする。

2.合格者に付与する資格

診療情報管理士

3.受講資格
社団法人日本病院会が既に診療録管理士として認定している者で補講を希望する者。

4 補講、試験実擁時期

平成9年 6月
5 補講会場

東京 社団 法人日本病院会

干102東京都千代田区一番町町 13-3
※会場は、都合により変更することがある。

6 日 時

東京平成9年 6月22日(日)09∞-17∞
※受講申込み締切り日は補講日の10日前とする。(消印有効)

7 補講

(1) 09∞-12 ∞( 3時間)
医学概論(イン7オームド・コンセント、病院織姥評価)(3時間)

包) 12: 30-15 : 30 (3時間)
医療情報学(情報マネージャーに求められる情報管理の知識と技術)(3時間)

8.試 験
15: 30-17 ∞(  1.5時間)
(j)課目 医学概論、医療晴報学一「

I (1.5時間)
(却形式 小論文 J 

ただし、診療情報管理士への資格認定試験実施要綱第6項2号(以下「実施要綱」という。〕
に該当する者は、試験の1.5時間を免除することができる。

9.受講料

2 O. 0 0 0ー(教材費含む)
郵便振替口座番号 00190 -5 - 396045 
社団法人 日本病院会通信教育部

複数人で郵便振替する場合は、通信欄に個人名を記入下さい。

10.教材等の準備

教材は申込受理次第配布する。受講当日はJ付き計算器を持参のこと。

11 その他
(1) 試験の合否判定結果はその都度通知する。

(引認定証及び認定者名簿は補講終了後送付する。

※申込み先 制日本病院会通信教育課 〒102東京都千代田区一番町 13-3

156(888) 日本病院会雑誌 1997年5月



診療録管理士の診療情報管理士への資格認定試験実施要綱

1 .目的
既に診療録管理士として認定されている者に対し診療情報等新カリキュラム追加課
自について補講及ひ'試験を行L¥合格者に「診療情報管理士」の資格を付与する。

2 対象
社団法人日本病院会が既に診療録管理士として認定している者の中で「診療情報管
理士」の資格取得を希望する者。

3.補鶴、試験実施期間
(1)平成8年10月~平成9年 6月
(2) 補講、試験は受講者の便宜を図るため各会場とも複数回実施
(3) 当該期間中に受験できなかった者は、診療情報管理課程スクーリング時、認定
試験受験資格を付与するので認定試験を受験する。ただし、認定試験は全課目受
験するものとする。

4 会場
(J) 東京・名古屋・大阪・福岡

5 補講
(J) 医学概論(インフォームド・コンセント、病院機能評価)
(2) 医療情報学(情報7 ネージャーに求められる情報管理の知識と技術)

B試験
(1)課目 医学概論、医療情報学
(2) 形式 小論文

ただし、次に該当する者は、試験の一部を免除することができる。
・診療録管理業務専従10年以上で、かっ日本診療録管理学会において演者として
1回以上、共同演者であることを含め 3回以上研究発表を行った者。

7.受講料
20， 0 0 0ー(教材費含む)

診療録管理士の診療情報管理士への資格認定試験実施要綱内部規定

1 .診療録管理業務の定義
診療録管理室、診療情報管理室、病歴室等において診療録等の管理、コーディング
(I CD分類等)それらに基づく疾病統計を始めとする各種医療統計作成業務をい

う。(以下「診療録管理業務」という。)

2 特例の審査
(J) 実施要綱6項(2)号の業務経験については、病院長の発行する証明書を提出する

ものとする。
(2) 同研究発表については、第O回学会、発表スタイル、発表者名(共同演者名も
含めて)を記載したものを提出するものとする。

(3) 通信教育委員会で前 1、2号の内容を審査して決定を通知する。

※再試験 不合絡者に対する再試験については、別途指示する。
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申込み先:日本病院会通信教育課

(FAX・03-3230 -2989) 函千里
平成年月日

診療情報管理士補講申込書

このたび診療情報管理士の補講を受講いたしたく申し込みます。

希望会場 東尽・名古屋・大阪・福岡|希望日時|平成 年 月 日

認定番号 認定回数 認定 年月 日

診療録管理士
第 回 年 月 日

!日姓
氏 名 印 性別 男 ・ 女

生年月日 昭和 年 月 日

施 設 名

所 属

施設所在地 T 

電話番 号

自宅住所 T 

電話番 号

郵便物等の
病院 自 宅 (いずれかをOで囲んで下さい。)I . 

送 付 先

(注) (J)受講資格について

既に診療録管理士として認定されている者

(2) 試験の免除について

実施要綱第6項2号に該当する者は、試験を免除することができる。免除を

希望する者は、病院長の発行する診療録管理業務歴証明書(別紙)を提出す

るものとする。

(3) 受講料は、補講申込時納入するものとする。

(4) 補講申込書提出の際、受講料郵便振替納付書の(写)を添付すること。

(5) 受講料の納入は、郵便振替を利用のこと。

00190-5-396045 社団法人 日本病院会通信教育部

※回覧等により多くの診療録管理士に読んでいただけるようお取り計らい下さ~'0 
158(890) 日本病院会雑誌 1卯7年目月



日Ij紙

業務経験証明書

試験免除申請書

ふりかな i※男・女 診療録管理士認定番号

氏名
旧姓

)切;， I男・女
認定 年 月 日

年月 職 歴 (診療録管理業務専従腹) 1 年数

4・

日本診療録管理学会での研究発表実績

時 期 第 回日本診療録管理学会( 年 月 日)

発表タイトル

発 表者名 i発表者名
共同演者名

時 期 第 回日本診療録管理学会( 年 月 日)

発表タイトル

発表者名 }発表者名
共同演者名

時 期 第 回日本診療録管理学会( 年 月 日)

発表タイトル

発表者名
発表者名

共同演者名

上記のとおり相違ないことを証明する C

平成年月日

病院名 日
日本病院会雑誌 1997年B月 159 CS9D 



ーー唱会療情報管理通信教育募集要時=ー i 

診療情報管理課程第 3期生募集

診療情報管理士

診療情報管理士とは、ライブラリーとしての

診療録を高い精度で機能させ、そこに含まれる

データや情報を加工、分析、編集し活用するこ

とにより医療や健康の質向上をはかる専門的職

業である。

米国ではMedicalRecord Ljbrarian(現在は

登録病歴管理者R.R. A. Registered medical 

Record Administraterと改称)という称号で

1932年以来専門職として養成されてL必。

わが国ではまだこの種の養成は米国のような

l 大学教育としては行われていない。しかし医療

I の質の向上について関心をいだいている病院に

とって、診療録に含まれているデータや情報は

診療上からも研究上からも病院経営からも重要

な記録で、これを病院の公式記録としてしっか

り管理すべきであると考える管理者が多くなっ

てきた。

制日本病院会は昭和47年から基礎課程・専門

課程各 I年(計2年)の通信教育により、診療

録管理士の養成課程を開講し、今迄に2，232名

を認定してきた。平成8年からはこれを改革し、

船日本病院会と働医療研修推進財団の両者で、

新たに診療情報管理通信教育を実施し診療情報

管理士を養成している。

受講資格並びに受講内容

1 基礎課程受講資格短大卒以上で

111 現在病歴室で勤務している者(当分の問、

現職者は高校卒でもよい。)

121 病院の病歴室以外の部門に勤務している

者(将来その病院の病歴室に配置がえを

予定されている者の学歴は111に準ずる0)

131 病院勤務者でない者(年齢30歳未満)。

2.専門課程受講資格

111 医師・看護婦(土)(准看護婦除く)

121 (胡日本病院会指定医療管理専門学校生の

うち基礎課程認定試験合格者

3 申込方法

4 

・申込用紙 日本病院会備え付けのものに

記入する。希望者は会に請求すれば送

付する。

・履歴書市販のものを使用、写真貼付の

こと。その書き方は安浮歴、<]:職歴、

ca診療録管理業務歴(<]:職歴の一部を

再掲することになる〉とし特に③を詳

述のこと。

例えば昭和60年4月市立病院診療録管

理室i~勤務(病歴室主任〕

昭和61年4月病歴管理研究所病

歴管理コース受講など。

・申込締切目 第3期生の申込受付は平成

吉年6月初日までとする。

実施要領

111 修業年限 基礎課程 1年l
}計 2年

専門課程 1年j

留年期間は受講期間の倍とする。

(2)受講者選考書類審査

131 クラス編成毎年7月および 1月に開講

するので開講前月末日までの申込みを

もって、クラス編成する。

141 受 講 料 1年 70，000円

(前・後期 2回分納可)

ただし、専門課程受講者で教材不要の

場合は 1年60，000円とする。

既納の受講料は返却しな¥'0

151 資 格専門課程修了者は日本病院

会及び医療研修推進財団の認定診療情

報管理士として登録する。

5 履修科白

・基礎課程科目(14単位)

医学概論 2単位

解剖学 3単位

生理学 2単位

160(892) 日本病院会雑誌 1991年 5月
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内科学 2単位

外科学・外傷学 3単位

産科学(周産期吉む) 2単位

・専門課程科目(13単位)

診療録管理学通論 2単位

分類法総論 2単位

分類法実習 2単位

診療録管理室運用 3単位

医学用語 2単位

医療情報学 2単位

病院実習 (2週間)(1項 2号の者の一部及

び3号該当者のみ)

6 単位修得方法

11 )上記の履修科目の基礎課程は14単位、専

門課程は13単位を修得することが必要。

この単位の修得方法は、

① 各テキス卜を読了してリポートを提出

②所定のスクーリンクへの出席

③ 各期末試験に合格することが必要

121 リポートの作成

学習スケジューノレに従って教科書とリポー

ト問題が送付されるので、自習しながら

そのリポ-"を作成する。それを期日ま

でに会へ送付すると、該当科目講師によっ

て添削され本人へ返送される。各諜稜の

全リポートの提出のない場合は学習しむ

かったとみなし各期末試験はうけられな

L、。

131 スクーリング(面接講義)

スクーリングは 1年に 3日間コースを 8

月と 2月の 2回東京地区・大阪地区・福

岡地区で開催する。このスクーリングは

I年を単位として、前期と後期合計で 6

日間出席しないと期末試験を受験できな

L 、。

141 各地の研究会.1!ミナー

スクーリングの他東京(日本病院会)に

おいて半日セミナーを行う。さらに現在

各地で開催されている日本診療録管理学

会、北海道診療録管理研究会、宮城県診

療録協会勉強会、福島県病歴管理研究会、

新潟県診療録管理研究会、東海診療録管

理研究会、近畿病歴管理セミナー、九州

診療録管理研究会、九州診療情報研究会

も、このスクーリングの一環として利用

することができるc

(5) 期末試験

試験は毎年8月と 2月に東京、大阪、福

岡で行う。

試験は各課程の後期の終わりに受験する。

(専門課程認定試験は基礎課程試験合格

のl年後とする。)

161 合否の判定はこの試験にもとづき通信教

育委員会で行う。

7 実習

1項 2号の者の一部及び3号該当者は日本

病院会指定の各地の病院において2週間の

病院実習を行い履修証明を提出する。ただ

L 、当分の問、希望者のみとする。

8 申込及び閉会わせ

日本病院会診療情報管理課程通信教育

〒102東京都千代田区一番町 13--3

電話 (03)3265∞79 

郵便振替利用の場合

∞Iω-5-396045 

社団法人日本病院会通信教育部

ただし、動務の都合でスク一リングに 銀行振込利用の場合 I 

出席出来なかつた場合は出席臼数の%に 第一勧業銀行麹町支底 l 

! 限り次項の各地の研究会.セミナ一への 普通預金 N恥削削aω叫I口l附 6引1

! 参加をも勺て出席と認める。0(1回 2-4 臼本病院会通信教育部 i 

i 時欄問0ω5日附分、 5晴時間働以上幻1日附分とけする針) 一一一一 i 

日本病院会雑誌 1997年 5月 161(893) 



二日本病院会図書=

勤務医師マニュアル
(社)日本病院会医療制度委員会編

B 6判 58頁 500円(送料実費)
(税込)

勤務医師にとって，病院活動に寄与するために常に持つべき考えと態度と

行動について必須の条件とその理由を示す。

目 次一一一

病院倫理綱領

このマニュアルを理解するために

第 l章医師の基本的勤務要領

第 2章近代病院の機能

第3章診療実務

第 4章患者の権利と責任

第5章 医師の業務と院内各部門の活動

第 6章病院の活動評価

お申込みは(株)日本病院共済会

干 102 東京都千代田区一番町 13-2

FAX 03-3222-0016 

お詫び

4月号掲載の看護管理研究会シンポシウム「病院におけるサービスの質を考える」の最初の司会者発

言が，編集室の手違いで欠港していましたので，お詫びいたします。

編集後記

大5月号は図書室，薬事関係を中心に掲載しまし

た。牧野永城当会参与の「病院図書室の役割j

で病院関書室に対する経常者の姿勢の違いがわ

かります。経営の苦しいこの時期，図書室関係

経費の削減(購入費・人員・場所など)を考え

ている所もあるようです。

個人生活においても， r向上のためには， 日分

に投資せよ，本を買う金をケチるな」といわれ

ますが， このことは病院経営にも当てはまるの

ではないでしょうか。

大薬事管理研究会のシンポジウム「患者への情報

〔医薬品情報)の提供について」では， 4月改

定で薬剤情報提供料c7点)が新設されました

が，昨年からすでに薬剤情報提供加算をとって

いる病院の実情が紹介されていますので参考に

していただきたいと思います。

大〈掲示板〉には，厚生省緊急安全性情報 No2

「ヒト乾燥硬膜の使用中止についてJ(9.3.28， 

149ベ ジ)が出ております。

カ好評の「医師のための保険診療常識集J(4月

!号掲載)の別居Ijをご希望の方は，事務局まで ζ

連絡ください。 (4.15巧風記)

162(894) 日本病院会雑誌 1991年 5月



-個別病院別227病院の職種別・職位別実態

職種別賃金

職位別賃金

賃金構成

諸手当

'97病院職種別
金実態資料

日本病院会総務・人事労務合同研究会/制作産労総合研究所日本病院会/企画・編集発行

35，000円定価85半u・670頁

この職種別賃金実態資料は、日本病院会が1996年 9月から10月に

かけて、本会会員病院を対象に実態調査を実施したデータに基づい

て分析・集計した Lのです。内容は、医師、看護婦等職種別、院長、

診療部長、看護部長等職位別にその実在者の月額賃金(所定内賃金

プラス所定外賃金)、年間賃金(月額賃金プラス年間賞与・一時金)の

内訳とバラツキ、個別病院ごとの賃金構成・賃金体系、諸手当等の

実態を掲載しています。 '91年版から引続く'97q:.版の発刊.ノ

好評発売中/(特別頒価会員28，000円非会員31，500円)
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["97病院職種別賃金実態資ネヰ:J]

内
容
見
本
で
す
/
こ
の
集
計
の
ほ
か
個
別
捌
病
院
デ
ー
タ
も
収
録
/

(単位:円 )

経験

年数|病院数

(年)

医師

10 

20 

看護婦
o 142 I 254.276 206.599 184.879 21.720 47.677 12.524 35.153 

157 I 278.844 213.820 191.340 22.480 65.024 15.275 49.749 
166 I 287.610 219.835 197.307 22.528 67.775 16.590 51.185 

3 154 I 299.155 229.250 205.255 23.995 69.905 17.405 52.5∞ 
160 I 303.022 234.797 210.651 24.146 68.225 15.421 52.804 

5 156 I 308.240 242.346 216.746 25.6∞ 65.894 17.836 48.058 

会医師の初任給(経験O年〉は、 417.345円となり、その内の所定内賃金では、363.341円、所定外賃金

では、 54.004円となり、賃金の構成比は、所定内87.1%、所定外12.9%となっ定。

'tr5年経験者の月額賃金leI:、 798.638円で、初任総月額の1.91倍、 10年経験者では、 946.474円、初圧

給の2.27倍、 20年経験者では、 1.147.774円で、初任給の2.75倍となっ定。

'tr看護婦の初任給(経厳O年〉は、 254.276円となり、その内の所定内賃金ガ206.599円、所定外賃金

で47.677円となり、賃金轡成比は所定内81.2%、所定外18.8%となっ定。

'tr5年経験者の月額賃金leI:、 308.240円で、初任総の1.21倍、 10年経験者では、 343.568円、初任給の

1.35倍、 20年経験者では、 425.731円、初圧給の1.67倍となっ定。

食以上の臓種以外には、薬剤師、臨床検査技師、診療肢射線授師、栄養士、事務臓のデータガ集計さ

れている。

-職種別実在者賃金の内訳(病院計:病床計)

31.161 
83.866 
118.807 
112.378 
98.925 
104.661 
109.803 
116.253 
148.831 
144.124 

22.843 
30.216 
51.217 
59.075 
65.258 
70.970 
58.072 
47.482 
46.257 
34.689 

54.∞4 
114.082 
170.024 
171.453 
164.183 
175.631 
167.875 
163.735 
195.088 
178.813 

108.543 
136.815 
172.475 
194.166 
215.456 
232.877 
304.211 
354.311 
363.102 
288.971 

254.798 
291.459 
320.761 
363.702 
347.865 
390.128 
474.388 
553.616 
589.584 
736.506 

363.341 
428.274 
493.236 
557.868 
563.321 
623.∞5 
778.599 
907.927 
952.686 

1.025.477 

417.345 
542.356 
663.260 
729.321 
727.504 
798.636 
946.474 

1.071.662 
1.147.774 
1.204.290 

31 
56 
77 
84 
77 
95 
104 
94 
73 
48 
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日本病院会英文誌

Japan-Hospitals No.17 (July 1998) 

原稿募集中

当会では，日本の医学・医療の実情を海外の多くの人びとに知ってもらうことを目

的として，標記の英文誌を毎年 l回発刊しており， Japan-Hospitals No.17の原稿を

下記の要領で募集中です。皆様奮ってご投稿くださるようお待ちいたしております。

なお， 海外への送付先は， 国際病院連盟 CI.H.F) をはじめとして， 各国の保健

衛生関係官庁， 主要病院 ・研究所， 各種医療機関等の諸国体， 諸施設および医師， 研

究者，医療従事者等と広範にわたっております。

言己

1.テーマ

日本の医学，医療，病院の実情を海外に紹介 ・PRするもの，およびそれと直接，

間接に関連する内容のものであれば，何でも結構です。(国内既発表のものの翻訳

で，国外未発表のものまたは国外既発表であるが表現が相当相違するものでも結構

です)。例えば， 日本の社会保険制度， ME機器の実態 ・普及状況，看護の実態等の

紹介記事やオリジナルな研究報告等(ただし臨床的研究論文は除く)。

2.原稿提出締切日

平成10年 3月31日(火)必着

3.ご執筆の際の注意事項

① A4判用紙にタプルスペースで英文タイプした形を基準としますρ(翻訳料，

タイプ料等ご提出までに要した費用は，執筆者にてご負担願います。執筆者へ

の謝礼は別刷 50部をもって代えさせていただきます)。

② 上半身ないし顔写真(掲載用) 1葉を添付願います。

③ 枚数の制限は特にいたしておりませんが，上記の要領でタイプc1ページ27-

28行)した場合，原稿 2枚半がほぼ雑誌の 1ページに当たりますので，これを目

安にご執筆ください。

④ 初校の際 1固執筆者においてご校聞をお願いします。

原稿提出・問い合せ先

干 102 東京都千代田区一番町 13-3

(社)日本病院会学術委員会

電話 03 -3265 -0328 (直通)
_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..-.._.._.._.._.・・・・・・・・・・ー・・ーー.._.._.._.ーー・・・_.._.._..-.._.._.._.._..ーー・・・」
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HITACHI 

私たちは、単に機械的なクオリテイ
アップだけでなく、人への優しさを
見据えたHEARTFULTECHNOLOGY
を追求し、形にし、 rEUB-525Jを
誕生させました。
・機能性を高め移動性を考慮した、
機幅450mmのスリムデザイン。

・機査効率を向上させるシンプルな
操作性。

.多繊能化に合わせたオプション機
器の充実。

干101東京都千代田区内神岡トト14目立鎌倉橋別館ft(03) 3292-8111(大代表)
I世襲所I・北海道{札幌)26ト5651・東北{仙台)22卜6311・茨雄(水戸)225-5815・千葉225-5321・北関東(大宮)643ーは87
・車京3293-1651 ・官公需音色笠93-1666 ・東京商(立)11)28-∞51 ・横浜311日制 ・静岡255-5271 ・北陸{金沢)62-3391
・名古屋571-9106 ・京滋(京都)256お92 ・文阪312-8091 ・神戸24ト8181 ・中国(広島)243-8816 ・四国(高松)51-4切8
・九州北(福岡)713-5115 ・九州南(鹿児島)223-5121

株式会社目立メディコ

編

集

発

行

人

諸

橋

芳

夫

印

刷

所

胸

中

和

印

刷

頒

価

一
部

一
、
ニ

O
O
円

A

会
民
的
購
読
料
は
会
曹
の
中
に
含
ま
れ
る
V

-効能・効果、用法・用量、使用上の注意

(禁忌)等については、

添付文書をご参照ください。

・薬価基準:収載

BASEN@ 
⑨武田薬品工業株式会社

〒541 大阪市中央区道修町四丁目1番1号


